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第28回文化遺産国際協力コンソーシアム研究会 （ウェビナー）

－地域社会における文化遺産の役割を考える－

報告書



例言
　本報告書は、文化遺産国際協力コンソーシアムが2021年1月31日に開催し
た第28回文化遺産国際協力コンソーシアム研究会（ウェビナー）「文化遺産と
SDGs Ⅲ―地域社会における文化遺産の役割を考える―」の内容を掲載したも
のである。原稿は録音音声をもとに書き起こされたものを、読みやすさを考慮
して編集者が加筆・修正を加えた。各報告で使用した写真のうち、出典の記載
のないものはすべて発表者の提供による。
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　文化遺産国際協力コンソーシアムでは、2018年度より「文化遺産とSDGs」を主題とする研究会
を開催してきました。そこでは、文化遺産国際協力の立場から見たSDGs について考察し、文化遺
産の持続的活用を通じたコミュニティ開発や観光開発協力による貢献、国際機関の取り組み等の事
例を情報共有しながら理解を深める機会としてきました。

　シリーズ最終回となる本研究会では、「共存・共生」をキーワードに生業支援、教育、歴史的・文
化的環境保全といった観点から持続可能な地域コミュニティの形成と文化遺産の双方向的な関係に
ついて考えました。

　また、これまでの「文化遺産とSDGs」シリーズを振り返りながら、文化遺産国際協力の明日に向
けて、そのあり方と可能性を議論する場となりました。

開催趣旨

プログラム

青木　繁夫（文化遺産国際協力コンソーシアム副会長／東京文化財研究所 名誉研究員）
13：00

チャンタソン・インタヴォン（女性技能開発ホアイホンセンター 代表）
13：05 ラオスにおける女性技能開発のための伝統工芸技術の継承と普及

チア・ノル
13：25 アンコール遺跡周辺地域の持続的発展のための地域支援活動および遺跡保全活動

中村　浩二（金沢大学 名誉教授／石川県立自然史資料館 館長）

友田　正彦（文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長）

13：45　持続的発展のための人材育成：世界農業遺産（GIAHS）
「フィリピン・イフガオ棚田」と「能登の里山里海」の連携事業

佐藤　寛
14：55　まとめ

14：05

15：10 閉会挨拶

閉会15：15

開会挨拶・趣旨説明

（アンコール人材養成支援機構（JST）代表）

パネルディスカッション
パネリスト　　　：チャンタソン・インタヴォン、チア・ノル、中村　浩二、
　　　　　　　　　佐藤　寛（アジア経済研究所 上席主任調査研究員）
ファシリテーター：飯田　卓（国立民族学博物館 教授）

※ 本研究会は、ウェビナー形式で開催した。
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開
会
挨
拶

　本日はお忙しい中、文化遺産国際協力コンソーシアム第28回研究会にご参
加いただきありがとうございます。コンソーシアム副会長の青木です。一言ご
挨拶をさせていただきます。持続可能な開発のための2030アジェンダ、いわ
ゆるSDGsが、2015年に国連で採択されました。その中には環境というキーワー
ドもあり、現在では日本の国家戦略としてSDGs実施方針も策定されています。
さまざまな事業が試みられていることは既に皆様もご存じのことかと思いま
す。しかし、SDGsの枠組みの中で文化の居場所というのは明確には与えられ
ていません。SDGsの目標に掲げられた持続可能な社会をつくり上げるために、

文化が担う役割がそれほど明確なかたちにはなっていない現状が、これまで2回実施した研究会『文
化遺産とSDGs』シリーズの議論の中で浮かび上がってきています。
　文化遺産の国際協力を考えた場合、経済成長や貧困の削減が文化の関わりの中で密接な関係がある
ということは皆様もそれなりに分かるかと思いますが、そこには、残念ながら明確な見取り図はあり
ません。本研究会は、このような曖昧さについて考えるという目的でシリーズ3回目を迎えることに
なりました。2019年に実施した研究会『文化遺産とSDGs』では、SDGsの基本的な理解を深める目的
で、文化遺産の国際協力におけるSDGsの取り組みについての指針づくりや協力事例を紹介しました。
翌年開催された2回目の研究会『文化遺産とSDGs Ⅱ ―世界では、いま何が語られているのか―』では、
文化関係の国際機関であるUNESCOやICOMOS等におけるアプローチや事例報告をしてもらい、皆様
と情報共有をしました。これらの報告書については、文化遺産国際協力コンソーシアムのウェブサイ
ト上にPDF形式で全文掲載されているため、ご一読いただければありがたく思います。
　本日は3回目の研究会となりますが、有形文化財から離れて、社会、経済活動などの変化が誘因となっ
て引き起こされている地域社会のさまざまな問題について、伝統工芸、遺跡保護、生物多様性、環境
再生等に向き合う活動をされているお三方、ラオスの女性技能開発ホアイホンセンターのチャンタソ
ン・インタヴォンさん、アンコール人材養成支援機構（JST）代表のチア・ノルさん、金沢大学名誉
教授の中村浩二さんからお話をいただくことになっています。最後に、国立民族学博物館の飯田卓さ
んをファシリテーターとしてパネルディスカッションを行ったのち、アジア経済研究所の佐藤寛さん
にまとめをしていただきます。国際協力を実施するうえでは、SDGsは何らかのかたちで関わりを持ち、
あるいは配慮しなければいけない時代になっています。その中で、文化の中におけるSDGsの居場所
について議論してもらえればありがたいと思います。それではどうぞよろしくお願いいたします。

開会挨拶・趣旨説明

青木　繁夫
（文化遺産国際協力コンソーシアム副会長／東京文化財研究所 名誉研究員）
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講　

演
１

　皆様、こんにちは。ラオスから参加しているチャ
ンタソン・インタヴォンです。ラオスにはいろいろ
な民族がおり、それぞれの文化も特有なものがあり
ます。この地図のように、北や南にさまざまな少数
民族がいます（図１）。私のようなラオス族はメコ
ン川沿いに住んでいる人たちが一般的です。ラオ
スには、世界遺産が三つあります。一つ目として、
1995年にルアンパバンの町全体が世界遺産に登録
されています。二つ目に、アンコール遺跡との関連
性のあるチャンパサック県ワット・プーと関連古代
遺跡群も2001年に世界遺産になりました（図２）。
2019年にはシエンクワーン県ジャール平原の巨大
石壺遺跡群が三つ目の世界遺産に登録されました。
この巨大石壺が何を目的としたものかという点は諸
説あります。お墓という説もあります。ラオスの民
話の中では、戦いの勝利のためにお酒を造っていた
所だと言われています。2017年にはユネスコ無形
文化遺産として、ラオスの楽器ケーン音楽が登録さ

ラオスにおける女性技能開発のための
伝統工芸技術の継承と普及
チャンタソン・インタヴォン

（女性技能開発ホアイホンセンター　代表）

講演１

チャンタソン・インタヴォン
1974年に国費留学生として来日し、1981年お茶の水女子大学大学院人文科学研究科修士課程、1986年東京都立大学院博士
課程修了。1982年特定非営利活動法人ラオスのこども設立、代表。1992年ラオスの女性とともに仕事を作る会設立、代表。
1998年ホアイホン職業訓練センター設立、代表、2015年ホアンカオ学校（保育園・幼稚園・小学校）設立、校長。1978年よ
り2003年までラオス語講師（外務省、東京外国語大学）、通訳・翻訳（外務省、JICAほか）、東京都・国際理解教育派遣講師等
を務める。ラオスの教育、文化、生活、織物、ラオスの女性の地位向上等に関する講演多数。1990年より 日本、韓国、フランス、
香港ほかでラオスの織物展示会等を開催。ラオスのこどもの教育向上、女性の自立支援活動、伝統織物の保存活動が評価され、
毎日新聞国際交流賞（1999年）、IBBY朝日国際児童図書普及賞（2008年）、JICA理事長賞（2018年）、旭日双光章（2020年）
受賞。著作に『The Legend of Lao Textiles』（ラオスで出版、共著）、『ラオスの布を楽しむ』（アートダイジェスト、2006年）
がある。

「ラオスにおける女性技能開発のための伝統工芸技術の継承と普及」

チャンタソン・インタヴォン（女性技能開発ホアイホンセンター 代表）

図１
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１

　最初にお見せした地図にもあったように、ラオス
にはさまざまな民族がいます。図４の写真はラオス
北部に住むカム族です。ルー族の衣装は、刺しゅう
と織物が組み合わされて作られている服です。
　図５のレンテン族は割と日本に近いしっかりとし
た織り機を持っていて、白い布を織り、藍染めをし
ています。男性のズボンは薄い青色です。レンテン
族の女性たちは眉毛を全て剃ってしまいます。その
ような文化を持つ民族です。
　図６はラオスで最も人口の多い少数民族モン族で
す。中国ではミヤオ（苗）といいますが、ラオス、
タイ、ベトナムにも数多くの人が住んでいます。彼

図６

図７

図２

ラオスの世界遺産(1)

図５

ラオスの少数民族

図４

らの特徴は、麻で織った布にアップリケや刺しゅう
を施して、ロウケツ染めをして藍染めしたスカート
をはいている点です。ただ、最近では中国から来た
ポリエステルのプリーツスカート等が安く手に入る
ということで、1年かけて刺しゅうやアップリケす
る伝統的な衣装が徐々に少なくなっており、少し残
念な状況です。男性は写真右下のような格好をして
います。12月のお正月の際は皆が着飾り、きれい
な格好をします（図６）。

　図７の写真はカム族、ルー族です。ラオスではさ
まざまな伝統的な織物があります。スライド下段の
織物は居座機、腰機で織ったものです。昔、男性は
このような伝統衣装を着ていましたが、今ではほと
んど着ません。お祭りの際も、服の上にふんどしの
ようなものをします。女性の衣装にはビーズが織り

れました。この楽器はラオスだけではなく、タイの
東北地方でもよく使われている楽器です（図３）。

図３

ラオスの世界遺産(2)

2017年登録
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講　

演
１ 込まれています。下中央の写真はインドネシアのよ

うに胸まである衣装で、赤ん坊を背中に抱え、母乳
をあげる際は前に回せば脱がなくても済むような機
能的なものになります。
　ラオスの伝統的な織物は、一つ一つ紋様を手で
作っていきます。その紋様は、垂直の紋綜絖（もん
そうこう）に記憶され、１本１本の糸が目盛りのよ
うになっています。日本だとカード織りのようなイ
メージです。複雑なものであれば2000本でデザイ
ンされます。入り切らない時は、別に作るケースも
あります。草木染めは伝統的なもので、いろいろな
植物を乾燥させたものを使い、自然のピンク色や赤
色に染めています。茶色は、ラオスの女性が昔から
口寂しいときにかんでいた木の皮から抽出されてい
ます。黒色は、東南アジア独特なものかもしれませ
んが、コクタンの実を使い、柿渋のようなもので染
めます。図８のカラフルな糸は全て草木染めで染め
たものです。例えば黄色であれば、キハダのような
ものもありますが、色があせやすいため、ラオスで
はジャックフルーツの幹を削り、色を抽出していま
す。

図９

藍染のロウケツ染め・絣

図 10

図８

　織り機は、図９左上の写真のように4本の柱があ
り、それらをつないだ簡易なものとなります。田舎
へ行くと、どこの家庭でも高床式の家の下に竹や木
で作った織り機があり、先ほどの写真のように複雑
な織物を作っています。ラオスにも民族によってさ
まざまな種類の絣がありますが、日本と異なるのは、
経絣（たてがすり）はなく、緯絣（よこがすり）で
ある点です。緯しかなく、経糸は1色のものが多い
です。ところが、図９右下の黄色い布の写真を見る
と、普通の織物では上と下だけですが、この織りは
3層の経糸があります。白い経糸はタームックとい
い、少し特殊な織物でタイデン族が得意とするもの
です。こちらは絣と浮き織りです。浮き織りも紋様
を記憶させておき、平織りをしていくようなもので
す。
　先ほど、モン族の女性たちがはいていた派手なプ
リーツスカートがありましたが、図10左上の写真
のものが原型です。ロウケツ染めしたものを藍染

めして、ロウを落としてから、このギザギザになっ
た箇所に赤いアップリケをします。紋様の入ってい
ない所に布を当てるという複雑な刺しゅうを施して
います。左下の写真はラオスの中部にいるプータイ
族が得意とする絣です。こちらは先ほどの緯絣で
す。私が主宰している女性技能開発ホアイホンセン
ターでは、このように藍染め用の藍甕を土の中に埋
め込んでいます。これは日本から学びました。藍、
つまり微生物にとって、今の時期だとラオスでも寒
いため、毛布を掛けてあげます。日本のように火を
焚くのではなく、甕に毛布を掛けますが、そうなる
と数多くの甕を使えないため、土の中に埋めている
のです。本当は半分ほど埋めてほしかったのですが、
私の伝え方が悪く、首まで埋められてしまいました。
ただ、このおかげで藍が1年中安定して使うことが
できます。

　図11には、ラオスのいろいろな織物の写真を載
せています。こちらはすくい織りです。先ほどは裏
から見ましたが、こちらは表から見ています。ブー
タンでは表で織りますが、ラオスの場合は裏を見な
がら織っていきます。こちらはすくい織り、縫い取
りのような感じです。こちらは浮き織りで、紋様を
記憶しておいて、平織りしていくだけです。こちら
も縫い取りです。こちらはつづれ織りです。先ほど
写真にあったような織機で織り子たちが作っていま
す。
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講　

演
１

　図12はラオ族の人たちの衣装です。結婚式の際
に、男性はハーハンという6メートルほどの布を巻
いてズボンのようにして履きます。女性は金糸銀糸
の入ったものを着て結婚式に臨みます。昼間の結
婚式ではこちらの衣装を着ますが、夜のパーティー
では露出を上げて花嫁がお客さんを迎えることもあ
ります。左下の写真は、ルアンパバンの王族の人た
ちがはくスカートです。よく見てみると分かるよう
に、全て刺しゅうで作られています。金属の糸を使
い、お姫様たちが自分のはくものを自ら刺しゅうす
る習慣があったそうです。寺院に奉納する座布団や、
僧侶がお経をあげるときに、顔の前に使う大きい扇
のようなものなどを刺しゅうして奉納する習慣もあ
るようです。今では資産家のお嬢さんが結婚式の際
にこの衣装を着ており、現在でも作られています。
写真のものは私の母が結婚した時に譲ってもらった
100年以上前の衣装です。裾だけは刺しゅうで新し
く作ってもらいました。

ラオスの伝統的な織物の色々

図 11

図 12

を向上させ、教育をよくすることが必要だと考え、
1979年に初めてラオスへ帰った際に、ラオスのさ
まざまな学校を見学しました。そこでは、本がな
く、教室も暗い中で先生が教えている状況を見たこ
とを記憶しています。何かできないかと思っていた
ところで、日本の友人たちと相談し、本を作ること
や、本を送ってあげることによって子どもたちが本
を好きになり、さらに勉強ができて、文字が覚えら
れるようになるのではないかと考えました。そして、
1982年にラオスの子どもに絵本を送る会を設立し、
バザーや募金活動を行い、保育園から古い本をもら
い受け、ラオスの子どもたちに送る活動を始めたの
です。その際に、ラオスの織物やハンディクラフト
を日本の皆様に見てもらい、いろいろと買っても
らったおかげで本の出版もできました。
　ある孤児院に行ったところ、子どもが100人以上
いるにもかかわらずお手洗いがなかったため、女子
トイレと男子トイレをつくりました。孤児院の子ど
もたちや女子に仕事で使える技術を身につけさせる
ため、民間の工房に協力を得て織物を教え始めたの
は1994年辺りからです。民間の工房に頼んでみた
ところ、研修費が非常に高額であったため、さらに
お金を稼ぐ必要があると考え、ラオスの織物の展示
会の開催のために奔走し、横浜市のセンターでラオ
スの織物を大々的に展示してもらうことになりまし
た。そこでは、私が1979年からラオスでいろいろ
な織物を買ってコレクションとして持っていたもの
に加え、2人の知人の協力を得てすてきな織物を提
供してもらいました。展示会をしながら、ラオスの
各地の織物を販売したところ、予想外にラオスの織
物の認知度が上がり、多くの皆様がラオスの織物を
求めるようになりました。これは1997年の出来事
です。予想以上に資金を得ることができましたが、
これは女性たちが作った物で稼いだお金です。その
女性のために何かできないかと考え、女性のための
職業訓練センターの構想を得て、自分の土地に女性
技能開発ホアイホンセンターを設立しました（図
13）。

　私は1974年にラオスを出て、日本へ留学しまし
た。1975年にラオス人民民主共和国が建国される
革命が起こったため、なかなか自分の国に帰れない
という事情があり、日本で一生懸命勉強し、いろい
ろと楽しませてもらいました。当時はラオスから難
民が数多く出ていた時期だったので、それを防ぐに
はどうすればいいかと常々考えていました。難民
の発生を抑えるには、国内にいるラオス人の生活

ホアイホン職業訓練センター

図 13

　当時、ラオスには女性たちの就職する場がありま

9



講　

演
１ ないかもしれません。模様は再現できても、サイズ

が異なる場合もあります。既製品の糸ではない手紡
ぎ糸にはさまざまな太さがあります。ラオス人は織
物が身近にあるため、研修にはそれほど時間を要し
ません。ゼロからのスタートでも、おおむね2、3
カ月勉強すれば一人前に織れるようになります。三
つ目に、染色の分野でもさまざまなものを使って学
びます。
　当センターでは、図15の写真のようにいろいろ
な作品を再現し、草木染めの色も豊富です。縫製部
があるため、小物も作って販売しています。当セン
ターは自立しないといけないという課題を持ってい
ます。特にコロナ禍となり、ほとんど来客がないた
め大変ですが、幸いなことに、ラオスのお客さんは
皆がオンラインで購入してくれるため、気に入った
商品の注文があれば、すぐに発送して、PayPay（ペ
イペイ）で即振り込みがあります。コロナ禍で来店
は少ないですが、リピーターのお客さんが、ある商
品を違う色にしてもらえないか、違う模様にしてく
れないかといった注文で声を掛けてくれています。
日本からも、本に載っている織物の見本写真を送っ
てきて、再現できないかといった注文もあり、お客
さんあっての商売なので、われわれも引き受けて要
望に沿って織物を再現させてもらっています（図
18）。

せんでした。家の前で自分の作ったパパイヤサラダ
の販売や駄菓子の販売等をして、客がいないときに
は織物をしていました。彼女たちが作る織物は非常
にすてきですが、高く売れません。化学染料で染め
られた糸を買って織るだけだったのがその理由で
す。バイヤーが来ても、糸代程度の買い付け金額で、
彼女たちの労賃はほとんど含まれていません。何日
程度かけて作ったのか訊いても、時間が空いている
ときにしか織ってないので計算できないと答える女
性ばかりでした。この職業訓練センターでは織りの
研修もしますが、同時にマーケットの勉強もします。
どのような人たちがものを買うのか、何が好きなの
か、どの程度の時間をかけて1枚を織り上げられる
のか計算できるように教育して、草木染めや付加価
値の高い複雑な織物、海外の人が使いやすい無地の
ものなど、さまざまな織物の開発を一緒に考えてい
ます。

図 15

図 16

図 14

　当センターでは三つの分野について教育をしてい
ます。一つ目は縫製です。ラオスの女性は教育を受
けていない人も数多くいます。研修に来る際に算数
ができないと困るといった話を彼女たちにしてお
り、勉強をしてほしいと思っていますが、田舎では
家庭の経済的な事情等もあり、思うように学校へ行
けない人たちが多いのも事実です。そのような人た
ちが手に職をつけたいということで研修に来ます
が、教える先生側もそれほど教育レベルが高くない
ため、自分たちで教え方を編み出します。割り算が
できないならばメジャーがここまで来たら半分に折
るなど、分かりやすいようにいろいろな教え方をし
ています。講師たちのそのような工夫によって非常
に助けられています。
　教育の二つ目は織りの研修です。ラオスの人たち
は自分たちでも織物はしますが、さまざまな織物の
種類や模様を再現する技術を学ぶ研修をします。例
えば、図14の写真は、古い織物から模様を再現す
るときに、日本であればマスにメモをしながら進め
ていきますが、彼女たちは実物を見てそのまま再現
します。日本と異なる点は、糸の太さが一定ではな
いところです。再現といっても同じサイズにはなら
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演
１

図 19

図 17

図 18

　研修は当センターの中だけではなく、われわれ
の講師を派遣して、出張研修も開催しています（図
16）。新型コロナウイルスが流行する前は、外国の
方がラオスの文化に触れたいということで当セン
ターに来て、染色や織物をしていました。日本から
の学生や、ラオスにあるインターナショナルスクー
ルの子どもたち、大使館の方も来ています。センター
で昔の織物の展示会を行う際にもさまざまな人々に
訪れてもらうことができます。ラオスの都会の若い
人たちは機織りに触れることができないため、当セ
ンターを通して体験することが可能です（図17）。

　図19左上には当センターの織手が写っています。
彼女たちはラオス中のさまざまな土地から来ていま
す。自ら織った物を着てもらって撮影していますが、
ご覧のとおりいろいろなものを作っています。右の
写真はタイデン族で、通称、赤タイ族はこのように
頭にターバンを巻きます。非常にすてきな織物です。
下左の写真は、子どもが遊びの中で織物をしている
様子です。このように織物文化はまだまだ残ってい
るのです。ラオスで教育を受けられる女性は医師や
看護師、学校の先生になる人たちもいますが、多く
の女性は教育を受けられず、就職先も少ない状況で、
織り機に向かって生活の糧となる織物を作って自宅
の前で販売しています。ラオスの子どもたちが学校
に行くためには、伝統的な織物に付加価値をつけ
て、高く販売できるようにして、女性の労力がしっ
かりとお金に換算できるような状況にしなければい
けません。そのために、私は、ラオスの女性に対し
て教育や訓練をしなければいけないと強く感じてい
ます。

　ラオスには十分に教育を受けられない女性がいま
だに数多く存在します。彼女たちが親になって、子
どもたちを学校に行かせたいと思っても、父親だけ
の収入では足りないのが現実です。女性が収入を得
られる手段として、織物ならばどこへ行ってもでき
るという強みがあります。その強みを生かして、私
自身は子どもたちに教育を受けさせたいと考えてい
ます。特にラオスの男性はお酒や賭け事を好みま
す。お金を得ると真っ先に飲み屋へ行ってしまうた
め、家庭にお金を持って帰らない人もいます。女性
が働ければ必ず子どもを学校へ行かせることができ
ます。当センターに働きに来る17歳から20歳程度
の子はお金が入ると何をしていると思いますか。自
分の服を買うのではなく、自分の弟、妹を学校に行
かせています。自らは中学校しか行けないけれども、
弟や妹たちを大学に行かせたい、英語を勉強させた
い、さらにいい職に就いてもらいたいと言い、自分
の仕事に取り組んでいます。そのような姿を見てい
ると、女性が収入を得られる仕事を増やさなければ
いけないと強く感じます。

　先ほど、昔の織物の再現の話をしました。図18
の写真は、2019年に東京のアメリカンクラブで展
示会を開催した際のものです。上3枚の写真で平置
きしてあるのは昔の織物で、その上に飾ってあるの
が再現した織物です。現物とサイズが異なる場合も
ありますが、模様は完璧に再現が可能です。下の写
真に男女が写っていますが、現在でもラオス人は結
婚式の際、このような民族衣装を着ています。結婚
をする前にウエディングドレスを着て写真撮影をし
て、会場を飾る方もいますが、基本的にはラオスの
民族衣装が着られています。私も友人の娘さんの結
婚式に参加したところ、この写真のように若い人も
トップスはおしゃれなブラウスを着ていますが、下
は金糸銀糸の入った伝統的な織物のスカートをはく
という着こなしをしていました。
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講　

演
１ 　織物は本日紹介した取り組みのように伝統を継承

していきますが、さらに伝統を継承する力を得るた
めに、男性の指導者たちに織物の価値を理解させた
いと考えています。男性は織物の価値をなかなか理
解していません。女の仕事なので大したものではな
いと思うのかもしれません。私は今の状況を日本の
明治時代と同じだと捉えています。お蚕を飼って日
本の経済を支えたように、今、ラオスの女性の作っ
た織物がラオスの経済を支えています。文化的に
もラオスのアイデンティティーとして認めてほし
いのです。この取り組みを推進することによって、
SDGsにも寄与して、皆が今以上に良い生活を送る
ことができ、自国の誇りとして文化を大事にしてい
けるような民族になってほしいと思います。
　ラオスでは、世界遺産がそれほどないため、観光
には生かせていませんが、一方で、現在、少数民族
の村の文化に触れる観光ツアーが少しずつ増えてお
り、人気を博しています。私も、今まで多くの日本
人学生やラオスの織物のファンを連れてさまざまな
村へ行きましたが、最近になってようやくラオス人
もその価値に気が付いたようです。少数民族を支え
るために、彼らの文化を生かして、それをファッショ
ンの中に採り入れていくといった動きがようやくで
きるようになりました。私自身は1990年代から言
い続けていることですが、今では多くの皆様に協賛
してもらっており、今後も取り組みを続けていきま
す。ご清聴ありがとうございました。

12



講　

演
２

　こんにちは。アンコール人材養成支援機構（JST）
代表のチア・ノルです。皆様もご存じだと思います
が、カンボジアではポル・ポト政権の時代に知識層
が300万人以上処刑されたため、東南アジアの中で
最も発展が遅れている国です。1975年、私が小学
校3年生のときに共産主義政権が始まり、シェムリ
アップ州立病院で医師をしていた父と高校生だった
2人の兄はアメリカのスパイと見なされ、連行後に
処刑されました。私もシェムリアップの町から田舎
へ強制移住させられ、ダムの工事現場で労働をさせ
られました。一般教育は受けられず、原始共産主義
思想の教育のみを受けました。1979年にポル・ポ
ト政権が崩壊し、私の家族で生き残ったのは私と母
のみでした。1980年に、当時日本に留学中だった
いとこの手紙が村まで届き、私は日本に行くことと
なりました。母は高齢の祖父がいてカンボジアを離
れることができなかったため、1人生き残った息子
だけは平和な日本で生き延びてほしいと考え、送り
出してくれたのです（図２～５）。

アンコール遺跡周辺地域の持続的発展のための
地域支援活動および遺跡保全活動
チア・ノル

（アンコール人材養成支援機構（JST）代表）

講演２

チア・ノル
1966年カンボジア、シェムリアップ生まれ。ポルポト政権下で父と２人の兄を失い、13才のとき難民として日本に避難。以後
日本で育ち、中央大学国際経済学部卒業後、母国カンボジアに戻り、日本国政府アンコール遺跡救済チームにて通訳・渉外・
現場監督補助を25 年間つとめる。2005年にシェムリアップでNGO「JST（アンコール人材養成支援機構）」を設立、代表就任。
カンボジア農村部の人々の自立を目指し、道路や橋のインフラ整備、子供の教育など、地域に根差した支援活動を行っている。
2013 年、自己資金と海外からの支援金を投じて、公立の「バイヨン中学校」をアンコール・トム遺跡の北西部に創設。2019
年より高校も併設され、現在は5学年800人以上の地域の生徒が通う学校となっている。

図１

アンコール遺跡周辺地域の

持続的発展のための

地域支援活動および遺跡保全活動

JST（アンコール人材養成支援機構）代表；チア・ノル
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図３

ダム工事現場、牛飼いなどの労働に従事

図５

1980年
タイ難民キャンプへ

図４

原始共産主義思想を教育される

1991年；パリ和平協定調印

1992年；UNTAC発足
＊アンコール遺跡群が世界危機遺産に登録される。

図６

　小学校5年生から大学を卒業するまで、私は日本
で過ごしました。私が大学を卒業した頃、日本政府
はカンボジア和平に向けて重要な役割を担っていま
した。1991年にパリ和平協定が調印され、1992年
には国連カンボジア暫定統治機構（UNTAC）が発
足し、アンコール遺跡群が世界危機遺産に登録され
ました。1994年に日本国政府アンコール遺跡救済
チーム（JSA）が発足し、私も遺跡修復事業に携わ
ることになりました。そのときの最初の所長は本研
究会の主催者、文化遺産国際協力コンソーシアムの
事務局長である友田さんでした（図６、７）。
　ここからは、1994年に私がカンボジアへ戻って
からの農村部の状況についてお話しします。私が活
動を始めた場所は、アンコール遺跡群に隣接した村
です（図８）。当時、村の川は木の板を渡しただけ
で、雨期になると水で流されてしまい、村人は川を
泳いで渡っていました。私はそのような状況を日本
人の支援者へ伝え、資金を集め、コンクリートを活
用して村人とともに橋を造りました。道も整備され
ていなかったため、村人とともに道を造りました。
小学校もなかったので、村人の協力を得て校舎の建
設をしました。農村部における私の活動はここから
始まったのです（図９～11）。
　当時の農村部における子どもたちの状況ですが、
乾期になると水が枯れてしまうこともあり、衛生状
態が悪く、子どもたちは休み時間になると頭に付い

図７

バイヨン寺院修復

プラサート・スープラ修復

アンコール・ワット北経蔵修復

1994年；日本国政府

アンコール遺跡救済チーム
(JSA)発足

（チア；祖国カンボジアへ戻り、
遺跡修復事業にたずさわる）

チア（小学3年）；プノム・クーレンへ強制移住。
医者だった父親と2人の兄は殺害される。

1975年4月～；ポル・ポト時代

図２
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図９

村には橋がない
 

雨期には川を泳いで渡る
 

村人とともに橋をつくる

1997年

図８

村には道がない
 

急病人を町の病院に運べない
 

村人とともに道をつくる

1998年

図 10

図 14

ゴミ問題

図 11

村には小学校がない
 

子供たちは教育を受けられない
 

小学校校舎を建てる

1998年

図 13

衛生面の問題

カンボジア農村部の子供たちの当時の状況

図 12

たシラミを取り合っていました（図12、13）。図14
は、シェムリアップ市内の小学校の様子ですが、住
民が塀の外から生ごみを投げ入れ、そのごみがた
まっていました。子どもも家庭の重要な労働力であ
るため、小学校に入学せず、牛飼いやきょうだいの
面倒を見るために働く子どももいました。特に遺跡
周辺の地域では、親が物を売るより子どものほうが
よく売れるため、学校へ行かせずに物売りをさせる
親も多いという状況でした（図15）。
　図16はアンコールクラウ小学校の生徒数を示し
た表です。毎年200人ほどの生徒が入学しますが、
6年生まで進級できるのは3割程度となります。そ
こで、2005年に私はアンコール人材養成支援機構
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図 17

2005年
JST（アンコール人材養成支援機構）設立

図 19

村の子供たちの
栄養補てん

JSTの役割

カンボジア農村地域の問題を
少しでも解決する。

日本の人々、

日本からの
ご支援

カンボジアの
貧困農村地域

繋ぐ

図 18

（JST）を設立しました（図17）。外国人訪問者とと
もに遺跡を護り、遺跡周辺に住む住民や子どもたち
を支える仕組みを作るのがその目的です。日本の皆
様からの支援をカンボジア農村地域につなげること
によって、農村部の抱える問題を解決したいと考え
て取り組んでいます（図18）。日本からの支援金を
子どもたちの栄養補填に利用し、小学校へ行き、清
掃の仕方やごみの処理方法を村の青年たちと一緒に
教えました。カンボジアの学校には社会科見学など
の課外活動がありません。遺跡の近隣に住んでいて
も、遺跡に行ったことがない生徒が多く、学校の先
生にも遺跡について教えられる知識がありません。
そこで、小学生たちを遺跡に招き、修復に携わって
いるカンボジア人の専門家が、歴史や遺跡について
説明する機会を設けています（図19～22）。
　私が支援していた5つの村には小学校しかなく、
子どもたちは中学校が欲しいと望んでいました。中
学校へ行くには、シェムリアップ市内まで通わなけ
ればならず、自転車等がなく、雨期には通学困難と
なるため、中学校の進学率は1割程度でした。2011
年に私は地元に中学校を設立することを決意しま
した。5つの村には中学校を建設できるような敷地
がなかったため、村の中心にあった私の土地3ヘク
タールを教育省に寄付し、2013年にバイヨン中学
校を開校しました（図23）。教員は教育省から派遣
してもらいますが、土地、校舎、その他設備は全て
JSTで準備しました。図24は、創立から8年たった
2021年のバイヨン中学校の様子を示しています。2
年前の2019年には高校も併設されました。現在は、
中学1年生から高校2年生まで通っています。生徒
数は全校で820人、18クラスありますが、教育省か
ら派遣される教員は13人しかいません。農村地域
で教えたいという教員がほとんどいないのが現状で
す。バイヨン中学校では、専門家によって、遺跡修
復、文化人類学など地域に根差した特別な授業が行
われています。子ども向けの遺跡修復に関する本を
作成し、配布しています（図25、26）。
　学校が楽しいと感じる子どもたちは数多くいま
す。運動会の実施や、給食での栄養補填を実施する

図 15

児童の労働問題

子供とはいえ、家庭の重要な労働力。

学校へ通わず、働く子供も多い。

小学校退学者数の問題

図 16
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図 21

アンコール遺跡
修復現場
社会見学会の
実施

アンコール遺跡へ
一度も行ったことがない

地域の小学生たち

図 20

ゴミ処理方法の改善

before after

図 23

2013年10月、バイヨン中学校創設！！

図 22

今、カンボジアにとって、一番必要なこと

それは、次世代を担う子子供供たちの

教教育育環境を整えること。

バイヨン中学校（公立学校）を設立を決意

2011年
地域に中学校がなく、中学校進学率は1割以下。

現在のバイヨン中学校

• 2019年11月、バイヨン高校併設

• 2021年1月、創立8年目の始業開始

• 生徒数 約820人（18クラス、2部制で運営）

• 教員数 13人（給料以外に交通費が出ないため、
農村地域の教員のなり手がいない）

・教室16教室、生徒トイレ2棟、教員宿舎5室

図 24

図 25

カンボジア人専門家有志による

「地域に根差した特別授業」

図 26

「遺跡修復絵本」作製

こともあります。遺跡などの観光地でごみ拾い活動
をし、村での植林活動もしています。伝統文化にも
触れる機会をつくっています。こちらのスライドの
写真はココナッツダンスです。伝統楽器をそろえて、
演奏する機会も設けています（図27～29）。
　バイヨン中学校、高校で今までに2回開催した文
化祭の写真を紹介します。文化祭では、地域の伝統
を生徒たちに伝えるために、大人たちにも積極的に
参加してもらいます。図30は僧侶の得度式を紹介
するブースです。この地域ではほぼ全員が上座部仏
教を信仰していますが、生徒たちは信仰の本当の
意味をそれほど理解していません。そこで、釈迦
が悟りを開いた日や万物祭なども紹介されました。
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図 33

図 32

図 27

運動会の実施

栄養補てん

植林活動

ゴミ拾い活動

図 28

図 29

図31は、今ではほとんど残っていませんが、この
地域に伝わる子供の通過儀礼の一つです。図32は、
地元の人の協力を得て、ちまきを作る実演をしてい
ます。図33はつる植物でかごを作っています。生
徒たちがカンボジアの伝統的な技術に興味を持つよ
うに、これらの展示企画をしました。この地域では、
お祭りのときの祭壇にバナナの茎を利用したものを
使っています。その彫刻を実際に行うブースも設け
ました（図34）。図35は骨折した際に行う民間療法
を紹介するブースです。伝統的には牛の糞と冬瓜な
どを混ぜた薬を塗り、竹で作ったギプスを巻きます。
図36は、出産の際の儀式の実演です。小さな子ど
もにも参加してもらって、実演されました。
　アンコール遺跡群が世界危機遺産に登録されてか

図 31

図 30
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アンコール遺跡群
1992年；世界危機遺産に登録

2019年の訪問観光客数は約500万人

・経済的恩恵は周りの村々まで及んでいない。
・規制が多く、住民は理不尽さを感じている。

図 37

図 35

図 34

図 36

農村部の教育現場からの悲鳴

• 教員が足りず、授業が成り立たない。

• 学校運営費の不足（生徒一人当たり年間3ドル以下）

生徒の学力が極端に低い

図 39

バイヨン中学校
生徒の家

図 38

ら、本年で29年を迎えました。観光客数は2019年
に500万人になっています。しかし、経済的恩恵は
周辺の村々まで及んでいません。規制も厳しく、住
民は不満を感じながら生活しています（図37）。図
38は、遺跡から5キロ圏内にあるバイヨン中学校の
生徒宅です。壁はほとんど壊れ、風雨も入ってきま
す。この家では最近、父親が職を失い、収入がなく
なりました。タイなどに出稼ぎに行っている家もあ
り、子どもの義務教育を終える前に働きに出るため、
学校を辞めるケースもしばしば見られます。
　教育現場も大変な状況が続いています。教員が極
端に不足しており、授業が成り立たない点、学校運
営費が不足している点が主な原因です。その結果、

学力が極端に低い生徒が多い状況です（図39）。
2020年にバイヨン中学校で調査したところ、整数
と小数の足し算ができない生徒が、中学1年生で9
割もいました。これまで紹介してきたように、課題
は多く、根深いものがあります。私自身も自らがで
きることをできる範囲で行うしかないと思っていま
すが、現在は、地域全体の子どもの教育を支える仕
組みを作っています（図40）。村や学校を案内する
ツアーを実施し、収益金を学校の運営費に充ててい
ます。海外からのスタディーツアーを受け入れ、生
徒たちにも協力してもらい、日本の学生が学校に泊
まり、カンボジア料理を作って蚊帳で寝るという学
泊も実施しています。海外からのスタディーツアー
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では、コロナ禍になる前に年間20団体以上の交流
がありました。生徒たちには自立することを教え、
野菜やハーブの栽培を行っています。それらの販
売収益金も学校の運営費に充てています（図41～
43）。
　最後に今後の展望ですが、われわれは地域の持続
的発展に向けて、次の二つを目指して活動していき
ます（図44）。一つ目は、生徒たちに自立精神を身
につけさせることです。そして、二つ目に、その生
徒たち一人ひとりが、将来、地域に貢献できるよう
に導くことが大切なことだと考えています。ご清聴
ありがとうございました。

スタディツアー受入れ

収益金は
学校運営費に

図 41

今後の展望

地域全体がバイヨン中高校（＝子供の教育）を
支える仕組みづくりの構築

（例；村資源を生かしたツアー事業など）

図 40

野菜＆ハーブ栽培

収益金は
学校運営費に

図 43

図 42

今後の展望

地域の持続的発展に向けて…..

・次世代を担う生徒たちの
自立精神を養うこと

・地域に貢献できる人材の育成

図 44
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持続的発展のための人材育成：世界農業遺産（GIAHS）
「フィリピン・イフガオ棚田」と「能登の里山里海」の連携事業
中村　浩二

（金沢大学 名誉教授／石川県立自然史資料館 館長）

　金沢大学名誉教授の中村です。本日は、『持続
的発展のための人材育成:世界農業遺産（GIAHS）

「フィリピン・イフガオ棚田」と「能登の里山里海
の連携事業」』というタイトルで、世界農業遺産に
ついてお話しします（図１）。UNESCOの世界遺産
とは異なり、世界農業遺産という単語は皆様もそれ
ほど耳にする機会がないかもしれません。フィリピ
ンのイフガオ棚田と能登の里山里海は両方とも世
界農業遺産に認定されており、連携事業をとおして
地域再生をめざしています。

講演３

中村　浩二
金沢大学名誉教授、農学博士（京都大学）。専門は生態学。1947年兵庫県生まれ。1995年金沢大学教授、2013年定年退職。国
連大学などによる「日本の里山・里海評価（JSSA）」科学評価パネル共同議長、元・世界農業遺産科学委員会メンバー。東ア
ジア農業遺産学会（ERAHS）日本代表議長、金沢大学里山里海プロジェクト代表として「能登里山マイスター養成プログラム」、

「能登里山里海マイスター育成プログラム」、フィリピンで「イフガオ里山マイスター養成プログラム」（JICA 草の根技術協力
事業特別枠）などを運営。能登半島と石川県の里山里海の保全、総合活用、地域再生に取り組んでいる。2017年から石川県立
自然史資料館館長。

2021年１月31日
文化遺産国際協力コンソーシアム 第28回研究会

「文化遺産とSDGs Ⅲ」

中 村 浩 二
金沢大学・名誉教授

能登里山里海マイスター育成プログラム 前代表

イフガオ里山マイスター養成プログラム プログラムマネジャー

（JICA草の根技術協力事業）

石川県立自然史資料館 館長

kojink@me.com

持続的発展のための人材育成：

世界農業遺産（GIAHS）「フィリピン・イフガオ棚田」と

「能登の里山里海」の連携事業

図１

　本日の話題は４つあります。まず、『里山と里海』
が大きな役割を果たしているため、それを簡単に説
明します。世界農業遺産はジアス（GIAHS: Globally 
Important Agricultural Heritage Systems）と略さ
れます。その例として、石川県能登地域の『能登の
里山里海』、フィリピンの『イフガオ棚田』、そし
て、新潟県佐渡市の『朱鷺（トキ）と共生する佐渡
の里山』があり、この３つは協働して活動していま
す。能登とイフガオが連携して実施している人材養
成を紹介します。能登では2007年から里山マイス
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ターという人材育成プログラムを行っており、今年
で14年目です。イフガオでは2014年からスタート
し、2021年1月8日で6年間のプロジェクトが終わっ
たところです。最後に、なぜ国際協力（連携）をす
るのか、そこから何が産まれるのか、という点につ
いても触れます（図２）。
　自己紹介ですが、私は生態学の研究者であり、昆
虫の個体数変動、生物多様性、熱帯の生態学などが
専門です。インドネシアで現地の若手研究者ととも
に長年調査してきました。能登半島、世界の里山里
海についての研究と人材育成も行っています。大学
と地域の関係や、若い世代、特に社会人に関心をも
ち、これからの日本はどうなっていくのか考えなが
ら人材育成にも取り組んでいます（図３）。

日本の「里山」は，農林業等の人手により形成されてきた農

村生態系であり，「里海」は， 漁業等の人手により形成され，生

産性と生物多様性が高い沿岸生態系である．

どちらも「適切な管理」により、長年にわたり持続的に維持
されてきた（と思われている）．

里里山山里里海海ととはは？？

定義
里海 SATOUMI

図４

図５

ミレニアム生態系評価
Millennium Ecosystem
Assessment （（MMAA））

日日本本のの里里山山・・里里海海評評価価
JJaappaann  SSaattooyyaammaa SSaattoouummii AAsssseessssmmeenntt ((JJSSSSAA))

SSAATTOOYYAAMMAAイイニニシシアアテティィブブ国国際際パパーートトナナーーシシッッププ（（IIPPSSII））

（（環環境境省省、、国国連連大大学学等等）） 国国連連・・生生物物多多様様性性条条約約局局

生態系サービス
(Ecosystem Service)

評価 （Assessment）

情報に付加価値

「ユーザー」＝ 関係者

（Stakeholder）

里山の全体像、 処方箋

里山の国際評価

国際視点からの定義

評価手法の確立

将来に向けてのシナリオ分析

世世界界農農業業遺遺産産（（GGIIAAHHSS））
国国連連・・FA0、、農農水水省省

グローバル・アセスメント

ササブブググロローーババルル・・アアセセススメメンントト（（SSGGAA))

Products 

6

Cluster Reports
- 6 Regions, 2010
(Japanese)

Policy Brief, 2010 
(English)

Summary for Decision 
Makers, 2010 (English 
& Japanese)

Technical Reports– Books, 2012
English – UNU Press
Japanese–Asakura Publishing

「日本における里山・里海評価」（JSSA）の成果

現状診断と処方箋 政策提案と実行

SATOYAMAイニシャティブ国際パートナーシップの設立
生物多様性条約第10回締約国会議（2010、名古屋）

図６

本日の話題
• 里山と里海

– 定義、現状、問題点、未来可能性
– 国際化（Satoyama & Satoumi)

• 「日本の里山里海評価（JSSA）」
• SATOYAMAイニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）

• 世界農業遺産（GIAHS）
– 「能登の里山里海」
– フィリピンのイフガオ棚田

• ユネスコ世界文化遺産（＋世界危機遺産）にも認定
– 「トキと共生する佐渡の里山つくり」

• 能登とイフガオの連携（GIAHS Twinning)
– 里山、棚田の維持に共通課題

• 「能登里山里海マイスター育成プログラム」（2007 14年目 ）
• 「イフガオ里山マイスター養成プログラム」（2014 2020）

• なぜ「国際協力（連携）」するのか、何が産まれるのか？

注目度の高まり

人材の養成

過疎・高齢化、若者の移出

図２

自己紹介

・生態学（Ecology）
・昆虫の個体数変動、

・生物多様性、熱帯の生態学（インドネシア）

•能登半島 世界の里山里海

•大学と地域，若者、これからの日本 人材育成

図３

や重要性についての議論が盛んになりました（図
４）。国連によるミレニアム生態系評価（MA）が、
地球全体を対象として2000年代の初めから5年ほど
行われ、地球上の資源利用や開発が非持続的である
ことが指摘されました。MAのサブ・グローバル評
価として、日本では里山里海評価を国際プロジェク
トとして実施することになり、私は「日本の里山里
海評価」の科学評価パネル共同議長を務め、国連大

　里山里海という言葉を聞かれたことはあるでしょ
うか。里山という言葉を知っている日本人は多いと
思います。里山は、端的に言うと、農業や林業など
人の手によって形成されて管理されている農山村の
生態系を指します。里海は、漁業等を行っている沿
岸の生態系や景観を指します。どちらも適切な管理
が必要であり、農業や林業、水産業の場として維持
されてきました。しかし、最近は人口減少や高齢化
が起こり、適切な管理がしにくくなりいろいろな問
題が発生しています。
　日本では、20年ほど前から里山の重要性が認識
されるようになり、国際的視点からの里山の定義

学高等研究所、環境省とともに5年ほど活動しまし
た（図５）。2010年10月に名古屋で開催された生物
多様性条約第10回締約国会議（COP10）でこの成
果を発表し、国際プロジェクトであるSATOYAMA
イニシアティブ国際パートナーシップ（IPSI）が始
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里山（左）と里海（右）のイメージ図

里山里海 (Satoyama Satoumi) の国際定義

Socio-Ecological Production Landscape and Seascape
（SEPLｓ、社会・生態学的生産景観）

出典：日本の里山・里海評価、2010

図７

2

【参考】持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の概要

ロゴ：国連広報センター作成

図９

【認定基準】
１．食糧と生計の保証
２．農業生物多様性と生態系機能
３．地域の伝統的な知識システム
４．文化、価値観と社会組織
５．景観（陸と海、里山・里海）

環境と適応した土地利用・集落システム、持続的発展

農業・牧畜・水産業

【日本独自の項目】
・生態的レジリエンス
・ニュー・ビジネス
・ニュー・コモンズ

農業システムの動的保全
未来への遺産

Dynamic Conservation of GIAHS
Heritage for the Future

図８

まりました。日本では環境省、国連では生物多様性
条約局、国連大学が担当しています。世界農業遺産
はこれとは別ですが、里山が大事だという点では共
通しています。今では日本の里山コンセプトの重要
性が広く国際的に認められ、持続的な自然環境の使
い方のモデルとして注目されています。

世界農業遺産
Globally Important Agricultural Heritage Systems （GIAHS)

「能登の里山里海」（9自治体）

2011.6.11 GIAHS北京フォーラムで、
佐渡市「朱鷺と暮らす郷づくり」と同時認証

輪島市 白米千枚田

図 10

　「日本の里山里海評価」の成果を図６にまとめま
した。英語版と日本語版の『里山・里海』の本を出
版し、そのサマリーレポートも出しています。日本
全土を六つのクラスターに分けて、里山の現状診断
と処方せん、政策提案を行いました。里山という言
葉はかなりポピュラーになっていますが、国際的な
活動をするためには、里山ではなくもう少しニュー
トラルな言葉にしたほうがいいだろうということ
で、『社会・生態学的生産景観（Socio-Ecological 
Production Landscapes and Seascape、略称SEPLs）』
という言葉を創出し、それが国際会議で使用されて
います（図７）。
　次に世界農業遺産について説明します。世界農業
遺産は国際連合食糧農業機関（FAO）が2002年に
開始した認証システムで、本来は世界農業遺産シス
テムという名前です。こちらは伝統的な農業システ
ムを動的（ダイナミック）に保全していく活動であ
り、UNESCOの世界文化遺産、世界自然遺産とは
異なり、使いながら変えていくことをめざしていま
す。認定基準としては、『食糧と生計の保証』、『農
業生物多様性と生態系機能』、『地域の伝統的な知識
システム』、『文化、価値観と社会組織』、『景観（陸
と海、里山・里海）』の５点が挙げられています。
世界農業遺産という名前ですが、農業だけではなく、
牧畜や水産業も含み、伝統的なシステムを世界認証
する取り組みです（図８）。
　現在、SDGsが世界中で重要な位置付けをされて
います。貧困をなくすゴール、食糧生産による飢餓
をゼロにするゴールをはじめ、陸上と海洋の生態系
と資源など、SDGsの中には世界農業遺産が関係す
る目標が数多くあります（図９）。

　能登の里山里海は、2011年6月にGIAHS北京で
開催されたGIAHS国際フォーラムにおいて、佐渡
市の『トキと共生する佐渡の里山』と同時に日本で
初、そして先進国で初めて世界農業遺産に認定され
ました。能登半島と佐渡ヶ島は100キロほど離れて
います。能登では、輪島市の白米千枚田が非常に有
名であり、佐渡ではトキが一度絶滅しましたが、野
生復帰し、トキと共存する農業システムの取り組み
が行われています（図10）。
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３ 　世界農業遺産についてはFAOや農林水産省の

ホームページに情報が出ています。世界で22カ国、
62サイトが認定されており、特にアジアでの活動
が盛んです。中国、韓国、日本が中心となり、東ア
ジアでは農業遺産の運動が活発です（図11）。能登
半島は世界農業遺産に認定されるほど自然と文化の

里里山山のの荒荒廃廃、、伝伝統統文文化化のの衰衰退退

高高齢齢化化率率
39.6%

能登の現状（過疎・高齢化）

奥奥能能登登２２市市２２町町のの人人口口のの推推移移（（上上））とと年年齢齢分分布布（（下下））

5

7

9

11

13

15

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22

万人

珠洲市
38000  13000

 7500 (2040)

図 12

キリコ祭り（日本遺産）

アエノコト（世界無形文化遺産）

伝統文化の継承が困難になりつつある

図 13

獣獣害害問問題題

ツキノワグマの大出没、2004

市街地への出没
人身被害

農業被害
豚熱（豚コレラ）

林業被害
植生食い尽くし

鳥インフルエンザ

図 14

世界農業遺産（GIAHS）
FAO、2002 

22 カ国, 62サイト (2020年６月）

図 11

豊かな資源があり、認定後は地域に活力が湧いてい
ます。しかし、人口減少が全く止まらず、若者は就
職先がなく大都会へ出てしまい、過疎化が進んでい
ます（図12）。里山の荒廃が進んでいて、地域の３
～４割が休耕田という状況で、伝統文化の祭りもで
きなくなった地域もあり、能登半島は厳しい状況に

置かれています（図13）。世界農業遺産の優れた伝
統システムを守りながら、同時に過疎化や高齢化に
対抗していく必要があります。獣害問題も非常に深
刻です。市街地にツキノワグマが出没し、イノシシ
によって豚熱が広がり、養豚場が閉鎖された例もあ
ります。シカも増えています（図14）。深刻な問題
が同時に起こっています。
　金沢大学は文部科学省から特別予算をもらい、能
登半島の先端にポスドクのスタッフを常駐させ、若
手社会人リーダーの養成を目的とした人材育成シ
ステム『能登里山マイスター養成プログラム』を
2007年から開始しました。ここでは生物多様性や
自然共生型の農林水産業、エコツーリズムの推進、
伝統文化の継承を念頭に置いて、地域の活性化を先

●●能能登登学学舎舎のの開開設設

●●常常駐駐教教員員・・現現地地リリーーダダーーのの配配置置

廃校（小学校）を珠洲市が
４６００万円かけ改修工事
（07年4月～10月）

160km

文文部部科科学学省省科科学学技技術術振振興興調調整整費費・・地地域域再再生生人人材材創創出出拠拠点点のの形形成成

能登里山マイスター」養成プログラム

中山 節子
（人類学・地域研究）

Staffs

Noto Satoyama Meister Program 

能登の将来を担う若手リーダーの養成
大都会からのIターン組  現地で定住
２年間コース

図 15

トトキキ・・ココウウノノトトリリがが能能登登ににすすみみつつくく環環境境をを目目指指すす

食食のの安安全全性性

自自然然共共生生型型のの

農農林林水水産産業業のの推推進進

生生物物多多様様性性

生生態態系系ササーービビスス

のの保保全全・・活活用用

付付加加価価値値形形成成エエココツツーーリリズズムム
都都市市農農村村交交流流

地地域域活活性性化化

伝伝統統文文化化・・技技術術

のの継継承承・・活活用用

若若者者がが可可能能性性をを感感じじててチチャャレレンンジジででききるる能能登登にに！！

図 16
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移住者（U・Iターン）の定着促進

奥能登地域への
マイスター移住者（修了生） 32人
うち定着者（（H29.10月月現現在在）） 29人

内訳

珠洲市 20人
輪島市 5人
能登町 3人
穴水町 1人

奥奥能能登登地地域域ででのの

ママイイススタターー移移住住者者定定着着率率
＝＝91％％（（H29.10月月現現在在））

移住間もない不安定な
時期をサポート

図 20

国際協力機構（JICA）
草の根技術協力（地域経済活性化特別枠）事業

フェーズ１、２０１４.2 １７．２

世界農業遺産(GIAHS)「イフガオの棚田」の持続的発展のための

人材養成プログラムの構築支援事業

フェーズ２、２０１7.6 20.6

世界農業遺産（GIAHS）「イフガオの棚田」と「能登の里山里海」の

持続的発展のための地域連携構築事業

略称：イフガオ里山マイスター養成プログラム (ISMTP)

フィリピンでの人材育成事業

図 21

　能登の人材育成の話を聞いたフィリピン人の研
究者から、「イフガオでもやってくれないか」と依
頼されました。さいわい国際協力機構（JICA）か
ら支援を得ることができました。2014年2月から
2017年2月のフェーズ1では、能登里山マイスター
のような人材育成プログラムをイフガオで立ち上げ
ました。2017年6月から2020年6月までのフェーズ
2では、世界農業遺産同士である能登とイフガオが
交流しながら人材育成をさらに推進し、両地域を活
性化する事業を実施しました（図21）。

能登の将来を担う「若手リーダー」の養成
人材像

地域リーダー
環境配慮型農業
ビジネス

対象者
地元 農業、農協、自治体、自営業
大都会からのIターン組 → 現地で定住

通年コース
担任制（マンツーマン）
課題研究 → 卒論完成 → プレゼン → 審査→マイスター号
授与

能登里山マイスター」養成プログラムの特色

多様性、自立性、独自性 ネットワーク

先進地視察

特任教授、実習指導者に
外部人材を起用

図 17

高高齢齢化化率率
39.6%

受講者の属性

年年齢齢層層

計84人奥能登
在住移住

県内
他地域

他県から
通学

居居住住地地（（入入学学時時））

「里山」マイスター

「里山里海」マイスター

職職種種

公務員，市会議員，主
婦，
報道関係者，僧侶，医
師，
教員，デザイナー，
地域おこし協力隊員・・・

農農林林漁漁業業

農家・JA職員

加加工工・・製製造造販販売売業業

水産加工，醸造，
酒造，菓子製造，
製炭業，

そそのの他他

計112人

奥能登
在住

移住

県内
他地域

他県
通学

図 19

196名名ののママイイススタターーがが
能能登登でで活活躍躍中中！！！！

図 18

導する若手社会人リーダーを養成する取り組みをし
ています（図15、16）。このプログラムにはさまざ
まな特色があります。多様な若者が集まってきて、
それぞれが課題を持ち、最後に修了論文を書く流れ
のマンツーマン教育です（図17）。13年間で196名
が修了し、能登で大活躍しています（図18）。地元
の若者も多いのですが、県外からも、I ターン・U

ターンを含めて多くの若者が参加しています。最近
では2割から3割が I ターン・Uターン組であり、彼
らの能登への定着率は非常高いです（図19、20）。

　図22の写真はフィリピン・ルソン島の北の高地
に位置するイフガオ棚田です。大きな段差がある見
事な棚田が至る所に広がっています。イフガオ棚田
は世界農業遺産に認証される前に、UNESCOの世
界文化遺産にも登録されています。しかし、図23
の上下で以前の状況と2010年4月を比較すると、既
にかなり放棄されており、木が生えている場所もあ
ります。UNESCOの世界危機遺産に2001年に登録
され、2012年に解除はされたのですが、今も状況
は改善していません。そこで能登のように社会人の
人材育成に取り組むために、地元の自治体、大学と
一緒になって『イフガオ里山マイスター養成プログ
ラム』を2014年に開始しました（図24）。イフガオ
族はフィリピンの先住民族であり、人口は約20万
人です。これまでの6年間で100名がプログラムを
卒業しました（図25）。先住民族の文化と棚田を守
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伝統織物

ゲストハウス経営

修了生たちの活躍

図 27

修了生たちの活躍

棚田の伝統米 ライスワインの製造・販売

図 26

2010.4.18

人材育成が必要

以前の状況

IIffuuggaaoo RRiiccee  TTeerrrraaccee（（IIRRTT））イイフフガガオオ棚棚田田

世界危機遺産に認定(2001-12)ユネスコ・世界文化遺産（1995)
FAO ・世界農業遺産(2005/2011)

若者の都市への移出、無秩序な観光開発
→ 休耕・放棄田の増加、棚田の景観の劣化

図 23

Ifugao, Bataｄ

。。

図 22

りたいという非常に強いモチベーションをもって、
さまざまな仕事をもった若者が集まってきていま
す。棚田農家の後継者、棚田の伝統米でワインを造
る人、伝統織物を作る人、ゲストハウスを経営する
人など、いろいろな若者が集まっています（図26、
27）。
　能登のマイスターとイフガオのマイスター、そし
て佐渡の世界農業遺産のグループが一緒になり、里
山をキーワードとして、世界農業遺産、UNESCO
世界文化遺産、SDGsのコンセプトを学びながら、
イフガオ棚田を活性化するための人材育成をしてい
ます。能登のマイスターと同様に、多様性に富んだ
受講生たちが集まっています。集中的な個人指導を

３期生 １６名、2017.1.26

２期生, 21名 2016.3.15

2120162016.3.162016.3.
15

１期生 14名が修了、2015.3.9

4期生 １5名、2018.3.9

100 名 (６年間, 2015-20)

図 25

イフガオ里山マイスター養成プログラム

設立記念式典、2014年３月25日、国立イフガオ大学

図 24

通して、各自が修了論文を書き、自分が何をしたい
か明らかにし、修了試験は公開プレゼンテーション
です（図28）。
　JICAの支援を得たことにより、6年間イフガオか
ら毎年約20名の若者を日本へ呼び、能登、金沢の
代表的な先進農業法人や家族経営の日本酒醸造会
社、輪島塗工房等を訪問し、能登マイスターとの交
流を進めることができました（図29）。これは非常
に大きなインパクトがあり、彼らがイフガオに戻っ
てからの活発な活動につながっています。図30は
能登の優れた農業法人を訪問した様子です。能登か
らも毎年マイスター修了生の自治体職員や農家がイ
フガオを訪れて、一緒にワークショップを行い、若
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2015年度金沢・能登研修、2015.190.27 10.3

図 29

・大学と行政のコラボ。学術的であるが大学の授業ではない

・能登/佐渡/イフガオのGIAHS Twinning

・SATOYAMA概念、世界農業遺産、ユネスコ世界文化遺産、SDGs
生物多様性、自然共生、・・・・

・人材養成システム：
・多様性が高い（受講生、教員、関係者
・インテンシブな個別指導、修了研究論文、公開プレゼン、審査

・ネットワークつくり、修了生のフォローアップ

・来日研修、現地/能登での国際シンポ（毎年）

・「イフガオ棚田評価」の実施と教材化

図 28

イフガオ訪問団 2019.1.

図 31

内浦アグリサービス 能登町、2018.10

図 30

資料： 「人口動態統計」
厚生労働省大臣官房統計情報部

2050年の日本

人人口口減減少少，，高高齢齢化化 →→ 労労働働力力不不足足 →→ 経経済済小小国国へへ ？？

http://www.ipss.go.jp/syoushika/seisaku/html/111a2.htm

里山・里海は？

いいっっそそううのの都都市市化化

→→
「「里里山山撤撤退退論論」」 ？？

図 32

出生率の国際ランキング (184 countries)

• 1   Niger             7.60
• 66 Philippines    2.98
• 84 Indonesia      2.46
• 154 China       1.56
• 172 Japan            1.42
• 184 Korea            1.21
• Taiwan           1.00 

日本国内では、東京が最低値

図 33

者同士で交流をしています（図31）。

　日本ではこれからもさらに高齢化、人口減少が進
んでいき、労働力が不足します。里山地域が衰退し、
今以上に大都市への集中が進むかもしれません。現
在はコロナ禍であるため、東京から地方へ人が逆流
していますが、どこまで進むかは不明です。いずれ
にしても、日本全体で高齢化、人口減少がますます
進みます（図32）。日本はどうしたらいいのでしょ
うか。日本は多くの問題を抱えています。フィリピ
ンの出生率のデータを見ると人口が増えています

（図33）。イフガオは決して人口不足ではありませ
ん。しかし、若者が大都会と海外に出ていって、棚
田というかけがえのない伝統文化が徐々に崩壊しつ

つあります。中国でさえも出生率が1.56しかない
ため、人口増加がまもなく止まります。韓国は1.2、
台湾は1.0しかありません。これは驚くべきことで
す。日本は苦境にありますが、人口問題はアジアの
国々に共通の課題です。
　里山里海の問題への対処は難しいのですが、農林
水産業を基盤として、地域経済の復興を考える必要
があります。同時に、教育、文化、アート、健康福祉、
観光など、さまざまなものを組み合わせて、多様な
若手人材を養成し、彼らがリーダーシップを持って
立ち向かっていく必要があります（図34）。世界文
化遺産も世界農業遺産も登録・認定されてからが大
変なのです。認定は地元に元気をもたらしますが、
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３ モニタリングの実施やアクションプランの改定を進

めねばなりません（図35）。能登もそこに四苦八苦
しています。私はこの6年間あまりイフガオへ頻繁
に出掛けて、現地の知事、大学教員、自治体職員ら
と話をしていて、彼らがイフガオの世界文化遺産と
世界農業遺産をきちんと区別しておらず、棚田の
モニタリングがされていないことに気づきました。
UNESCOとFAOへの報告が滞っていることもわか
りました。

イフガオ里山マイスター養成プログラム

第６期生の修了式 2020.11.27

図 38

認定されてからが、たいへん

モニタリング認定（改訂）

「推推進進協協議議会会」」
行政、大学・研究機関、

教育・文化、
市民団体（ボランティア）、

商工・観光、農林水産

１県４市５町

グレードアップ

認定（2011.6)から、はや10年
 モニタリングとアクションプランの改定が必要

単なる「カンムリ」に
ならないために、・・・

GIAHS能登の里山里海

国際認証は地元に元気をもたらす。しかし、

アクションプラン改訂

図 35

里山里海は、農林水産業が基盤

多彩な人材、ネットワーク
仕組みが必要

「地域経済の振興」と環境保全

地域 ＞ 国内 ＞ グローバル

教育、文化、アート、健康、福祉、観光

図 34

　里山コンセプトが大事だと述べましたが、里山は
国際的にも大きな注目を集めています。国内では
SATOYAMAイニシアティブは環境省、世界農業遺
産は農林水産省、UNESCOの世界文化遺産、生物
圏保存地域は文部科学省が担当しています。国連で
も生物多様性条約事務局、FAO、UNESCOが縦割
りになっています。SDGsが統合プラットフォーム
として機能することが期待されます（図36）。イフ
ガオ棚田は世界文化遺産と世界農業遺産に認定され
ていますが、地元では重複認定の意義と課題を十分
に理解していません。以前は世界文化遺産として取
り組んでいましたが、現在は世界農業遺産へシフト
しています。
　能登も2010年のCOP10の頃は生物多様性につい
て熱心でしたが、現在は世界農業遺産のある側面だ
けになってしまっています。さらに、SDGsが出て
きて、世界農業遺産の重要性や生物多様性について

国連の国際プラットフォームもタテ割り

日本国内も担当省庁によるタテ割り

「ＳＤＧｓ」によって連携、統合されるか？

ひとつ始まると、ひとつ廃る？

「生物多様性」  「GIAHS」  「SDGs」 ？

石川県内では、COP10にあわせ「石川県生物多様性戦略」が策定
されたが、活用されていない。

SDGsの導入が、生物多様性、GIAHSの進捗につながるか？

これからの推移に注目

図 37

里山里海 → SATSATOYAMA SATOUMI 
国際化・主流化が進む

国連のプラットフォーム、認証制度

SATOYAMAイニシ
アティブ国際パート
ナーシップ（IPSI）
生物多様性条約局

環境省

世界農業遺産
（GIAHS）

FA0
農水省

世界遺産
生物圏保存地域

（BR、エコパーク）
生物文化多様性

ユネスコ
文科省

SDGs
統合プラットフォームとして機能するか？

図 36

は関心が低下しています（図37）。2020年３月から
はコロナ禍となり、イフガオと能登の往復ができな
くなっています。しかし、コロナに負けない取り組
みとして、イフガオではオンラインで6期生の修了
式を11月に行い（図38）、私たちはZoomを使った
ミーティングをイフガオと能登の間で毎週行ってい
ます。月例のワークショップもイフガオ、能登、佐
渡をつないで実施しています（図39）。金沢大学の
学生のイフガオ訪問や、イフガオから金沢への訪問
はコロナで中断していますが、最近ではオンライン
を介した小学校同士の交流も始まっています。宮崎
県、大分県では、両県の世界農業遺産の活動として
高校生が教員と一緒にイフガオを訪問していました
が、現在はオンラインを通しての交流を検討してい
ます。
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演
３

コロナ禍に負けない新たな取り組み

Weekly Zoom Meeting （イフガオ/能登・金沢）

Weekly Zoom ワークショップ （イフガオ/能登・金沢/佐渡）

里山マイスター修了生交流（イフガオ/能登）

大学生のイフガオインターンシップ交流

イフガオ・キアンガン小学校/能登・珠洲市上戸小学校）

イフガオ・バンバン高校/高千穂・椎葉GIAHS（宮崎県）・

五ヶ瀬中等教育学校

同上/国東GIAHS（大分県）・安心院高校
仲介者：ISMTP関係者、UNU-OUIK、総合地球環境学研究所

図 39

Japan finds itself in the position of a “developed” country, facing 
many serious challenges, which other countries will one day also 
be facing. 

We have been tackling this issue by participation in the 
international networks such as IPSI and GIAHS as well as 
collaboration with local communities

Human capacity building of young generation is the key to 
overcome the challenges

日本は、課題先進国

問題に取り組んできたがうまくいっていない

若者の人材養成と国際交流

能登・佐渡、イフガオの持続発展

図 41

イフガオでの今後の取り組み

・先住民族教育センター（Indigenous People Education Center)

・イフガオの棚田文化継承プロジェクト（NIKE、2006-13）
関口広隆（日本ユネスコ協会連盟）等が実施

NIKE=Nurturing Indigenous Knowledge Experts
among the Younger Generation of Ifugaos) 

・イフガオ棚田評価（Ifugao Rice Terraces Assessment,
IRTA)の実施

・コルディリエーラ行政地区（Cordillera Administrative Region, CAR)

・先住民族支援委員会（The National Commission on Indigenous
Peoples, NCIP)

図 40

「イフガオから研修団の泉谷珠洲市長へ

の表敬訪問（イフガオGIAHS支援協議会長

(2014年９月)

「イフガオ里山マイスター養成プログラム」設立式

(国立イフガオ大学、2014.年３月)

ご静聴ありがとうございました。

図 42

　最後に、イフガオでの今後の取り組みについてお
話します。イフガオは先住民族ですので、人材育成
の中にも先住民族の教育や活動をとり入れていく必
要があります。実際に、「先住民教育センター」の
職員や、政府の先住民支援委員会（NCIP）の職員、
州政府の世界遺産オフィスの職員がイフガオ里山
マイスタープログラムの受講生として多数参加し
ており熱心に活動しています。イフガオでは、日
本UNESCO協会連盟の関口広隆さんが2006年から
2013年まで熱心に取り組まれた『イフガオ棚田の
文化継承プロジェクト（NIKE）』があります。私は、
このような取り組みとマイスター人材育成事業をリ
ンクしていければと考えています（図40）。

　日本は課題先進国です。これまでも解決にむけて
取り組んできましたが、思うようにうまくいってい
ません。世界農業遺産である能登とイフガオの交流
によって、若者の人材育成と国際交流の活動が、日
本の課題に取り組むことにつながっていくと考え
ています（図41、図42）。JICAプロジェクトは6年
間で終わったのですが、本年の2月から、イフガオ
の人たちが自分たちの予算を使い、イフガオでの
フェーズ3の人材育成を続けていくことが決定して
おり、今スタートの準備をしています。これは大変
うれしいことです。
　急ぎ足で分かりづらかったかもしれませんが、以
上です。ご清聴ありがとうございました。
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パネルディスカッション／まとめ

飯田　パネルディスカッションのファシリテー
ターを務めます飯田卓です。よろしくお願いし
ます。まずはご講演をいただいたお三方に感謝
申し上げます。非常に豊かな事例を提示してい
ただきました。本日は時間が押しているため、
じっくりとはお話を伺えないかもしれません。
また、会場の皆様からも既に質問をもらってい
ますが、全ては紹介できないことを、あらかじ
めご承知おきください。
　早速ですが、お三方の発表を受けて、佐藤さ
んにコメントをしていただき、このパネルディ
スカッションの呼び水にさせていただきたいと
思います。よろしくお願いします。

佐藤　ありがとうございました。本日は本当に
勉強させていただきました。チャンタソン・イ
ンタヴォンさん、チア・ノルさん、中村さんの
お話では共通して人材育成がキーになっていま
した。文化遺産とSDGsに関する研究会は本日
で３回目ですが、コミュニティに目を向けると
やはり人が要だといったことがようやく浮かび

上がってきたかと感じています。
　チャンタソンさんのご発表では、文化として
の織物や染色を女性の仕事として強調されてい
ました。ラオスでは女性の雇用機会が少ないた
め、手に職をということでしたが、例えば文化
を維持していくための男性の役割や、伝統的な
文化以外の女性雇用の可能性といった辺りにつ
いてお考えがあればお伺いできますか。
　チア・ノルさんは、教育の面で、小学校、中
学校、高校をつくっていかれました。そこに日
本も含めた支援があるわけですが、アンコール
遺跡からは周辺住民が裨益しにくい構造になっ
ているわけです。これは、恐らく世界中の文化
遺産で同様の現象が起こっていると思います。
カンボジアにおいては、将来的に遺跡周辺の住
民はどのような役割を期待されているとお考え
でしょうか。
　中村さんのご発表にあったイフガオと能登の
お話は非常に面白い事例だと思いますが、社会
人の若者の役割を強調されていました。日本の
各地からは若者が流出してしまう流れがある

飯田　卓（国立民族学博物館　教授）
文化遺産国際協力コンソーシアムアフリカ分科会長。専攻は文化人類学・人類学史。日本やアフ
リカ、マダガスカルの各地でフィールドワークをおこない、世代を超えてくらしの知恵をうけ継
ぐことへの興味から、文化遺産をめぐるさまざまな問題にとり組むようになった。とりわけ、無
形文化遺産に関わるユネスコの政策や、日常的な実践や慣習の遺産化に興味を持っている。デジ
タル技術を用いた学術遺産の継承にも関わる。著書に『身をもって知る技法――マダガスカルの
漁師に学ぶ』(臨川書店、2014 年)、編著に『文化遺産と生きる』(臨川書店、2017 年)、『文明史
のなかの文化遺産』(臨川書店、2017 年)などがある。

佐藤　寛（アジア経済研究所　上席主任調査研究員）
開発社会学者として、これまで途上国の農村開発、社会開発プロジェクトが地元社会にもたらす
影響を観察してきました。
主たる研究フィールドは中東のイエメンで、ユネスコの世界遺産に登録されている「サナア旧市
街」の石造りの家に住んでいたこともあります。しかし、そこに住む人々は伝統建築の不便さを
かこち、電線を引き水道のパイプを引き入れることに価値を見出しています。景観などは本来「よ
そ者のたわごと」に過ぎないのです。その伝統建築群も現在はサウジアラビアの空爆によって破
壊されるリスクにおびえています。
SDGs 時代の文化遺産は、経済とも政治ともそして戦争とも無関係ではありません。そうした中で、
研究者はどのようにして「世界の変態（transformation）」に貢献できるのか、模索していると
ころです。

●パネリスト　　　：チャンタソン・インタヴォン、チア・ノル、中村　浩二、
　　　　　　　　　　佐藤　寛（アジア経済研究所　上席主任調査研究員）
●ファシリテーター：飯田　卓（国立民族学博物館　教授）
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今、それを引き戻そうとするわけですが、若者
をひきつけるために、里山や里海は若者にとっ
て魅力的なものになり得るのでしょうか。以上
の点を伺いたいと思います。

飯田　発表順にお答えいただけますでしょう
か。チャンタソンさん、お願いします。

チャンタソン　ラオスの男性は織物をそれほど
しません。女性の仕事だと捉えられています。
男性でも時々織物を織る人がいますが、私たち
がのぞき込もうと思うと、恥ずかしがって逃げ
ます。意識を変えて、日本のように男性も女性
も織物ができるようになれば、今以上に織物に
対する意識が変わり、立派な職業として成り立
つと思います。ここは本当に変えていきたいと
ころです。

毎日外へ行き、働けるような職場があれば状況
は変わってくると思います。今、ラオスの地方
でも観光があれば、料理や観光客の接待ができ
ますし、そこでは織物もお土産として販売でき
るという良い側面もあるでしょう。ただ、問題
は、観光客がそれほどいないことです。チア・
ノルさんが、シェムリアップでは年間500万人
の観光客がいると述べられましたが、うらやま
しいと思います。ラオスの観光客は全国で300
万人といいますが、世界遺産のルアンパバンな
どに集中しており、ビエンチャン郊外にはほと
んど観光客が来ないため、現地の人たちは非常
に困っています。最近になって、ようやく有機
農業を始め、少しでも付加価値をつけて高く
売っているところです。仕事をつくるために、
中村さんにいろいろと教えてほしいぐらいで
す。ぜひお願いします。

飯田　ありがとうございました。続いて、チア・
ノルさん、お願いします。

チア　カンボジアでは1992年にアンコール遺
跡群が世界遺産として登録されました。実際に、
私自身の経験から言うと、遺跡周辺の住民はそ
れほど世界遺産ということを意識していないよ
うに感じます。世界遺産に登録されてから、規
制が厳しくなって、自分たちには利益がなかっ
たためそのような状況になっているのでしょ
う。このような世界遺産に対する周辺住民の意
識を改善していくのが私にとっての課題です。
住民に対する経済的還元があれば、彼らも遺跡
に対して今以上に考えるようになるのではない
でしょうか。特に、現在は規制があまりにも厳
しすぎるため、世界遺産として本当に意味があ
るのかどうかといった疑問も湧いてきます。
　今後、外貨を獲得するために村のツアーなど
を紹介して、その辺りの活動を通して、住民が
自分の祖先が造ってくれた遺跡をさらに大事に
していければ、素晴らしい世界遺産として意義
深いものになるのではないかと思っています。
カンボジアではポル・ポト政権のときに知識層
が処刑されました。農村部の人々はほとんど読
み書きができませんでした。彼らに接して、い
ろいろな体験をしてもらえれば、遺跡に対する
さまざまな理解も進むのではないかと考えてい
ます。

飯田　ありがとうございました。中村さん、お
願いします。

　女性の就職先がないというのは教育の問題で
す。ラオスでは大きな街でスーパーマーケット
なども徐々に増えていますが、非常に限られて
います。少しでも郊外へ行くと、織物以外で女
性が働く場は物売りとなります。自分の家の前
に屋台を出して販売する程度しかできていませ
ん。教育を受けた女性は教員になる人が多い傾
向です。軍人や警察の職場もありますが、大半
の女性は、飲食店など、自分の小さなお店をや
りくりして、残った物を自分たちで消費して生
活しているような状況です。働く場を増やすの
は非常に大きな課題です。先ほど、中村さんも
述べられましたが、フィリピンと同様にラオス
も若者たちが田舎から流出しています。田舎に
は高齢者と女性しか残っていません。若者は首
都ビエンチャンに来て建設業等の仕事を探しま
すが、多くの人たちはメコン川を渡り、言葉も
共通しているタイへ出稼ぎに行きます。
　田舎には若者がおらず、女性たちが農業をし
て、織物を織って、育児もします。その意味で
は女性の役割は非常に重いといえます。女性が
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中村　社会人たち、若者にとって里山はどのよ
うな魅力があるのだろうかという質問ですが、
まず地元の若者のことを考えると、地元に仕事
がありません。農業はあるのですが、自分の
祖父や父が営んでいるため、仕事の枠が既に埋
まってしまっているわけです。大学もありませ
んし、従って、若者は大都会へ出ていかざるを
得ない状況です。もう１点は、能登の伝統的な
コミュニティは、「実情」を知らない外部の人
が見ると、素晴らしいコミュニティだ、集落の
文化だと言うのですが、若者たちにとっては窮
屈なのです。一度でいいから外へ出ていきたい、
東京へ早く行きたいと望んでいるのが正直なと
ころです。ただ、東京へ行き、いろいろと経験
すると、やはりふるさとが恋しくなります。彼
らは地元を出ていくときにもふるさとに対して
の誇りを何となく感じています。文化や祭りに
対する愛着もあります。この感覚は大都会の人
には分かりにくいでしょう。能登の若者は祭り
の時には地元に帰ってきます。若者たちは帰れ
るならば帰りたいと思っています。ただ、帰り
方が分からない。そのため、能登に帰ってきて
何かができるようにするトレーニングが必要で
す。
　外部から来るIターン・Uターンの人々にはい
ろいろな動機があります。例えば東日本大震災
があった際に、里山マイスター養成プログラム
にIターン・Uターンの人が大きく増えました。
今もコロナ禍で増えています。東京はにぎやか
でいいのですが、出生率も低く子どもは作れな
いのです。子どもの教育や健康を考えても、能
登や日本の里山地帯はいい環境に違いありませ
ん。しかし、受け入れることがなかなか難しい
のが現状です。能登や佐渡など、日本の素晴ら
しい文化と伝統がある所を活性化するためには
農業だけでは駄目です。いろいろなことに取り
組む若者が手をつなぎながら地域を活性化して
いく必要があります。これは容易なことではあ
りませんし、私も10年以上取り組んでいます。
マイスター修了生のうち大金持ちになった人は
いませんが、皆が苦労しながら、地味ではある
ものの本当にいい若者が頑張っています。また、
地元の若者とIターン・Uターンで来た若者との
間で良いネットワークができています。
　今、リモートワークの必要性が声高に言われ
ています。たとえば、大企業で能登に本社の一
部を移転したいというオファーは既にありま
す。ただ、これは地元の力がなければよい結果
をうみません。地元には、外部の力を受け入れ
ても引っ張り回されないような自立性が必要で

す。こんなことを言うと怒られるかもしれませ
んが、そうでなければ強い力で一気に状況が変
えられてしまうような事態が起こるかもしれま
せん。地元が自立して、ディシジョン・メイキ
ングでき、対等に都会と渡り合えるような「実
力」がなければ駄目です。そのためには人材育
成が必要です。そんな考えを持つ若者が地元に
もいます。私はそこに期待したいと思います。

　イフガオについて言うと、彼らは先住民族で
す。私は不勉強で、先住民族についてよく分かっ
ていませんが、イフガオ里山マイスター養成プ
ログラムに取り組んでいると、イフガオの若者
は能登の若者よりも直接的で強い自己表現力を
もっていると感じます。強いコミットメントを
希望する人が数多く入っています。イフガオと
能登、佐渡でやりとりをしている若者同士の輪
が広がっています。里山の魅力も時がたつにつ
れて、また、いろいろな状況に応じて変わって
いくでしょう。ただ、強いイニシアティブを持っ
た若者が地元にいなければ里山は荒れてしまう
のではないでしょうか。大都会から一気に大き
な力が来て、荒れてしまえば元も子もありませ
ん。今後、その辺りに注目すべきでしょう。ま
とまっていなくて申し訳ありませんが、私はそ
のように考えています。

飯田　ありがとうございます。それぞれの地域
の抱える問題がビビッドに伝わって来ました。
次に、わたしから佐藤さんに質問させていただ
きます。文化遺産を通じた国際協力では、地域
社会がまとまって、ある程度の人々が根付いて
いなければ支援しにくいと思います。またチ
ア・ノルさんが述べられたように、地域がまと
まっていたとしても、支援する側が全く違う意
図でもって支援していると、文化遺産振興にも
つながりにくいと思います。それにもかかわら
ずお三方のお話を聞いていると、それぞれが文
化遺産振興を通して、非常に多様な目的を追求
し、幾つかを既に達成していると思いました。
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その意味では、文化遺産を保護するという目標
も、SDGsにいろいろな意味でマッチしやすい
という気がしました。ただ、あまりにもさまざ
まな目的に関わるがゆえに、関係者のあいだで
目的を共有しにくいといった状況もあるのかも
しれないと思いました。佐藤さん、間違ってい
れば補足してもらえますでしょうか。

佐藤　ありがとうございます。そのとおりで
す。私は国際協力の専門家として研究している
のですが、例えばカンボジアやラオスにも日本
のいろいろなNGOが農村開発や人材育成のた
めに入っています。そのときに、当然ながら最
も重要なのは地元の人たちの主体性です。しか
しわれわれ外から援助する者が理想とするもの
と、現地で大切にしている価値観がずれている
場合が多いのです。そのようなときにわれわれ
の価値を押し付けてしまうと、それはお金が来
ているうちは続きますが、支援がなくなれば途
絶えてしまいます。チャンタソンさんやチア・
ノルさんたちは、ご自分の国でご自分たちのイ
ニシアティブで取り組んでいますが、それでも
お二人はやはりエリートであり、ローカルな人
たちがどれだけ自分の問題として捉えていくの
かといったところが大事なのだろうと感じてい
ます。

さらに広い社会状況を考えながら支援していか
なければいけないということだと思います。チ
ア・ノルさんは、その辺りを実感しておられる
のではないかという気がします。支援する側に
求めたいことなど、補足される点があればお願
いします。

チア　カンボジアは40年前から内戦が続き、
300万人以上が処刑されることによって、国の
再建が非常に難しくなりました。現在、カンボ
ジアは平和になりましたが、都市部と農村部の
経済格差は大きく開いています。シェムリアッ
プ周辺の住民が経済的に豊かになれば、教育も
人材育成も今以上にスムーズに進むのではない
かと感じています。先ほど、飯田さんが述べら
れたように、カンボジア自身が自立していかな
ければ、国の発展も難しいと思います。そのた
め、私の活動では可能な限りカンボジアが自立
するために何が必要なのか考え、教育というと
ころに行き着いています。遺跡周辺に子どもた
ちがいるので、自分の将来でどのように遺跡を
護っていくのか考えてもらうために、教育を通
して少しずつ伝えていければと思います。遺跡
周辺の住民は食べることさえ困っている中で、
世界遺産に登録されてから本当に自分たちへ利
益があるのか疑問に思っています。これは現状
のカンボジアにおいて難しい課題でしょう。外
貨が村々まで落ちれば、遺跡に対する関心を少
しでも集められるのではないでしょうか。私は
地味な活動をしていますが、自分ができる範囲
で今後も続けたいと思います。

　今、中村さんが述べられたように、例えば能
登の若者も帰れるならば帰りたいわけです。し
かし、そこに踏み切るだけの十分な経済的な裏
付けや、社会的な充実感などがなければ、やは
り帰れません。コロナ禍では都市への流れが一
度ストップしている状況であり、今はチャンス
だと捉えています。地元の人たちの主体性を邪
魔せずに、いかに支えていけるのか考えること
が文化遺産を通じた国際協力において非常に重
要なポイントだと思っています。

飯田　逆に言えば、われわれは文化遺産のこと
だけを考えて支援していればいいのではなく、

飯田　ありがとうございます。チャンタソンさ
んの手が挙がりました。男性が織物の価値を分
かっていないというお話は、支援する側の人た
ちにもなかなか分からない部分だと感じまし
た。その辺りのことも含めてご発言いただけれ
ばと思います。

チャンタソン　なぜ男性が織物に興味がないか
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というと、男性は数字の大きいものばかりに目
がいくからです。例えば大きな支援のプロジェ
クトなど、そのようなものに非常に興味があり
ます。私が取り組んでいるような職業訓練セン
ターの活動には興味がないのです。われわれが
ラオスの織物の展示会等をする際も、偉い方は
自ら来るのではなく、招待をしなければ来ませ
ん。それは少しおかしいのではないかと私は
常々思っています。もし来ても、ただ施設を一
周回って帰るだけで、われわれの話や意見も何
も聞きません。偉い方が来るのはそれほど意味
がないと感じていますが、それでも根気強く見
てもらって、少しでも状況をよくしていきたい
と考えています。
　ラオスでは、男性でも軍人や警察以外に仕事
の場はほとんどありません。女性も同様です。
皆がタイへ出稼ぎに行き、女性は工場やハウス
キーパー等で、男性は農場や建設現場で働きま
す。チア・ノルさんが、先ほど、ラオスと違っ
てカンボジアは300万人も殺されたと述べられ
ましたが、ラオスは革命の際に10パーセントの
人が難民として流出しました。知識人の流出も
ありました。留学生も海外に数多くいますが、
皆が戻らなくなりました。その意味では非常に
大きい損失です。残っている人たちには知識の
底上げということで、学校教育が必要です。小
学校、中学校、高校に今以上に力を入れるべき
です。ラオス政府も各村に小学校や分校などを
つくりますが、教員が不足しているため、1人
の先生が同じ教室の中で3学年を教えるなどと
いった状況です。ここはカンボジアとそれほど
変わらない状況かもしれません。そのような学
校が数多くありますが、通えるだけでも幸せで
あり、学校へ行けない子もいまだに多くいます。
　学校へ行けない人や教育を受けていない成人
女性が収入を得たり、出稼ぎに行かずに済むよ
うにするため、男性も一緒に参加できるような
方法を考えると、やはり観光への人材供給が重
要だと思います。これはシェムリアップも同
様ではないでしょうか。バイヨン中学校のある
村は遺跡の恩恵を受けていないと述べられまし
た。私もシェムリアップに行った際に、子ども
たちの物売りを多く見ましたが、コーラなどを
売っているだけで、地元の特産品は売っていま
せんでした。ポストカード等が売られていて
も、魅力が乏しく欲しいと思えません。私たち
はシェムリアップの特産品が欲しいのです。ラ
オスも同様で、どこへ行っても同じ物しか売っ
ていません。料理も同様、どこでもタイと変わ
らない物が提供されます。しかしそれは違うの

ではないでしょうか。先ほど、佐藤さんが述べ
られたように、それぞれの地域の特産品を使っ
て、自分たちの地元の物を提供すべきです。織
物でもそれぞれの民族伝統の特長を生かした多
様な製品があります。その他にも、お土産とし
て、加工食品、加工製品、いろいろな新しい物
を開発していかなくてはいけないのではないか
と感じています。
　現在、当センターには、織物・染色・縫製の
分野しかありません。縫製は勉強して、ミシン
が一つあれば手に職をつけられ、自分の村でも
どこでも仕事ができてお金が入ります。その意
味ではとても良い技術です。そのような能力が
ない人で、例えば料理が上手でも、客が来なけ
れば食べてもらえません。だから加工して永く
保存ができ、販売できる方法も考えるべきで
しょう。カンボジアでとてもおいしかったのは、
一種の椰子の樹から作った角砂糖（パームシュ
ガー）です。カンボジアへ行くたびにいろいろ
と買ってきます。ラオスにも同様の物はありま
すが、地元で少し売るだけで、それを特産品と
して作っていません。広く海外の人にも買って
もらえるように、原産物を使って、かわいい形
で、きれいな形で加工食品を作れないものだろ
うかと考えています。
　ラオスもカンボジアも同様ですが、例えばア
ンコールワットのお菓子を作っているのは外国
人だと聞いています。ラオスでも、世界遺産で
儲けているのはラオス人ではなく外国人なので
す。ルアンパバンへ行ってみると、南仏プロヴァ
ンスのリゾート地のようにテラス付きの建物が
立ち並び、全くラオスの風景ではなくなってい
て悲しく感じます。ナイトバザーもありますが、
織物を売ると聞いて行ったところ、売られてい
るのは、ほとんどのものがベトナムや中国製で、
ラオスのものはほんの一部でした。私もラオス
の自治体の人に、そのような状況は望ましくな
いので、ラオスのものに限ってほしいと言って
いるのですが、聞き入れてもらえません。私が
考えることが思うように反映されない状況は歯
がゆく感じます。
　職業訓練所で加工食品やいろいろな技術を教
えられるようになりたいと考えていますが、ラ
オスにはその技術者がいません。以前であれば
日本からボランティアの方に来てもらえました
が、コロナ禍では来てもらえません。中村さん
のお話を聞いて、地元の若い人たちが生き生き
と取り組み、自分たちが誇りを持って製品を作
れるような研修をして、地元に帰って開発をし
てほしいと強く感じています。支援する側は大
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佐藤　ありがとうございました。今のことにつ
いても触れながらお話ししたいと思います。本
日の目的として書かれていたのは、『文化遺産
の活用を通じたコミュニティ開発』、『地域コ
ミュニティの形成と文化遺産の両立について考
える』というものでした。これまでに『文化遺
産とSDGs』という題目で2回の研究会が開催
され、2019年は私が基調講演をして、JICAの
浦野さん、国立民族学博物館の關さん、国連大
学の竹本さんとパネルディスカッションをしま
した。2020年は、元UNESCOのジョバンニ・
ボッカルディさんのお話をはじめ、岡橋さんの
ICOMOSの話、中村さんの中南米の話、熊久保
さんの観光開発の話について議論してきました

（図２）。
　図３は私がいつも使っているスライドです
が、SDGsとは何のことかというと、「す

0

っご
く」のS、「大

0

胆な」のD、「指切りげ
0

んまん」
のGです。なぜこのようなことを言うかとい
うと、SDGsの精神は「我々の世界を変革する

（Transforming Our World）」であり、今まで
のやり方ではだめなので変えなければいけない
という世界合意なのです。もう一つの重要なス

文文化化遺遺産産国国際際協協力力ととSDGs
（（三三回回シシリリーーズズののままととめめ））

文文化化遺遺産産国国際際協協力力ココンンソソーーシシアアムム

第第28回回研研究究会会 2021/1/31

佐佐藤藤寛寛（（アアジジアア経経済済研研究究所所））

 satokan 2021

図１

ココンンソソーーシシアアムムののここれれままででのの取取りり組組みみ

• 24回回研研究究会会「「文文化化遺遺産産ととSDGs(2019/1/11)」」
佐佐藤藤寛寛(アアジジアア経経済済研研究究所所)、、浦浦野野義義人人(JICA)、、
關關雄雄二二(民民博博)、、竹竹本本和和彦彦(国国連連大大学学)、、青青木木繁繁夫夫
(東東文文研研)

• 26回回研研究究会会「「文文化化遺遺産産ととSDGsⅡⅡ(2020/1/31)」」
ｼｼﾞ゙ｮｮﾊﾊﾞ゙ﾝﾝﾆﾆ･･ﾎﾎﾞ゙ｯｯｶｶﾙﾙﾃﾃﾞ゙ｨｨ(UNESCO)、、岡岡橋橋純純子子(聖聖心心
女女子子大大学学)、、中中村村誠誠一一(金金沢沢大大学学)、、熊熊久久保保和和宏宏
(みみずずほほ情情報報総総研研)、、松松田田陽陽(東東京京大大学学)

• 28回回研研究究会会「「文文化化遺遺産産ととSDGsⅢⅢ(2021/1/31)」」
ﾁﾁｬｬﾝﾝﾀﾀｿｿﾝﾝ･･ｲｲﾝﾝﾀﾀｳｳﾞ゙ｫｫﾝﾝ(ﾗﾗｵｵｽｽ)、、ﾁﾁｱｱ･･ﾉﾉﾙﾙ(ｶｶﾝﾝﾎﾎﾞ゙ｼｼﾞ゙ｱｱ)、、中中村村
浩浩二二(金金沢沢大大学学)、、飯飯田田卓卓(民民博博)、、佐佐藤藤寛寛(アアジジ研研)

 satokan 2021

図２

きなプロジェクトとして村の人たち向けにいろ
いろと開発支援を進め、ラオス人にとって手が
出ないほど値段が高くなってしまうことがあり
ます。それではやはりだめで、適切な価格設定
をする必要があるのではないかと思いながらお
話を聞いていました。

飯田　ありがとうございました。皆様それぞれ
の場所で活動されていますが、おのおのに多様
な問題があるのだと痛感しました。文化遺産保
護を支援する側はその辺りをしっかりと理解し
ていないといけないのだろうと思い、身につま
されるところがあります。会場からの質問を最
後に一つだけ紹介して、佐藤さんにお答えいた
だき、そのまま本日のまとめに入ってもらえば
と思います。

まとめ

　どちらかというと、支援する側に対する質問
だと思います。「文部科学省所管の教育現場で
は、新学習指導要領に基づくSDGs学習が加速
して進行している。しかし、文化財保護サイド
では世界遺産を除くとSDGsは浸透していない
のではないか。教育を介して、SDGs視点で文
化財保護を考える作業はできないものか。次世
代への継承も勘案すると必要ではないかと思い
ます」という質問です。これは現場では既に最
優先の問題として取り組んでいることではない
でしょうか。ところが文化庁の動きだけを見て
いると、それに対する支援が目に見えてこない。
そういう非常に悩ましい問題を指摘してもらっ
ているのだろうと感じました。地域の問題とは
違うのですが、この質問にお答えいただくこと
も含めて、佐藤さんにまとめてもらいたいと思
います。
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ローガンが、「誰一人取り残さない（Leave No 
One Left Behind）」で、SDGsにはこの二つの
ポイントがあります。

図３

SDGsににおおけけるる「「文文化化」」のの居居場場所所

• 17ののゴゴーールルにに「「文文化化」」のの出出番番ががなないい？？

• 「「文文化化」」専専門門家家たたちちのの不不満満、、開開きき直直りり

• どどううせせ、、国国際際社社会会のの「「机机上上のの空空論論」」ででししょょ

• 持持続続可可能能とと言言っったたととこころろでで開開発発のの促促進進はは結結
局局「「文文化化」」をを破破壊壊すするる

• SDGsのの目目的的ででああるる「「世世界界のの姿姿をを変変ええるる」」
(transform our world)たためめにに文文化化のの果果たた
すす役役割割ははなないいののかか？？

 satokan 2021

図４

　本日、最初に青木副会長も述べられていまし
たが、SDGsにおける文化の位置付けは、実は
それほど重要視されておらず、文化関係者とし
ては少し面白くない感があります（図４）。17
のゴールの中に文化は明示的に掲げられていま
せん。どうせその程度ではないか、結局これは
開発したい人たちの問題ではないか、あるいは
国連や国際社会の机上の空論なのではないかと
思っている方も多いでしょう。また、開発とい
う言葉それ自体は、文化を守りたい人にとって
は敵のような部分があり、持続可能といっても
結局は開発であって、文化を破壊するのではな
いかと考え、目を背けている関係者も比較的多
いでしょう。しかしながら、私はこのSDGsの

「世界の姿を変える」という基本認識は非常に
重要だと捉えており、それを底のところで支え
るのが文化だと思っています。

　本日のお話を伺っていて非常に面白かったの
ですが、まずチャンタソンさんが述べられてい
たのは、男も織物の価値を認めるべきだという

ことでした。これはジェンダーの問題でもあり
ます。織物は女性の仕事、男はそれ以外の仕事
というジェンダー規範があり、それは文化なわ
けです。ただ、それも少しずつ変わっていかな
ければいけない部分もあるでしょう。先ほどの
ディスカッションでも、観光で利益を得ている
のは外国人だといった話もありました。これは
SDGsのゴール8「全ての人にしっかりとした
仕事を」というディーセント・ワークの部分に
も関わってきます。女性にも雇用の機会を与え
るという意味で非常に重要な取り組みだと思い 
ます（図５）。

本本日日ののハハイイラライイトト･･講講演演ⅠⅠ

• チチャャンンタタソソンン・・イインンタタヴヴォォンンささんん(ララオオスス)
• 伝伝統統織織物物(いいざざりり機機)、、草草木木染染

近近代代化化・・貿貿易易にによよるる変変化化・・喪喪失失

• 女女性性にに手手にに職職(ゴゴーールル8・・雇雇用用)
男男がが織織物物のの価価値値をを認認めめるるべべきき。。男男はは近近代代
化化ににししかか興興味味なないい(ゴゴーールル5・・ジジェェンンダダーー)

• 留留学学生生がが流流出出ししたたまままま
観観光光でで利利益益をを得得てていいるるののはは外外国国人人(ベベトトナナ
ムム製製、、中中国国製製)

 satokan 2021

図５

本本日日ののハハイイラライイトト・・講講演演ⅡⅡ

• チチアア・・ノノルルささんん(カカンンボボジジアア)
• アアンンココーールル遺遺跡跡周周辺辺ココミミュュニニテティィにに小小学学校校、、

中中学学、、高高校校のの設設置置

• 遺遺跡跡とと周周辺辺住住民民のの交交流流

• 周周辺辺住住民民にに観観光光はは裨裨益益ししなないい(ゴゴーールル8・・雇雇
用用)、、地地域域をを担担うう人人材材育育成成(ゴゴーールル4・・教教育育)

• 文文化化遺遺産産をを「「大大切切ににすするる」」とと「「活活用用すするる」」をを
同同時時にに達達成成すするるとといいうう課課題題

 satokan 2021

図６

　チア・ノルさんからは、ひとつにはゴール4
に当たる人材育成のお話がありました。同時に、
周辺住民に観光が裨益していないというお話が
ありましたが、外部の人間にはその点が見えま
せん。われわれはツアーで観光に行き、現地に
はお土産を売っている人がいて、そして帰って
きます。チア・ノルさんが取り組まれているよ
うに、周辺の村まで連れていくツアーもありま
す。これもまた文化だと思います。自分たちの
祖先が作ったものは華々しいけれども、自分た
ちに関係なければ大切にしようとも思わず、活
用することもできません。文化遺産を周辺の人

SDG=（（S））すすっっごごくく、、（（D））大大胆胆なな、、
ゆゆびびききりり（（G））げげんんままんん

satokan 2021
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　SDGsにはいろいろなゴールがちりばめられ
ていますが、いろいろなゴールがあるからこそ、
さまざまな利害を持っている人が共通言語とし
てSDGsを使えます。これがSDGsの役割の一つ
でしょう。ジェンダーのことに取り組みたい人
もいますが、そのことだけではなく、環境に取
り組みたい人ともSDGsという共通言語を通し
てコミュニケーションが取れます。経済成長を
したい、観光産業を振興したいという人たちに
とっても、それは観光やジェンダー、国内格差
とも関係しているので、バランスを取るための
チェックリストとしてSDGsが活用できるわけ
です。

たちが大切にすると同時に活用するという、こ
の両方の部分に同時に取り組むのがチア・ノル
さんの活動なのだと思います（図６）。
　中村さんのお話で非常に興味深かったのは、
農業遺産とは動的保全であるという点です。つ
まり、生きている人たちが一緒にならないと保
全ができないというところが非常に重要です。
こちらはゴール2の食料と農業やゴール8の雇
用と経済成長、ゴール14の海の生態系、ゴール
15の陸の生態系に関わってきます。もうひとつ
興味深かったのは、Uターンについてで、日本
でさえほとんど皆が地元へ帰らないという点で
す。しかし実は彼らも地元へ帰りたいのです。
この点は、チャンタソンさんもチア・ノルさ
んも話されていました。自分たちの国から出て
いってしまうが、どうすればその人たちが地元
に戻り、地元の文化を支えてくれるのかという
お話でした。本日の三つの講演は共通した問い
を持っています。自分たちのふるさとから出て
いかなくてもいいようにするにはどうすればい
いのかという問いです。その際、戻ってくるた
めに非常に重要なのが文化であり、中村さんが
述べられていたように、さまざま縦割りの行政
をつなぐためのプラットフォームとしてSDGs
が利用できるのでしょう（図７）。

本本日日ののハハイイラライイトト・・講講演演ⅢⅢ

• 中中村村浩浩二二ささんん（（石石川川県県立立自自然然史史資資料料館館））

• 2002FAO 世世界界農農業業遺遺産産 動動的的保保全全(人人のの生生活活
とと文文化化遺遺産産のの両両立立) 認認定定さされれててかかららがが大大変変＝＝
若若者者流流出出、、祭祭りり危危機機、、獣獣害害 若若手手社社会会人人リリーー
ダダーー育育成成 ＝＝帰帰れれるるなならら帰帰りりたたいい若若者者

• 食食糧糧とと雇雇用用 ゴゴーールル2飢飢餓餓撲撲滅滅、、ゴゴーールル8雇雇用用、、
ゴゴーールル14海海洋洋生生態態系系、、ゴゴーールル15陸陸上上生生態態系系

• イイフフガガオオもも同同じじ 先先住住民民族族(ゴゴーールル10格格差差是是正正)
景景観観荒荒廃廃 2001-12 世世界界危危機機遺遺産産 ＪＪＩＩＣＣＡＡのの
支支援援、、能能登登ととのの交交流流

• タタテテ割割りりをを統統合合すするるププララッットトフフォォーームムととししててのの
SDGsへへのの期期待待
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図７

　SDGsには、環境・社会・経済の三つの側面
があるといわれています。文化は明示的に掲げ
られていませんが、文化は環境を支えている
ものでもあり、社会を支えているものでもあ
り、経済を支えているものでもあります。先ほ
どの会場からの質問ですが、今、日本で最も
SDGsを理解しているのは小学生です。小学校
でSDGsについてしっかりと学ぶ仕組みになっ
ているのがその理由です。しかし、その両親は
分かっていないわけです。SDGsという概念は
確かに机上の空論、理想論のように見える部分
もあるでしょう。ただ、非常に重要なポイント
は、今までどおりのやり方だと地球はもたない
という認識です。これを前提として、私たちは
いかに文化を維持しつつ、新しい世界をつくっ
ていくのか考えなければいけません。確かに、
文化遺産国際協力の現場でSDGsはそれほど考
えられていないかもしれません。文化遺産保全
の国際協力をする人たちは文化に対するセンシ
ティビティが非常に高いわけです。しかしなが
ら、文化は多様なかたちでSDGsを介してさま
ざまな分野につながっているため、それをわれ
われが大事にするのが肝要であるということで
はないでしょうか（図８）。
　本日はお三方の話を伺い、皆様とディスカッ
ションをしました。私はどちらかというと
SDGs推進派になっているのですが、推進派と
しても、文化は大事だと強く感じています。こ
のことを文化保全に関わっている皆様に認識し
てもらいたいのです。チャンタソンさんやチ
ア・ノルさんのように現地で文化遺産と人々の
生活を両立させていこうという人たちをサポー
トするための道具としてもSDGsは使っていけ
るのだと感じました。簡単ですが、私のまとめ
とさせていただきます。ありがとうございま 
した。

SDGsとと文文化化

• SDGsはは「「環環境境」」「「社社会会」」「「経経済済」」のの三三側側面面へへ
のの目目配配りりをを求求めめるる

• 利利害害のの異異ななるるアアククタターー間間のの共共通通言言語語ととししてて
ののSDGsのの役役割割

• 活活動動ののチチェェッッククリリスストトととししててののSDGs（（ex.環環
境境だだけけででははななくく、、経経済済だだけけででももななくく)＝＝様様々々
なな側側面面ののババラランンススをを取取るる目目安安ととししてて活活用用可可
能能

• 「「文文化化」」ははいいずずれれのの側側面面ににもも関関連連ししてていいるる

＝＝環環境境とと社社会会とと経経済済ををババラランンススささせせるる要要ととししてて
のの「「文文化化」」のの役役割割はは大大ききいいははずず

 satokan 2021

図８
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飯田　ありがとうございました。SDGsは机上
の空論とおっしゃいましたが、私も文化遺産関
係の取り組みをしていて、文化遺産も机上の空
論ではないかと思うようなことが時折ありま
す。しかし、そのようなときに現場で頑張って
いる人たちのことを考えると、決して机上の空
論ではなく、その人たちとつながることによっ
て自信も回復できることがあるかもしれないと
感じました。
　まだ話し足りないことはありますが、時間が
押しているため、ひとまずパネルディスカッ
ションはここまでとします。パネリストの皆様、
どうもありがとうございました。
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　飯田さん、ファシリテーターを務めていただきありがとうございました。ご
講演をいただいたお三方、佐藤さんにも感謝申し上げます。最後に佐藤さんに
まとめていただきましたが、本日のさまざまご講演は現場に即した経験を基に
語ってもらい、よりリアリティをもって、いろいろな課題がクリアになってき
たと感じました。それと同時に、佐藤さんのまとめにあったとおり、文化を維
持しつつ新しい世界を創造していくことに向かって、非常に重たい数多くの宿
題がわれわれに課せられているのだとあらためて実感した研究会だったと思
います。ご参加の皆様にお礼を申し上げます。

　最後に、閉会にあたって事務局から2点ほどご案内があります。文化に関わるSDGsの取り組みにつ
いてUNESCOが刊行した“Culture|2030 Indicators（邦訳『文化|2030指標』)”というものがありま
すが、文化遺産国際協力コンソーシアムでは、本研究会の関連資料として、これをUNESCOの許可を
得て日本語へ翻訳する作業を行いました。こちらを間もなく文化遺産国際協力コンソーシアムのウェ
ブサイトに掲載すべく準備をしています。これはあくまでも公式訳ではなく、仮訳ではありますが、
皆様にぜひ活用いただければと思っています。
　もう一点、この後にアンケートがあります。視聴いただいた皆様のブラウザにアンケートページが
表示されるので、そこから回答のご協力をお願いします。登録いただいたメールアドレスにも事務局
からアンケートを送付します。そちらも回答いただき、今後の企画の参考にさせていただければと思
います。冒頭に述べたように、本日いただいた質問に対しては一部しか回答ができませんでしたが、
参加者、パネリストの間で共有し、まとめたかたちで、個々の質問に可能な限り回答ができればと考
えています。本日の内容は、少し日数がかかるかもしれませんが、動画の形式でYouTubeに公開を予
定しています。もう一度見たいという方や、また、本日視聴できなかった方にもぜひお伝えいただけ
れば、事務局としても大変うれしく思います。
　あらためまして、講演者の皆様、パネリストの皆様、視聴者の皆様に厚くお礼を申し上げます。本
日はありがとうございました。

友田　正彦
（文化遺産国際協力コンソーシアム事務局長）
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文文化化||22003300 指指標標  

本書は文化遺産国際協力コンソーシアム第 28 回研究会（ウェビナー）の

ために一部を仮訳したものです。
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Original version © UNESCO. 

この翻訳はユネスコの公式翻訳ではなく、そのように見なされるべきではありません。 

文化遺産国際協力コンソーシアムはユネスコの許可を得て本書を翻訳しました。 

本書は文化遺産国際協力コンソーシアム第 28 回研究会（ウェビナー）開催にあたって、同研究会の理解を深める

ための参考資料として、謝辞等の一部を割愛して翻訳しました。 

文脈の都合上、同一の単語で訳語を使い分けているものがあります（エビデンスと実証値など）。 

本書は、SDGs と文化全般との関わりについてユネスコが刊行したものですが、文化関連のさまざまな取り組みに

おいて SDGs を実現するために参照すべきことだけではなく、これを実現するための（国際的）検証のフレームワ

ークについて多くの内容が記述されています。また、我が国で用いられている単語との整合性について、翻訳にあ

たってはできるだけ配慮しましたが、なお一部読替を要する箇所があることにご留意ください。 
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概概  要要  

ははじじめめにに

ユネスコは過去10年にわたり、持続可能な開発に

対して文化が果たす役割の重要性を訴えてきました。

この取り組みは、重要な決議案として3度国際連合

総会で採択されており（2010年、2011年、2013年）、

持続可能な開発を実現及び推進するために文化が

果たす役割の認知につながっています。この流れ

が発展した結果として、2015年に採択された「持続

可能な開発のための2030アジェンダ」に文化が組

み込まれました。SDGターゲット11.4「世界の文化

遺産及び自然遺産の保護・保全の努力を強化する」

において文化が明示的に言及されており、その実現

に向けて世界的に合意された指標11.4.1が、ユネ

スコ統計研究所（UIS）によって詳細に検討され報告

される予定です。ターゲット11.4以外にも、文化は活

動領域の1つとして、また他分野との横断的なつな

がりを通じて開発に貢献しています。持続可能な開

発に文化が果たす役割は、2016年10月にエクアド

ルのキトで開催された国連人間居住会議（ハビタッ

ト3）において採択された「ニュー・アーバン・アジェン

ダ」をはじめ、主要な国際的枠組みで認められてい

ます。

2030アジェンダにおけるユネスコのテーマ別文化指

標（「文化|2030指標」）はテーマ別指標の枠組みで

あり、持続可能な開発目標と持続可能な開発のた

めの2030アジェンダで規定されたターゲットを各国

及び各地域で遂行するにあたり、文化の貢献状況

を評価及びモニタリングすることを目的としています。

この枠組みは、1つの活動領域として文化が果たす

役割に加え、各種のSDGs及び政策分野にまたが

る横断的貢献を評価します。一連のテーマ別指標を

通じて、2030アジェンダで合意されたグローバル指

標を支援並びに補完し、異なる目標及びターゲット

間のつながりを強化することを目指します。文化

|2030指標は、各国並びに各都市が2030アジェンダ

の既存遂行体系の中でSDGsへの文化の貢献を国

レベル又は地域レベルで評価できるようにするため、

概念的枠組みと方法論的手段を提供します。収集

されるエビデンスが、政策及び意思決定と運用に影

響を与えます。文化がSDGsに与える影響を実証・

可視化し、意思決定を促す方法論を確立するため

の革新的な取り組みです。

各国並びに各都市によって自発的に遂行されること

を目指し、開発の経済、社会、環境的側面に対する

文化の様々な貢献を詳しく分析することで確立され

る文化|2030指標は、文化が変革を促すために果た

す役割を実証し、その明白性と具体性を高めるもの

です。文化に関するデータを計測・収集するための

新規枠組みを開発することで、SDGsにおける文化

の重要性を訴え、国連開発援助枠組み（UNDAF）

に沿って、国レベル並びに都市圏レベルで開発計

画及び政策に文化を組み込むための基盤が形成さ

れます。様々な研究所・機関によって生成された文

化関連のデータが断片化している現状において、こ

の枠組みはデータを集約し、文化と他の政策領域

の関連性及び共通部分を明らかにします。文化

|2030指標は、関連するSDGターゲットと世界的に

認められた指標の一つ一つに文化が与える影響を

モニタリングするのではなく、複数の目標及びター

ゲットにまたがる影響を相互に関連付けて考慮しま

す。この枠組みにより、異なる目標やターゲットにわ

たるデータを、ユネスコのプログラム、活動、政策に

沿ってテーマ横断的に集計できるようになります。

文化|2030指標は、2030アジェンダの中で文化を分

野横断的に可視化することで、文化と開発に関する

首尾一貫した力強いストーリーを実証に基づいて構

築する役割を果たします。
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文化|2030指標の概念的枠組み、方法論、遂行体

系は、可能な限り既存の情報源を利用しながら、定

性的及び定量的データを使用することで、文化によ

る貢献を評価し、文化に関するユネスコの条約やプ

ログラムに関する報告からデータを取り込み、国家

及び都市圏レベルでの方法を開発し、関連機関の

能力開発を重視し、組織間の協力を推進し、様々な

統計能力に適応可能な枠組みを提案し、改善へつ

ながる手段を提供します。文化|2030指標は、ユネ

スコ独自の専門性を活用して、文化領域の定性的・

定量的データを収集及び分析することを目指してい

ます。

この枠組みを導入した国又は都市は、デジタルデー

タバンクを使用して、2030アジェンダにおける文化

に関する知識データベースを構築することを視野に

入れながら、分析資料とベストプラクティスを通じて

理解を深めることができます。文化|2030指標を自

発的に試験導入した国並びに都市で収集される情

報は、国レベル及び地域レベルでの活動を方向付

けるだけでなく、進捗を評価するための貴重な基準

点を提供します。このデータにより、2030アジェンダ

に対する文化の貢献状況の世界的な全体像が明ら

かになります。また、2030アジェンダ並びに文化・開

発に関する国際連合総会での採択に関して、国連

全体の報告体系にユネスコが参加することを支援

する実証を基にした分析資料が提供されます。

文化|2030指標の枠組み開発は2017年早期に開

始されており、開発全般と関連付けて文化を評価す

るための既存の手法が見直されました。この際、

SDGsの実現に向けた一本化を推進して既存の手

段及びデータを拡張する目的で、ユネスコと他のグ

ローバルパートナーが過去数年間に文化を評価す

る目的で開発・導入した手法が見直されました。そ

の対象には、UISの文化統計のための枠組み

（Framework for Cultural Statistics：FCS）、開発の

ための文化指標セット（Culture for Development 
Indicators Suite：CDIS）、文化条約の定期報告体

系と2030アジェンダにおける特定の状況での他の

モニタリング体系並びに手法が含まれます。

専門家ワークショップが2回開催され（2017年9月と

2018年1月）、指標の枠組みとデータ収集手法につ

いての議論が行われました。このワークショップに

は、ユネスコのスタッフ（各種文化条約の事務官、

CDIS導入の経験を持つ各オフィスのスタッフ、UIS
スタッフ）、国連ハビタット、ユーロスタット、OECD、

世界銀行、UNEP、EU共同研究センター、その他の

国家又は地域の統計機関の代表者で文化統計経

験を有する者、AECID（スペイン）の代表者でCDIS
のサポート経験のある者、世界各国の国際専門家

が参加しました。

実施した評価結果に基づき、22指標を4つのテーマ

別側面に分類した枠組みが開発されました。それぞ

れが、持続可能な開発の経済、社会、環境という3
本柱に相当し、4番目の側面は文化領域における教

育、知識、スキルに関連します。側面ごとの指標が

技術ガイドラインに定義され、各指標の目的、デー

タソース、算定方法が記載されています。これらの

ガイドラインはUISとユネスコ文化条約の各チーム

による意見をもとに開発されましたが、多数の外部

専門家もその時間と専門知識を惜しみなく提供しま

した。この枠組みは、2030アジェンダの「5P 」

（People（人々）、Planet（地球）、Prosperity（繁栄）、

Peace（平和）、Partnerships（パートナーシップ））に

も対応しています。ここで、平和は完全に分野横断

的な側面であり、文化的多様性を推進する上での

基本的重点事項によって支えられています。全側面

にわたり可能な限り最大のジェンダー別データを収

集することで、ジェンダー平等を1つの指標として使

用するのではなく、枠組み全体を通じて中心的な要

素として組み込みます。定性的及び定量的な22の
指標は、持続可能な開発の観点から見た文化資源

の使用について、国又は都市の立場を示すとともに、

政策のギャップと方向性を明らかにします。
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2030アアジジェェンンダダににおおけけるる文文化化 
 
 
 
 
文文化化とと持持続続可可能能なな開開発発：：主主なな概概念念ととアアププロローーチチ 
 
持持続続可可能能なな開開発発にに向向けけたたビビジジョョンンのの刷刷新新 
国際コミュニティによって2015年9月に採択された

持続可能な開発のための2030アジェンダは、人々、

地球、繁栄のための行動計画であり、より持続可能

な未来を実現するためのビジョンの概要を示します。

このアジェンダはすべての国に対し、向こう15年間

にわたり誰一人取り残すことなく、あらゆる種類の貧

困を撲滅し、不平等を克服し、気候変動に取り組む

べく力を尽くすよう要請します。 

2030アジェンダは 17の持続可能な開発目標

（SDGs）とこれらの目標に関連付けられた169のター

ゲットを基に構成されており、地域、国内、国際レベ

ルでの政策の設計及び履行の枠組みを提供します。

17のSDGsは、People（人々）、Planet（地球）、

Prosperity（繁栄）、Peace（平和）、Partnerships 
（パートナーシップ）という5つの「P」に分類されてお

り、それぞれが持続可能性の経済、社会、環境的な

側面（人々、地球、繁栄）と2つの重要条件（平和、

パートナーシップ）を表します。このように、2030ア
ジェンダは持続可能な開発に対する広範で包括的

なアプローチを通じて、異なる政策領域間の連携及

び協同を提唱しています。この大胆なビジョンには、

これまでの直線的かつ分野別のアプローチを越え

た創造的なアプローチが必要です。 
 

文文化化とと開開発発へへのの広広範範ななアアププロローーチチ 
2030アジェンダの採択により、持続可能な開発にお

いて文化が果たす役割が初めて国際コミュニティに

認められました。2030アジェンダにおける文化は、

多くの目標並びにターゲットにわたる文化を暗に意

味します。 

2030アジェンダでの幅広い文化の捉え方には、文

化遺産、創造産業、地方文化並びに製品、創造性

とイノベーション、地域コミュニティ、現地資材、文化

的多様性が含まれ、持続可能な開発に対する文化

の貢献がすべて含まれています。また同時に、持続

可能な開発を実現するためには現地の知識と住民

の参加が不可欠であることが、開発プロジェクト並

びに開発介入の経験から実証されています。 

文文化化ががSDGsにに与与ええるる横横断断的的かかつつ網網目目状状のの

影影響響 
文化は1つの活動領域として、また、他の領域に内

在する要素として影響を及ぼします。文化の保護・

推進自体が目的でもありますが、文化は、持続可能

な都市、人間らしい仕事と経済成長、不平等の是正、

環境、ジェンダー平等の推進、イノベーション、平和

的で包摂的な社会を含む多数のSDGsに対しても

分野横断的な影響を与えます。文化が果たす役割

には、経済的・社会的利益の達成に直接貢献する

推進要因と、開発介入の有効性を高める実現要因

の両面があります。 

このようなアプローチでは、各ターゲットの達成につ

ながる持続可能な手続きに加え、目標並びにター

ゲットを縦割りの統計指標で評価する狭い視野から

捉えず、各領域をつないで複数目標の達成を同時

に推進する網目状のアプローチが重要になります。

文化は、持続可能な開発が持つ5つの重要側面―

人々、地球、繁栄、平和、パートナーシップのそれぞ

れにまたがる横断的な影響を与えます。これを受け、

持続可能な開発の経済、社会、環境的側面が、文

化遺産の保全と創造性の養成を推進する役割を果

たします。更に、教育をはじめとするいくつかの目標

は人材開発目標であり、文化を通じて一層効果的

に達成されます。 
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2030アアジジェェンンダダのの実実現現にに向向けけたたユユネネススココのの文文化化条条約約ととププロロググララムム 

持持続続可可能能なな開開発発のの概概念念はは、、ユユネネススココのの文文化化条条約約及及びびププロロググララムムのの中中核核をを成成すすももののでであありり、、そそれれぞぞ

れれがが個個々々のの対対象象範範囲囲並並びびにに概概念念的的枠枠組組みみにに沿沿っったた観観点点又又はは焦焦点点をを生生みみ出出ししまますす。。22003300 アアジジェェンン

ダダのの採採択択にによよりり、、すすべべててのの条条約約のの履履行行・・モモニニタタリリンンググ体体系系にに、、関関連連すするる SSDDGGss をを取取りり入入れれるるたためめにに

概概念念のの整整合合性性がが図図らられれ、、連連携携とと結結果果のの枠枠組組みみにに組組みみ込込ままれれるる特特定定のの SSDDGGss 又又ははタターーゲゲッットトがが識識別別

さされれままししたた。。国国際際規規範範のの履履行行はは、、国国際際的的なな協協力力並並びびにに能能力力開開発発にに大大ききくく依依存存ししまますすがが、、66 つつののユユネネ

ススココ文文化化条条約約ははすすべべててパパーートトナナーーシシッッププ（（SSDDGG  1177））、、特特にに能能力力開開発発（（タターーゲゲッットト 1177..99））及及びびググロローーババ

ルルパパーートトナナーーシシッッププ（（1177..1166））にに直直接接貢貢献献ししまますす。。ままたた、、ジジェェンンダダーー平平等等（（SSDDGG  55））、、特特にに女女性性のの参参画画及及

びびリリーーダダーーシシッッププ（（タターーゲゲッットト 55..55））ににもも分分野野横横断断的的なな影影響響をを及及ぼぼししまますす。。

その法的文書内では持続可能な開発

の原則について直接言及してはいない

ものの、「武武力力紛紛争争のの際際のの文文化化財財のの保保

護護にに関関すするる条条約約とと第第一一並並びびにに第第二二議議

定定書書」（1954年、1999年）では、開発の

文化、人道、安全保障の側面での連携が提唱され

ています。このことは現在広く認識されており、国連

総会と国連安全保障理事会の決議でも言及されて

います1。この条約は、その中心的目的及び対象範

囲を通じて文化遺産（ターゲット11.4）に直接貢献し

、特に文化遺産への攻撃に対する処罰を規定して

います。また、軍隊、税関、警察職員と文化財保護に

関わる要員を対象とした人材育成活動により、持続可

能な開発のための技能開発（ターゲット4.7）に貢献し

ます。

文化財の不法取引は、特に紛争地

域並びに紛争終結地域における世

界的な問題であり、犯罪グループの

資金源としての利用が拡大していま

す。「文文化化財財のの不不法法なな輸輸入入、、輸輸出出及及

びび所所有有権権移移転転をを禁禁止止しし及及びび防防止止すするる手手段段にに関関すす

るる条条約約」（1970年）は、平和で包摂的な社会に関す

るSDG 16の中心となる世界的安全保障並びに平

和構築アジェンダの実現に重要な影響を及ぼしま

す。この条約の主要規定は、文化遺産（ターゲット

11.4）と奪われた財産の回復（ターゲット16.4）の両

方に直接関係しています。また、一般市民や旅行者

を対象とした意識啓発活動の実施により、持続可能

な開発のための教育（ターゲット4.7）に寄与します。

更に、能力開発及び交流ワークショップを通じて暴

力の防止（ターゲット16.a）に貢献しています。 

「博博物物館館及及びびそそのの収収集集品品並並びびににここれれららのの多多様様性性

及及びび社社会会ににおおけけるる役役割割のの保保護護及及びび促促進進にに関関すするる

勧勧告告」（2015年）は、博物館が文化の伝承、異文

化間の対話、学習、討論及び研修の場となるため

の枠組みを提供しており、特に社会的包摂（ター

ゲット10.2）と持続可能な開発のための技能（ター

ゲット4.7）に貢献しています。 

「世世界界のの文文化化遺遺産産及及びび自自然然遺遺産産のの

保保護護にに関関すするる条条約約」（1972年）は、文

化遺産と自然遺産の両方を保護す

るための唯一の規範として、その成

立以来、持続可能な開発に対する

文化遺産並びに自然遺産の関連性を実証する新た

なアプローチの開発・試験プラットフォームを提供し

てきました。この条約の規定が、文化遺産及び自然

遺産を保全するという目標11.4の中核を成していま

す。世界遺産条約手続きへの持続可能な開発とい

う観点の統合に関して、「世世界界遺遺産産のの持持続続可可能能なな開開

発発政政策策」が2015年に世界遺産委員会によって採択

されたことは重要な転換点となり、持続可能な開発

の概念及び2030アジェンダがこの条約の中心体系

に組み込まれました。この政策の目的は、持続可能

な開発を実現するための国家及び地域の手続き、

並びに政策の主流として持続可能な開発及び遺産

の保全を組み込むために、遺産が持つ可能性を活
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用するガイダンスを提供することです。この条約の

履行は、水、生物学的多様性などの自然資源の保

護（ターゲット6.6、14.5、15.1）と遺産のレジリエンス

を支えること（ターゲット2.4、11.4）を通じて、環境面

での持続可能性に貢献します。また、包摂的な社会

発展を推進することで、幸福と公正（ターゲット10.2）
、基本的権利の尊重（ターゲット16.10）、コミュニテ

ィの関与（ターゲット16.7）、ジェンダー平等（ターゲ

ット5.5）に貢献します。更に、公正な成長並びに人

間らしい雇用の創出（ターゲット8.3）と持続可能な

観光業（ターゲット8.9、12.b）を推進することで、包

摂的な経済発展に寄与しています。技能及びイノベ

ーションの研修（ターゲット4.4、4.7）に対応し、紛争

の防止並びに解決（ターゲット16.a）を通じて平和と

安全保障に貢献します。この条約の履行に関する

定期的報告のための調査に、持続可能な開発を組

み込むための更新が最近実施されており、各種の

文化条約とその他の手段並びにプログラムの締結

国によって履行される活動の2030アジェンダに対す

る貢献について、現場レベルでの情報を収集及び

評価する目的で、世界遺産の持続可能な開発政策

の概念並びにガイドラインが統合されました。

1972年の条約が各都市並びにSDG 11への貢献に

果たす役割は、2011年の「歴歴史史的的都都市市景景観観にに関関すす

るる勧勧告告」により強化されました。この勧告は、都市遺

産の保全に関し、空間、経済、社会、環境的側面を

網羅した包括的なアプローチを提案するもので、ニ

ュー・アーバン・アジェンダと連携して履行されます。

水中文化遺産に関する「水水中中文文化化遺遺

産産保保護護条条約約」（2001年）の目的は、

持続可能な開発における2本の柱 
（環境、社会）を包含しています。こ

の条約は、海洋知識と海洋遺産について教えるこ

とを通じて持続可能な開発のための教育（ターゲッ

ト4.7）に寄与するとともに、持続可能な沿岸社会の

構築と文化的アイデンティティの保護に貢献します。

水中文化遺産は、気候変動が人類に与えた影響と

これに対する人類の適応に関する重要な根拠を提

供することで、気候変動の適応に関する教育（ター

ゲット13.3）に貢献します。水中文化資産はまた、

海洋、湖、河川と人類との歴史的関係を理解する

上で重要です。調査並びに保全活動は、将来世代

に向けた海岸及び海洋地域の保全強化に寄与し、

持続可能な観光業の経済的・社会的利益を拡大

することで、水産資源の保護と持続可能な利用（タ

ーゲット14.5、14.7）を奨励します。 

「無無形形文文化化遺遺産産のの保保護護にに関関すするる条条

約約」（2003年）は、文化的多様性の

原動力並びに持続可能な開発の推

進力としての無形文化遺産の重要

性を認める条約です。無形文化遺

産の保全は、2030アジェンダの経済、社会、環境的

側面のそれぞれにおける持続可能な開発に効果的

な影響を与えると同時に、平和と安全保障にも寄与

します。更に、条約の履行に関する運用指令（2016
年採択）の第６章は、無形文化遺産が持続可能な開

発を推進及び担保するために果たす役割を強化し、

リビングヘリテージの保全をその開発計画、政策、プ

ログラムに完全統合する方法についてのガイダンス

を締約国に提供します。2030アジェンダは、特に定

期的な報告の実施と、成果の枠組みを通じ、この条

約のモニタリング体系にも組み込まれました。農業、

食料システム、伝統医学、自然資源管理、生態系サ

ービス、生態学的資源管理などの広い分野において

世代間で伝承される知識及び慣行は、食料安全保

障（SDG 2）、保健（SDG 3）、質の高い教育（SDG 4）、
ジェンダー平等（SDG 5）、生産的な雇用と人間らし

い仕事（SDG 8）、持続可能な都市（SDG 11）、気候

変動（SDG 13）に寄与します。現段階でこの条約に

よる2030アジェンダへの潜在的な影響を合理化する

ため、本条約の主要論題（第2条）に合わせ、SDG 4 
（質の高い教育）が最優先課題として指定されました

。特に、持続可能な開発のための教育（ターゲット

4.7）の拡大において無形文化遺産が果たす役割の

考察に重点が置かれています。

「文文化化的的表表現現のの多多様様性性のの保保

護護及及びび促促進進にに関関すするる条条約約」（

2005年）はその履行体系を

2030アジェンダの原則及び

目標に合わせています。こ
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の条約は特にSDG 4、5、8、10、16、17に重点を

置き、4つの主要目標におけるモニタリングの枠組

みにこれらを組み込みました。この条約は、持続可

能な文化ガバナンスを支援するための目標1の対

象範囲において、創造的分野での雇用及び起業

の拡大に取り組み（ターゲット8.3）、そこでの雇用

のための技能を確立し（ターゲット8.3、4.4）、文化

並びに創造産業での説明責任のある参加型ガバ

ナンス（ターゲット16.6、16.7）を促進します。また、

目標2に基づき、文化に関するモノ及びサービスの

バランスの取れた流通を達成し（ターゲット10a）、
芸術家及び文化的職業従事者の流動性を支援し

ます（ターゲット10.7）。持続可能な開発枠組みに

文化を統合するという目標3において、この条約は

文化関連分野へのODAに係る関与を推進し（ター

ゲット17.2）、持続可能な開発のための政策の一

貫性を強化し（ターゲット17.14）、SDGsを実現する

ための人材育成に関与します（ターゲット17.9）。こ
の条約はジェンダー平等と芸術的な自由に資する

政策を奨励することで、目標4に示す通り、人権並

びに基本的自由（ターゲット16.10）及びジェンダー

平等（ターゲット5.5、5.c）に寄与します。この結果

の枠組みの実装を支援する4年毎の定期報告シス

テムは、SDGsの達成に関連する定性的並びに定

量的データを収集するように更新されました。締約

国は、特定のSDGsに関連のある革新的な政策及

び施策を共有するように促されています。その後、

優れた事例が本条約の政策モニタリングプラットフ

ォームを通じて広められます。この条約の一部（ター

ゲット16.6、16.7）として設立された「文文化化のの多多様様性性

ののたためめのの国国際際基基金金（IFCD）」もまた、2005年の条

約モニタリング体系に従い、特定のSDG目標並び

にターゲットと連携するための結果の枠組みを見

直しています。

2005年の本条約により履行が再活性化された

1980年の「芸芸術術家家のの地地位位にに関関すするる勧勧告告」は、教育、

社会的安全保障、雇用、収入及び課税状況、流動

性、表現の自由に関する政策並びに施策を通じて、

芸術家の職業的、社会的、経済的地位を改善する

ように加盟国に要請することで、社会的包摂（ター

ゲット10.2）と基本的自由（ターゲット16.10）に寄与

します。
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目目的的とと原原則則 
 
 
 

総総合合的的なな目目的的 
ユユネネススココののテテーーママ別別文文化化指指標標（（文文化化|2030指指標標））ははテテーーママ別別指指標標のの枠枠組組みみでで、、持持続続可可能能なな開開発発のの

たためめのの2030アアジジェェンンダダのの目目標標並並びびににタターーゲゲッットトをを各各国国又又はは各各地地域域でで履履行行すするる際際のの文文化化のの貢貢献献状状

況況をを評評価価及及びびモモニニタタリリンンググすするるここととをを目目的的ととししてていいまますす。。ここのの枠枠組組みみはは、、1つつのの活活動動領領域域ととししてて文文

化化がが果果たたすす役役割割にに加加ええ、、各各種種ののSDGs及及びび政政策策分分野野ににままたたががるる横横断断的的貢貢献献をを評評価価ししまますす。。一一連連

ののテテーーママ別別指指標標をを通通じじてて、、2030アアジジェェンンダダでで合合意意さされれたたググロローーババルル指指標標をを支支援援並並びびにに補補完完しし、、異異

ななるる目目標標及及びびタターーゲゲッットト間間ののつつななががりりをを強強化化すするるここととをを目目指指ししまますす。。 
 
 
文化|2030指標の枠組みの目的 
 
 
持持続続可可能能なな開開発発へへのの文文化化のの貢貢献献をを可可視視化化すするる  
 
開発における経済的、社会的、環境的側面に対する文化の様々な貢献を詳しく分析することで確立される文化

|2030指標は、文化が変革を促すために果たす役割を実証し、その可視性と具体性を高めるものです。様々な研

究所・機関によって生成された文化関連のデータが断片化している現状において、この枠組みはデータを集約し、

文化と他の政策領域の関連性及び共通部分を明らかにします。これにより、文化が持続可能な開発に直接的・間

接的に与える幅広い影響の理解が深まります。文化の役割、影響、貢献は簡単には定量化できないことが多いた

め、この指標の枠組みでは文化によって生み出される行動並びに活動を定量化する方法を模索し、また政策、プ

ログラム、活動において文化的価値が謳われる方法を文書化することを目指しています。 
 
複複数数ののSDGsににわわたたっってて文文化化がが果果たたすす役役割割ののテテーーママ別別並並びびにに分分野野横横断断的的なな概概要要をを提提供供すするる 
 
文化|2030指標は、関連するSDGターゲットと世界的に認められた指標の一つ一つに文化が与える影響をモニタ

リングするのではなく、複数の目標及びターゲットにまたがる影響を相互に関連付けて考慮します。この枠組みに

より、異なる目標やターゲットにわたるデータを、ユネスコのプログラム、活動、政策に沿ってテーマ横断的に集計

できるようになります。これらのテーマ別の側面は、SDGsにおける「5つのP」の概念的枠組みによって支えられて

います。 
 
文文化化ののアアドドヴヴォォカカシシーーをを強強化化すするる 
 
文化|2030指標は、2030アジェンダの中で様々な側面から文化を可視化することで、文化と開発に関して首尾一

貫し、鍵となるメッセージによって支えられた力強いストーリーを実証的に構築する役割を果たします。このストーリ

ーは、意思決定者及びパートナーに対し、国並びに都市圏の政策及びプログラムに文化を取り込み、公的並びに

私的資金を文化セクターにより一層割り当てるよう要請することを目的に、世界、国内、地域レベルでのアドヴォカ

シー活動を直接的に支えるものです。 
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政政策策及及びび活活動動へへ働働ききかかけけるる実実証証結結果果をを提提供供すするる

文化|2030指標は、各国並びに各都市が2030アジェンダの既存の遂行体系の中でSDGsへの文化の貢献を国レ

ベル又は地域レベルで評価できるようにするため、概念的枠組みと方法論的手段を提供します。収集される実証

内容は、文化セクター内並びにセクター横断的な政策及び意思決定と運用上の活動に影響を与えます。この取り

組みにおいて、これらの評価ツールを繰り返し適用することで、各国並びに各都市は、政策による効果と政策自体

の有効性又は堅牢性に関するそれぞれの進捗をモニタリングできます。

行行動動ののたためめのの知知識識ベベーーススをを構構築築すするる

国や都市によって枠組みが導入されると、それぞれから得られるデータが貴重な情報源となります。その分析を通

じて地域又は国レベルでのプロファイルを作成し、様々な都市、地域、国で文化が持続可能な開発に与える影響

の主要傾向を特定することができます。この分析資料と優れた実践を通じて、2030アジェンダにおける文化関連

のデジタルデータバンクを使用して、知識ベースを構築する目的で理解を深めることができます。

2030アアジジェェンンダダにに対対すするる文文化化貢貢献献のの進進展展ををモモニニタタリリンンググすするる 

文化|2030指標を自発的に試験導入した国並びに都市で収集される情報は、国及び地域レベルでの活動を方向

付けるだけでなく、進捗を評価するための貴重なベースラインを提供します。このデータにより、2030アジェンダに

対する文化の貢献状況の世界的な全体像が明らかになります。また、2030アジェンダ並びに文化・開発に関する

国連総会での採択に関して、国連全体の報告体系にユネスコが参加することを支持する実証に基づいた分析資

料が提供されます。

図図 1 .文文化化|2030のの理理論論的的根根拠拠 

文化の可視化 

テーマ別の概要の

提供 

メッセージとアド

ヴォカシーの作成

国家並びに地域

政策及び活動へ

の働きかけ 

傾向の把握と知識

の構築 
SDGs における文

化の世界的進展の

モニタリング
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指指針針ととななるる原原則則  
文化|2030指標の概念的枠組み、方法論、履行体系は、以下の主要原則に依拠します。 

可可能能なな限限りり既既存存のの情情報報源源をを活活用用すするる

データの生成並びに更新は多大な労力とコストを要する作業で、特に統計能力が限られた国では尚更です。この

点から、文化|2030指標は可能な限り、国並びに地域の既存の情報源及び多国間で集計済みのデータを利用しま

す。追加情報の収集には新規調査を実施するのではなく、既存のデータを識別及び集約することで指標と照らし

合わせて実績又は進展を評価します。

定定性性的的及及びび定定量量的的デデーータタをを使使用用ししてて文文化化のの貢貢献献をを評評価価すするる

文化|2030指標は定性的データと定量的データの両方に基づきます。これらはどちらも文化の対象範囲の特定性

を捕捉する上で必須です。定量的データは、状況の特性を評価又は説明する目的や、一連のターゲットと照らし合

わせて実績を評価する目的で使用できます。定性的データも同様に重要であり、その他の状況を踏まえて定量的

データの理解を深めるために役立ちます。定量的データには、全加盟国間で単一の手法並びに定義に従う世界レ

ベルのデータのみならず、国又は地域レベルのデータを使用できます。

ユユネネススココ文文化化条条約約及及びびププロロググララムムにに関関すするる報報告告かかららデデーータタをを取取りり込込むむ

文化|2030指標の範囲は、文化領域におけるユネスコの規定、テーマ別優先順位、規範ツールに応じて、国家当

局又は地域当局によって実施される政策、プログラム、活動を対象としています。該当する場合、文化|2030指標

の概念的枠組みは、ユネスコの6つの主要文化条約（及び3つの勧告）とその概念並びにモニタリング体系に基づ

きます。この指標は、条約の定期的報告活動の一部として締結国が提供する国内報告の情報を取り込むことを目

指しています。このように、文化|2030指標において、文化条約は広範な文化活動の枠組み内に置かれており、関

連活動の評価基準として使用されます。

国国家家及及びび都都市市圏圏レレベベルルででのの文文化化のの評評価価手手段段をを開開発発すするる

文化|2030指標は、自発的な参加国並びに都市による国家また都市圏レベルでの導入を意図しています。文化

|2030指標の文脈においては、都市レベルの導入に関して「都市圏」並びに「地域」は同義で使用されています。こ

れは、「都市圏」の概念が国ごとに固有の基準に従って定義されるためです。また、地域データの収集には一定水

準の組織化が必要であり、地方自治体当局の協力が必要になります。都市圏レベルの指標は国家レベルの指標

との密な整合が図られますが、都市圏並びに持続可能な都市圏開発における文化の役割を個別に評価できるよ

うにするため、都市圏別の考慮事項に合わせて調整されます。場合によっては、全国的な位置付けの枠内に置き

たいと考える都市もあります。これらの都市レベルの指標により、ユネスコ創造都市ネットワークや世界遺産都市

プログラムなどのユネスコの都市関連プログラム並びにネットワークとの更なる協同が推進されます。
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関関連連機機関関ににおおけけるる人人材材育育成成をを重重視視すするる

文化|2030指標は、国、地域、地方機関が、世界、国、地方レベルの既存のデータを使用して文化に関する定性

的・定量的な指標を構築できるようにするための人材育成に焦点を合わせます。ここでの目標は、文化の特性に

対する理解を深め、関連データを識別及び集約する能力を支援することです。この観点から、プロジェクトを成功

に導くには統計機関による早期の関与と継続的な取り組みが不可欠になります。

組組織織間間のの連連携携をを推推進進すするる

文化関連のデータは、政策領域のまたがる様々な組織により生成され、断片化しています。このため、データを生

成する組織間の協力の推進が極めて重要です。文化|2030指標イニシアチブの遂行には、セクター（文化、労働、

貿易、青少年、環境、教育など）と機関（国家及び地域の統計局、専門機関、芸術及び遺産財団など）をまたいだ

国家組織並びに地方組織による情報生成の連携が必要です。

統統計計能能力力にに合合わわせせてて柔柔軟軟なな枠枠組組みみをを提提案案すするる

文化|2030指標は、その統計能力の如何に関わらず全加盟国の要求を満たすことを目指しており、各国の統計能力水

準とデータ利用可能性を考慮する必要があります。この観点から、各指標向けに開発された手法には、共通の目標達

成のために一次情報源又は計算方法が完全には利用可能でない場合に取り得る代替策が見込まれています。技術

者は地域別の専門家の協力を得て、現場レベルで指標を適応させることができます。このように、文化|2030指標は、

技術的に高度でありながら柔軟性に欠けるその他の手法（文化サテライト勘定など）よりも柔軟に文化を評価できる方

法であり、ユネスコ加盟国が有する様々な統計機能に対応できる適応性に優れています。

規規範範ととししててのの評評価価ででははななくく改改善善ののたためめのの手手段段をを提提供供すするる

文化|2030指標は、各国並びに各都市がそれぞれの進展を評価し、政策による成果を測るための一助となること

が期待されています。これらの指標は、各国並びに各都市間での世界的な比較又はランク付けではなく、同一の

場所での経時変化の実証値を提供するためのものです。その意味から、この枠組みは規範的ではなく自主的な

枠組みとして、絶対的な基準と比較しての達成又は未達成といった評価を目指すのではなく、向上及び改善機会

を評価することを目的としています。最終的には、国又は地方の関連組織による文化政策、プログラム、活動のモ

ニタリングに不可欠な要素となることが期待されます。

成成果果重重視視型型ママネネジジメメンントトのの概概念念的的枠枠組組みみをを反反映映すするる

文化|2030指標は、ユネスコのプログラム提供の中心となる概念的な主要体系として、成果重視型マネジメン

ト（RBM）の枠組みを反映すべく努めています。文化による影響を直接評価できることは稀であるものの、投入、

成果、プロセスは長期的影響のモニタリングに不可欠な要素です。各テーマ別側面において種類の異なる指

標を組み合わせることで、文化の貢献を総合的に理解するために、投入（文化インフラの開発など）、プロセス

（政府体系など）、成果（文化的生活への関与など）を評価します。
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方方法法論論にによよるるアアププロローーチチ

既既存存のの枠枠組組みみ、、方方法法論論、、経経験験のの見見直直しし

文文化化|2030指指標標はは、、ユユネネススココ独独自自のの専専門門性性をを活活用用ししてて、、定定性性的的・・定定量量的的デデーータタをを収収集集及及びび分分析析

しし、、文文化化領領域域のの政政策策、、ププロロググララムム、、活活動動にに対対すするる実実証証にに基基づづくく開開発発手手法法をを推推進進すするるここととをを目目指指ししてて

いいまますす。。ここれれをを踏踏ままええ、、SDGsのの実実現現にに向向けけたた一一本本化化をを推推進進ししてて既既存存のの手手法法及及びびデデーータタをを拡拡張張すす

るる目目的的でで、、ユユネネススココとと他他ののパパーートトナナーーがが過過去去数数年年間間にに文文化化をを評評価価すするるたためめにに世世界界的的にに開開発発・・導導入入

ししたた枠枠組組みみ、、手手法法並並びびにに経経験験がが見見直直さされれままししたた。。

文文化化統統計計ののたためめのの枠枠組組みみ（（FFCCSS））

文化|2030指標は該当領域において、文化統計のための枠組み（FCS）に基づき、その分類体系及び手法を利用

します。2009年に開発され、UISによって導入されたこの枠組みでは、世界各国の国家統計局により利用される

国際的協定基準を使用し、文化的活動、商品、サービスに関する文化データを収集します。基準を含むその他の

国内又は地域的な統計の枠組みが提供する追加データ又は概念的な枠組みを使用する場合もあります。

SSDDGGののググロローーババルル指指標標 1111..44..11

文化|2030指標は、環境並びにレジリエンスの側面（指標の枠組みを参照）における基本指標として、遺産に関す

る支出（SDGのグローバル指標11.4.1）を組み込みます。ターゲット11.4をモニタリングする目的でUISによって開

発並びに導入された国際比較可能なこの指標は、文化遺産及び自然遺産の保護における各国の総支出額を示し

ます。この指標を生成するため、UISは各国及びパートナーとの協力を通じて新しい調査を開発しました。 

ユユネネススココ文文化化条条約約にに関関すするる定定期期報報告告及及びびモモニニタタリリンンググのの枠枠組組みみ

文化|2030指標は該当領域において、全国的な履行を評価するために、ユネスコの文化条約によって開発された

定期報告体系並びにモニタリングの枠組みを利用します。これらの枠組みの目標は、加盟国による各文化条約の

履行方法をモニタリングすることであり、条約の国内履行が2030アジェンダに寄与する範囲を含みます。ただし、

定期報告の調査及び体系は、国又は地方の文化セクターの全体像並びに2030アジェンダへの貢献度を取得する

ようには設計されていません。
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収集データを拡大し、既存の概念並びに作業ツールに基づいて全体的な一貫性を高める目的で、文化|2030指標

における文化条約の定期報告及びモニタリングの枠組みが見直されました。ここでの意図は条約の定期報告を繰

り返すことではなく、この定性的情報を拡張してその他の状況と関連付けることにあります。文化条約に関するデ

ータは一般に専用の照会団体又は窓口を通じて収集されますが、現在のイニシアチブに関するデータは様々な回

答者から寄せられる可能性があるため、一貫性を確保するための回答の調整が必要です。

開開発発ののたためめのの文文化化指指標標セセッットト（（CDIS）） 

文化|2030指標は、スペイン政府による惜しみない支援を得て2009年にユネスコが開始し、最終的に17か国に導

入されたCDISの業績に基づいています。CDISはミレニアム開発目標（MDGs）における開発への文化の貢献を

評価するために開発されたもので、「文化的多様性に関する報告」（ユネスコ、1996年）から導出された概念的な

枠組みに基づいています。CDISでは、文化産業並びに創造産業に重点を置き、一連の指標を7つのテーマ別の

側面に分類しました。

中～低所得国における文化的統計の欠如に対処するための第1ステップとして、CDISのアプローチは既存の二

次情報源を利用し、そこから未処理データを抽出、分析、使用して、文化による影響のうち評価困難な側面の代替

となる新たな指標を構築しました。このアプローチでは、データ抽出並びに指標構築のために地域の能力を強化

する必要があるため、文化的統計に関する国内能力の開発につながりました。ユネスコCDISは他に類のない政

策及び擁護ツールとして、これを導入した国の政策及び活動に影響を及ぼしました。

現在のイニシアチブは、CDISの一部として開発されたいくつかの概念的・方法論的資料に基づいています。文化

|2030指標の枠組みにおける一部の指標はCDISから派生したものですが、その他は2030アジェンダの枠組みに

応じて開発された全く異なる指標で、CDIS導入の経験から影響を受けています。文化|2030指標の枠組みは、初

期のCDISの方法論並びに対象範囲を様々な方法で拡大・改善しています。第一に、その方法論と枠組みにおい

て、UISの文化統計のための枠組み（UNESCO-UIS、2009年）と、データ収集が既に開始されていたUISの文化

のためのグローバル指標の使用を拡大しました。第二に、特に環境及び都市計画を包含するためにテーマ別の

対象範囲を拡大し、地域レベルでの導入を更に奨励しました。最後に、各文化条約並びに勧告のデータ収集体系

との間で更に一貫した相乗効果の創出を可能にしました。
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図図 2 ププロロジジェェククトトススケケジジュューールル 
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文文化化||22003300 指指標標のの開開発発ププロロセセススとと進進展展

準準備備段段階階とと進進展展  

文化|2030指標の枠組み開発は2017年早期に開始され、FCS、CDIS、文化条約の定期報告体系、2030アジェン

ダの特定状況における他の方法論を含む既存の方法論が見直されました。その後、準備段階としての60の指標

が指標の枠組み案とともに開発されました。

2回の専門家ワークショップが開催され（2017年9月、2018年1月）、指標の枠組み案とデータ収集のための方法

論が議論されました。ワークショップには、ユネスコのスタッフ（各種文化条約の代表者、CDIS導入の経験を持つ

各オフィスの代表者）、UIS代表者、国連ハビタット、ユーロスタット、OECD、世界銀行、UNEP、JRC、その他の国

家及び地域の統計機関の代表者で文化統計に経験を有する者、AECIDの代表者でCDISのサポート経験のある

者、世界各国の国際専門家が参加しました。

実施したレビューの結果に基づき、22の指標を4つのテーマ側面に分類した枠組みが開発されました。技術ガイド

ラインが開発され、ここに各指標の目的、データソース、算定方法が記載されました。これらのガイドラインはUIS
及びユネスコ文化条約の各チームによる継続的な意見提供をもとに開発されましたが、多数の外部専門家もその

時間と専門知識を惜しみなく提供しました。

次次のの段段階階

2019年5月、加盟各国との協議が開始されました。加盟国からの反応が情報文献として集計、分析、統合され、

2019年10月の第207回執行委員会会議で提示される予定です。また、この取り組みは2019年11月開催予定の

文化大臣フォーラムでも発表されます。協議の成果に基づき、文化|2030指標の試験導入フェーズの開始準備とし

て、プロジェクトチームが方法論を微調整し、能力開発資料や研修ツールキットを含む作業ツールを開発します。

地域の専門家が選定され、この方法論の使用と国内及び地域導入の計画を推進するための研修が実施される予

定です。プロセス全体を通じ、必要に応じて上級専門家との追加協議が要請されます。

文化|2030指標の試験導入段階は、多数の自主参加国並びに都市において、2019年末又は2020年早期に開始

される予定です。試験導入に参加する国並びに都市には、国別又は地域別の専門家（文化領域に経験を有する

統計家又は経済専門家）が指定されます。この専門家が、文化|2030指標向けに開発された詳細手法に従い、デ

ータを抽出並びに分析し、指標を構築する責任を負います。導入プロセス全体を通じ、地域別の専門家が参加各

国に専門的ガイダンスと技術サポートを提供し、最終的な国内報告の準備を担当します。初期段階で研修ワーク

ショップが開催され、利用可能なデータを使用した方法論の構想並びに試行が紹介されます。

試験段階の成果に基づき、将来的な展開を視野に入れた方法論の微調整と体系化が行われます。試験段階の

終了までに第3回ワークショップが開催され、試験導入段階での意見を分析して方法論並びに収集データの検討

が進められます。試験導入に参加する各国並びに各都市で収集されるデータが分析され、オンラインデジタルデ

ータバンクにまとめられます。ここには、文化条約並びに勧告に関する各国の報告とユネスコの各国オフィスでの

活動及びイニシアチブから収集されたデータを含め、ユネスコが入手できる多様な文化関連データが集約されま

す。また、過去のCDIS導入から得られたデータや文化統計に関するUISデータへのリンクも含まれる予定です。

文化|2030指標に対する各国並びに地域プロファイルの視覚的解説も開発されます。 
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ユユネネススココ加加盟盟国国ととのの協協議議のの概概要要

文文化化|2030指指標標のの技技術術ガガイイドドラライインンにに関関すするるユユネネススココ加加盟盟国国ととのの協協議議がが2019年年5月月16日日にに開開始始ささ

れれままししたた。。ここれれににははオオンンラライインン調調査査（（英英語語及及びびフフラランンスス語語でで実実施施））がが含含ままれれ、、文文化化|2030指指標標、、枠枠組組

みみ案案、、手手法法にに関関すするる関関心心事事項項並並びびにに推推奨奨事事項項をを共共有有すするるここととがが加加盟盟国国にに求求めめらられれままししたた。。ここのの調調

査査はは2019年年7月月29日日にに終終了了しし、、多多くくのの加加盟盟国国がが協協議議にに参参加加ででききままししたた。。 

加盟国から寄せられたフィードバックが集計、分析、統合され、文化|2030指標のWebサイトで詳細な分析報告書

として英語並びにフランス語で公開されました（whc.unesco.org/en/culture2030indicators/）。 

回答を寄せた加盟国は、文化|2030指標の必要性、目的、原則に関し、各国が国連2030アジェンダを履行する取

り組みにおいて文化が果たす役割を拡大するには、文化の評価及び指標の開発が欠かせないという明確な確信

を持っていました。加盟各国の認識によれば、一貫性のある国際比較可能な共通指標が欠如しているために、持

続可能な開発への文化の貢献に対する認知が妨げられていました。

ほぼ100%の回答国（46か国中45か国）が、複数の目標並びにターゲットに及ぶ文化貢献を評価し、相互に関連

付けることを目指す文化|2030指標の枠組み並びにアプローチ案に賛成でした。特に、文化|2030指標の枠組み

案により、2030アジェンダにおける分野横断的な文化の役割が一層可視化されること、また、持続可能な開発政

策並びに実施において文化の重要性を訴える目的でこの評価が不可欠であることに対しては、全回答国が同意し

ました。持続可能な開発への文化の貢献を正確に評価することが文化関連政策並びに活動の優先につながるだ

ろうと回答した加盟国は90%を超えました。更に、98%が、この枠組み案により他セクター並びに政策への文化の

取り込みが進むだろうと回答し、100%が、この枠組み案が知識ベースの構築と目標及びSDGsに関する各国の

進展モニタリングに有効であると回答しました。

文化|2030指標の枠組みは自主参加国並びに都市による導入が想定されており、進展を評価するための貴重な

基準線を提供するとともに、2030アジェンダにおける文化の進展状況の世界的な把握に寄与します。複数の回答

国が、定量的・定性的なエビデンスを通じて、SDGsに対する分野横断的な文化の役割並びに貢献の関連付けを

確認しており、2030アジェンダにおける文化関連データを具体的に収集している回答国もありました。分野横断的

なつながり、定量的・定性的な文化関連データと2030アジェンダ並びにSDGsとの関連を含め、文化|2030指標と

SDGsのつながりが重要である点については、全体として明確な合意が得られました。 

文化|2030指標における手法は、「可能な限り既存のデータから指標を構築する」、「定性的・定量的データの両方

を使用する」、「ユネスコ文化条約の各国定期報告並びにモニタリングの枠組みからデータを組み込む」、「国家及

び都市圏レベルの両方で整合性の取れた構成指標により文化を評価する」、という4つの主要原則に基づきます。

指標並びにデータ収集の手法に関しては意見が一致しました。データの収集並びに更新は多大な労力とコストを

要する作業で、特に統計能力が限られた国では尚更です。回答した加盟各国は、定量的データのみの収集では

限定的過ぎ、持続可能な開発に対する文化の貢献のエビデンスをより正確に捕捉するには定性的データも必要

であるとの考えに合意しました。更に、多くの回答国が、文化|2030指標の手法で提案された既存の情報源が持つ

価値を重要視しました。
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文化|2030指標により、各国並びに各都市は、政策による効果と政策自体の有効性又は堅牢性に関するそれぞ

れの進展をモニタリングできます。90%以上の回答国が、この枠組み案により、国連のハイレベル政治フォーラム

でのSDGs導入に関する各国の任意報告に文化を取り込みやすくなると回答しました。また、回答した加盟国のう

ち96%が、この枠組み案が、SDG 11並びにニュー・アーバン・アジェンダの導入に関する全国及び都市圏報告へ

の文化の包含に寄与すると回答しました。回答した加盟国のうち87%が、テーマ別の枠組み及び指標により文化

関連の国内優先順位が高くなることを重視し、89%が開発プログラムへの文化の組み込みが推進されると回答し

ました。

文化|2030指標は、統計能力並びにデータの利用可能性に合わせて適応できる枠組みです。各指標向けに開発

された手法には、一次情報源又は計算方法が完全には利用可能でない場合に取り得る代替策が見込まれていま

す。回答した加盟国の83%が、この枠組み案の広範で包摂的なアプローチは、国内で使用可能な情報源に適合

するだろうと回答しました。

文化|2030指標イニシアチブは、規範的ではなく自主的な取り組みとして、各国並びに各都市がそれぞれの進展を

評価し、向上及び改善の機会を認める一助となることを目指しています。この枠組みの目標は、それぞれの文化

の特性に対する国内及び地域での理解を深め、関連データを識別及び集約する能力を支援することです。導入に

関する意見では、特に統計能力が限られた国では、国内並びに地域ワークショップの開催を通じて知識及び能力

開発を強化することが、組織間での協力と連携を促進するために不可欠であると強調されています。

要約すると、加盟国との協議から得られた意見において、イニシアチブに対する各国からの圧倒的な支持が示されま

した。加盟国から寄せられた多数の提案と継続的活動並びに他の文書へのリンクは、指標の手法を改善し、文化

|2030指標の試験導入フェーズの能力開発資料を含む作業ツールを開発するために貴重な役割を果たしました。 
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4つつののテテーーママ別別側側面面 

側側面面

文文化化|2030指指標標をを支支ええるるののはは、、 

（（ii））環環境境ととレレジジリリエエンンスス、、（（iiii））繁繁栄栄とと生生計計、、（（iiiiii））知知識識とと技技能能、、（（iivv））包包摂摂とと参参画画とといいうう 44 つつのの分分野野横横断断

的的ななテテーーママ別別側側面面かからら成成るる概概念念的的枠枠組組みみでですす。。各各側側面面ににはは、、持持続続可可能能なな開開発発にに対対すするる多多面面的的かか

つつ分分野野横横断断的的なな文文化化貢貢献献をを捕捕捉捉すするるたためめ、、いいくくつつかかのの SSDDGG 目目標標及及びびタターーゲゲッットトがが集集約約さされれてておお

りり、、22003300 アアジジェェンンダダににおおけけるるテテーーママ別別指指標標のの目目的的をを忠忠実実にに示示ししてていいまますす。。文文化化にに関関すするるユユネネススココ

規規定定にに関関連連すするる領領域域でではは、、該該当当すするる定定量量的的・・定定性性的的デデーータタがが既既にに収収集集さされれてていいるるかか、、識識別別ししややすす

いいたためめ、、ここのの枠枠組組みみででははここれれららのの領領域域をを優優先先ししてていいまますす。。  

環環境境ととレレジジリリエエンンスス 

このテーマ別側面は、持続可能な人間居住に対する文化の役割及び貢献を評価

するための枠組みを提供します。文化遺産並びに自然遺産及び都市環境に焦点

を合わせているため、SDGsにおける「地球」の柱に相当します。持続可能な開発

における 1 つの手段として、またそれ自体を目的として、有形・無形遺産及び自

然遺産に取り組みます。この提案指標は、文化遺産並びに自然遺産の保全に向

けた各国の取り組みレベルを評価し、持続可能な遺産管理及び文化に配慮した

計画への伝統知識の包含のエビデンスを提供します。また、公共空間や文化イ

ンフラを含む都市環境の物理的・空間的な質に関する側面を評価します。

繁繁栄栄とと生生計計 

このテーマ別側面は、SDGs における「繁栄」の柱に沿って、文化に関するモノと

サービス、事業を通じて収入及び雇用を創出し、収益を促進することで、より包摂

的で持続可能な経済を推進・実現するにあたり、文化の貢献を評価するための

枠組みを提供します。側面 2 で提案された 7 つの指標は、経済の重要要素（GDP、貿易、雇用、事業、家計支出）

に対する文化の貢献を評価するものです。文化セクターの活動を管理する組織構造及び枠組みは国ごとに異なり

、包摂的な経済発展への文化の貢献に重要な役割を果たすため、文化の管理に関する指標もこの側面に含まれ

ます。この指標は、国内並びに地域の経済発展及び生計向上のために文化が果たす振興的な役割を支える管理

構造の導入を示す実証値を提供します。 

側側面面 11

側側面面 22
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知知識識とと技技能能 
このテーマ別側面は、地域の知識並びに文化的多様性を含む知識及び技能の

構築に文化が果たす貢献を評価するための枠組みを提供します。特に、地域の

文化的価値、知識、技能を伝承し、研修に関するトレーニング、プロセス、政策、

資料を通じてそれらの発展に寄与するための文化の貢献に焦点を合わせていま

す。また、初等、中等、高等教育及び職業訓練における文化的多様性の役割を

重視し、文化的知識を取り込むための教育課程の詳細な開発に注目します。提

案された指標は、文化的多様性の尊重並びに正しい理解を促進するために文化的知識を統合及び活用し、文化

的価値の持続可能な開発並びに伝承を理解し、文化的トレーニング（遺産保全に関する高度なトレーニングを含

む）を優先して創造分野の技能並びに能力を向上するにあたり、公共団体並びに機関の取り組みレベルを評価し

ます。 
 
 

包包摂摂とと参参画画 
このテーマ別側面は、社会的一体性の構築及び包摂並びに参画の推進に文化

が果たす貢献を評価するための枠組みを提供します。ここで重視されるのは、人

々が文化に触れることができ、あらゆる人が文化的生活に参画する権利を持ち、

芸術的並びに創造的自由を含む文化的表現に関する自由が与えられていること

です。この側面は、文化的な手法、場所、要素、表現が社会的包摂に資する価値

及び技能を伝達する方法についても考察します。提案された指標は、公共分野で

の地域コミュニティの効果的関与を推進するために、文化が持つ能力を評価します。 
  

側側面面 33  

側側面面 44  
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デデーータタのの種種類類とと情情報報源源  

デデーータタのの種種類類  
 
文化|2030指標の枠組みには各種の定量的・定性的指標が組み合わせられており、国又は地方レベルに合わせ

て調節されます。一覧で使用された指標には各種の評価基準が採用されています。 

• 統計的指標は通常比率（ジェンダーパリティ率など）又は割合（%）で表され、ベースラインとの比較で評価され

ます。 

• 傾向は「未加工」の数字で、経時的にモニタリングされます（ある年から翌年までの博物館の訪問者数など）。 

• チェックリストは統計的な指標ではありませんが（ノンパラメトリック）、定量的評価では捕捉できないいくつかの

項目の評価を可能にします（特定の文化政策又は法令が存在するかどうかを各国に尋ねるなど）。回答の検

証を可能にするため、チェックリストにも立証エビデンスが必要です2。 

統計的指標は、文化関連活動の評価尺度を提供する上で重要です。国際標準の分類並びに定義を使用すること

で、指標が明白かつ正確になります。チェックリストの長所は、簡単には定量化できない特定の文化関連活動/政
策があるかどうかを考慮に入れることができる点です。統計的指標には、世界全体を含む又は国際比較可能な国

際標準を使用した指標と国内又は地域別の指標が含まれます。 

すべての指標は、関連性、正確性、利用可能性、透明性、定義の明確さ、重複排除を含むデータ品質の原則と関

連付けて考慮されます。これらの原則すべてを完璧に満たす指標は少数に過ぎませんが、指標を解釈するにあた

りデータ品質は間違いなく重要な要素となります。 

 
  
情情報報源源  
 
文化|2030指標は国家統計機関を優先的に利用しますが、各種の省庁、監視機関、公共機関、文化関連の情報

システム、特定の指標、特定の国内及び地域調査、専門的ボランティア組織などから取得した多様な情報源を集

約することを目指しています。また、ユネスコ文化条約の定期報告に含まれる既存のデータ及びUISにより生成さ

れた文化関連データの各国による拡張を支援しています。 

指標の管理は、i）国レベル、ii）都市レベルの2レベルを対象としており、SDGs全体の目標と特にSDG 11を反映し

ています。個々の指標又は項目では、どちらの（又は両方の）管理レベルを適用するかが明示的に指定されてい

ます。通常、都市レベルの指標を国レベルで適用することはありませんが、国レベルの指標を都市レベルで適用

する場合はあります。一部の国家指標は都市レベルにも適していますが、都市機関によっては、全国的な文脈で

当該都市を捉えるために別の指標への対応を希望することがあります。 
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パートナーシップ及びジェンダーに対する分野横断的アプローチ

SDGsののたためめののパパーートトナナーーシシッッププ | SDG 17 

文化|2030指標イニシアチブは全般的に、文化条約を含むユネスコの多角的な構造並びに運営の本質を通じて、

分野横断的にSDG 17に貢献します。これに加え、文化条約の履行では以下に対する配慮が要求されます。 

• 人材育成（ターゲット17.9）

• グローバルパートナーシップ（ターゲット17.16）

• 公的、民間、市民社会のパートナーシップ（ターゲット17.17）

• 持続可能性の評価（ターゲット17.19）

図図 3.デデーータタソソーースス 

ユネスコ文化

条約の定期

報告 

国家統計 
機関 

専門家、

NGO、大学、

学会 

特定の国家/
地域の調査 

特定の 
指標 

省庁 

文化関連情

報システム 

監視機関、 
公共機関 

22
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ジジェェンンダダーー平平等等 | SDG 5 

ジェンダー平等は包括的な優先事項として、ジェンダー専用の特定指標ではなく、枠組み全体を通じて分野横断

的に取り組まれています。大部分の統計情報並びに管理情報では男性と女性が区別されているため、この分野

横断的アプローチはより有意義だと考えられています。社会、経済、政治、文化的な生活における機会へのアクセ

スと参画に関する多数のデータポイントを使用することで、ジェンダー平等を正しく評価できます。各指標のジェン

ダー要素になり得る側面を以下の表に示します。可能な限り、ジェンダー別データが収集されます。文化|2030指
標の枠組みは、評価が求められるすべての領域で指標を特定しています。ジェンダー平等への取り組み方法には

、ジェンダー別データの収集や、政策、法律、手続きでのジェンダー要素の識別があります。差別につながる可能

性のあるその他の個別特性（年齢、民族、障害など）に対しても、可能な場合は同じ分類アプローチを適用できま

す。

ほぼすべての数値指標はジェンダー別に分類できますが、各チェックリストにはジェンダーの問題に明示的に触れ

た項目が少なくとも1つ含まれます。回答者がジェンダー別の分類に加えて自己申告の性自認に従った分類を希

望する場合もあり、これは世界中の統計機関での使用が拡大しています3。 

表1に、ジェンダー及びその他の形式の不平等又は不利益による分析が可能な指標を示します。 

観光業による影響（指標2、7、12、21）や文化のデジタル要素（指標2、14、19、21）など、分野横断的な方法で指

標を調査することで、ジェンダー以外の重要な項目を識別できる場合があります。
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指指標標のの枠枠組組みみ 
4つのテーマ別側面と22の指標を視覚的な枠組みとして示します（次のページを参照）。この枠組みでは、データ

提供者、特にUIS及びユネスコ文化条約との（モニタリングの枠組み及び報告体系を介した）相互関連を明確にし

ています。 
 
表表 1.ジジェェンンダダーーにに関関すするる項項目目 

側側面面 参参照照番番号号 指指標標 考考ええらられれるるジジェェンンダダーー要要素素 

環環境境とと  
レレジジリリエエンンスス  

1 遺産に関する支出  

2 持続可能な遺産管理 政策検討にジェンダーを 
考慮 

3 気候への適応とレジリエンス 政策検討にジェンダーを考慮 

4 文化施設 自営業者の性別。取締役会及び上級役員のジェンダー比

率 

5 オープンな文化スペース 利用者及び運営者の性別（屋台など） 

繁繁栄栄とと生生計計  6 GDPにおける文化  

7 文化関連の雇用 性別、年齢、その他の特性による分類 

8 文化関連の事業 自営業者の性別。取締役会及び上級役員のジェンダー比

率 

9 家計支出  

10 文化的製品及びサービスの取引  

11 文化のための公的資金 ジェンダーに基づく会計 

12 文化ガバナンス 政策検討にジェンダーを考慮 

知知識識とと技技能能 13 持続可能な開発のための教育 政策検討にジェンダーを考慮 

14 文化的な知識 政策検討にジェンダーを考慮 

15 多言語教育  

16 文化的・芸術的教育 ジェンダーパリティ指数 

17 文化的トレーニング ジェンダーパリティ指数 

包包摂摂とと参参画画 18 社会的一体性のための文化 性別、年齢、その他の特性による分類 

19 芸術的な自由 政策検討にジェンダーを考慮 

20 文化へのアクセス 性別、年齢、その他の特性による分類 

21 文化に関する参画 性別、年齢、その他の特性による分類 

22 参加型プロセス 性別、年齢、その他の特性による分類 
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指指標標のの説説明明 
 
 
 

ここのの章章でではは、、4つつののテテーーママ別別要要素素ととそそここにに関関連連付付けけらられれたた指指標標ににつついいてて詳詳ししくく説説明明ししまますす。。各各

要要素素のの範範囲囲及及びび目目的的をを簡簡単単にに紹紹介介すするるととととももにに、、特特定定さされれたたSDGsタターーゲゲッットトへへのの具具体体的的貢貢

献献ににつついいてて示示ししまますす。。ままたた、、そそれれぞぞれれのの指指標標のの説説明明、、目目的的、、情情報報源源、、詳詳細細なな手手法法、、ココメメンントトをを

示示ししまますす。。 

 
以降に示す指標は、国家/都市圏レベルでの導入が想定されています。都市圏レベルで適用される指標に

は専用のアイコン（下図参照）が表示されています。一部のケースでは、それぞれの情報源が異なっていて

も、国家レベルと都市圏レベルの両方で同じ指標を使用できる場合があります。その他のケースでは、都

市レベル専用に別の指標が提示されています。これはデータの利用可能性の違いか、又は国家と都市圏

では文化状況の表現方法が異なるためです。 

 
 

都都市市圏圏レレベベルル 

 
また、ジェンダーの解釈に関連する指標で、データがジェンダー別に分けられている場合は次のアイコン

が表示されています。 

 
 

ジジェェンンダダーー
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指指標標のの説説明明 
 
 
 

ここのの章章でではは、、4つつののテテーーママ別別要要素素ととそそここにに関関連連付付けけらられれたた指指標標ににつついいてて詳詳ししくく説説明明ししまますす。。各各

要要素素のの範範囲囲及及びび目目的的をを簡簡単単にに紹紹介介すするるととととももにに、、特特定定さされれたたSDGsタターーゲゲッットトへへのの具具体体的的貢貢

献献ににつついいてて示示ししまますす。。ままたた、、そそれれぞぞれれのの指指標標のの説説明明、、目目的的、、情情報報源源、、詳詳細細なな手手法法、、ココメメンントトをを

示示ししまますす。。 

 
以降に示す指標は、国家/都市圏レベルでの導入が想定されています。都市圏レベルで適用される指標に

は専用のアイコン（下図参照）が表示されています。一部のケースでは、それぞれの情報源が異なっていて

も、国家レベルと都市圏レベルの両方で同じ指標を使用できる場合があります。その他のケースでは、都

市レベル専用に別の指標が提示されています。これはデータの利用可能性の違いか、又は国家と都市圏

では文化状況の表現方法が異なるためです。 

 
 

都都市市圏圏レレベベルル 

 
また、ジェンダーの解釈に関連する指標で、データがジェンダー別に分けられている場合は次のアイコン

が表示されています。 

 
 

ジジェェンンダダーー

 

環環境境ととレレジジリリエエンンスス  

  
ここののテテーーママ別別要要素素はは、、持持続続可可能能なな場場所所にに対対すするる文文化化のの役役割割及及びび貢貢献献をを評評価価すするる

たためめのの枠枠組組みみをを提提供供ししまますす。。文文化化遺遺産産並並びびにに自自然然遺遺産産及及びび都都市市環環境境にに焦焦点点をを合合

わわせせてていいるるたためめ、、SDGsににおおけけるる「「地地球球」」のの柱柱にに相相当当ししまますす。。ここのの要要素素はは、、持持続続可可

能能なな開開発発ににおおけけるる1つつのの段段階階ととししてて、、ままたたそそれれ自自体体をを目目的的ととししてて、、有有形形・・無無形形遺遺産産

及及びび自自然然遺遺産産にに取取りり組組みみまますす。。ここのの提提案案指指標標はは、、文文化化遺遺産産並並びびにに自自然然遺遺産産のの保保

全全にに向向けけたた各各国国のの取取りり組組みみレレベベルルをを評評価価しし、、持持続続可可能能なな遺遺産産管管理理及及びび文文化化にに配配

慮慮ししたた計計画画へへのの伝伝統統知知識識のの包包含含ののエエビビデデンンススをを提提供供ししまますす。。ままたた、、公公共共空空間間やや文文

化化イインンフフララをを含含むむ都都市市環環境境のの物物理理的的・・空空間間的的なな質質にに関関すするる要要素素をを評評価価ししまますす。。 
 
 

文化は様々なSDGs及びターゲットにわたる環境とレジリエンスに貢献しています。 

• 世界の文化遺産及び自然遺産の保全は、それ自体が固有のターゲットになっています（タターーゲゲッットト11.4_
文文化化遺遺産産とと自自然然遺遺産産）。 

• 無形文化遺産と伝統知識を政策及び戦略に取り込むことで、持続可能な食料生産、レジリエントな農業、

天然資源の保全を通じて、持続可能な開発を推進します（タターーゲゲッットト2.4_持持続続可可能能なな食食文文化化とと農農業業）。 

• 世界遺産の重要な1つの要素である自然遺産の保全は、特に水域・海域・陸域の生態系を含めた環境面で

の持続可能性に直接貢献します。無形文化遺産及び伝統知識は、地域コミュニティによる生態系管理と自

然遺産保全計画並びに体系の保護における重要な要素です（タターーゲゲッットト6.6_水水関関連連のの生生態態系系、、タターーゲゲッットト

14.5_海海域域のの保保全全、、タターーゲゲッットト15.1_持持続続可可能能なな陸陸域域生生態態系系、、タターーゲゲッットト13.1_気気候候とと災災害害にに対対すするるレレジジリリエエ

ンンスス）。 

• 歴史の中で培われた地域の自然建築手法と無形文化遺産は、気候関連の災害リスクを軽減し、レジリエ

ンスを支え、コミュニティの適応能力を高めるために役立ちます（ターゲット13.1_気気候候とと災災害害にに対対すするるレレジジ

リリエエンンスス）。 

• 文化観光とエコツーリズムは持続可能な観光業の中心であり、環境保護における主要な役割を果たします。

持続可能な観光業の政策及び施策は、国、地方、地域の開発計画、体系、戦略に組み込むことができま

す（タターーゲゲッットト12.b_持持続続可可能能なな観観光光業業のの管管理理）。 

• 持続可能な遺産の管理を改善するため、文化政策及び戦略により違法取引を減らし、奪われた財産の

回復を促進する必要があります（タターーゲゲッットト16.4_奪奪わわれれたた財財産産のの回回復復）。 

• 文化施設は、質が高く信頼でき、レジリエンスを備えた持続可能な都市インフラを形成します。歴史的な建築

物、空間、都市圏と、現地資材及び状況に根ざした入念で適合性のある新たな設計は都市空間を改善し、文

化的アイデンティティを強化します。国土計画に組み込まれた文化施設は公共空間の多様性と市民の福祉を

向上します（目標11 複数のターゲット）。同様に、文化的活動に使用できる公共の緑地は集会場所として機

能することで社会的一体性を推進し、質の高い環境に貢献します（ターゲット11.7_包摂的な公共スペース）。 
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説説明明 SDGののググロローーババルル指指標標11.4:「すべての文化及び自然遺産の保全、保護及び保存におけ

る1人当たり総支出額（公的部門、民間部門）（遺産のタイプ別（文化、自然、複合、世界

遺産に登録されているもの）、政府レベル別（国家、地域、地方/自治体）、支出のタイプ別

（事業運営費/投資）、民間資金のタイプ別（寄付、非営利部門、後援））」（UIS提供手法） 
 

目目的的 この指標は、文化遺産と自然遺産を保護・保全する目的で、公共団体により単独又は市

民社会組織（CSO）並びに民間部門と連携して行われる地方、国家、国際レベルでの金

融活動が、遺産を保全し、都市及び人間居住の持続可能性を高める上でどのような直接

的影響を与えるかを示します。この指標はターゲットを評価するための代替指標です。 
 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：UIS 
• 国及び地域のソース：国家統計機関、行政データ、 
特定の全国調査、及び文化に関する情報システム（利用可能な場合）。 

 
 

 

手手法法 以下の分類が必要になります。 
• 遺産のタイプ別：文化、自然、複合、世界遺産 
• 政府レベル（国家、地域、地方/自治体）別の公的支出 
• 公的支出のタイプ別（資本支出、運用支出） 
• 民間資金：寄付、営利部門、後援 

 

 ∑ Exppu 

= 
+ ∑ Expｐｒ 

人口 
  

PPC支出 = すべての文化遺産/自然遺産の保全、保護、保存 

= 文化遺産/自然遺産の保全、保護、保存に対するあらゆる政府レベルでの公的支出の

合計 

= 文化遺産/自然遺産の保全、保護、保存に対するあらゆるタイプの民間支出の合計 
 

 

ココメメンントト この指標は、以下の理由から計算が困難になる場合があります。 
• 国の会計の枠組みによっては、文化、自然、その他の活動が明確に分けられてい

ない場合があります。 
• 用途ごとに金融取引のチャンネルが異なる場合があります。 
• 金融取引が異なる行政レベルで二重集計されている場合があります。 

この指標の対象は、遺産への公的・民間金融投資です。国内の文化遺産や自然遺産（世

界遺産を含む）の保全、保護、保存に関する国内規制や国/地方政策などの金融以外の

要素は評価対象外です。これらの政策は、寄付や後援に対する税制優遇などの財政上

のインセンティブという形を取る場合があります。 

UISは2018年末までに手法と調査手段を最終決定する予定です。新しいグローバル

データ収集は2019年に開始されます。 
 

 

1 遺遺産産にに関関すするる支支出出 
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説説明明 文化並びに自然の遺産、慣行、知識、歴史的動産遺物を保全及び管理するための持続可能

な管理の枠組みに対するチェックリスト。 
 

目目的的 この指標は、以下の3つの構成要素を分析することで、遺産の持続可能性を保護・推進する

ための公的活動の長所及び短所の概要を示します。 
• 国内並びに国際的な登録及び目録作成 
• すべての利害関係者が関与し、持続可能性を促進する遺産の保護、保全、管理活動 
• 遺産を保全・活性化するために集められた支援のレベル 

 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコデータ：1972年、1970年、2003年条約の定期報告並びに2011年及び2015年勧

告の調査データ 
• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、及び文化に関する情報システム（利

用可能な場合） 
 

 

方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
 

ココメメンントト この指標は、ユネスコ世界遺産の持続可能な開発政策（2015年）を含むユネスコ条約に関

する報告で使用された指標をベースに、以下が追加されています。 

• ユネスコで認められた遺産だけでなく、国/地域にあるすべての遺産要素の組み込み 

• コミュニティにおける遺産の状況に関する情報提供 

• コミュニティでの遺産政策の進展を年ごとの傾向から調査するための参考値の追加 

この指標は都市圏レベルと国家レベルの両方に適用されますが、一部の項目は、都市圏レベ

ルではなく国家レベルに該当します。回答者は提出時にこの点に注意する必要があります。 

都市遺産の保護と適切な管理及び保全を確実に行うにあたって想定されるプロセス/保
護施策をまとめた基本的チェックリスト。下記の限定要素が基本的チェックリストの基礎

を形成します。 

この指標は、「はい」又は「いいえ」で回答するチェックリストとこれを証明する適切なエビ

デンスとして提示されます。一部の都市では、都市圏全体に対する保護対象面積（m²）
の割合など、空間的な観点からデータが評価される場合があります。 

「保護」の対象はユネスコに登録された場所だけでなく、国や地方によってリストアップさ

れたすべての場所が含まれる点に注意してください。 

2 持持続続可可能能なな遺遺産産管管理理 

 

都
市
圏
レ
ベ
ル
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持持続続可可能能なな遺遺産産管管理理ののチチェェッッククリリスストト 

A) 国国家家及及びび都都市市圏圏レレベベルル 
国家レベルの回答者は下記指標のすべての項目に回答する必要があります。都市レベルの回答者は該

当する項目に回答します。例えば、中心市街地に1つ以上の世界遺産が含まれる場合があります。地方又

は都市の団体は、その都市を国という文脈で捉える目的で国レベルの項目に回答することができます。「

はい」又は「いいえ」、あるいは定量化した回答（数値）で回答してください。下記表のグレーで表示されてい

ない箇所が、該当の回答欄です。 
 

表表2（（A））.持持続続可可能能なな遺遺産産管管理理ののチチェェッッククリリスストト - 国国家家及及びび都都市市圏圏レレベベルル 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

1登登録録、、目目録録作作成成、、調調査査 

国国際際レレベベルル 

過過去去5年年間間にユネスコ世界遺産センターの暫暫定定一一覧覧表表

又又はは目目録録をを作作成成ああるるいいはは更更新新した  

 
 
   

   

ユネスコ世世界界遺遺産産一一覧覧表表に文化、自然、複合遺産が登

録されている（（登登録録数数）） 

   

ユネスコ人人類類のの無無形形文文化化遺遺産産の代表的な一覧表

に要素が登録された（（登登録録数数））    

    

ユネスコ緊緊急急にに保保護護すするる必必要要ががああるる無無形形文文化化遺遺産産の

一覧表に要素が登録された（（登登録録数数）） 

    

国国内内レレベベルル 

自自然然及及びび文文化化遺遺産産のの指指定定・・登登録録簿簿又又はは一一覧覧

表表が存在する（登録項目数） 
1972年条約    

 指定・登録簿又は一覧表は過去5年間に更更新新さ

れているか（最終更新日） 
1972年条約 -  
1970年条約/ 

問題20 

   

全国又は地方レベルでの無無形形遺遺産産指指定定・・登登録録簿簿が

存在する（登録項目数） 
2003年条約    

 指定・登録簿は過去5年間に更更新新されているか（

最終更新日） 
2003年条約    

保保護護対対象象文文化化財財（（全全国国又又はは地地方方））の一覧表に含まれる

遺産項目数 
1970年条約    

 一覧表は過去5年間に更更新新されているか（最終更

新日） 
1970年条約    

世界各地の警察、税関、博物館・美術館、オークショ

ン会社、美術商への伝達を目的とした、博物館・美術

館、宗教法人、公的モニュメントから奪奪わわれれたた文文化化財財

のの一一覧覧表表ままたたははデデーータタベベーーススが存在する 

1970年条約/ 
問題18 
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表表2（（A））.持持続続可可能能なな遺遺産産管管理理ののチチェェッッククリリスストト - 国国家家及及びび都都市市圏圏レレベベルル 

 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

 指定・登録簿又は一覧表は過去5年間に1回以上

更更新新されているか（最終更新日） 

    

過去5年間に、科学的、技術的、芸術的な調査結果が

遺遺産産保保全全ののたためめにに使使用用されたか（（行行動動数数ととササンンププルル数数）） 
2003年条約/ 

指標9.1及び11.3 

   

2.保保護護、、保保全全、、管管理理 

機機関関及及びび政政策策のの枠枠組組みみ 

国内レベルでの遺遺産産のの保保存存及及びびそそのの推推進進のための執

行力を持つ機関が存在する 
1972年条約 

   

国内レベルでの無無形形文文化化遺遺産産のの保保全全のための執行力

を持つ機関が存在する 
2003年条約/指標1.1 

   

文化財及び動産遺産の違違法法取取引引をを取取りり締締ままるる専専任任部部

門門がが警警察察並並びびにに税税関関内に存在する 
1970年条約 

   

紛紛争争時時に文化財保護を目的とする専任部門が軍軍隊隊

内に存在する 
1954年条約/第3条：問題1 

第7条：問題2 

   

リストアップされた文化遺産及び自然遺産を保保存存及及びび

推推進進するための具体的な法令/政策/施策が過去5年間

に採択された（採択日とエビデンス） 

1972年条約 
   

考考古古学学的的発発掘掘をを規規制制するための具体的な法令/政策/施
策が過去5年間に採択された（採択日とエビデンス） 

1954年条約 
   

保保護護対対象象文文化化財財のの違違法法取取引引をを防防止止するための具体的

な法令/政策/施策（文化財の輸出及び買収に対する規

制措置など）が過去5年間に採択された（採択日とエビ

デンス） 

1970年条約 
   

武力紛争の際の文化財の保護に関する1954年
ハーグ条約の1999年第2議定書に従い、文文化化財財

にに関関すするる犯犯罪罪をを行行っったた者者のの訴訴追追及及びび処処罰罰にに対対すす

るる国国内内のの法法的的枠枠組組みみが国によって確立されている

（採択日とエビデンス） 

1954年条約及び 
第2議定書 

刑事責任及び管轄権 

   

過去5年間の盗難件数 1972年条約 
   

管管理理計計画画及及びび体体系系 

持持続続可可能能なな開開発発にに文文化化遺遺産産がが果果たたすす役役割割の明示的

な言及が、UNDAF及び持続可能な開発計画を含む

現在の国内開発計画に盛り込まれている（計画日） 

1972年条約 
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 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

地方、国、国際レベルでの文文化化遺遺産産、、自自然然遺遺産産、、ICH（（

無無形形文文化化遺遺産産））の管理計画が過去5年間に詳述または

更新されている（公開日及びエビデンス） 

    

地方、国、国際レベルでの指定・登登録録遺遺産産の管理計画

が過去5年間に詳述または更新されている（公開日及

びエビデンス） 

1972年条約/指標8 
   

 プロセス全体にジジェェンンダダーーのの貢貢献献並並びびにに参参画画を含め

るというガイダンスが管理計画に明示されている（エ

ビデンス、及び委員会並びに協議会のジェンダー比

率） 

1972年条約/ 
指標28及び29 

   

 来来訪訪者者及及びび観観光光アアククテティィビビテティィとそれによる経済的、

社会文化的、環境的影響の管理セクションが管理

計画に含まれている 

1972年条約/指標22    

 観観光光業業のの利利益益がが地地域域ココミミュュニニテティィでで共共有有されている

ことを示すエビデンス（雇用創出数、遺産による地

域産業の収入、遺産による地方議会の歳入など） 

1972年条約/指標23    

 過去5年間の慣慣習習上上のの権権利利、、実実践践、、ココミミュュニニテティィのの

表表現現を示すエビデンス（特に倫理上の原則、実践、

無形文化遺産の伝承及び目録作成） 

委員会文書ITH-17/12 
com.WG及び指標13、14 

   

伝伝統統的的なな形形式式ででのの土土地地所所有有及及びび土土地地管管理理をを支支援援する

管理計画/政策/施策が過去5年間で詳述されたことを示

すエビデンス 

    

博博物物館館及及びび美美術術館館にによよるる所所蔵蔵品品ののデデジジタタルル化化のプログ

ラム並びに進展を示すエビデンス（アーカイブ及びプロ

モーション）（実施している博物館及び美術館の数） 

博物館に関する勧告    

遺遺産産へへのの影影響響（（好好影影響響及及びび悪悪影影響響））にに関関すするるレレビビュューー

が過去5年間に実施されたことを示すエビデンス（レビュ

ー日、総合的な結果の表明） 

1972年条約/指標5    

3伝伝承承とと支支援援のの活活用用 

その他のパートナー及び利害関係者の関与 

遺産の保護、保全、伝承に市市民民社社会会/民民間間部部門門をを関関与与

させるための具体的施策が過去5年間に施行された（

採択日） 

 
   

遺産の保護、保全、伝承に関する観観光光業業者者ととのの公公式式なな

協協定定が存在する（協定数） 
 

 

   

遺産擁護に取り組み、保護活動に資金提供する民民間間財財

団団又又はは団団体体が存在する（財団及び団体数） 
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 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

普普及及及及びび経経験験のの共共有有 

特にユネスコ事務局及び定期報告を介して、導入経

験及びベストプラクティスを共有したか 
2003年条約/ベストプラク

ティスのプロジェクトを選

択、1954年条約/第5条 
2005年条約 

   

国家遺産の公開及び年次報告書の公表責任を機関が

負っているか（最新レポート公開日） 

    

適適切切なな保保全全手手法法を遺産管理者、市民、市民社会に推推進進

及及びび普普及及ささせせるるたためめののププロロググララムムが存在する 

1972年条約/指標42 

2003年条約/指標19.3 

   

 
B) 都都市市圏圏レレベベルルののみみ 
下記の項目は都市圏又は地方レベルのみに適用されます。 

 
表表2（（B））.持持続続可可能能なな遺遺産産管管理理ののチチェェッッククリリスストト - 都都市市圏圏レレベベルルののみみ 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

認認知知及及びび保保護護さされれたた歴歴史史的的なな市市街街地地が都市

内に存在するか 

    

歴史的な市街地が地地図図にに記記載載されているか 
    

歴歴史史的的にに重重要要なな場場所所/建建築築物物のの指指定定・・登登録録簿簿が都市

によって整備されているか 

    

歴歴史史的的地地域域のの管管理理計計画画が都市によって策定されて

いるか（最終更新日）、計画は実施及び履行されて

いるか 

    

下記活動への地地域域ココミミュュニニテティィのの関関与与を示すエビデンス 
I. 遺産候補地の初期一覧表の編集 
II. 完全な遺産指定・登録文書の作成 
III. 一覧表及び指定・登録遺産の管理 

2003年条約 
   

歴史的市街地でのインフラ介入において、影響評評価価4は

必必須須であるか 

    

建造物の取り壊し又は新規建設に先立つ歴歴史史的的/考考
古古学学的的調調査査の義務付けを示すエビデンス 

    

観光業管理のための許許容容能能力力計計画画の採択を示すエ

ビデンス 

    

2011年年「「歴歴史史的的都都市市景景観観にに関関すするる勧勧告告」」が履行され

ている範囲（都市開発での遺産保護に関する政策又

は戦略の策定において同勧告がどの程度の実効性

を持つかを記述してください） 

1972年条約/指標19 
   

* チェックリストの回答には、「はい」/「いいえ」又は数値とそれを証明するエビデンスを含めてください。 
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3 気気候候へへのの適適応応ととレレジジリリエエンンスス 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
回答者は、チェックリストに含まれる以下のような要素を考慮に入れて、遺産管理のジェ

ンダー要素及びその影響を評価する必要があります。 
 各種管理委員会におけるメンバーのジェンダー比率。 
 遺産管理における女性特有の関心事項を考慮に入れているか（伝統的に女性によって使

用されてきた歴史上重要な地域や中心市街地など）。 
 
 

説説明明 気候への適応の枠組みのチェックリスト（レジリエンスを確保するための伝統的手法を

含む）。 
 

目目的的 この指標は、有形・無形文化遺産及び自然遺産の持続可能な保全並びに管理を通じて、

気候変動の緩和及び適応を推進し、レジリエンスを高めるための施策を評価することを目

的としています。 
 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコデータ：1972年、2003年条約の定期報告。 
• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、及び文化に関する情報シス

テム（利用可能な場合） 
 

 

方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
       
 

  ココメメンントト この指標は、『仙台防災枠組2015-2030』と、ユネスコ世界遺産の気候変動政策（2008年、

更新版公開予定）を含むユネスコ条約に関する報告で使用された指標をベースに、以下

が追加されています 

• ユネスコで認められた遺産だけでなく、国/地域にあるすべての遺産要素の組み込み 

• コミュニティにおける遺産の状況に関する情報提供 

• コミュニティでの遺産政策の進展を年間傾向から調査するための参考値の追加 

 
この指標は都市圏レベルと国家レベルの両方に適用されますが、一部の項目は、都市

圏レベルではなく国家レベルに該当します。回答者は提出時にこの点に注意する必要

があります。 

チェックリストは、気候への適応及びレジリエンスに対する機関上の枠組みのセクション

と、伝統的知識並びにそれをレジリエンスにつなげる方法に関するセクションで構成さ

れています。 

特に、歴史的地域での新規建造物の建設が、どの程度持続可能で、伝統的な自然の

建築手法及び素材に基づいているかを評価します。 

データは自治体の計画担当局の政策計画ガイダンス、登録の計画、指定歴史地区に

おける開発の監視データから導出されます。 

都
市
圏
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3 気気候候へへのの適適応応ととレレジジリリエエンンスス 

都市建設に関して、SDGsは持続可能な建築素材の使用促進に取り組んでいます。この

ような取り組みは、多くの場合、「持続可能な建築物」又は「自然建築物」という用語で定

義されます（用語集を参照）。どちらの用語も、エネルギーコストが低く、コンクリートなど

の人工素材を使用しない「グリーン」な建築素材を意味しています。環境への影響の低さ

は、輸送コストを低減するための現地調達と加工の両方に関連付けることができます。ま

た、都市の文化地区及び歴史地区に関しては、建築材料、建築手法、建築様式と対象地

域の歴史的建築物の整合性が取れていることが重要です。歴史的建築物は現地調達資

材を使用している傾向があります（ただし、遠隔地で作られた建築材料が使用されている

ことは地位の高さを示している場合もあります）。 

このような手法が最も多く取り入れられるのは、地元又は「その土地固有」の様式による

住宅建築ですが、例えばアメリカ南西部にある公共施設に「現代的な」アドービ煉瓦手法

を用いるなど、その他の建築物にも採用される場合があります。新しい建築物の建設に

は、電気配線やキッチン/浴室設備に加えて、外見上は「伝統的」ではない省エネルギー

対策（例：ソーラーパネル）など、一定レベルの「現代的な」備品が必要になります。このよ

うな状況下で、建築物の総合的外観/構造が歴史地区の特性に沿った持続可能な建築を

表しているかどうかを判断する必要があります。 
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気気候候へへのの適適応応ととレレジジリリエエンンススののチチェェッッククリリスストト 

A) 国国家家レレベベルルののみみ 
下記の項目の大部分は地方ではなく国家レベルの取り組みになると考えられます。この指標を地方/都市

レベルで評価する場合、回答者は一部の項目の関連性を考慮する必要があります。 
 

表表3（（A））.気気候候へへのの適適応応ととレレジジリリエエンンススののチチェェッッククリリスストト  - 国国家家レレベベルルののみみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/いい
いいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

機機関関及及びび政政策策のの枠枠組組みみ 

遺産及びその要素に関する国家的な防防災災計計画画が存

在する（例を添付） 
1972年条約/指標20 

   

気気候候変変動動及及びび自自然然災災害害にによよるる遺遺産産へへのの影影響響にに関関すす

るる政政策策文文書書が存在する 
1972年条約/指標21 

   

 気候変動によるリスク並びに危険に対する人人々々及及

びび生生態態系系のの暴暴露露とと脆脆弱弱性性を軽減するための、自然

遺産及び地域自然遺産に関する具体的な施策。 

世界遺産レビュー、77、
P.70～73、図 

ユネスコの気候変動に 
関する行動戦略 

   

過去5年以内に遺産への気気候候変変動動にによよるる影影響響ののレレ

ビビュューーを実施したエビデンス5 

1972年条約/指標3 
（トレンド要素） 

   

過去5年以内に遺産への自自然然災災害害にによよるる影影響響ののレレ

ビビュューーを実施したエビデンス 
仙台枠組優先事項1：d）

2003：指標13.3 

   

森森林林及及びび海海洋洋による気候変動緩和への貢献のモニタ

リングレビューを過去5年間で実施したエビデンス 
世界遺産レビュー、77、
P.70～73、図ユネスコの

気候変動に関する 
行動戦略 

   

遺産要素及び慣習に対する気気候候へへのの適適応応にによよるる潜潜在在

的的影影響響のの評評価価にに、、伝伝統統的的知知識識とと地地域域ココミミュュニニテティィ知知識識

を考慮に入れるための政策/施策のエビデンス6 

仙台枠組優先事項1：i）
2003条約/指標15.3 

   

地域資源の持続可能な環境管理における女性特有

の役割を支援するための政策のエビデンス 

    

遺遺産産保保全全にに使使用用された気候変動に関する調査結果の数 2003年条約/指標9.2 
   

遺産への環環境境影影響響をを軽軽減減するための政策又は活動

のエビデンス（エネルギー消費、廃棄物など） 
1972年条約 
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B) 都都市市圏圏レレベベルルののみみ 

 

表表3（（B））.気気候候へへのの適適応応ととレレジジリリエエンンススののチチェェッッククリリスストト  - 都都市市圏圏レレベベルルののみみ 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/いい
いいええ 数数値値 エエビビデデンンスス

レレジジリリエエンンススをを実実現現すするるたためめのの伝伝統統知知識識及及びび文文化化的的手手法法 

遺産及びその要素に関する地域防防災災計計画画が存在す

る（例を添付） 
1972年条約/指標20 

   

地方団体及び国内団体の支援を受けた、持持続続可可能能

なな建建築築材材料料又又はは自自然然建建築築材材料料をを扱扱うう技技能能ののトトレレーーニニ

ンンググココーーススの例 

仙台枠組 - 優先事項4。効果

的な災害対応への備えの強

化と、復旧・復興過程におけ

る「より良い復興（Build Back 
Better）」。 

都市の枠組みに対する持続

可能な開発 

   

持持続続可可能能なな建建築築ままたたはは自自然然建建築築のの手手法法ののトトレレーーニニンン

ググを実施したエビデンス（コース、受講者、実習の数） 

    

持続可能な建築手法を実践している認認定定さされれたた職職業業

従従事事者者の傾向/割合 

 
   

持持続続可可能能なな/自自然然のの手手法法/材材料料でで建建築築さされれたた建建築築物物数数

の傾向（新規建設総数における割合） 

    

すべての人々及びコミュニティの知識、伝統、慣行を

含む文化的要素が環環境境面面ででのの持持続続可可能能性性に関する

地域戦略に組み込まれていることを示すエビデンス 

    

知識、伝統、慣行を含む文化的要素が農農業業戦戦略略に組

み込まれていることを示すエビデンス 

    

文文化化的的生生産産及及びび芸芸術術的的活活動動にによよるる環環境境へへのの影影響響の

問題に対応するための施策及び取り組みを示すエビ

デンス 

    

特にユネスコ事務局を介して、気候への適応とレジリ

エンスに関する経経験験及及びびベベスストトププララククテティィススを共有し

たか 

    

* チェックリストの回答には、「はい」/「いいえ」又は関連データとそれを証明する文書エビデンス（完了プロジェクトの組織体

制、議事録、報告書など）を含めてください。提案書、起草文書、未実施プロジェクトは受理されません。 
 
 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
回答者は、チェックリストに含まれる以下のような要素を考慮に入れて、気候変動管理のジェンダー

要素及びその影響を評価する必要があります。 
 各種管理委員会におけるメンバーのジェンダー比率。 
 特に地域コミュニティでの気候変動への対応においてジェンダーによって異なる役割を明らかに

する政策 
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説説明明 空間マッピングによる文化施設の分布。 
 

目目的的 この指標は、地域的アプローチを使用して文化施設の多様性と分布を評価するものです。

これにより、人口、交通機関、行政、経済中心地と関連付けて文化的地域を特定します。 

この指標は、文化施設が如何にして都市景観に組み込まれ、コミュニティによる文化的なイ

ベントへの出席、実践、参加と文化的職業従事者及び企業による繁栄を可能にする環境を

提供するかを評価することで、指標20「文化へのアクセス」を補完します。また、文化施設

が有効活用されている地域や必要性の高い地域を空間的に評価します。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：UIS 
• 国及び地域のソース：行政データ 

 
 

 

 
方方法法 空空間間分分析析 

都市の場合、文化施設のより詳細な分析が可能です。最初に考慮すべき要素は以下の通

りです。 

多様性。都市にはどのような種類の施設がありますか（表4を参照）。様々な集団の要望に

応える施設（地域コミュニティセンターなど）がありますか。 
地域文化の特定の要素に的を絞った施設（科学史博物館や地元の科学者又は作家の経

歴に特化した博物館など）がありますか。特に小規模なコミュニティでは、複数の機能を持

つ建築物（図書館/博物館/劇場など）が多くあります。大規模都市での「クリエイティブハブ」

には、民間企業、リソースセンターや相談センターなどの公共サービス、劇場までがすべて

同じ建物内にある場合があります。 

収容能力。各種施設の座席数や床面積はどの程度でしょうか。劇場や図書館など多くの建

築物は座席数で表されます。 
対象コミュニティに合わせて大人数を収容できる劇場と小規模な劇場が同じ市内にありま

すか。建物は複数階の高さからなり、階層ごとに機能に応じた部屋を複数備えている場合

があります。 

面積。各種の文化的機能に専用の面積/利用できる面積として、構築/開放されている総面

積はどのくらいですか。建物は複数階の高さからなり、階層ごとに機能に応じた部屋を複数

備えている場合があります。文化的活動は建築物の内外で開催される可能性があるため、

複合文化施設の面積には複数の屋内及び屋外スペースが含まれる場合があります。利用

できるソースには、i）土地利用計画又は行政データ（あるいはその両方）を基に表面積を計

算するGISと、ii）行政による建築物及びスペースの保守記録の2種類があります。大規模

な主要都市では、土地利用、交通機関、行政上の目的にGISシステムを使用するケースが

増えていますが、開発途上国（LDC）の都市でこの指標を計算するのは難しい場合があり

ます。 
 

 

4 文文化化施施設設 
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ネットワーク分析 

7。文化施設の分布を分析するにはいくつかの方法があります。最も単純

なレベルでは、コミュニティ（近隣コミュニティ、行政区）ごとに文化活動に使用できる会場が

あり、文化活動がコミュニティのアイデンティティ形成の基盤となっているかどうかを把握す

るだけで十分です。ただし、大規模な会場（国立劇場など）は遠方からも観客を誘致するこ

とができ、非常に多くの人数を収容可能です。より発展した中心市街地では、当局が空間

分析（モデル又は地理情報システム）を利用できるため、利用可能な交通経路と関連付け

た施設調査を実施できます。公共交通機関が整っていない環境は大きな障壁となり、「遠

方」の人々が文化イベントに参加する意欲を失わせる可能性があります。 

表4（下記）に、オープンスペースを含む各種文化施設を挙げ、施設の種類、評価要素（組

織数、産出量、資金、訪問者数）、その評価指標を示します。 

 
表表4.文化施設に関する指標の対応表 

 

 
施施設設 

対対応応すするる指指標標番番号号 

組組織織数数 経経済済産産出出量量 公公的的資資金金 訪訪問問者者/ 
利利用用者者数数 

図書館 4 6* 11 21 

博物館 4 6* 11 21 

美術館 4 6* 11 21 

劇場 4、6、8 6* 11 20、21 

映画館8 4、6、8 6  20、21 

伝統文化スペース 4、5  1 21* 

クリエイティブハブ 4、8 6* 6 7 

教育機関   11 15、16 
文化的インターネットサイト   6 21 

 

* 図書館、博物館、美術館の場合、経済産出量（GNPへの寄与度）は必ずしも完全に評価されていない場合があります（EU
ではBACHに含まれています。https://www.bach.banque-france.fr/?lang=en）。クリエイティブハブはマイクロビジネスの集

まりであることが多いため、その産出量は「合計」又は事業別で表されます。いずれにせよクリエイティブハブの産出量定義は

容易ではありません。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標では、文化施設の質を扱います。この場合、以下のように、いくつかの側面がジェンダーの

観点から評価される場合があります。 
 文化施設の管理委員会のジェンダー比率 
 男女両方のニーズを平等に満たす文化施設の利用可能性 
 これらの施設の訪問者のジェンダー比率（対応表4を参照） 

男性と女性は文化的関心が異なる傾向があり、これが訪問する施設によって明白になる場合があ

ります。このようなパターンは、参画に関する調査（指標21「文化に関する参画」）から見て取れるこ

とがありますが、ここで示す空間分析（GIS、ネットワーク）の種類によっても明らかになる場合があ

ります。 

4 文文化化施施設設 
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説説明明 文化的な目的に使用されるオープンスペースの数と規模を使用タイプ別に評価します。 
 

目目的的 この指標は、オープンな公共スペースの範囲、スペースの特性、公共利用の割合を評価

するものです（伝統的な市場を含む）。 
 

デデーータタソソーースス • ユネスコのデータ：国連ハビタット – オープンな公共スペースの戦略、SDG 11.7.1 
• 国及び地域のソース：行政データ 

 
 

 
方方法法 以下の指標の使用が考えられます。 

• すべてのオープンな公共スペースに占める「文化のためのオープンスペース」の面積

（m²、ha）の割合 
• すべてのオープンスペースに占める「文化のためのオープンスペース」の数の割合 
• オープンスペースでの文化イベントのFCSドメイン別構成比 

 

ココメメンントト この指標はSDG 11及び国連ハビタットのモニタリング提言に厳密に準拠しています。

国連ハビタットではオープンスペースの数、面積、多様性を総合的にモニタリングしま

すが、この指標では、オープンスペースがどの程度、利用及びアクセス可能で、実際

に文化活動に使用されているかを評価することを目標としています。 

都市にあるアクセスの良いオープンスペースは、多くの場合、以下を含む文化活動の

基盤となります。 

1. 各種の民族グループ又はマイノリティグループ（香港におけるフィリピン出身メイド

など）の公式/非公式の文化的集まり 

2. 家庭内労働者、音楽コンサート、野外劇場、国/地域の祝日の祝賀を含む祭典行事 

3. メンバーが農産物や特定の文化的表現を反映した品物を販売するために都会に

出た農村部のコミュニティなどによる市場 

4. パフォーマンスのための舞台構成を含むスペース（野外ステージなど） 

5. 自然遺産（景観、野生生物）、建築遺産、無形遺産（祭典、地域食、集会）を含む遺

産活動 

オープンスペースの定義。政策の立案作業では通常、様々な方法でオープンスペー

スが定義されます。オープンスペースの用途は娯楽用とされている場合もあれば、保

全を目的に「保護」対象となっている場合もあり、この2つは対立する場合があります。

この指標に基づきユネスコが評価しようとする遺産及び文化的活動の範囲は、相反

する可能性があります。 

「文化的イベント」はイベントの種類別に分類することが重要になります。当初、ユネス

コFCSドメインの使用が提案されましたが、イベントの多くは同じ「パフォーマンス及び

祝典」ドメインに分類されます。これらは主要な芸術分野（音楽、ダンス、演劇、その他）

に従って更に細かく分類することができます。 

主要な祭典及びイベントでは、パフォーマンスの種類、来訪者のプロフィール並びに

人数に関する詳細情報が収集されます。収集されたデータはこの指標を分析及び解

釈する上で重要になります。観光業の役割と来訪者数は、政策立案者と市民にとって

非常に重要です。 

5 文文化化的的なな使使用用ののたためめののオオーーププンンススペペーースス 

都
市
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ココメメンントト 「文化的」側面のある市場には、FCSにより「文化的製品」として定義されている商品が

販売されている市場やFCSの定義による文化的活動が実施されている市場が含まれ

ます。 

評価上の課題。国連ハビタットは、この目標をモニタリングするために地域のGIS基準を

使用すると考えられます。空間評価を使用することで、目標に向けた全指標に対する文

化的な使用をベンチマークすることができ、目標達成への文化的活動の寄与度が示さ

れます。しかし、オープンスペースで実施されている文化的活動の種類を明確にするに

は、街頭調査が必要になると考えられます9。 

現在、国連ハビタットはこの指標に、街頭調査を取り入れたものと除外したもの2つのグ

ローバル基準を提供しています10。 

市場に関する指標には、選択された都市圏での伝統的市場とスーパーマーケットの比

率（登録されている伝統的市場の数/登録されている非伝統的市場の数）が含まれる場

合があります。 

都市圏にある伝統的市場は、様々な文化的グループ（特にマイノリティや農村部のコミ

ュニティ）が生産物を消費者に直接販売する環境を提供します。したがって、文化的多

様性を推進し、都市の環境及び経済に強力な文化的要素をもたらすための重要な手段

となります。 

多くの発展途上国では都市の至る所で売買が行われており、このような活動をモニタリ

ングするには多大な困難が伴います。そのため、この指標は所定の区域内の登録され

た市場に対してのみ適用されます。 

伝統的市場の定義は用語集を参照してください。それ以外の、都市内の所定の地域で

開かれるすべての登録市場は、「非伝統的」と見なされます。この指標では伝統的グル

ープと非伝統的グループの間の比率が記録されます。 
 
 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
ジェンダー要素は以下の2つの要因から評価されます。 
 直接的障壁（利用制限など）と間接的障壁（安全ではない環境など）を考慮に入れた上で、文化

的スペースが男性と女性によって平等に使用されているか（指標4「文化施設」を併せて参照）。 

このようなスペースで開催されるイベント（パフォーマンス、市場）に女性と男性が等しく関与してい

るか。例：屋台の所有権。 

5 文文化化的的なな使使用用ののたためめののオオーーププンンススペペーースス 
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繁繁栄栄とと生生計計 
 
  
このテーマ別要素は、SDGsにおける「繁栄」の柱に沿って、文化的製品、サービス、事業を

通じて収入及び雇用を創出し、収益を促進することで、より包摂的で持続可能な経済を推進・

実現するにあたり、文化の貢献を評価するための枠組みを提供します。要要素素2でで提提案案さされれたた

7つつのの指指標標はは、、経経済済のの重重要要要要素素（（GDP、、貿貿易易、、雇雇用用、、事事業業、、家家計計支支出出））にに対対すするる文文化化のの貢貢献献

をを評評価価すするるももののでですす。。文文化化セセククタターーのの活活動動をを管管理理すするる組組織織構構造造及及びび枠枠組組みみはは国国ごごととにに異異なな

りり、、包包摂摂的的なな経経済済発発展展へへのの文文化化のの貢貢献献にに重重要要なな役役割割をを果果たたすすたためめ、、文文化化のの管管理理にに関関すするる

指指標標ももここのの要要素素にに含含ままれれまますす。。ここのの指指標標はは、、国国内内並並びびにに地地域域のの経経済済発発展展及及びび生生計計向向上上ののたた

めめにに文文化化がが果果たたすす振振興興的的なな役役割割をを支支ええるる管管理理構構造造のの導導入入をを示示すす実実証証値値をを提提供供ししまますす。。 
 

文化は様々なSDGs及びターゲットにわたる繁栄と生計に貢献しています。 

• 文化セクターはGDPと雇用創出並びに事業創出に大きな直接的影響を及ぼし、これは特に、遺産保全

及び遺産観光領域とクリエイティブセクターで顕著です（タターーゲゲッットト8.3_雇雇用用、、起起業業、、イイノノベベーーシショョンン）。 
 

• とりわけ遺産観光は雇用創出を支え、地方文化及び産物を振興することで、持続可能な開発に貢献しま

す（タターーゲゲッットト8.9_持持続続可可能能なな観観光光業業ののたためめのの政政策策）。 
 

• 公共政策もまた、博物館、コミュニティセンター、美術館などの文化・自然遺産及びインフラへの投資を拡

大することで、経済活動及び雇用機会を促進することができます（タターーゲゲッットト11.4_文文化化遺遺産産とと自自然然遺遺産産）。 
 

• 文化を管理することで、文化的な活動及び形式が繁栄する下地が整い、国レベルと地方レベルの両

方で文化の経済的貢献度が向上します。また、政策及び規制はより公正な国際取引の基盤を築きま

す（タターーゲゲッットト10.a_貿貿易易ででのの異異ななるる待待遇遇、、タターーゲゲッットト 8.a_貿貿易易ののたためめのの援援助助のの拡拡大大）。 

 

説説明明 私的及び公式の文化的生産に帰す国内総生産の割合。 
 

目目的的 この指標は特定地域の経済への文化セクターの総合的寄与を評価するものです。この

指標には、非公式活動や無償活動を含むすべての文化的活動を考慮に入れることがで

きないという制約があります。 

国際的な分類手法であるFCS（文化統計の枠組み）に準じます。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：国民経済計算、事業調査及び国勢調査、サービス及び商業に

関する調査、行政記録、文化に関する特別調査、芸術家登録など、民間セクターの

ソース（労働組合や商工会議所による特別調査など）。 
 

 

 

方方法法 文化的なGDPの割合を得るため、UIS FCSに含まれるISIC統計コード（UNESCO-UIS 
2009、P.52～64）を使用して取得された値を加算し、この合計を地域経済の国内総生

産（GDP）と比較します。 
 
 
 

 CGDP 
 

 
GDP 

 
ここで、GVA = (GDP + 補助金 – (直接販売)税) です。 

 
 

ココメメンントト これは、文化の経済的貢献を評価するための「標準」指標です。これには、国際標準産

業分類（ISIC）の4桁からなるコードのデータか、同等の事業生産データが必要です。こ

の指標はCDISで使用されていましたが、UIS/FCSの限られたコードリストのみに使用さ

れていました。ユネスコFCSによって識別されたすべての文化ドメイン別に結果を分類

するため、この指標は、文化及びクリエイティブ経済の一部として識別された全コードに

適用されるようになりました。この指標には非公式経済が含まれないため、値は常に実

際より低くなります（次の指標「文化関連の雇用」を併せて参照）11。手法の詳細につい

ては、CDIS Methodology Manualを参照してください（CDIS P.24～2512）。 
 

 

6 GDPににおおけけるる文文化化 
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繁繁栄栄とと生生計計 
 
  
このテーマ別要素は、SDGsにおける「繁栄」の柱に沿って、文化的製品、サービス、事業を

通じて収入及び雇用を創出し、収益を促進することで、より包摂的で持続可能な経済を推進・

実現するにあたり、文化の貢献を評価するための枠組みを提供します。要要素素2でで提提案案さされれたた

7つつのの指指標標はは、、経経済済のの重重要要要要素素（（GDP、、貿貿易易、、雇雇用用、、事事業業、、家家計計支支出出））にに対対すするる文文化化のの貢貢献献

をを評評価価すするるももののでですす。。文文化化セセククタターーのの活活動動をを管管理理すするる組組織織構構造造及及びび枠枠組組みみはは国国ごごととにに異異なな

りり、、包包摂摂的的なな経経済済発発展展へへのの文文化化のの貢貢献献にに重重要要なな役役割割をを果果たたすすたためめ、、文文化化のの管管理理にに関関すするる

指指標標ももここのの要要素素にに含含ままれれまますす。。ここのの指指標標はは、、国国内内並並びびにに地地域域のの経経済済発発展展及及びび生生計計向向上上ののたた

めめにに文文化化がが果果たたすす振振興興的的なな役役割割をを支支ええるる管管理理構構造造のの導導入入をを示示すす実実証証値値をを提提供供ししまますす。。 
 

文化は様々なSDGs及びターゲットにわたる繁栄と生計に貢献しています。 

• 文化セクターはGDPと雇用創出並びに事業創出に大きな直接的影響を及ぼし、これは特に、遺産保全

及び遺産観光領域とクリエイティブセクターで顕著です（タターーゲゲッットト8.3_雇雇用用、、起起業業、、イイノノベベーーシショョンン）。 
 

• とりわけ遺産観光は雇用創出を支え、地方文化及び産物を振興することで、持続可能な開発に貢献しま

す（タターーゲゲッットト8.9_持持続続可可能能なな観観光光業業ののたためめのの政政策策）。 
 

• 公共政策もまた、博物館、コミュニティセンター、美術館などの文化・自然遺産及びインフラへの投資を拡

大することで、経済活動及び雇用機会を促進することができます（タターーゲゲッットト11.4_文文化化遺遺産産とと自自然然遺遺産産）。 
 

• 文化を管理することで、文化的な活動及び形式が繁栄する下地が整い、国レベルと地方レベルの両

方で文化の経済的貢献度が向上します。また、政策及び規制はより公正な国際取引の基盤を築きま

す（タターーゲゲッットト10.a_貿貿易易ででのの異異ななるる待待遇遇、、タターーゲゲッットト 8.a_貿貿易易ののたためめのの援援助助のの拡拡大大）。 

 

説説明明 私的及び公式の文化的生産に帰す国内総生産の割合。 
 

目目的的 この指標は特定地域の経済への文化セクターの総合的寄与を評価するものです。この

指標には、非公式活動や無償活動を含むすべての文化的活動を考慮に入れることがで

きないという制約があります。 

国際的な分類手法であるFCS（文化統計の枠組み）に準じます。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：国民経済計算、事業調査及び国勢調査、サービス及び商業に

関する調査、行政記録、文化に関する特別調査、芸術家登録など、民間セクターの

ソース（労働組合や商工会議所による特別調査など）。 
 

 

 

方方法法 文化的なGDPの割合を得るため、UIS FCSに含まれるISIC統計コード（UNESCO-UIS 
2009、P.52～64）を使用して取得された値を加算し、この合計を地域経済の国内総生

産（GDP）と比較します。 
 
 
 

 CGDP 
 

 
GDP 

 
ここで、GVA = (GDP + 補助金 – (直接販売)税) です。 

 
 

ココメメンントト これは、文化の経済的貢献を評価するための「標準」指標です。これには、国際標準産

業分類（ISIC）の4桁からなるコードのデータか、同等の事業生産データが必要です。こ

の指標はCDISで使用されていましたが、UIS/FCSの限られたコードリストのみに使用さ

れていました。ユネスコFCSによって識別されたすべての文化ドメイン別に結果を分類

するため、この指標は、文化及びクリエイティブ経済の一部として識別された全コードに

適用されるようになりました。この指標には非公式経済が含まれないため、値は常に実

際より低くなります（次の指標「文化関連の雇用」を併せて参照）11。手法の詳細につい

ては、CDIS Methodology Manualを参照してください（CDIS P.24～2512）。 
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ココメメンントト 都市圏向けのGDPデータは入手できない場合があります。その場合、代わりに以下

のデータを使用します（推奨される順に記載）。 

1. 付加価値 

2. 売上高 

生産活動レベルに関する指標を文化の経済的評価に何らかの形で含めることが重

要です。付加価値は、文化的生産が生産プロセスへの投入物（原材料、労働力など）

の合計経済的価値を引き上げる程度を測定するという点で、GDPと類似しています。

都市圏レベルでは付加価値を評価できない場合があります。これは、GDPと同様に、

投入物又は産出物が外部から持ち込まれたのではなく、明確にその都市圏の生産

物であると正式に識別することが困難であるためです。また、エコノミストがGDPを
計算する際、税及び補助金を考慮に入れる必要がありますが、都市圏レベルでは

考慮できない場合があります。 

その都市を拠点とする企業/事業所の売上高は、生産プロセスへの投入物の価値を

考慮せずに単純に総生産レベルを測定したものです。売上高にはその都市圏内で

実施された活動のみを含めることが理想的ですが、企業によっては、その都市内の

工場（事業所）による生産をその他の国内地域から切り離すことができない場合が

あります。これは、企業本部が集中することの多い首都に特有の問題です。本部事

業所自体が何かを「生産」していなくても、国内の全支店の全活動をその事業所に

関連付けて記録している場合があります。 

要約すると、都市レベルでのこの指標の総合的な目的は、都市圏内の文化に関す

る事業所の生産が、その都市の経済的生産量全体に寄与する程度を評価すること

にあります。この指標の構成には、世帯調査ではなく事業調査のデータを使用する

必要があります。ただし、自宅で事業運営している自営業者（多数の芸術家などが

該当する）は除きます。 

6 GDPににおおけけるる文文化化 

  都
市
圏

レ
ベ
ル

 

n

 

説説明明 文化及びクリエイティブセクターの雇用者数と文化関連の職業数を、最新の年間総雇用

数の割合として評価します。 
 

CEP0 = 
1 CEisicoコード 

 
 

EP 
 

CEP0は、文化関連の職業に付いている人々の割合です。 

CEiscoコードは、選択された国際標準職業分類（ISCO）コード又はISICコード（下記参照、

職業データの提供なし）に応じた文化的職業に就く人々の合計数です。 

EPは、総雇用人口です。 
 

目目的的 この指標は、国及び地方レベルで文化が「雇用主」として果たす役割、文化セクター

の活気及び力強さ、セクター内従事者の物質的な幸福を高める可能性を評価するた

めのものです。 
 
 
 
 
 

 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：UIS 
• 国及び地域のソース：国民経済計算、国勢調査、労働力調査（LFS）、行政記録（社会

保障登録など）、専門家団体 
 

 

 
 

方方法法 文化関連の雇用は、通常、3つの雇用者グループを含むと考えられます（CDIS p.28、
FCS p.4013）。 

 
表表5.文文化化関関連連のの雇雇用用のの分分類類 

 

 文文化化関関連連のの組組織織 非非文文化化関関連連のの組組織織 

文化関連の職業 A B 

非文化関連の職業 C 
 

 
A. 文化関連の職業に就き、文化的活動を行う組織で働く人々（劇団で働く俳優など） 

B. 文化関連の職業に就いているが、文化的活動を行わない組織で働く人々（自動車業

界で働くデザイナーなど） 

C. 文化関連の組織で働いているが、文化関連の職業に就いていない人々（劇団で働く

会計士など） 

この指標では、これらの3つのグループの合計を総雇用者数に占める割合で計算します。 
 

 

7 文文化化関関連連のの雇雇用用 

∑
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ココメメンントト 都市圏向けのGDPデータは入手できない場合があります。その場合、代わりに以下

のデータを使用します（推奨される順に記載）。 

1. 付加価値 

2. 売上高 

生産活動レベルに関する指標を文化の経済的評価に何らかの形で含めることが重

要です。付加価値は、文化的生産が生産プロセスへの投入物（原材料、労働力など）

の合計経済的価値を引き上げる程度を測定するという点で、GDPと類似しています。

都市圏レベルでは付加価値を評価できない場合があります。これは、GDPと同様に、

投入物又は産出物が外部から持ち込まれたのではなく、明確にその都市圏の生産

物であると正式に識別することが困難であるためです。また、エコノミストがGDPを
計算する際、税及び補助金を考慮に入れる必要がありますが、都市圏レベルでは

考慮できない場合があります。 

その都市を拠点とする企業/事業所の売上高は、生産プロセスへの投入物の価値を

考慮せずに単純に総生産レベルを測定したものです。売上高にはその都市圏内で

実施された活動のみを含めることが理想的ですが、企業によっては、その都市内の

工場（事業所）による生産をその他の国内地域から切り離すことができない場合が

あります。これは、企業本部が集中することの多い首都に特有の問題です。本部事

業所自体が何かを「生産」していなくても、国内の全支店の全活動をその事業所に

関連付けて記録している場合があります。 

要約すると、都市レベルでのこの指標の総合的な目的は、都市圏内の文化に関す

る事業所の生産が、その都市の経済的生産量全体に寄与する程度を評価すること

にあります。この指標の構成には、世帯調査ではなく事業調査のデータを使用する

必要があります。ただし、自宅で事業運営している自営業者（多数の芸術家などが

該当する）は除きます。 

6 GDPににおおけけるる文文化化 

  都
市
圏

レ
ベ
ル

 

n

 

説説明明 文化及びクリエイティブセクターの雇用者数と文化関連の職業数を、最新の年間総雇用

数の割合として評価します。 
 

CEP0 = 
1 CEisicoコード 

 
 

EP 
 

CEP0は、文化関連の職業に付いている人々の割合です。 

CEiscoコードは、選択された国際標準職業分類（ISCO）コード又はISICコード（下記参照、

職業データの提供なし）に応じた文化的職業に就く人々の合計数です。 

EPは、総雇用人口です。 
 

目目的的 この指標は、国及び地方レベルで文化が「雇用主」として果たす役割、文化セクター

の活気及び力強さ、セクター内従事者の物質的な幸福を高める可能性を評価するた

めのものです。 
 
 
 
 
 

 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：UIS 
• 国及び地域のソース：国民経済計算、国勢調査、労働力調査（LFS）、行政記録（社会

保障登録など）、専門家団体 
 

 

 
 

方方法法 文化関連の雇用は、通常、3つの雇用者グループを含むと考えられます（CDIS p.28、
FCS p.4013）。 

 
表表5.文文化化関関連連のの雇雇用用のの分分類類 

 

 文文化化関関連連のの組組織織 非非文文化化関関連連のの組組織織 

文化関連の職業 A B 

非文化関連の職業 C 
 

 
A. 文化関連の職業に就き、文化的活動を行う組織で働く人々（劇団で働く俳優など） 

B. 文化関連の職業に就いているが、文化的活動を行わない組織で働く人々（自動車業

界で働くデザイナーなど） 

C. 文化関連の組織で働いているが、文化関連の職業に就いていない人々（劇団で働く

会計士など） 

この指標では、これらの3つのグループの合計を総雇用者数に占める割合で計算します。 
 

 

7 文文化化関関連連のの雇雇用用 

∑
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ココメメンントト 国際標準職業分類（ISCO-08）の4桁のコードとUISの文化統計の枠組み（UNESCO-
UIS 2009、p.74-7）で規定された文化コードを使用して計算される記述的かつ文脈的

な指標です。 

文化関連の職業に関するデータは、通常、労働力調査で収集されます（表3のグルー

プA及びB）。労働力調査は、文化関連のセクター又は組織で非文化関連の職業に就

く人数（表3のグループC）の計算にも使用されますが、このグループの推定人数を事

業調査及び登録情報から取得できる場合があります。 

文化関連の職業及びセクターを識別するためのコード一覧はFCSで規定されていま

す。職業はISCOに、セクター（事業活動）はISICに従ってそれぞれ分類されます。 

事業調査と世帯調査では調査対象範囲が異なる点に注意が必要です。事業調査に

は対象地域で働く人々が含まれますが、居住者は含まれない場合があります。世帯

調査（労働力調査など）には対象地域に住む人々が含まれますが、地域外からの通

勤者は含まれません。 

この指標には、非公式経済で「文化関連」の仕事を持つ多数の人々や文化関連の副

業を持つ人々が含まれないため、値は常に実際より低くなります14。ILOは非公式経

済に関する調査の手法を開発しており15、37か国を対象としたデータが2011年に提

供されています。ただし、このようなデータを信頼できる方法で入手することは一般に

は困難です16。 

文化関連の雇用における傾向は、多くの場合、この指標を使用して取得できます。通

常、LFSは3か月ごとに収集されます（年4回）。この頻度が重要になるのは、祭典など

のように文化的活動が季節によって異なる可能性があるためです。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標は労働力調査を利用することで、性別やその他の形式での潜在的に不利な立場（年齢や

民族など）による分類を簡単に実施できます。 

7 文文化化関関連連のの雇雇用用 

  都
市
圏

レ
ベ
ル

 

 
 

説説明明 文化関連事業の傾向を全事業における割合として評価します。 
 

目目的的 この指標は、文化関連事業数（特に指標6「GDPにおける文化」で捕捉されないデータ）

の傾向を追跡することで、文化関連事業を可能にする状況を評価することを目的として

います。 
 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：事業調査、事業登録情報（商工会議所やセクター別団体など） 

 
 

 

 
 

 

方方法法 変化のレベルを、文化関連事業が対象地域の全事業に占める割合の年次変化（パー

セントで示した数値）で評価します。 

CE/∑E*100 {Year 2} − CE/∑E*100 {Year 1} 
 

   ここで、CEは文化関連組織の数であり、∑Eは対象都市の全組織数です。 
 

   

ココメメンントト これは、ユネスコFCS（P.52～64）のセクター定義（ISIC）に基づいて単純にカウントさ

れた「文化関連企業」の数であり、より微妙な違いが明らかになる生産（6）及び雇用（7）
の指標が推奨されます。例えば、この指標には生産/産出レベルや雇用者数から見た

企業規模が反映されていません。 
このようなデータを欠く一方で、この指標は、文化事業の性質における変化を総合的に

要約した情報（サブセクターのバランス、集中地域、クラスター化など）を提供します。 

この指標の表現方法としてもっとも簡単なのは、毎年の傾向をグラフ形式にする方法で

す。複数のグラフを使用してサブセクター別の傾向を示すか、データが不足している場

合は5年間の傾向を示すグラフを使用できます。 
 

 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
可能な限り、事業所有者をジェンダー別に評価します。大企業の場合は、経営陣並びに役員のジェ

ンダー比率で評価できます。小規模事業や自営業の場合、所有者のジェンダー比率を評価します。 

8 文文化化関関連連のの事事業業 
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ココメメンントト 国際標準職業分類（ISCO-08）の4桁のコードとUISの文化統計の枠組み（UNESCO-
UIS 2009、p.74-7）で規定された文化コードを使用して計算される記述的かつ文脈的

な指標です。 

文化関連の職業に関するデータは、通常、労働力調査で収集されます（表3のグルー

プA及びB）。労働力調査は、文化関連のセクター又は組織で非文化関連の職業に就

く人数（表3のグループC）の計算にも使用されますが、このグループの推定人数を事

業調査及び登録情報から取得できる場合があります。 

文化関連の職業及びセクターを識別するためのコード一覧はFCSで規定されていま

す。職業はISCOに、セクター（事業活動）はISICに従ってそれぞれ分類されます。 

事業調査と世帯調査では調査対象範囲が異なる点に注意が必要です。事業調査に

は対象地域で働く人々が含まれますが、居住者は含まれない場合があります。世帯

調査（労働力調査など）には対象地域に住む人々が含まれますが、地域外からの通

勤者は含まれません。 

この指標には、非公式経済で「文化関連」の仕事を持つ多数の人々や文化関連の副

業を持つ人々が含まれないため、値は常に実際より低くなります14。ILOは非公式経

済に関する調査の手法を開発しており15、37か国を対象としたデータが2011年に提

供されています。ただし、このようなデータを信頼できる方法で入手することは一般に

は困難です16。 

文化関連の雇用における傾向は、多くの場合、この指標を使用して取得できます。通

常、LFSは3か月ごとに収集されます（年4回）。この頻度が重要になるのは、祭典など

のように文化的活動が季節によって異なる可能性があるためです。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標は労働力調査を利用することで、性別やその他の形式での潜在的に不利な立場（年齢や

民族など）による分類を簡単に実施できます。 

7 文文化化関関連連のの雇雇用用 

  都
市
圏

レ
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ル

 

 
 

説説明明 文化関連事業の傾向を全事業における割合として評価します。 
 

目目的的 この指標は、文化関連事業数（特に指標6「GDPにおける文化」で捕捉されないデータ）

の傾向を追跡することで、文化関連事業を可能にする状況を評価することを目的として

います。 
 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：事業調査、事業登録情報（商工会議所やセクター別団体など） 

 
 

 

 
 

 

方方法法 変化のレベルを、文化関連事業が対象地域の全事業に占める割合の年次変化（パー

セントで示した数値）で評価します。 

CE/∑E*100 {Year 2} − CE/∑E*100 {Year 1} 
 

   ここで、CEは文化関連組織の数であり、∑Eは対象都市の全組織数です。 
 

   

ココメメンントト これは、ユネスコFCS（P.52～64）のセクター定義（ISIC）に基づいて単純にカウントさ

れた「文化関連企業」の数であり、より微妙な違いが明らかになる生産（6）及び雇用（7）
の指標が推奨されます。例えば、この指標には生産/産出レベルや雇用者数から見た

企業規模が反映されていません。 
このようなデータを欠く一方で、この指標は、文化事業の性質における変化を総合的に

要約した情報（サブセクターのバランス、集中地域、クラスター化など）を提供します。 

この指標の表現方法としてもっとも簡単なのは、毎年の傾向をグラフ形式にする方法で

す。複数のグラフを使用してサブセクター別の傾向を示すか、データが不足している場

合は5年間の傾向を示すグラフを使用できます。 
 

 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
可能な限り、事業所有者をジェンダー別に評価します。大企業の場合は、経営陣並びに役員のジェ

ンダー比率で評価できます。小規模事業や自営業の場合、所有者のジェンダー比率を評価します。 

8 文文化化関関連連のの事事業業 
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HFCは世帯最終消費支出の合計額です。 

 

説説明明 総家計支出における文化的活動、製品、サービス支出の割合。 
 

目目的的 この指標は、特定地域の世帯が市場取引を介した文化的製品及びサービスをどの程

度重んじているかを評価し、文化的活動、製品、サービスを扱う地域市場の規模及び

能力を見通すことを目的としています。 
 

デデーータタソソーースス • 国及び地域のソース：業界の個別調査及び国政調査、サービス調査、小規模事業者

調査、家計支出調査 
 

方方法法 CHFCは、家計の総消費支出における文化的活動、製品、サービスへの世帯最終消

費支出の割合です。 

HCSCOICOP コードは、選択されたCOICOPコードへの家計支出の合計額です。 
 

 

CHFC = 
1 HCSCOICOPコード 

 
 

HFC 
 

 

 

ココメメンントト この指標は文化に関する参画を評価する上で重要な要素ですが、これによって文化に

関するすべての世帯消費を網羅することも、国民生産に対する文化の貢献を支出の観

点から評価することもできません。これは、市場で売買されない製品の大半が除外され

ており、家計からの支出を直接の資金源としない特定の文化的製品（デザインサービス

や広告など）に対する支出が考慮されていないためです。 

評価には、全国家計支出調査で使用されているUIS FCS9（p.34）のCOICOPコード

を使用する必要があります。一部の地方調査では、「外出を伴う」活動への支出額（例：

「ショー」のチケット入手）などを尋ねる具体的な質問に基づくより正確な情報が含まれる

場合があります。2018年にCOICOPの重要な更新が行われたため、将来的なFCSの
改定にはこれを考慮に入れる必要があります17。 

文化への支出を同一基準期間における総支出の割合として解釈することが重要です。

季節的な偏り（例：屋外活動の割合は夏期に高くなる傾向がある）を避けるために、十分

な長さの基準期間を取る必要があります。全国又は地方世帯調査では、非常に詳細な

支出を特定できる場合があります。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
家計支出調査は通常、1世帯による支出を1単位として分析されるため、ジェンダー別の分類はでき

ません。ただし、一部の調査では、世帯支出の異なる要素に対する責任（地域市場での食料品購

入など）が考慮されています。後者の場合、ジェンダー別の文化関連支出パターンを識別できる可

能性があります。 

9 家家計計支支出出 

∑

 

説説明明 文化的製品及びサービスの輸出額を総輸出額に占める割合で評価します。 
 

目目的的 この指標は、文化を表現した製品が輸出される割合を評価することで、経済的需要、

国/都市の文化的製品及びサービスの国際的側面、これを可能にする規制環境を明ら

かにすることを目的としています。 
 

デデーータタソソーースス • ユネスコのデータ：UIS 
• 国及び地域のソース：全国関税及び収入報告書（推奨）、それ以外の場合は国際

COMTRADEデータベース（comtrade.un.org） 
 
 
 

 
方方法法 a. FCSに記載されたコード（該当する場合はHS）を使用して、物理的な文化的商品の

輸出額を物理的商品全体の輸出額に占める割合で評価します。輸出額及び輸入

額は米ドル（推奨）又は各国通貨で表します。 

b. FCS（p.39）に記載されたコード（該当する場合はEBOPS）を使用して、文化的サー

ビスの輸出額をサービス全体の輸出額の割合として評価します。輸出額及び輸入

額は米ドル（推奨）又は各国通貨で表します。 
  

 ココメメンントト 物理的な商品データは各国によりCOMTRADEデータベースに登録されているため、

このデータの入手は非常に容易です18。COMTRADEに含まれる物理的製品及び商品

は、Harmonised System及びInternational Standard Trade Classification（ISTC）の

コードで分類されます。推奨されるのは、Harmonised System（HS）コードです。 

サービスは、Electronic Balance of Payments System（EBOPS）のコードで分類され

ますが、国際機関（IMF、UNCTAD、UNESCO、WTO）にデータを提出している国は

非常に少数であり、特に発展途上国でその傾向が顕著です。このため、この一連の指

標に基づく報告は物理的な商品に限られる可能性があります。 
ただし、国によっては、EBOPSに相当する国内分類システムを使用して文化的サービ

スに関するデータを集計できる場合があります。 

EBOPS、HS、ISTCにおける文化的及びクリエイティブ活動の分類に一致するコード

は、UISの文化統計の枠組み（FCS）に記載されています。この指標は、特定の国の

文化的製品で国際的に流通している製品の重要性を評価するものです。UISはこの取

引の評価方法を継続的に改良しており、このトピックに関する詳細な報告書を定期的

に発行しています19。また、文化的製品及びサービスの国際的データベースを開発中

です。データは2019年にインターネット上で公開され、毎年更新される予定です。 

10 文文化化的的製製品品及及びびササーービビススのの取取引引 
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HFCは世帯最終消費支出の合計額です。 

 

説説明明 総家計支出における文化的活動、製品、サービス支出の割合。 
 

目目的的 この指標は、特定地域の世帯が市場取引を介した文化的製品及びサービスをどの程

度重んじているかを評価し、文化的活動、製品、サービスを扱う地域市場の規模及び

能力を見通すことを目的としています。 
 

デデーータタソソーースス • 国及び地域のソース：業界の個別調査及び国政調査、サービス調査、小規模事業者

調査、家計支出調査 
 

方方法法 CHFCは、家計の総消費支出における文化的活動、製品、サービスへの世帯最終消

費支出の割合です。 

HCSCOICOP コードは、選択されたCOICOPコードへの家計支出の合計額です。 
 

 

CHFC = 
1 HCSCOICOPコード 

 
 

HFC 
 

 

 

ココメメンントト この指標は文化に関する参画を評価する上で重要な要素ですが、これによって文化に

関するすべての世帯消費を網羅することも、国民生産に対する文化の貢献を支出の観

点から評価することもできません。これは、市場で売買されない製品の大半が除外され

ており、家計からの支出を直接の資金源としない特定の文化的製品（デザインサービス

や広告など）に対する支出が考慮されていないためです。 

評価には、全国家計支出調査で使用されているUIS FCS9（p.34）のCOICOPコード

を使用する必要があります。一部の地方調査では、「外出を伴う」活動への支出額（例：

「ショー」のチケット入手）などを尋ねる具体的な質問に基づくより正確な情報が含まれる

場合があります。2018年にCOICOPの重要な更新が行われたため、将来的なFCSの
改定にはこれを考慮に入れる必要があります17。 

文化への支出を同一基準期間における総支出の割合として解釈することが重要です。

季節的な偏り（例：屋外活動の割合は夏期に高くなる傾向がある）を避けるために、十分

な長さの基準期間を取る必要があります。全国又は地方世帯調査では、非常に詳細な

支出を特定できる場合があります。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
家計支出調査は通常、1世帯による支出を1単位として分析されるため、ジェンダー別の分類はでき

ません。ただし、一部の調査では、世帯支出の異なる要素に対する責任（地域市場での食料品購

入など）が考慮されています。後者の場合、ジェンダー別の文化関連支出パターンを識別できる可

能性があります。 

9 家家計計支支出出 

∑

 

説説明明 文化的製品及びサービスの輸出額を総輸出額に占める割合で評価します。 
 

目目的的 この指標は、文化を表現した製品が輸出される割合を評価することで、経済的需要、

国/都市の文化的製品及びサービスの国際的側面、これを可能にする規制環境を明ら

かにすることを目的としています。 
 

デデーータタソソーースス • ユネスコのデータ：UIS 
• 国及び地域のソース：全国関税及び収入報告書（推奨）、それ以外の場合は国際

COMTRADEデータベース（comtrade.un.org） 
 
 
 

 
方方法法 a. FCSに記載されたコード（該当する場合はHS）を使用して、物理的な文化的商品の

輸出額を物理的商品全体の輸出額に占める割合で評価します。輸出額及び輸入

額は米ドル（推奨）又は各国通貨で表します。 

b. FCS（p.39）に記載されたコード（該当する場合はEBOPS）を使用して、文化的サー

ビスの輸出額をサービス全体の輸出額の割合として評価します。輸出額及び輸入

額は米ドル（推奨）又は各国通貨で表します。 
  

 ココメメンントト 物理的な商品データは各国によりCOMTRADEデータベースに登録されているため、

このデータの入手は非常に容易です18。COMTRADEに含まれる物理的製品及び商品

は、Harmonised System及びInternational Standard Trade Classification（ISTC）の

コードで分類されます。推奨されるのは、Harmonised System（HS）コードです。 

サービスは、Electronic Balance of Payments System（EBOPS）のコードで分類され

ますが、国際機関（IMF、UNCTAD、UNESCO、WTO）にデータを提出している国は

非常に少数であり、特に発展途上国でその傾向が顕著です。このため、この一連の指

標に基づく報告は物理的な商品に限られる可能性があります。 
ただし、国によっては、EBOPSに相当する国内分類システムを使用して文化的サービ

スに関するデータを集計できる場合があります。 

EBOPS、HS、ISTCにおける文化的及びクリエイティブ活動の分類に一致するコード

は、UISの文化統計の枠組み（FCS）に記載されています。この指標は、特定の国の

文化的製品で国際的に流通している製品の重要性を評価するものです。UISはこの取

引の評価方法を継続的に改良しており、このトピックに関する詳細な報告書を定期的

に発行しています19。また、文化的製品及びサービスの国際的データベースを開発中

です。データは2019年にインターネット上で公開され、毎年更新される予定です。 

10 文文化化的的製製品品及及びびササーービビススのの取取引引 
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説説明明 文化的及びクリエイティブ活動に対する公的支出と、文化及びクリエイティブセクターへ

の公的予算及び支出の割合を評価します。 
 

目目的的 この指標は、文化的及びクリエイティブ活動に対する実際の公的支出額をモニタリング

することを目的としています。 

割り当てられた予算よりも実際の支出額が推奨されます。支出額を割り当て予算と比

較する場合があります。支出額を入手できない場合、予算額を提示できます。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化に関する情報システム（入

手可能な場合） 
 

 

 

手手法法 文文化化にに関関すするる公公的的支支出出ににつついいててはは、以下の分類が必要になります。 
• 行政単位別の公的支出 

• 公的支出のタイプ別（資本投資、運用支出） 

• 住民当たりの公的支出 

• 介入セクター別 

• ソース別の公的支出 
 

文文化化にに関関すするる公公的的予予算算ににつついいててはは、以下の分類が必要になります。 

• 行政単位別の公的予算 

• 公的支出のタイプ別（資本投資、運用支出） 

• 住民当たりの公的予算 

• 介入セクター別 

• 資金供給源別（寄付、中央政府からの配分、地方税） 
 

ココメメンントト 文文化化にに関関すするる公公的的支支出出ににつついいてて 
この指標は、以下の理由から計算が困難になる場合があります。 

a. 国の会計の枠組みによっては、文化とその他の活動が明確に分かれていない場合

があります。 

b. 用途ごとに資金チャネルが変更されている場合があります。 

c. 資金が異なる行政レベルで二重集計されている場合があります。 

一方で、あらゆる文化的枠組みでは、文化及び芸術に関する公的支出を明確に把握

するよう努める必要があります。そのため、計算が困難であっても、この指標を中核と

見なす必要があります。 

FCS（p.34）には、支出及び出費を評価するために使用される文化関連の統計分類が

多数記載されており、特に一般政府の機能別支出分類（COFOG）の「8.1娯楽・スポー

ツサービス」、「8.2文化サービス」、「8.3放送・出版サービス」、「8.5 R&D」、「8.6その他

の娯楽・文化・宗教」が含まれています。 

公的支出の供給源を特定することが重要になる場合があります。例えば、中央政府か

ら文化のために供給される資金と地方で調達された資金（税金やその他の資金源）を

区別します。 

11 文文化化ののたためめのの公公的的資資金金 
 

 

 
ココメメンントト 文化に対する公的出費には、この「セクター」への直接的な支援以外の支出が多く含ま

れることに注意する必要があります。例えば、NGO又は個人芸術家への支払い、地方

コミュニティへの助成金、公的文化イベントの広報及び広告が含まれる場合があります。 

また、この指標には遺産に対する公的支出が含まれると考えられます（指標1に含まれ

る）。別の資金源の使用を考慮に入れると、遺産に費やされる公的文化支出の割合を

推定することができます。 

文文化化にに関関すするる公公的的予予算算ににつついいてて 

実際の支出が予算とは大きく異なることも少なくないため、予算ではなく支出に関する情

報が推奨されます。ただし、支出の計算の方が困難であることは認識されています。 

この指標には、FCSドメインに含まれるプロジェクト又は機関に割り当てられたすべての

公的予算が含まれます。 
 

 

 
  ジジェェンンダダーー要要素素  

ジェンダーに基づく予算策定が存在する場合、これを使用して公的支出が男性と女性にもたらす

影響の違いを評価できます。ジェンダーに基づく予算策定又は会計では、女性と男性に対する予

算が明示的に区分されるのではなく、対象を絞った支出によってどの程度不平等が軽減される

かが識別されます20。これは様々な先進国及び発展途上国で採用されています。 
 

11 文文化化ののたためめのの公公的的資資金金 
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説説明明 文化的及びクリエイティブ活動に対する公的支出と、文化及びクリエイティブセクターへ

の公的予算及び支出の割合を評価します。 
 

目目的的 この指標は、文化的及びクリエイティブ活動に対する実際の公的支出額をモニタリング

することを目的としています。 

割り当てられた予算よりも実際の支出額が推奨されます。支出額を割り当て予算と比

較する場合があります。支出額を入手できない場合、予算額を提示できます。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化に関する情報システム（入

手可能な場合） 
 

 

 

手手法法 文文化化にに関関すするる公公的的支支出出ににつついいててはは、以下の分類が必要になります。 
• 行政単位別の公的支出 

• 公的支出のタイプ別（資本投資、運用支出） 

• 住民当たりの公的支出 

• 介入セクター別 

• ソース別の公的支出 
 

文文化化にに関関すするる公公的的予予算算ににつついいててはは、以下の分類が必要になります。 

• 行政単位別の公的予算 

• 公的支出のタイプ別（資本投資、運用支出） 

• 住民当たりの公的予算 

• 介入セクター別 

• 資金供給源別（寄付、中央政府からの配分、地方税） 
 

ココメメンントト 文文化化にに関関すするる公公的的支支出出ににつついいてて 
この指標は、以下の理由から計算が困難になる場合があります。 

a. 国の会計の枠組みによっては、文化とその他の活動が明確に分かれていない場合

があります。 

b. 用途ごとに資金チャネルが変更されている場合があります。 

c. 資金が異なる行政レベルで二重集計されている場合があります。 

一方で、あらゆる文化的枠組みでは、文化及び芸術に関する公的支出を明確に把握

するよう努める必要があります。そのため、計算が困難であっても、この指標を中核と

見なす必要があります。 

FCS（p.34）には、支出及び出費を評価するために使用される文化関連の統計分類が

多数記載されており、特に一般政府の機能別支出分類（COFOG）の「8.1娯楽・スポー

ツサービス」、「8.2文化サービス」、「8.3放送・出版サービス」、「8.5 R&D」、「8.6その他

の娯楽・文化・宗教」が含まれています。 

公的支出の供給源を特定することが重要になる場合があります。例えば、中央政府か

ら文化のために供給される資金と地方で調達された資金（税金やその他の資金源）を

区別します。 

11 文文化化ののたためめのの公公的的資資金金 
 

 

 
ココメメンントト 文化に対する公的出費には、この「セクター」への直接的な支援以外の支出が多く含ま

れることに注意する必要があります。例えば、NGO又は個人芸術家への支払い、地方

コミュニティへの助成金、公的文化イベントの広報及び広告が含まれる場合があります。 

また、この指標には遺産に対する公的支出が含まれると考えられます（指標1に含まれ

る）。別の資金源の使用を考慮に入れると、遺産に費やされる公的文化支出の割合を

推定することができます。 

文文化化にに関関すするる公公的的予予算算ににつついいてて 

実際の支出が予算とは大きく異なることも少なくないため、予算ではなく支出に関する情

報が推奨されます。ただし、支出の計算の方が困難であることは認識されています。 

この指標には、FCSドメインに含まれるプロジェクト又は機関に割り当てられたすべての

公的予算が含まれます。 
 

 

 
  ジジェェンンダダーー要要素素  

ジェンダーに基づく予算策定が存在する場合、これを使用して公的支出が男性と女性にもたらす

影響の違いを評価できます。ジェンダーに基づく予算策定又は会計では、女性と男性に対する予

算が明示的に区分されるのではなく、対象を絞った支出によってどの程度不平等が軽減される

かが識別されます20。これは様々な先進国及び発展途上国で採用されています。 
 

11 文文化化ののたためめのの公公的的資資金金 
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     • 支援の活用。    

 
 

説説明明 文化及び創造性を支援するガバナンスの枠組みのチェックリスト。 
 

目目的的 この指標は、文化セクターの各種活動を支援するための政府の政策及び規制の枠組

みを総合的に評価するものであり、経済的及び社会的発展への文化の貢献と文化ドメ

インでの意思決定プロセスを促進することを目的としています。この指標は、文化セク

ターに関する規制を評価し、生活向上に向けてより適切な労働・取引条件を推進するも

のです。 

国/地方レベルでの文化に対するガバナンスの枠組みの発展度合いを、総合的及び文

化ドメイン別に評価します（UNESCO-UIS FCSを参照）。多数の基本要素が選定され

ており、主要な3つのレベルに分類されています。 

• 国/地方レベルでの機関及び規制に関する枠組み。 

• 管理、技術、財政に関する援助の枠組み。 

 

 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：1954年、1970年、1972年、2003年及び2005年条約の定期報告 

• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化ガバナンスに関する情報

システム（利用可能な場合） 
   

 
方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 

 
 

ココメメンントト 可能な限り、UIS/FCSの定義に従って、すべての要素（行）をドメイン（列）ごとに評価し

ます。ただし、表内のすべての要素に適用できるわけではないことは明確に認識されて

います。例えば、特定の要素は都市圏レベルではなく国家レベルのみに適用されます。

ケースごとに、「エビデンス」として回答を裏付ける文書を提供する必要がある点に注意

してください。 

文化遺産と自然遺産は極めて密接な関係にあるため、下記のチェックリストで文化遺

産が対象になっている場合は、自然遺産も含まれると理解し、文化的活動による自然

環境への影響も考慮に入れる必要があります。都市環境においても、自然遺産要素の

持続可能性が建築遺産に依存している可能性があります。 

12 文文化化ガガババナナンンスス 文文化化ガガババナナンンススののチチェェッッククリリスストト 

A) 国国家家レレベベルルののみみ 
すべての回答には、「はい」/「いいえ」とそれを証明するエビデンスを政策/法的文書又は結果的な活動の

報告書の形式で含めてください。 
 

表表6（（A））.文文化化ガガババナナンンススののチチェェッッククリリスストト - 国国家家レレベベルルののみみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ エエビビデデンンスス 

1超超国国家家的的又又はは国国際際的的レレベベルル 

批批准准さされれたた拘拘束束力力ののああるる国国際際文文書書 

世世界界のの文文化化遺遺産産及及びび自自然然遺遺産産のの保保護護にに関関すするる条約    

無無形形文文化化遺遺産産のの保保護護にに関関すするる条約    

文文化化的的表表現現のの多多様様性性のの保保護護及及びび促促進進にに関関すするる条約    

水水中中文文化化遺遺産産保保護護条約    

文化財の不不法法なな輸輸入入、輸出及び所有権移転を禁禁止止及及びび防防止止すするる手段

に関する条約 

   

窃窃取取さされれ又又はは不不法法にに輸輸出出さされれたた文文化化財財にに関関すするるUNIDROIT条約    

武武力力紛紛争争のの際際の文化財の保護のための条約    

文文学学的的及及びび美美術術的的著著作作物物のの保保護護にに関するベルヌ条約    

実実演演家家、、レレココーードド製製作作者者及及びび放放送送機機関関の保護に関するローマ国際条約 
   

許許諾諾をを得得なないいレレココーードドのの複複製製かかららののレコード製作者の保護に関する条

約 
   

WIPO著著作作権権条条約約 - WCT 
   

WTO知的所有権の貿貿易易関関連連のの側側面面にに関関すするる協協定定 - TRIPS 
   

WIPO実実演演及及びびレレココーードドにに関関すするる世世界界知知的的所所有有権権機機関関条条約約 - WPPT 
   

衛星により送信される番番組組伝伝送送信信号号のの伝伝達達に関するブリュッセル条約 
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     • 支援の活用。    

 
 

説説明明 文化及び創造性を支援するガバナンスの枠組みのチェックリスト。 
 

目目的的 この指標は、文化セクターの各種活動を支援するための政府の政策及び規制の枠組

みを総合的に評価するものであり、経済的及び社会的発展への文化の貢献と文化ドメ

インでの意思決定プロセスを促進することを目的としています。この指標は、文化セク

ターに関する規制を評価し、生活向上に向けてより適切な労働・取引条件を推進するも

のです。 

国/地方レベルでの文化に対するガバナンスの枠組みの発展度合いを、総合的及び文

化ドメイン別に評価します（UNESCO-UIS FCSを参照）。多数の基本要素が選定され

ており、主要な3つのレベルに分類されています。 

• 国/地方レベルでの機関及び規制に関する枠組み。 

• 管理、技術、財政に関する援助の枠組み。 

 

 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：1954年、1970年、1972年、2003年及び2005年条約の定期報告 

• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化ガバナンスに関する情報

システム（利用可能な場合） 
   

 
方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 

 
 

ココメメンントト 可能な限り、UIS/FCSの定義に従って、すべての要素（行）をドメイン（列）ごとに評価し

ます。ただし、表内のすべての要素に適用できるわけではないことは明確に認識されて

います。例えば、特定の要素は都市圏レベルではなく国家レベルのみに適用されます。

ケースごとに、「エビデンス」として回答を裏付ける文書を提供する必要がある点に注意

してください。 

文化遺産と自然遺産は極めて密接な関係にあるため、下記のチェックリストで文化遺

産が対象になっている場合は、自然遺産も含まれると理解し、文化的活動による自然

環境への影響も考慮に入れる必要があります。都市環境においても、自然遺産要素の

持続可能性が建築遺産に依存している可能性があります。 

12 文文化化ガガババナナンンスス 文文化化ガガババナナンンススののチチェェッッククリリスストト 

A) 国国家家レレベベルルののみみ 
すべての回答には、「はい」/「いいえ」とそれを証明するエビデンスを政策/法的文書又は結果的な活動の

報告書の形式で含めてください。 
 

表表6（（A））.文文化化ガガババナナンンススののチチェェッッククリリスストト - 国国家家レレベベルルののみみ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ エエビビデデンンスス 

1超超国国家家的的又又はは国国際際的的レレベベルル 

批批准准さされれたた拘拘束束力力ののああるる国国際際文文書書 

世世界界のの文文化化遺遺産産及及びび自自然然遺遺産産のの保保護護にに関関すするる条約    

無無形形文文化化遺遺産産のの保保護護にに関関すするる条約    

文文化化的的表表現現のの多多様様性性のの保保護護及及びび促促進進にに関関すするる条約    

水水中中文文化化遺遺産産保保護護条約    

文化財の不不法法なな輸輸入入、輸出及び所有権移転を禁禁止止及及びび防防止止すするる手段

に関する条約 

   

窃窃取取さされれ又又はは不不法法にに輸輸出出さされれたた文文化化財財にに関関すするるUNIDROIT条約    

武武力力紛紛争争のの際際の文化財の保護のための条約    

文文学学的的及及びび美美術術的的著著作作物物のの保保護護にに関するベルヌ条約    

実実演演家家、、レレココーードド製製作作者者及及びび放放送送機機関関の保護に関するローマ国際条約 
   

許許諾諾をを得得なないいレレココーードドのの複複製製かかららののレコード製作者の保護に関する条
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WIPO著著作作権権条条約約 - WCT 
   

WTO知的所有権の貿貿易易関関連連のの側側面面にに関関すするる協協定定 - TRIPS 
   

WIPO実実演演及及びびレレココーードドにに関関すするる世世界界知知的的所所有有権権機機関関条条約約 - WPPT 
   

衛星により送信される番番組組伝伝送送信信号号のの伝伝達達に関するブリュッセル条約 
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内内容容及及びび原原則則がが国国内内法法令令・・規規制制にに明明示示的的にに編編入入/統統合合さされれてていいるる世世界界的的勧勧告告並並びびにに宣宣言言（（ソソフフトトロローー）） 

ユネスコ文文化化的的多多様様性性にに関関すするる世世界界宣宣言言 
   

発発展展のの権権利利に関する宣言 
   

開開発発ののたためめのの文文化化政政策策行動計画（ストックホルム、開発のため
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文文化化及及びび/又又はは文文化化的的権権利利にに関関すするる拘拘束束力力ののああるる地地域域条条約約又又はは文文

書書が、国によって1つ以上批准/採択されているか（ヨーロッパ：欧州

文化条約（1954年）又は欧州社会憲章（1962年、1996年改正）、

アフリカ：アフリカ文化憲章（1977年）、南北アメリカ：サンサルバド

ル議定書（1988年）など）。 

   

 
   

2.国国内内レレベベルル 

国国内内のの法法律律上上及及びび規規制制上上のの枠枠組組みみ 

文化に関する「「枠枠組組みみ法法」」が存在する 
   

予予算算法法に文文化化ののたためめのの項項目目が盛り込まれている 
   

無無形形文文化化遺遺産産ととそそのの保保全全をを組組みみ込込みみ、その多様性を反映した政政策策/施施
策策が制定又は改正されており、履行中であることを示すエビデンス。 
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に準拠した行行動動をを実実践践しているか（ユネスコの文化財に関する美術商

向け国際倫理規定及び運用ガイドラインなどに示された方針など）。 
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文文化化及及びび/又又はは文文化化的的権権利利にに関関すするる拘拘束束力力ののああるる地地域域条条約約又又はは文文

書書が、国によって1つ以上批准/採択されているか（ヨーロッパ：欧州

文化条約（1954年）又は欧州社会憲章（1962年、1996年改正）、

アフリカ：アフリカ文化憲章（1977年）、南北アメリカ：サンサルバド

ル議定書（1988年）など）。 

   

 
   

2.国国内内レレベベルル 

国国内内のの法法律律上上及及びび規規制制上上のの枠枠組組みみ 

文化に関する「「枠枠組組みみ法法」」が存在する 
   

予予算算法法に文文化化ののたためめのの項項目目が盛り込まれている 
   

無無形形文文化化遺遺産産ととそそのの保保全全をを組組みみ込込みみ、その多様性を反映した政政策策/施施
策策が制定又は改正されており、履行中であることを示すエビデンス。 

2003年条約/ 
指標11.1 

  

被占領地から直接的又は間接的に輸輸入入さされれたた文文化化財財のの保保護護をを提提供供すす

るる国国内内法法が採択されているか。 
1954年条約/ 

第III項 

  

非占領地から自国領土に輸入された文文化化財財をを保保護護したことがあるか。 1954年条約/ 
第III項 

  

国内でどの程度の博物館がICOM職業倫理規程などの倫倫理理規規定定を採

用しているか。 
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問題34 

 

どの程度の美美術術商商及及びびオオーーククシショョンン会会社社が、1970年条約の基本方針

に準拠した行行動動をを実実践践しているか（ユネスコの文化財に関する美術商

向け国際倫理規定及び運用ガイドラインなどに示された方針など）。 

1970年条約/ 
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条

約
/  

目
標

2.
2.

 

問
題

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
05

年
条

約
に
関

連
す
る
貿

易
及
び
投

資
協

定
（（
特特

別別
地地

位位
、、
電電

子子
商商

取取
引引

及及
びび
デデ
ジジ
タタ
ルル

製製
品品

にに
関関

すす
るる
文文

化化
条条

項項
、、
優優

遇遇
措措

置置
規規

定定
））
 

20
05

年
条

約
/ 

目
標

2.
2.

 

問
題

2 

目
標

2.
3.

 

19
70

年
条

約
/  

指
標

39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文文
化化

関関
連連

のの
賛賛

助助
、、
後後

援援
、、
官官

民民
パパ

ーー
トト
ナナ
ーー
シシ
ッッ
ププ
の

例
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

非非
営営

利利
文文

化化
団団

体体
にに
関関

すす
るる
法法

令令
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 
（
文

化
財

団
及

び
協

会
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
        

表表
6（（

B））
.文文

化化
ガガ
ババ

ナナ
ンン
スス
のの
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

 - 
国国

家家
及及

びび
都都

市市
圏圏

レレ
ベベ
ルル

 
 

 
参参

照照
先先

のの
条条

約約
 

遺遺
産産

 
B

.パパ
フフ
ォォ
ーー
ママ
ンン
スス

 C
.ビビ

ジジ
ュュ
アア
ルル

アア
ーー
ツツ

 
D

.書書
籍籍
及及
びび

出出
版版
物物

 
E.
オオ
ーー
デデ
ィィ
オオ

ビビ
ジジ
ュュ
アア
ルル

 
F.
クク
リリ
エエ
イイ
テテ

ィィ
ブブ
ササ
ーー
ビビ
スス

 
G

.観観
光光
業業

 
H

.スス
ポポ
ーー
ツツ

 
及及
びび
娯娯
楽楽

 

文文
化化

ガガ
ババ

ナナ
ンン
スス
へへ
のの

参参
画画

のの
拡拡

大大
 

ジジ
ェェ
ンン
ダダ
ーー
ババ

ララ
ンン
スス
のの

取取
れれ

たた
貢貢

献献
及

び
参

画
を
推

進
す
る
政

策
を
示

す
エ

ビ
デ
ン
ス

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以
下

の
グ
ル

ー
プ
に
よ
る
政政

策策
形形

成成
へへ

のの
参参

画画
が

あ
る

 
• 
文

化
セ
ク
タ
ー
の
職

業
従

事
者

 
• 
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

 
• 
社

会
的

弱
者

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

多
数

の
文

化
関

連
の

責
任

が
、
こ
の

分
野

向
け
の

予
算

を
持

つ
地地

域域
/地地

方方
/

自自
治治

体体
団団

体体
にに
分分

散散
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス
（
地

方
で
の

配
分

又

は
分

散
）
 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
1.

 
問

題
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
祉

及
び
持

続
可

能
な
開

発
へ

の
文

化
の

貢
献

を
支支

持持
しし
、、
社社

会会
のの

意意
識識

をを

啓啓
発発

すす
るる
ププ
ロロ
ググ
ララ
ムム

/施施
策策

を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

観観
光光

地地
域域

づづ
くく
りり
法法

人人
（（

DM
O
））
を
利
用

し
て
、
観

光
業

に
よ
る
文

化
的

価
値

へ

の
影

響
を
管

理
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

過
去

3年
間

に
1か

国
以

上
と
の

提提
携携

ププ
ロロ
ググ
ララ
ムム
（
文

化
政

策
の

立
案
及

び
施

行
、
極

小
/小

/中
規

模
文

化
的

事
業

の
開

発
、
芸

術
家

、
創

作
物

）
を
実

施
し

た
か

。
 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
1.

 
問

題
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

メメ
デデ
ィィ
アア
のの

多多
様様

性性
とと
デデ
ジジ
タタ
ルル

環環
境境

 

メメ
デデ
ィィ
アア
のの

多多
様様

性性
を
支

援
す
る
政
策

及
び
施
策

（
自

由
、
説

明
責

任
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
、
所

有
権

、
言

語
に
関

す
る
多
様

性
、
社

会
的

に
排

除
さ
れ

た
集

団
向

け
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
） 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
2.

 
問

題
2 
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表表

6（（
B））

.文文
化化

ガガ
ババ

ナナ
ンン
スス
のの
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

 - 
国国

家家
及及

びび
都都

市市
圏圏

レレ
ベベ
ルル

 
 

 
参参

照照
先先

のの
条条

約約
 

遺遺
産産

 
B

.パパ
フフ
ォォ
ーー
ママ
ンン
スス

 C
.ビビ

ジジ
ュュ
アア
ルル

アア
ーー
ツツ

 
D

.書書
籍籍
及及
びび

出出
版版
物物

 
E.
オオ
ーー
デデ
ィィ
オオ

ビビ
ジジ
ュュ
アア
ルル

 
F.
クク
リリ
エエ
イイ
テテ

ィィ
ブブ
ササ
ーー
ビビ
スス

 
G

.観観
光光
業業

 
H

.スス
ポポ
ーー
ツツ

 
及及
びび
娯娯
楽楽

 

文
化

及
び
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
セ
ク
タ
ー
で
の

雇雇
用用

創創
出出

をを
支支

援援
す
る
た
め
の
具

体

的
な
施

策
 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
1.

 

問
題

5 

 
 

 
 

 
 

 
 

極極
小小

/小小
/中中

規規
模模

のの
文文

化化
的的

事事
業業

の
公

式
化

及
び
成

長
を
促

進
す
る
た
め
の

具
体

的
な
施

策
 

20
05

年
条

約
/ 

目
標

1.
1.

 

問
題

5 

 
 

 
 

 
 

 
 

文
化

セ
ク
タ
ー
へ
の

公公
的的

支支
援援

及及
びび
補補

助助
金金

をを
統統

制制
す
る
た
め
の

具
体

的
施

策
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文文
化化

関関
連連

のの
課課

税税
状状

況況
に
対

応
す
る
具

体
的

な
施

策
 

（
書

籍
の

付
加

価
値

税
の

軽
減

な
ど
、
文

化
セ
ク
タ
ー
の
利

益
を
目

的
と
し
た
課

税
控

除
及

び
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

文文
化化

的的
商商

品品
及及

びび
ササ

ーー
ビビ
スス
のの

国国
際際

フフ
ロロ
ーー
ババ

ララ
ンン
スス
を
取

る
た
め
の
政

策
及

び
施

策
（
輸

出
戦

略
及

び
施
策

、
優

遇
措

置
の

履
行

、
貿

易
支

援
）
を
示

す
エ

ビ
デ
ン
ス

 

20
05

年
条

約
/  

目
標

2.
2.

 

問
題

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

20
05

年
条

約
に
関

連
す
る
貿

易
及
び
投

資
協

定
（（
特特

別別
地地

位位
、、
電電

子子
商商

取取
引引

及及
びび
デデ
ジジ
タタ
ルル

製製
品品

にに
関関

すす
るる
文文

化化
条条

項項
、、
優優

遇遇
措措

置置
規規

定定
））
 

20
05

年
条

約
/ 

目
標

2.
2.

 

問
題

2 

目
標

2.
3.

 

19
70

年
条

約
/  

指
標

39
 

 
 

 
 

 
 

 
 

文文
化化

関関
連連

のの
賛賛

助助
、、
後後

援援
、、
官官

民民
パパ

ーー
トト
ナナ
ーー
シシ
ッッ
ププ
の

例
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

非非
営営

利利
文文

化化
団団

体体
にに
関関

すす
るる
法法

令令
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 
（
文

化
財

団
及

び
協

会
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
        

表表
6（（

B））
.文文

化化
ガガ
ババ

ナナ
ンン
スス
のの
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

 - 
国国

家家
及及

びび
都都

市市
圏圏

レレ
ベベ
ルル

 
 

 
参参

照照
先先

のの
条条

約約
 

遺遺
産産

 
B

.パパ
フフ
ォォ
ーー
ママ
ンン
スス

 C
.ビビ

ジジ
ュュ
アア
ルル

アア
ーー
ツツ

 
D

.書書
籍籍
及及

びび
出出

版版
物物

 
E.
オオ
ーー
デデ
ィィ
オオ

ビビ
ジジ
ュュ
アア
ルル

 
F.
クク
リリ
エエ
イイ
テテ

ィィ
ブブ
ササ
ーー
ビビ
スス

 
G

.観観
光光

業業
 

H
.スス

ポポ
ーー
ツツ

 
及及
びび
娯娯

楽楽
 

文文
化化

ガガ
ババ

ナナ
ンン
スス
へへ
のの

参参
画画

のの
拡拡

大大
 

ジジ
ェェ
ンン
ダダ
ーー
ババ

ララ
ンン
スス
のの

取取
れれ

たた
貢貢

献献
及

び
参

画
を
推

進
す
る
政

策
を
示

す
エ

ビ
デ
ン
ス

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

以
下

の
グ
ル

ー
プ
に
よ
る
政政

策策
形形

成成
へへ

のの
参参

画画
が

あ
る

 
• 
文

化
セ
ク
タ
ー
の
職

業
従

事
者

 
• 
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

 
• 
社

会
的

弱
者

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

多
数

の
文

化
関

連
の

責
任

が
、
こ
の

分
野

向
け
の

予
算

を
持

つ
地地
域域

/地地
方方

/
自 自

治治
体体

団団
体体

にに
分分

散散
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス
（
地

方
で
の

配
分

又

は
分

散
）
 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
1.

 
問

題
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

福
祉

及
び
持

続
可

能
な
開

発
へ

の
文

化
の

貢
献

を
支支

持持
しし
、、
社社

会会
のの

意意
識識

をを

啓啓
発発

すす
るる
ププ
ロロ
ググ
ララ
ムム

/施施
策策

を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

観観
光光

地地
域域

づづ
くく
りり
法法

人人
（（

DM
O
））
を
利
用

し
て
、
観

光
業

に
よ
る
文

化
的

価
値

へ

の
影

響
を
管

理
し
て
い
る
こ
と
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

過
去

3年
間

に
1か

国
以

上
と
の

提提
携携

ププ
ロロ
ググ
ララ
ムム
（
文

化
政

策
の

立
案
及

び
施

行
、
極

小
/小

/中
規

模
文

化
的

事
業

の
開

発
、
芸

術
家

、
創

作
物

）
を
実

施
し

た
か

。
 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
1.

 
問

題
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

メメ
デデ
ィィ
アア
のの

多多
様様

性性
とと
デデ
ジジ
タタ
ルル

環環
境境

 

メメ
デデ
ィィ
アア
のの

多多
様様

性性
を
支

援
す
る
政
策

及
び
施
策

（
自

由
、
説

明
責

任
、
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
、
所

有
権

、
言

語
に
関

す
る
多
様

性
、
社

会
的

に
排

除
さ
れ

た
集

団
向

け
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ロ
グ
ラ
ム
） 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
2.

 
問

題
2 
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表表
6（（

B））
.文文

化化
ガガ
ババ

ナナ
ンン
スス
のの
チチ
ェェ
ッッ
クク
リリ
スス
トト

 - 
国国

家家
及及

びび
都都

市市
圏圏

レレ
ベベ
ルル

 
 

 
参参

照照
先先
のの

条条
約約

 
遺遺

産産
 

B
.パパ

フフ
ォォ
ーー
ママ
ンン
スス

 C
.ビビ

ジジ
ュュ
アア
ルル

アア
ーー
ツツ

 
D

.書書
籍籍
及及

びび
出出
版版
物物

 
E.
オオ
ーー
デデ
ィィ
オオ

ビビ
ジジ
ュュ
アア
ルル

 
F.
クク
リリ
エエ
イイ
テテ

ィィ
ブブ
ササ
ーー
ビビ
スス

 
G

.観観
光光

業業
 

H
.スス

ポポ
ーー
ツツ

 
及及
びび
娯娯

楽楽
 

公公
共共

ササ
ーー
ビビ
スス
メメ
デデ
ィィ
アア
にに
文文

化化
関関

連連
のの

規規
定定

が
あ
る
こ
と
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

 
20

05
年

条
約

/ 
目

標
1.

2.
 

問
題

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

利
害

関
係

者
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
作

り
出

す
た
め
の

文文
化化

産産
業業

及
び
機

関
の
デデ
ジジ

タタ
ルル

トト
ララ
ンン
スス
フフ
ォォ
ーー
メメ
ーー
シシ
ョョ
ンン
を
示
す
エ
ビ
デ
ン
ス

 
20

05
年

条
約

/ 
目

標
1.

3.
 

問
題

1 

 
 

 
 

 
 

 
 

ああ
らら
ゆゆ
るる
規規

模模
のの

 
Eプ プ

レレ
ーー
ヤヤ
ーー
にに
よよ
るる
多多
様様

性性
を
実
現

し
た
文

化
産

業
市

場
を
示

す
エ
ビ
デ
ン
ス

（
公

正
な
報

酬
ル

ー
ル

、
市

場
密

度
の

制
御

、
デ
ジ
タ
ル

コ
ン
テ
ン
ツ
プ
ロ
バ

イ
ダ

/デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
の

独
占

防
止

な
ど
）
 

20
05

年
条

約
/  

目
標

1.
3.

 
問

題
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

* 
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
の
回

答
に
は
、
「
は
い
」
/「
い
い
え
」
又
は
関
連
デ
ー
タ
と
そ
れ

を
証
明

す
る
文

書
エ
ビ
デ
ン
ス
（
完
了

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

組
織

体
制

、
議

事
録
、
報

告
書
な
ど
）
を
含
め
て
く
だ
さ
い
。
提
案
書
、
起
草
文
書
、
未
実
施
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
受
理

さ
れ

ま
せ

ん
。

 

 
   

 ジジ
ェェ
ンン
ダダ
ーー
要要

素素
  

回
答

者
は

、
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
含

ま
れ

る
以
下

の
よ
う
な
要

素
を
考

慮
に
入
れ

て
、
遺

産
管

理
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
要

素
及

び
そ
の

影
響

を

評
価

す
る
必

要
が

あ
り
ま
す
。

 
◗ 

各
種

管
理

委
員

会
に
お
け
る
メ
ン
バ

ー
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
比

率
。

 
◗ 

上
級

管
理

職
及

び
指

導
者

の
地

位
に
就

い
て
い
る
女

性
の

存
在

。
 

◗ 
計

画
及

び
政

策
が

女
性

特
有

の
関

心
事

項
を
考

慮
に
入

れ
て
い
る
か

否
か

（
例

え
ば

、
特

に
女

性
に
と
っ
て
関
心

が
あ
る
文

化
活

動
の

支
援

）
。
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知知識識とと技技能能 
 
 
 
 
 
 
 

ここののテテーーママ別別要要素素はは、、地地域域のの知知識識並並びびにに文文化化的的多多様様性性をを含含むむ知知識識及及びび技技能能のの構構築築にに文文

化化がが果果たたすす貢貢献献をを評評価価すするるたためめのの枠枠組組みみをを提提供供ししまますす。。特特にに、、地地域域のの文文化化的的価価値値、、知知識識、、

技技能能をを伝伝承承しし、、研研修修にに関関すするるトトレレーーニニンンググ、、ププロロセセスス、、政政策策、、資資料料をを通通じじててそそれれららのの発発展展にに

寄寄与与すするるたためめのの文文化化のの貢貢献献にに焦焦点点をを合合わわせせてていいまますす。。ままたた、、初初等等、、中中等等、、高高等等教教育育及及びび

職職業業訓訓練練ににおおけけるる文文化化的的多多様様性性のの役役割割をを重重視視しし、、文文化化的的知知識識をを取取りり込込むむたためめのの教教育育課課程程

のの詳詳細細なな開開発発にに注注目目ししまますす。。提提案案さされれたた指指標標はは、、文文化化的的多多様様性性のの尊尊重重並並びびにに正正ししいい理理解解

をを促促進進すするるたためめにに文文化化的的知知識識をを統統合合及及びび活活用用しし、、文文化化的的価価値値のの持持続続可可能能なな開開発発並並びびにに伝伝

承承をを理理解解しし、、文文化化的的トトレレーーニニンンググ（（遺遺産産保保全全にに関関すするる高高度度ななトトレレーーニニンンググをを含含むむ））をを優優先先しし

てて創創造造分分野野のの技技能能並並びびにに能能力力をを向向上上すするるににああたたりり、、公公共共団団体体並並びびにに機機関関のの取取りり組組みみレレベベ

ルルをを評評価価ししまますす。。 

 
文化は様々なSDGs及びターゲットにわたる知識と技能に貢献しています。 

• 文化及びクリエイティブセクターは専門的職業の可能性を開くことで、人間らしい仕事を得るための研修

を若者及び成人に提供し、イノベーション及び起業を推進します（（タターーゲゲッットト4.4_雇雇用用ののたためめのの技技能能、、

タターーゲゲッットト8.3_雇雇用用、、起起業業、、イイノノベベーーシショョンン））。 
 

• 教育カリキュラムへの文化的多様性の組み込みは、1つの具体的なターゲットになっています。地域コミ

ュニティの文化的価値及び多様性に基づく教育は、地球市民、寛容及び尊重、人権、非暴力を支持する

ことで、持続可能な開発に寄与します（（タターーゲゲッットト4.7_持持続続可可能能なな開開発発ののたためめのの技技能能））。 
 

• 伝統的な知識は持続可能な方法での消費及び生産を拡大し（（タターーゲゲッットト12.a_持持続続可可能能なな消消費費））、気候

への適応の意識及び能力を高めます（（タターーゲゲッットト13.3_気気候候へへのの適適応応にに関関すするる教教育育））。  
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知知識識とと技技能能 
 
 
 
 
 
 
 

ここののテテーーママ別別要要素素はは、、地地域域のの知知識識並並びびにに文文化化的的多多様様性性をを含含むむ知知識識及及びび技技能能のの構構築築にに文文

化化がが果果たたすす貢貢献献をを評評価価すするるたためめのの枠枠組組みみをを提提供供ししまますす。。特特にに、、地地域域のの文文化化的的価価値値、、知知識識、、

技技能能をを伝伝承承しし、、研研修修にに関関すするるトトレレーーニニンンググ、、ププロロセセスス、、政政策策、、資資料料をを通通じじててそそれれららのの発発展展にに

寄寄与与すするるたためめのの文文化化のの貢貢献献にに焦焦点点をを合合わわせせてていいまますす。。ままたた、、初初等等、、中中等等、、高高等等教教育育及及びび

職職業業訓訓練練ににおおけけるる文文化化的的多多様様性性のの役役割割をを重重視視しし、、文文化化的的知知識識をを取取りり込込むむたためめのの教教育育課課程程

のの詳詳細細なな開開発発にに注注目目ししまますす。。提提案案さされれたた指指標標はは、、文文化化的的多多様様性性のの尊尊重重並並びびにに正正ししいい理理解解

をを促促進進すするるたためめにに文文化化的的知知識識をを統統合合及及びび活活用用しし、、文文化化的的価価値値のの持持続続可可能能なな開開発発並並びびにに伝伝

承承をを理理解解しし、、文文化化的的トトレレーーニニンンググ（（遺遺産産保保全全にに関関すするる高高度度ななトトレレーーニニンンググをを含含むむ））をを優優先先しし

てて創創造造分分野野のの技技能能並並びびにに能能力力をを向向上上すするるににああたたりり、、公公共共団団体体並並びびにに機機関関のの取取りり組組みみレレベベ

ルルをを評評価価ししまますす。。 

 
文化は様々なSDGs及びターゲットにわたる知識と技能に貢献しています。 

• 文化及びクリエイティブセクターは専門的職業の可能性を開くことで、人間らしい仕事を得るための研修

を若者及び成人に提供し、イノベーション及び起業を推進します（（タターーゲゲッットト4.4_雇雇用用ののたためめのの技技能能、、

タターーゲゲッットト8.3_雇雇用用、、起起業業、、イイノノベベーーシショョンン））。 
 

• 教育カリキュラムへの文化的多様性の組み込みは、1つの具体的なターゲットになっています。地域コミ

ュニティの文化的価値及び多様性に基づく教育は、地球市民、寛容及び尊重、人権、非暴力を支持する

ことで、持続可能な開発に寄与します（（タターーゲゲッットト4.7_持持続続可可能能なな開開発発ののたためめのの技技能能））。 
 

• 伝統的な知識は持続可能な方法での消費及び生産を拡大し（（タターーゲゲッットト12.a_持持続続可可能能なな消消費費））、気候

への適応の意識及び能力を高めます（（タターーゲゲッットト13.3_気気候候へへのの適適応応にに関関すするる教教育育））。  
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説説明明 文化的教育及び人材育成に焦点を合わせたチェックリスト。 
 
目目的的 この指標は、文化的知識がどのように持続可能な開発の実践を拡大するかを評価 す

るためのものです。 
 
デデーータタ  ユネスコのデータ：1972年、2003年、2005年条約の定期報告、ユネスコ国際教育局 
ソソーースス 
 
方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
 

 

説説明明 UISによって提供されるググロローーババルルSDG 4.7.1指標です。この指標は現在UISによって

開発中です。指標が使用可能になると、文化的多様性のための教育に関連付けて分類

されたデータが提供されると考えられます。 
 

目目的的 この指標は、地球市民教育と持続可能な開発のための教育が、特に文化的多様性を

強調した上で、次の全レベルに組み込まれている程度を評価するためのものです。（a）
国家教育政策、 
（b）カリキュラム、（c）教師教育、（d）生徒の評価。 
 

デデーータタ ユネスコのデータ：UIS 

ソソーースス 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化に関する情報システム（入手

可能な場合） 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

13 持持続続可可能能なな開開発発ののたためめのの教教育育 

 
14 文文化化的的知知識識 
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表表7.文文化化的的なな知知識識ののチチェェッッククリリスストト 
 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

持持続続可可能能なな開開発発ののたためめのの無無形形文文化化遺遺産産 

正正式式なな学学校校カカリリキキュュララムムに、ICHを考慮に入れた持持続続可可能能なな

消消費費及及びび生生産産が含まれていることを示すエビデンス（初等/中
等のISCED 1～3）（各レベルでの毎年の時間数） 

 

ICHを考慮に入れた持持続続可可能能なな消消費費及及びび生生産産に関する中中等等

以以降降のの研研修修及及びび教教育育があることを示すエビデンス（中等以降

及び高等のISCED 4+） 
 

気気候候へへのの適適応応とICH及び文化・自然遺産保全の重要性に関

する意意識識啓啓発発を考慮に入れたカリキュラムがあることを示す

エビデンス（ISCED研究分野：052環境）（初等/中等の

ISCED 1～3）（各レベルでの毎年の時間数）  
 

気気候候へへのの適適応応及及びび意意識識啓啓発発にに関関すするる中中等等以以降降のの研研修修及及びび

教教育育でICH及び文化・自然遺産保全の重要性が考慮されて

いることを示すエビデンス（ISCED学習分野：052環境）（中等

以降及び高等） 
（毎年の時間数） 

    

 

   

 

   

 

   

遺遺産産にに関関すするるカカリリキキュュララムムのの多多様様性性 

国国ののカカリリキキュュララムムにおいてどの程度地域コミュニティのICHがが

尊尊重重及及びび反反映映されているか。 
2003年条約/ 

指標5.2 

   

 ICH教育プログラムの設計及び開発や対象遺産の積極

的な公開及び伝承に、どの程度実実践践者者及及びび伝伝承承者者がが包包

括括的的にに含含ままれれてていいるるか 

2003年条約/ 
指標4.1 

   

それ自体が貢献要素として、及び/又は別のテーマを説明又

は実演する手段として、関関連連すするる分分野野のの内内容容ににどの程度ICH
がが含含ままれれてていいるるか。 

2003年条約/ 
指標5.1 

   

その存在がICHの表現に不可欠な自自然然・・文文化化的的ススペペーースス及及

びび記記憶憶にに関関すするる遺遺産産のの保保護護に関する教教育育ププロロググララムムを示す

エビデンス 
（プログラム数） 

2003年条約/ 
指標5.4 

   

ICHのの実実践践及及びび伝伝承承をを強強化化する中等以降のカカリリキキュュララムム 
（（ISCEDレベル4～7学習分野021）が中等以降の教育機関

で提供されていることを示すエビデンス 

2003年条約/ 
指標6.1 

及び6.2 

   

教教師師向向けけ教教育育ププロロググララムムにICHへの取り組みが含まれてい

ることを示すエビデンス（教師向け教育プログラム数） 
2003年条約/ 

指標4.4 

   

能能力力開開発発ププロロググララムム及及びび体体系系 

有形遺産の保護及び保全における遺遺産産管管理理ススタタッッフフのの専専門門

性性をを強強化化するための人材育成及び教育プログラムが過去5
年間に実施されたことを示すエビデンス（プログラム数） 

1972年条約/ 
指標35 
及び36 
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表表7.文文化化的的なな知知識識ののチチェェッッククリリスストト 
 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

武武力力紛紛争争のの際際のの文文化化財財保保護護にに関関すするる軍軍隊隊のの専専門門知知識識をを養養

成成すするるたためめの人材育成及び教育プログラムが過去5年間に

実施されたことを示すエビデンス。 
（時間数） 

1954年条約 
   

文化財の違違法法取取引引防防止止にに関関すするる専専門門知知識識をを強強化化するための

人材育成及び教育プログラムが過去5年間に実施され、警察、

税関、博物館スタッフ、及び政府代表者が参加したことを示

すエビデンス（プログラム数） 

1970年条約 
   

地域コミュニティでの/地域コミュニティによる無無形形文文化化遺遺産産のの

保保護護及及びび伝伝承承にに関関すするる専専門門知知識識をを強強化化するための人材育成

及び教育プログラムが過去5年間に実施されたことを示すエ

ビデンス（プログラム数及び受講者数） 

2003年条約/ 
指標2.3 

及び3.1 

   

女女性性をを対対象象ととししたた遺産関連の人材育成プログラムの数（目録

作成、管理、保全など） 
1972年条約/ 

指標30 

   

教教育育とと意意識識啓啓蒙蒙 

遺遺産産にに対対すするる理理解解のの向向上上、、多多様様性性のの推推進進、、異異文文化化対対話話のの促促

進進にに貢貢献献する子供や若者向けの遺遺産産教教育育ププロロググララムムがある

ことを示すエビデンス（レベル別プログラム数） 

 

1972年条約/ 
指標40 

2003年条約/ 
指標17.4 

   

子子供供及及びび若若者者向向けけ遺遺産産意意識識向向上上ププロロググララムムの遺遺産産及及びび博博物物

館館の数 

1972年条約/ 
指標42 

   

創造性のためのデジタルリテラシープログラムがあることを示

すエビデンス（ププロロググララムム数数 - レレベベルル、、公公式式/非非公公式式、、オオンンラライイ

ンン/オオフフラライインンななどど） 

2005年条約/ 
目標1.1 

問題4 

SDG 4.4.2: 最低限

のデジタルリテラシ

ースキルを有する

若者及び成人 

   

文化表現の多様性推進に携わる市民社会組織のコミュ

ニケーション、擁護、資金調達技能を養成するための定

期的研修及びメンタリングの機会が、過去5年間に公共

団体により計画及び支援されたことを示すエビデンス 

2005年条約/ 
目標1.4 

問題2 

   

文化的研修及び職業従事者のための奨奨学学金金が公共団体又

は民間機関により支援されていることを示すエエビビデデンンスス（（奨

学金の数） 

2005年条約/ 
目標2.1 

問題3 
SDG 4.B 

   

* チェックリストの回答には、「はい」/「いいえ」又は数値とそれを証明するエビデンスを含めてください。 
 
 

 
回答者は、このチェックリストの対象である各種カリキュラム及びプログラムのジェンダー側面を考

慮する必要があります。 
◗ カリキュラムのコンテンツには男性と女性両方の関心が反映されていますか。登

録学生、卒業生、教師などのジェンダー比率を報告します。 

ジジェェンンダダーー要要素素 
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説説明明 以下のレベルにおける言語専門の合計教育時間のうち、多言語使用に費やされる教育

時間の割合。 
a) 初等（ISCED 1） 
b) 前期中等教育（ISCED 2） 

 

目目的的 この指標は、異文化対話の促進、教育制度内での文化的多様性の保護及び理解のレ

ベルを見積もることで、初等及び中等教育でどの程度多言語使用が推進されているかを

示す概算値を提供します。 
 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：ユネスコ教育局、IBE 
• 国及び地域のソース：教育省から入手した正式な学校教育カリキュラム 

 
 

方方法法 指標 = ILR + II + (1 − 1/B) x ION 

IONは、言語教育に費やされる合計時間のうち、特定の学年（ISCED 1又はISCED 2）
で公用語あるいは国家語に費やされる年間教育時間の割合です。 

ILRは、言語教育に費やされる合計時間のうち、特定の学年で現地語あるいは地方語に

費やされる年間教育時間の割合です。 

IIは、言語教育に費やされる合計時間のうち、同一学年で国際語に費やされる年間教育

時間の割合です。 

Bは、教えられる公用語又は国家語の数です。 
 

ココメメンントト ユネスコによって開発された最初のCDIS指標は、前期中等教育の最初の2年間のみに

該当するものでした。最新版の指標は国際標準教育分類（ISCED 2011）に準拠する

ように調整されているため、国際的な比較が容易で、SDG 4の各指標との適合性も高

くなっています。 

この指標は、初等教育（ISCED 1）と前期中等教育（ISCED 2）に対して別々に適用され

ます。初等教育レベルで考察できる文化の側面は少数しかありませんが、その1つに指

導時の言語が挙げられます。初等教育向けのこの指標は、小学校では母語による教育

を利用すべきであるというユネスコガイダンスを反映するものになります。 

初等及び前期中等教育を対象とするこの指標と後続の指標は、正式な学校制度におけ

る文化の地位を示す主要基準となります。この後に記載する指標は、中等以降及びノン

フォーマル教育における文化の地位を評価します。 

注意が必要なのは、国のカリキュラムには学校での実際の指導が反映されていない場

合がある点です。例えば、マイノリティグループ出身の教師が限られている場合、地域言

語での授業が妨げられる場合があります。しかし、「実際に」指導に使用されている言語

を明確に文書化している国はわずかです。 

15 多多言言語語教教育育 
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都都
市市
圏圏
レレ
ベベ
ルル

 

 
 

ココメメンントト 国家レベルと都市圏レベルでカリキュラムに違いがない可能性が以前から指摘されて

います。ただし、下記の理由から、この指標は引き続き都市分析に有効です。 

• 一部の国では、国レベルと地域/地方レベルでカリキュラムに大きな違いがあります。 

• この指標により、地方レベルでのカリキュラムにその都市の文化/言語構成（国レ

ベルとは異なる可能性がある）がどの程度反映されているかを考慮することができ

ます。 

• また、その都市においてどの程度母語教育が行われているかについて検討すること

ができます（文化指標に加え、教師の語学力を考慮する必要があります）。 
 
 
 

表表8.多多言言語語教教育育 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標の評価対象である初等及び前期中等教育（ISCED 2）では、通常、全生徒に同一の全国

カリキュラムが適用されます。言語教育をジェンダー別にモニタリングする基盤はありませんが、

生徒数のジェンダー比率により、カリキュラム科目に関係なく、この指標の中心的ジェンダー要素

を捕捉できると考えられます。このレベルでの教師のジェンダー比率も重要な指標になります。こ

れらのジェンダー指標はUISによりすべての国から収集されます。 

15 多多言言語語教教育育 

 授授業業時時間間 ソソーースス 年年 

 初初等等 前前期期 
中中等等   

言語教育に費やされる合計時間のうち、中学校で公公用用

語語又又はは国国家家語語に費やされる年間合計教育時間の割合 

    

言語教育に費やされる合計時間のうち、中学校で現現地地

語語又又はは地地方方語語に費やされる年間合計教育時間の割合 

    

言語教育に費やされる合計時間のうち、中学校で国国際際

語語に費やされる年間合計教育時間の割合 
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説説明明 合計教育時間のうち、中学校の最初の2年間（ISCED 2）で文化的教育に費やされる教

育時間の割合。 

目目的的 この指標は、教育制度における創造性及び創造的資質の奨励レベルと、文化的表現に

対する正当な評価及び若者の間での「文化を求める気持ち」の推進レベルを概算するこ

とで、文化的な学習が中学校のカリキュラムにどの程度含まれているかを評価します。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• ユネスコのデータ：ユネスコ教育局、IBE 
• 国及び地域のソース：教育省から入手した正式な全国学校教育カリキュラム 

 
  

方方法法 カリキュラムに基づくソースから科目別の時間数を取得し、FCS（UNESCO-UIS 2009）
及びISCED 2011学習分野（UNESCO-UIS 2014）を使用して、文化教育に費やされた

時間の割合を計算します。 

ココメメンントト 前期中等教育（ISCED 2）に限っては教育制度でより科目重視のカリキュラム（UNESCO
-UIS 2012、p. 33）を採用していることから、文化的な科目に費やされる時間の推定が可

能です。後期中等レベル（ISCED 3）で文化的な学習を受講している生徒数は公表されて

いる年齢層の100%より大幅に少なくなる可能性があり、必須カリキュラムではなく「選択」

として受講されている限られた数の科目のみが対象となる場合があります。これらの理由

から、この指標は前期中等教育の最初の2年間（ISCED 2）に適用され、後期中等（ISCE
D 3）には適用されません。 

文化的な科目を厳密に識別することは現実ではないため、広範な科目を含めた定義の使

用を推奨します。例えば、「遺産」に費やされた時間は特定できなくても、「歴史」に費やさ

れた時間は特定できると考えられます。「歴史」には、ユネスコの認識による「遺産」とは

明確には関連性のない政治的・国際的出来事が含まれる可能性がありますが、同様に、

「社会科」などの一面として「無形遺産」が含まれる場合もあり、その科目の中で「遺産」又

は「文化的」な問題に費やされる時間を明確に特定することは不可能です。文化的な学

習は、「デザイン」などを含む「アート教育」やコミュニティの価値及び慣習などの社会科の

範囲を超える場合があります（これは指標14「文化的な知識」にも当てはまります）。 

注意が必要なのは、国のカリキュラムには教育現場での指導内容が反映されていない場

合がある点です。例えば、マイノリティグループ出身の教師が限られている場合、地域言

語で授業を実施することに支障がある場合があります。これらの制限はありますが、カリ

キュラム内での文化の地位を何らかの形で推定することが重要です。前述の通り、これを

最も実現できるのが前期中等レベル（ISCED 2）です。 

16 文文化化的的・・芸芸術術的的教教育育 
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ココメメンントト 国家レベルと都市圏レベルでカリキュラムに違いがない可能性が以前から指摘されて

います。 

ただし、下記の理由から、この指標は引き続き都市分析に有効です。 

• 一部の国では、国レベルと地域/地方レベルでカリキュラムに大きな違いがあります。 

• この指標により、地方レベルでのカリキュラムにその都市の文化構成（国レベルとは

異なる可能性がある）がどの程度反映されているかを考慮することができます。 

• カリキュラムに関する追加情報がある場合、カリキュラムにその都市と関連性のある

文化的活動/イベントが反映されているかどうかとその程度を評価できます。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標の評価対象である前期中等教育（ISCED 2）では、通常、全生徒に全国共通の同一カリ

キュラムが適用されます。このため、生徒数のジェンダー比率により、カリキュラムの科目に関係

なく、この指標の中心的ジェンダー要素を捕捉できると考えられます。このレベルでの教師のジェ

ンダー比率も重要な指標になります。これらのジェンダー指標はUISによりすべての国から収集さ

れます。 
 
 
  

 
説説明明 a. 基準となる年に文化分野の中等以降の教育及び高等教育に登録した生徒数を、こ

れらの教育レベルに登録した全生徒数の割合として評価します。 

b. 基準となる年に文化分野の中等以降の教育及び高等教育を卒業する生徒数を、こ

れらの教育レベルを卒業する全生徒数の割合として評価します。 
 

 

目目的的 この指標は、中等以降のレベルでの文化的及び創造的な学習への参画程度を評価す

ることを目的としています。 
 

 

デデーータタソソーースス • ユネスコのデータ：ユネスコ教育局、IBE 
• 国及び地域のソース：技術及び高等教育省、文化省 

 
 

方方法法 a. 中等以降の教育の全生徒のうち、文化及びクリエイティブ産業の学習分野プログ

ラムに登録した生徒の割合。高等教育に登録した全生徒のうち、文化及びクリエイ

ティブ産業の学習分野プログラムに登録した生徒の割合。 

b. 文化及びクリエイティブ産業の学習分野の中等以降の教育プログラムを卒業する

全生徒の割合。 
文化及びクリエイティブ産業の学習分野の高等教育プログラムを卒業する全生徒

の割合。 
 

 

16 文文化化的的・・芸芸術術的的教教育育 

17 文文化化的的トトレレーーニニンンググ 
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ココメメンントト この指標は、FCSで規定されたドメイン内の文化及びクリエイティブ産業に関連する

教育及び研修への生徒の参加状況を幅広く評価するものです。この数値の意義は

全般的に評価されますが、必ずしも高水準の登録が求められるという意味ではあり

ません（高い数値又は割合が必ずしも低い割合よりも「良い」とは限りません）。この

指標は、UISの文化統計の枠組みに示されたドメインに関連し、ISCED 4～8レベル

（中等以降高等以前、短期高等プログラム、高等プログラム）で教えられる学習分野

に基づいています21。 

これは一連の指標において教育に関する唯一の統計的指標であり、文化セクター

の資格を有した生徒の労働市場への年間採用数を評価するための基盤を形成し

ます。ただし、他のセクターよりも（特に下位職種で）賃金が低い傾向にあるため、

このような生徒の多くは文化関連の職に就きません。成績の良い生徒でもより高

給な職種に関心を寄せる場合があります。 

技術教育及び訓練並びに職業教育及び訓練（TVET）は、職業関連の教育及び

研修を表す正式名称で、高等教育（大学など）である場合や、公的（「カレッジ」な

ど）・民間セクターの事業者によるノンフォーマルな教育である場合があります。

TVETプログラムは、SDG 4教育の2030ターゲット達成に向けて大きな役割を担

っています。ノンフォーマルな教育と非公式な学習（前の指標を参照）を分類する

ことは困難ですが、公式教育プログラムでのTVETに関するデータはUISに提出

されており、信頼性をもってこの指標の計算に使用できます。 

多数の国で国家資格枠組み（NQF）に従って、特定の技能及びコンピテンシーに関す

るデータが収集されています。これらのデータは国際的に比較可能ではありませんが

（何千ものNQFコースを教育レベルに従って分類することは極めて困難です）、NQF
コースは職業及びセクター要件に対応するように設計されています。このため、国家

及び都市圏レベルで、ISCEDを使用した場合よりも正確に、文化関連の教育及び研

修への参加レベルを判断できます22。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標のジェンダー要素を評価するにあたっては、様々な統計的指標を使用できます。 
 各種プログラムのジェンダー比率を使用すると、ジェンダー規範が強化されているか、抑制

されているかを判断できる場合があります。 
 特定のプログラムに登録した男性と女性の全体の割合を使用すると、男性又は女性が多

様なプログラムを選択しているかどうかを評価できます。 

 各種プログラムの教師のジェンダー比率を使用すると、特定の科目に関してジェンダー
多様性のある見方が生徒に与えられているかどうかを評価できます。 

後期中等教育及びそれ以降（ISCED 3～6）のジェンダー要素を文化的職業（指標7「文化関連の雇

用」）のジェンダー比率と比較すると、教育及び研修におけるジェンダーバイアスが、どの程度文化

的職業に伝わっているかを特定できます。 

17 文文化化的的トトレレーーニニンンググ 
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包包摂摂とと参参画画 
 
 

  
このテーマ別要素は、社会的一体性の構築及び包摂と参画の推進に文化が果たす貢献を

評価するための枠組みを提供します。 
ここここでで重重視視さされれるるののはは、、人人々々がが文文化化にに触触れれるるここととががでできき、、ああららゆゆるる人人がが文文化化的的生生活活にに参参画画

すするる権権利利をを持持ちち、、芸芸術術的的並並びびにに創創造造的的自自由由をを含含むむ文文化化的的表表現現にに関関すするる自自由由がが与与ええらられれてて

いいるるここととでですす。。ここのの要要素素でではは、、文文化化的的なな手手法法、、場場所所、、要要素素、、表表現現がが社社会会的的包包摂摂にに資資すするる価価値値

及及びび技技能能をを伝伝達達すするる方方法法ににつついいててもも考考察察ししまますす。。最最後後にに、、提提案案さされれたた指指標標はは、、公公共共分分野野でで

のの地地域域ココミミュュニニテティィのの効効果果的的関関与与をを推推進進すするるたためめにに文文化化がが持持つつ能能力力をを評評価価ししまますす。。 

 
文化は様々なSDGs及び目標にわたる包摂と参画に貢献しています。 

• 文化的多様性は、相互理解と社会的包摂を強化することができます。包摂的な文化活動、プロセス及び

政策は、異なる社会的・文化的グループ間の対立と敵意を軽減又は克服し、共通の価値観と慣行を際

立たせ、対話と理解を促進するのに役立ちます（（タターーゲゲッットト10.2_社社会会的的包包摂摂及及びび16.a_暴暴力力のの防防止止））。。

文化的多様性を受け入れることも、非差別的な政策を促進します（（タターーゲゲッットト16.b_非非差差別別的的なな政政策策））。。 

• 文化施設への包摂的なアクセスの提供は、環境と日常生活の質の向上に寄与します （（タターーゲゲッットト9.1_質質
のの高高いいイインンフフララとと公公平平ななアアククセセスス及び11.7_包包摂摂的的なな公公共共ススペペーースス））。。 

• インターネット上での文化的サービスの範囲を拡大することで、文化への普遍的かつ手頃なアクセスを

向上させます（（タターーゲゲッットト9.c_情情報報技技術術へへののアアククセセスス））。。 

• 表現の自由、及び特に芸術的な自由は、基本的権利の不可欠な部分であり、開かれた議論の環境と地

球市民の育成を実現します（（タターーゲゲッットト16.10_基基本本的的自自由由））。。 

• 文化は住民の参画並びに公共団体とコミュニティ間の新たな関係に向けての準備を整え、多くの場合、

コミュニティが関与するきっかけをもたらすことで、参加型の意思決定を促す役目を果たします（（タターーゲゲッッ

トト16.7_参参加加型型のの意意思思決決定定））。。 

i=1 
f1 
N 

/k 

 

概概要要 社会的一体性の指標は、以下の3つの主要指標を集計したものです。 
• 異異文文化化のの容容認認：：他の文化から来た隣人を受け入れることに異議を唱えない人々の

割合。 

• 対対人人信信頼頼感感：：他者を信頼できると表明する人々の割合。 

• ジジェェンンダダーー平平等等のの認認識識：：ジェンダー平等に対する肯定的な評価の程度（主観的意

見）。 

目目的的 この指標は、異文化への理解度、他の文化から来た人々に対する個人的な受

容度、並びに各国の文化的、社会的、経済的及び政治的な生活に参加する機

会と権利に関する男女間のギャップを評価することを目的としています。 
 
 

 
 

 
 

デデーータタ 
ソソーースス • 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査（「Rosenbergの質問」を含む）

、及び文化に関する情報システム（利用可能な場合）。 
• 世界価値観調査（WVS）、ラテンバロメーター：対人信頼感（A60112）、アジアバロ

メーター：ほとんどの人を信頼できる（Q024）、アフロバロメーター：ほとんどの人を

信頼できる、又は他者を信頼している。 

重要な注記：これらの調査における実際の質問及び不確定要素は変化する場合があ

ります。各国での実際の質問内容を検討の上、このトピックに「最適な」内容を判断す

ることが重要です。 
 
 
 
 

 
 

方方法法 異異文文化化間間のの信信頼頼 
計算方法は、利用できるデータソースによって異なります。計算方法は、よく使用さ

れるデータソースの順番で編成されます。 

公式： 

DoC=∑k

 

1. 世世界界価価値値観観調調査査：： 
ここでは、 
fi は、項目iを信頼する人数、 
N は参照母集団、 
kは検討対象の項目数（例えばWVSの価値観から3つを使用）を表します。 

以下、V35、V37、V39の価値観を使用（V43MD_MDIのセクション）：「隣人として望まし

くないと回答した人々」では、以下のグループが隣人として望ましくないと述べていない

人々の割合を計算しています。 
a. 異なる人種の人々 
b. 移民/外国人労働者 
c. 異なる宗教の人々 

 

18 社社会会的的一一体体性性ののたためめのの文文化化  
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包包摂摂とと参参画画 
 
 

  
このテーマ別要素は、社会的一体性の構築及び包摂と参画の推進に文化が果たす貢献を

評価するための枠組みを提供します。 
ここここでで重重視視さされれるるののはは、、人人々々がが文文化化にに触触れれるるここととががでできき、、ああららゆゆるる人人がが文文化化的的生生活活にに参参画画

すするる権権利利をを持持ちち、、芸芸術術的的並並びびにに創創造造的的自自由由をを含含むむ文文化化的的表表現現にに関関すするる自自由由がが与与ええらられれてて

いいるるここととでですす。。ここのの要要素素でではは、、文文化化的的なな手手法法、、場場所所、、要要素素、、表表現現がが社社会会的的包包摂摂にに資資すするる価価値値

及及びび技技能能をを伝伝達達すするる方方法法ににつついいててもも考考察察ししまますす。。最最後後にに、、提提案案さされれたた指指標標はは、、公公共共分分野野でで

のの地地域域ココミミュュニニテティィのの効効果果的的関関与与をを推推進進すするるたためめにに文文化化がが持持つつ能能力力をを評評価価ししまますす。。 

 
文化は様々なSDGs及び目標にわたる包摂と参画に貢献しています。 

• 文化的多様性は、相互理解と社会的包摂を強化することができます。包摂的な文化活動、プロセス及び

政策は、異なる社会的・文化的グループ間の対立と敵意を軽減又は克服し、共通の価値観と慣行を際

立たせ、対話と理解を促進するのに役立ちます（（タターーゲゲッットト10.2_社社会会的的包包摂摂及及びび16.a_暴暴力力のの防防止止））。。

文化的多様性を受け入れることも、非差別的な政策を促進します（（タターーゲゲッットト16.b_非非差差別別的的なな政政策策））。。 

• 文化施設への包摂的なアクセスの提供は、環境と日常生活の質の向上に寄与します （（タターーゲゲッットト9.1_質質
のの高高いいイインンフフララとと公公平平ななアアククセセスス及び11.7_包包摂摂的的なな公公共共ススペペーースス））。。 

• インターネット上での文化的サービスの範囲を拡大することで、文化への普遍的かつ手頃なアクセスを

向上させます（（タターーゲゲッットト9.c_情情報報技技術術へへののアアククセセスス））。。 

• 表現の自由、及び特に芸術的な自由は、基本的権利の不可欠な部分であり、開かれた議論の環境と地

球市民の育成を実現します（（タターーゲゲッットト16.10_基基本本的的自自由由））。。 

• 文化は住民の参画並びに公共団体とコミュニティ間の新たな関係に向けての準備を整え、多くの場合、

コミュニティが関与するきっかけをもたらすことで、参加型の意思決定を促す役目を果たします（（タターーゲゲッッ

トト16.7_参参加加型型のの意意思思決決定定））。。 

i=1 
f1 
N 

/k 

 

概概要要 社会的一体性の指標は、以下の3つの主要指標を集計したものです。 
• 異異文文化化のの容容認認：：他の文化から来た隣人を受け入れることに異議を唱えない人々の

割合。 

• 対対人人信信頼頼感感：：他者を信頼できると表明する人々の割合。 

• ジジェェンンダダーー平平等等のの認認識識：：ジェンダー平等に対する肯定的な評価の程度（主観的意

見）。 

目目的的 この指標は、異文化への理解度、他の文化から来た人々に対する個人的な受

容度、並びに各国の文化的、社会的、経済的及び政治的な生活に参加する機

会と権利に関する男女間のギャップを評価することを目的としています。 
 
 

 
 

 
 

デデーータタ 
ソソーースス • 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査（「Rosenbergの質問」を含む）

、及び文化に関する情報システム（利用可能な場合）。 
• 世界価値観調査（WVS）、ラテンバロメーター：対人信頼感（A60112）、アジアバロ

メーター：ほとんどの人を信頼できる（Q024）、アフロバロメーター：ほとんどの人を

信頼できる、又は他者を信頼している。 

重要な注記：これらの調査における実際の質問及び不確定要素は変化する場合があ

ります。各国での実際の質問内容を検討の上、このトピックに「最適な」内容を判断す

ることが重要です。 
 
 
 
 

 
 

方方法法 異異文文化化間間のの信信頼頼 
計算方法は、利用できるデータソースによって異なります。計算方法は、よく使用さ

れるデータソースの順番で編成されます。 

公式： 

DoC=∑k

 

1. 世世界界価価値値観観調調査査：： 
ここでは、 
fi は、項目iを信頼する人数、 
N は参照母集団、 
kは検討対象の項目数（例えばWVSの価値観から3つを使用）を表します。 

以下、V35、V37、V39の価値観を使用（V43MD_MDIのセクション）：「隣人として望まし

くないと回答した人々」では、以下のグループが隣人として望ましくないと述べていない

人々の割合を計算しています。 
a. 異なる人種の人々 
b. 移民/外国人労働者 
c. 異なる宗教の人々 
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2. 世世界界価価値値観観調調査査：： 

 
方方法法 2. 公公式式のの全全国国・・地地域域調調査査：： 

最新の公式の全国・地域調査に含まれる適切な質問を使用して、以下に対する信頼度

を測定します。 
a. 異なる人種の人々 
b. 移民/外国人労働者 
c. 異なる宗教の人々 

対対人人信信頼頼感感 
この指標は、以下の3つのデータソース（以下に優先順に記載）に含まれる各国の最新

データを使用して構築することができます。 

1. 公公式式のの全全国国・・地地域域調調査査では、以下の「Rosenbergの質問」を実施します。「概ね、ほと

んどの人を信頼できますか? それとも人と対するときには非常に慎重になる必要があり

ますか? 
a. ほとんどの人を信頼できる。 
b. 非常に慎重になる必要がある」 

 

対人信頼感を測定するために、1981年から「Rosenbergの質問」がWVSに盛り込まれ

ました。「V23.- 概ね、ほとんどの人を信頼できますか? それとも人と対するときには非常

に慎重になる必要がありますか? 
a. ほとんどの人を信頼できる。 
b. 非常に慎重になる必要がある」 

この指標は、「Rosenbergの質問」に対して「ほとんどの人を信頼できる」と回答した人の

割合を表します（以下を参照）。 

ジジェェンンダダーー平平等等のの認認識識 
計算方法は、利用できるデータソースによって異なります。 

1. 世世界界価価値値観観調調査査 
この指標の構築については、以下の質問を参照してください。 
a. （V44）仕事の数が限られている場合、女性より男性の方が仕事に就く権利を持つべ

きである 
b. （V61）女性より男性の方が優れた政治指導者になれる 
c. （V62）大学は女性より男性にとって重要である 

世界価値観調査のオンラインデータ分析を使用してV44、V61及びV62の結果を調べます。 
a. V44の質問に対しては、以下の3つの回答が考えられます。「同意する」、「同意しな

い」、「どちらでもない」 

データ表の関連セル内の「同意しない」の結果のみに注目します。これは[Marginals]タブ

をクリックして取得できます。 
b. V61の質問に対しては、以下のように多くの回答が考えられます。1 大いに同意する、

2 同意する、3 同意しない、4 まったく同意しない。-1 わからない -2 無回答 -3 該当

なし -4 調査で質問されなかった -5 欠落- 不明。 

データ表の関連セル内の「同意しない」と「まったく同意しない」の結果のみに注目します。

これは[Marginals]タブをクリックして取得できます。 
c. V62の質問に対しては、以下のように多くの回答が考えられます。1 大いに同意する、

2 同意する、3 同意しない、4 まったく同意しない。-1 わからない -2 無回答 -3 該当

なし -4 調査で質問されなかった -5 欠落- 不明。 

データ表の関連セル内の「同意しない」と「まったく同意しない」の結果のみに注目します。

これは[Marginals]タブをクリックして取得できます。 

18 社社会会的的一一体体性性ののたためめのの文文化化 

 

 
 
 
 

ココメメンントト 異異文文化化間間のの信信頼頼ににつついいてて 

この指標はCDISで使用される指標を反映しています。これは他の文化に対する許容度

を測定するもので、以下の指標のように、「信頼」を測定する方法の一種と見なすことがで

きます。ここで使用されている3つすべての世界価値観調査指標の統計分析は、いずれ

も同じ信頼の「側面」を評価したものであることを示唆しています（2017; 41-2, Box 2.1）。 

この指標は中核的な指標としては選ばれていません。その主な理由は2つあります。第

一に、これは主観的指標であり、調査結果は短期間における世論の動向に影響を受け

る場合があります。第二に、最も一般的なソースである世界価値観調査のサンプルサイ

ズは国家レベルでは信頼できる一方で、一国内でのこのような意見調査の結果は、地

方の状況次第で異なる可能性があります。国又は国際レベルの「信頼」調査を解釈する

方は、『信頼を測るOECDガイドライン』（OECD、2017年）を参照してください。このガイ

ドラインは、調査方法の評価及び結果の解釈に関する広範な情報を提供しています。 

こうした制約があるものの、この指標は文化的発展に向けた重要な課題を扱っています。 
 

異異文文化化間間のの信信頼頼ににつついいてて 

この指標はCDISで使用される指標を反映しています。対人信頼感はソーシャルキャピタ

ルの一般的な尺度となる指標であるため、発展の基礎的要素となります。OECD（2017; 
51）は、SDGsとソーシャルキャピタルをモニタリングするにあたっての「信頼」の重要性を

強調しています。 

「信頼」の厳密な指標については学際的に重要な議論の対象となっており、多くの方法が

使用されています。国又は国際レベルの「信頼」調査を解釈する方は、『信頼を測る

OECDガイドライン』（2017年）を参照してください。このガイドラインは、調査方法の評価

及び結果の解釈に関する広範な情報を提供しています。 

この指標は中核的な指標としては選ばれていません。その主な理由は2つあります。第一

に、これは主観的指標であり、調査結果は短期間における世論の動向に影響を受ける場

合があります。第二に、最も一般的なソースである世界価値観調査のサンプルサイズは

国家レベルでは信頼できる一方で、一国内でのこのような意見調査の結果は、地方の状

況次第で異なる可能性があります。 

ジジェェンンダダーー平平等等のの認認識識ににつついいてて 

文文化化的的なな慣慣行行、、価価値値観観、、思思考考態態度度及及びび伝伝統統はは、、個個人人レレベベルル及及びびココミミュュニニテティィレレベベルルににおおけけ

るるジジェェンンダダーー関関係係のの性性質質とと質質をを形形成成しし、、そそのの基基盤盤ととななりりまますす。。ままたた、、女女性性とと男男性性ががそそれれぞぞ

れれ望望むむ生生活活をを選選択択しし、、国国のの文文化化的的、、政政治治的的、、経経済済的的及及びび社社会会的的発発展展にに寄寄与与しし、、そそここかからら

恩恩恵恵をを得得るるここととががででききるる度度合合いいのの主主要要なな決決定定要要因因ににななりりまますす。。 

これは、ジェンダー平等がどの程度社会の成員から肯定的に解釈され、支持されている

かを測る記述的指標です。最終スコアは0%～100%になります。100%は理想的な結果で

あり、ジェンダー平等が社会の中で重要な地位を占めており、人々に強く支持されている

ことを示します。このような理想的な結果は、国の進捗状況の測定における目標又はベン

チマークとみなす必要があります。 
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2. 世世界界価価値値観観調調査査：： 

 
方方法法 2. 公公式式のの全全国国・・地地域域調調査査：： 

最新の公式の全国・地域調査に含まれる適切な質問を使用して、以下に対する信頼度

を測定します。 
a. 異なる人種の人々 
b. 移民/外国人労働者 
c. 異なる宗教の人々 

対対人人信信頼頼感感 
この指標は、以下の3つのデータソース（以下に優先順に記載）に含まれる各国の最新

データを使用して構築することができます。 

1. 公公式式のの全全国国・・地地域域調調査査では、以下の「Rosenbergの質問」を実施します。「概ね、ほと

んどの人を信頼できますか? それとも人と対するときには非常に慎重になる必要があり

ますか? 
a. ほとんどの人を信頼できる。 
b. 非常に慎重になる必要がある」 

 

対人信頼感を測定するために、1981年から「Rosenbergの質問」がWVSに盛り込まれ

ました。「V23.- 概ね、ほとんどの人を信頼できますか? それとも人と対するときには非常

に慎重になる必要がありますか? 
a. ほとんどの人を信頼できる。 
b. 非常に慎重になる必要がある」 

この指標は、「Rosenbergの質問」に対して「ほとんどの人を信頼できる」と回答した人の

割合を表します（以下を参照）。 

ジジェェンンダダーー平平等等のの認認識識 
計算方法は、利用できるデータソースによって異なります。 

1. 世世界界価価値値観観調調査査 
この指標の構築については、以下の質問を参照してください。 
a. （V44）仕事の数が限られている場合、女性より男性の方が仕事に就く権利を持つべ

きである 
b. （V61）女性より男性の方が優れた政治指導者になれる 
c. （V62）大学は女性より男性にとって重要である 

世界価値観調査のオンラインデータ分析を使用してV44、V61及びV62の結果を調べます。 
a. V44の質問に対しては、以下の3つの回答が考えられます。「同意する」、「同意しな

い」、「どちらでもない」 

データ表の関連セル内の「同意しない」の結果のみに注目します。これは[Marginals]タブ

をクリックして取得できます。 
b. V61の質問に対しては、以下のように多くの回答が考えられます。1 大いに同意する、

2 同意する、3 同意しない、4 まったく同意しない。-1 わからない -2 無回答 -3 該当

なし -4 調査で質問されなかった -5 欠落- 不明。 

データ表の関連セル内の「同意しない」と「まったく同意しない」の結果のみに注目します。

これは[Marginals]タブをクリックして取得できます。 
c. V62の質問に対しては、以下のように多くの回答が考えられます。1 大いに同意する、

2 同意する、3 同意しない、4 まったく同意しない。-1 わからない -2 無回答 -3 該当

なし -4 調査で質問されなかった -5 欠落- 不明。 

データ表の関連セル内の「同意しない」と「まったく同意しない」の結果のみに注目します。

これは[Marginals]タブをクリックして取得できます。 
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ココメメンントト 異異文文化化間間のの信信頼頼ににつついいてて 

この指標はCDISで使用される指標を反映しています。これは他の文化に対する許容度

を測定するもので、以下の指標のように、「信頼」を測定する方法の一種と見なすことがで

きます。ここで使用されている3つすべての世界価値観調査指標の統計分析は、いずれ

も同じ信頼の「側面」を評価したものであることを示唆しています（2017; 41-2, Box 2.1）。 

この指標は中核的な指標としては選ばれていません。その主な理由は2つあります。第

一に、これは主観的指標であり、調査結果は短期間における世論の動向に影響を受け

る場合があります。第二に、最も一般的なソースである世界価値観調査のサンプルサイ

ズは国家レベルでは信頼できる一方で、一国内でのこのような意見調査の結果は、地

方の状況次第で異なる可能性があります。国又は国際レベルの「信頼」調査を解釈する

方は、『信頼を測るOECDガイドライン』（OECD、2017年）を参照してください。このガイ

ドラインは、調査方法の評価及び結果の解釈に関する広範な情報を提供しています。 

こうした制約があるものの、この指標は文化的発展に向けた重要な課題を扱っています。 
 

異異文文化化間間のの信信頼頼ににつついいてて 

この指標はCDISで使用される指標を反映しています。対人信頼感はソーシャルキャピタ

ルの一般的な尺度となる指標であるため、発展の基礎的要素となります。OECD（2017; 
51）は、SDGsとソーシャルキャピタルをモニタリングするにあたっての「信頼」の重要性を

強調しています。 

「信頼」の厳密な指標については学際的に重要な議論の対象となっており、多くの方法が

使用されています。国又は国際レベルの「信頼」調査を解釈する方は、『信頼を測る

OECDガイドライン』（2017年）を参照してください。このガイドラインは、調査方法の評価

及び結果の解釈に関する広範な情報を提供しています。 

この指標は中核的な指標としては選ばれていません。その主な理由は2つあります。第一

に、これは主観的指標であり、調査結果は短期間における世論の動向に影響を受ける場

合があります。第二に、最も一般的なソースである世界価値観調査のサンプルサイズは

国家レベルでは信頼できる一方で、一国内でのこのような意見調査の結果は、地方の状

況次第で異なる可能性があります。 

ジジェェンンダダーー平平等等のの認認識識ににつついいてて 

文文化化的的なな慣慣行行、、価価値値観観、、思思考考態態度度及及びび伝伝統統はは、、個個人人レレベベルル及及びびココミミュュニニテティィレレベベルルににおおけけ

るるジジェェンンダダーー関関係係のの性性質質とと質質をを形形成成しし、、そそのの基基盤盤ととななりりまますす。。ままたた、、女女性性とと男男性性ががそそれれぞぞ

れれ望望むむ生生活活をを選選択択しし、、国国のの文文化化的的、、政政治治的的、、経経済済的的及及びび社社会会的的発発展展にに寄寄与与しし、、そそここかからら

恩恩恵恵をを得得るるここととががででききるる度度合合いいのの主主要要なな決決定定要要因因ににななりりまますす。。 

これは、ジェンダー平等がどの程度社会の成員から肯定的に解釈され、支持されている

かを測る記述的指標です。最終スコアは0%～100%になります。100%は理想的な結果で

あり、ジェンダー平等が社会の中で重要な地位を占めており、人々に強く支持されている

ことを示します。このような理想的な結果は、国の進捗状況の測定における目標又はベン

チマークとみなす必要があります。 
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芸芸術術的的なな自自由由にに関関すするるチチェェッッククリリスストト 
このリストの項目はほとんどの場合、国レベルで適用できます。ただし一部の都市は、一定の項目が地域

レベルでも該当するとみなしている場合があります。 
 

表表9.芸芸術術的的なな自自由由にに関関すするるチチェェッッククリリスストト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

批批准准さされれたた拘拘束束力力ののああるる国国際際文文書書 

万万国国著著作作権権条条約約（ユネスコ、1952年、1971年）     

文文学学的的及及びび美美術術的的著著作作物物のの保保護護にに関関すするるベベルルヌヌ条条約約 
（WIPO、1986年） 

    

実実演演家家、、レレココーードド製製作作者者及及びび放放送送機機関関のの保保護護にに関関すするるロローー

ママ国国際際条条約約（ユネスコ、1961年） 

    

許許諾諾をを得得なないいレレココーードドのの複複製製かかららののレコード製作者の保護

に関する条約（WIPO、1971年） 
  

  

著著作作権権条条約約 – WCT（WIPO、1996年）     

知知的的所所有有権権のの貿貿易易関関連連のの側側面面にに関関すするる協協定定 - TRIPS（
WTO、1995年） 

    

実実演演及及びびレレココーードドにに関関すするる世世界界知知的的所所有有権権機機関関条条約約 - 
WPPT（WIPO、1996年） 

    

国国内内のの法法律律上上及及びび規規制制上上のの枠枠組組みみ 

芸芸術術家家のの地地位位にに関関すするる勧勧告告（採択及び実施）（ユネスコ、

1980年） 

    

苦苦情情のの受受けけ付付けけ並並びびにに芸芸術術的的なな自自由由にに対対すするる違違反反及及びび制制

限限のの監監視視をを目目的的にに設立された独立機関 

2005年条約/ 
目標4.2. 
問題2 

   

職職業業的的芸芸術術家家のの登登録録をを担担当当すするる国の専門機関又は行政部

門のエビデンス（性別で登録されている職業的芸術家の人

数） 

    

芸芸術術家家、、文文化化的的職職業業従従事事者者、、及及びび /又又ははククリリエエイイテティィブブなな起起

業業家家ととししててのの女女性性のの評評価価及及びび向向上上をを支支援援すするるたためめのの政策

のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.1. 
問題3 

   

当当局局かかららのの事事前前介介入入をを受受けけずずにに、、芸芸術術作作品品をを普普及及ささせせるる、、

及及びび/又又はは実実演演すするる芸術家の権利を認める政策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 
問題1 

   

すべての市民が公公共共分分野野並並びびにに民民間間分分野野ににおおいいてて芸芸術術的的

作作品品をを自自由由にに享享受受すするる権利を認める政策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 
問題1 

   

著著作作権権法法のエビデンス  2005年条約/ 
指標22.3 

   

著著作作隣隣接接権権のエビデンス 
    

 

19 芸芸術術的的なな自自由由 

 

ココメメンントト その結果を分析及びコンテキスト化する際は、ジェンダー別及び年齢層別（並びに農村

部/都市部又は収入五分位階級などの、入手できる補助的かつ重要な不確定要素別）

の推奨される最終スコアの解離を参照するのが効果的な場合があります。これらは、異

なる社会層及び人口層にわたりジェンダー平等がどのように認識されているかに関する

興味深い洞察を与えてくれると共に、ジェンダー平等に関する価値付けを損ねる要因、

又は推進する要因を特定するのに役立ちます。また、主観的指標はこの側面の客観的

指標の対象となる分野（労働力率、政治参加、教育）を補完するため、これら特定の分野

に関して得られた結果を相互に関連付けると興味深い考察を得られる場合があります。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
理論上は、ここで挙げた各種調査で使用された調査データを男女別の回答に分類し、対人信頼感

とジェンダー平等に対する思考態度を比較することができます。ただしこれらのデータは、調査の設

計に関連するサンプリング上の問題により、性別で分類した場合に信頼性に欠ける可能性がありま

す。これらのデータは紙媒体で発行されていない、又はオンラインで公開されていない場合でも、オ

リジナルデータの提供元から入手できる場合があります。 
 
 

概概要要 芸術的な自由に対する支持のレベル、及び芸術家の地位を特定するためのチェックリス

ト。 
 

目目的的 この指標は、芸術家及びクリエイターにとって持続可能な環境の発展レベルを評価する

ことを目的としています。 
 

デデーータタソソーースス • ユネスコのデータ：2005年条約の定期報告。 
• 国及び地域のソース：文化省、行政データ、特定の全国調査、及び文化に関する情報

システム（利用可能な場合）。 

方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
 

ココメメンントト 芸術家に関する地域の状況を示している場合がありますが、おおむね全国的な状況を

示していると思われます。 
 

18 社社会会的的一一体体性性ののたためめのの文文化化  
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編
芸芸術術的的なな自自由由にに関関すするるチチェェッッククリリスストト 
このリストの項目はほとんどの場合、国レベルで適用できます。ただし一部の都市は、一定の項目が地域

レベルでも該当するとみなしている場合があります。 
 

表表9.芸芸術術的的なな自自由由にに関関すするるチチェェッッククリリスストト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

批批准准さされれたた拘拘束束力力ののああるる国国際際文文書書 

万万国国著著作作権権条条約約（ユネスコ、1952年、1971年）     

文文学学的的及及びび美美術術的的著著作作物物のの保保護護にに関関すするるベベルルヌヌ条条約約 
（WIPO、1986年） 

    

実実演演家家、、レレココーードド製製作作者者及及びび放放送送機機関関のの保保護護にに関関すするるロローー

ママ国国際際条条約約（ユネスコ、1961年） 

    

許許諾諾をを得得なないいレレココーードドのの複複製製かかららののレコード製作者の保護

に関する条約（WIPO、1971年） 
  

  

著著作作権権条条約約 – WCT（WIPO、1996年）     

知知的的所所有有権権のの貿貿易易関関連連のの側側面面にに関関すするる協協定定 - TRIPS（
WTO、1995年） 

    

実実演演及及びびレレココーードドにに関関すするる世世界界知知的的所所有有権権機機関関条条約約 - 
WPPT（WIPO、1996年） 

    

国国内内のの法法律律上上及及びび規規制制上上のの枠枠組組みみ 

芸芸術術家家のの地地位位にに関関すするる勧勧告告（採択及び実施）（ユネスコ、

1980年） 

    

苦苦情情のの受受けけ付付けけ並並びびにに芸芸術術的的なな自自由由にに対対すするる違違反反及及びび制制

限限のの監監視視をを目目的的にに設立された独立機関 

2005年条約/ 
目標4.2. 
問題2 

   

職職業業的的芸芸術術家家のの登登録録をを担担当当すするる国の専門機関又は行政部

門のエビデンス（性別で登録されている職業的芸術家の人

数） 

    

芸芸術術家家、、文文化化的的職職業業従従事事者者、、及及びび /又又ははククリリエエイイテティィブブなな起起

業業家家ととししててのの女女性性のの評評価価及及びび向向上上をを支支援援すするるたためめのの政策

のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.1. 
問題3 

   

当当局局かかららのの事事前前介介入入をを受受けけずずにに、、芸芸術術作作品品をを普普及及ささせせるる、、

及及びび/又又はは実実演演すするる芸術家の権利を認める政策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 
問題1 

   

すべての市民が公公共共分分野野並並びびにに民民間間分分野野ににおおいいてて芸芸術術的的

作作品品をを自自由由にに享享受受すするる権利を認める政策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 
問題1 

   

著著作作権権法法のエビデンス  2005年条約/ 
指標22.3 

   

著著作作隣隣接接権権のエビデンス 
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ココメメンントト その結果を分析及びコンテキスト化する際は、ジェンダー別及び年齢層別（並びに農村

部/都市部又は収入五分位階級などの、入手できる補助的かつ重要な不確定要素別）

の推奨される最終スコアの解離を参照するのが効果的な場合があります。これらは、異

なる社会層及び人口層にわたりジェンダー平等がどのように認識されているかに関する

興味深い洞察を与えてくれると共に、ジェンダー平等に関する価値付けを損ねる要因、

又は推進する要因を特定するのに役立ちます。また、主観的指標はこの側面の客観的

指標の対象となる分野（労働力率、政治参加、教育）を補完するため、これら特定の分野

に関して得られた結果を相互に関連付けると興味深い考察を得られる場合があります。 

 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
理論上は、ここで挙げた各種調査で使用された調査データを男女別の回答に分類し、対人信頼感

とジェンダー平等に対する思考態度を比較することができます。ただしこれらのデータは、調査の設

計に関連するサンプリング上の問題により、性別で分類した場合に信頼性に欠ける可能性がありま

す。これらのデータは紙媒体で発行されていない、又はオンラインで公開されていない場合でも、オ

リジナルデータの提供元から入手できる場合があります。 
 
 

概概要要 芸術的な自由に対する支持のレベル、及び芸術家の地位を特定するためのチェックリス

ト。 
 

目目的的 この指標は、芸術家及びクリエイターにとって持続可能な環境の発展レベルを評価する

ことを目的としています。 
 

デデーータタソソーースス • ユネスコのデータ：2005年条約の定期報告。 
• 国及び地域のソース：文化省、行政データ、特定の全国調査、及び文化に関する情報

システム（利用可能な場合）。 

方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
 

ココメメンントト 芸術家に関する地域の状況を示している場合がありますが、おおむね全国的な状況を

示していると思われます。 
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 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

著著作作権権及及びび著著作作隣隣接接権権にに基基づづくく徴徴収収とと分分配配を担当する行

政部門/市民社会組織の存在（登録芸術家の人数、徴収し

た年間資金） 

    

芸芸術術家家ととそそのの団団体体がが以以下下にに関関すするる政政策策決決定定ププロロセセススにに関関

与与ししてていいたたというエビデンス  
a. 専門的な地位及び権利 
b. デジタル環境の規制 

    

危危険険ににささららさされれてていいるる、、又又はは亡亡命命中中のの芸芸術術家家をを保保護護すするる（過

去5年間において公共団体が開発又は支援した避難場所、

ガイダンス及びトレーニングの提供など） 
政策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題3 

   

過去5年間において導入又は改正された芸術家を対象とし

た政府資金/州の補助金及び賞金（独立した委員会などを

介して）に関する透透明明性性ののああるる意意思思決決定定をを確確保保すするることを目

的とした政策のエビデンス  

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題4 

   

過去5年間において採択又は改正された、芸術家の専門的

な地位を考慮に入れた社社会会保保護護ププロロググララムム（健康保険、退

職金制度、失業手当など）のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題5 

   

過去5年間において採択又は改正された、芸術家の地位を

考慮に入れた経経済済政政策策（労働協約、減税、その他の規制上

の枠組みなど）のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題6 

   

新しい技術を使用して仕事をしている芸芸術術家家ののデデジジタタルルククリリ

エエイイテティィビビテティィとと能能力力をを促促進進すするるために実施されている以下

の活動のエビデンス 
a. 実験、インキュベータのスペース 
b. 研修プログラム（Webデザイン、ソフトウェアとハードウェ

アの使用など） 

2005年条約/ 

目標1.3. 

問題4 

   

芸術家がイインンタターーネネッットトでで自自分分のの作作品品をを公公開開すするるここととをを支援

する政策のエビデンス 

2005年条約/ 

指標5 

及び6 

   

芸芸術術家家及及びび文文化化的的職職業業従従事事者者のの流流動動性性、、並並びびにに実実際際のの参参

画画をを支支援援すするるププロロググララムム（文化イベント及び文化交流施設）（

交換プログラムに参加する芸術家の人数及びエビデンス） 

2005年条約/ 

目標2.1. 

   

* チェックリストへの回答には、該当する場合は、はい/いいえ、数字又はエビデンスが含まれる場合があります。 
 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
回答者は、チェックリストに含まれる以下のような要素を考慮に入れて、芸術的な自由のジェンダー

要素及びそれらの影響を評価する必要があります。 
 各種管理委員会におけるメンバーのジェンダー比率。 
 上級管理職及び指導者の地位に就いている女性の存在。 
 計画及び政策が女性の特定の関心事項を考慮に入れているか否か 

（例えば、特に女性にとって関心がある文化活動の支援）。 
 芸術家、実演家及び補助作業者の専門家団体におけるジェンダー比率。 
 上記のプログラム参加者のジェンダー比率。 

 

概概要要 人口分布に対する文化インフラの利用可能性。 
 

目目的的 この指標は、様々な人々が文化施設にアクセスできる程度を評価することを目的としてい

ます。 

この指標は、人口規模に対する都市又は国の文化施設の数を評価することを目的として

いるため、指標4の「文化施設」を補足するものです。データを入手できる場合、文化イン

フラの種類別に分類されることがあります。表4は、これらの一連の様々な指標が文化施

設の様々な側面（財政、品質、雇用/スタッフ配置、来訪者を含む）をどのように評価する

かを示す対応表です。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域の寄与：行政データ及び文化に関する情報システム（利用可能な場合）。 

 
 

 
方方法法 この指標は、国内の都市又は都市圏のコングロマリットの区画、又は行政区画（郡、州な

ど）において、文化施設の総合的な利用可能性と使用を、それらを使用することが見込ま

れる人口と比較して評価することを目的としています。 

各行政区画・区域を対象に、各種類の施設（博物館・美術館など）数と総人口に関する

データを入手します。各施設がどの程度地域全体にわたり均等に分布しているかに関す

る指標として、地域/都市全体にわたる各施設の標準偏差を計算します。 
 

 

ココメメンントト この指標では、行政区画ごとの様々な種類の「会場」の件数をカウントし、標準偏差を計

算してこの分布の一貫性を評価します。この指標では、様々な施設の相対的規模や提

供サービスの品質は考慮されていません。一部の調査（アゼルバイジャン、ジョージアな

ど）では、首都における施設数が不足している結果が出ています。ただし、首都の施設

は地方よりもはるかに大規模で、質が高くなっています。例えば、「国立図書館」は1か所

しかありませんが、数千冊もの多くの最新図書を揃えています。「国立劇場」も1か所しか

ありませんが、地方のどの劇場よりもはるかに大規模で、一流の国立劇団やダンスカン

パニーが利用しています。この指標は簡単な数を提供しているため、国にとってはデー

タをまとめるのは容易ですが、上記のように、解釈が難しくなります。 

この指標20は、様々な行政区画又は近隣地域に文化施設が提供されている程度を測

定します。文化施設の「品質」は、要素1が文化環境の性質及び分布との関連が深いた

め、指標4を使用して評価されます。以下の指標21では人々が様々な文化施設を使用

する程度（様々な人口グループの割合）を測定します。 

文化インフラは、ダイナミックな文化セクター/クラスターの出現につながる環境を生み出

すためには不可欠です。これは、施設が位置する地域の文化的、社会的及び経済的活

力の源です。資本へのアクセス、創造、生産、流通、普及、及び研修のための施設など

の基本的なインフラが欠如している場合、文化事業従事者は実行可能な文化ベンチャー

を構築する際に、重大な困難に直面します。 
 

 

20 文文化化へへののアアククセセスス 
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編表表9.芸芸術術的的なな自自由由にに関関すするるチチェェッッククリリスストト 
 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

著著作作権権及及びび著著作作隣隣接接権権にに基基づづくく徴徴収収とと分分配配を担当する行

政部門/市民社会組織の存在（登録芸術家の人数、徴収し

た年間資金） 

    

芸芸術術家家ととそそのの団団体体がが以以下下にに関関すするる政政策策決決定定ププロロセセススにに関関

与与ししてていいたたというエビデンス  
a. 専門的な地位及び権利 
b. デジタル環境の規制 

    

危危険険ににささららさされれてていいるる、、又又はは亡亡命命中中のの芸芸術術家家をを保保護護すするる（過

去5年間において公共団体が開発又は支援した避難場所、

ガイダンス及びトレーニングの提供など） 
政策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題3 

   

過去5年間において導入又は改正された芸術家を対象とし

た政府資金/州の補助金及び賞金（独立した委員会などを

介して）に関する透透明明性性ののああるる意意思思決決定定をを確確保保すするることを目

的とした政策のエビデンス  

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題4 

   

過去5年間において採択又は改正された、芸術家の専門的

な地位を考慮に入れた社社会会保保護護ププロロググララムム（健康保険、退

職金制度、失業手当など）のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題5 

   

過去5年間において採択又は改正された、芸術家の地位を

考慮に入れた経経済済政政策策（労働協約、減税、その他の規制上

の枠組みなど）のエビデンス 

2005年条約/ 
目標4.2. 

問題6 

   

新しい技術を使用して仕事をしている芸芸術術家家ののデデジジタタルルククリリ

エエイイテティィビビテティィとと能能力力をを促促進進すするるために実施されている以下

の活動のエビデンス 
a. 実験、インキュベータのスペース 
b. 研修プログラム（Webデザイン、ソフトウェアとハードウェ

アの使用など） 

2005年条約/ 

目標1.3. 

問題4 

   

芸術家がイインンタターーネネッットトでで自自分分のの作作品品をを公公開開すするるここととをを支援

する政策のエビデンス 

2005年条約/ 

指標5 

及び6 

   

芸芸術術家家及及びび文文化化的的職職業業従従事事者者のの流流動動性性、、並並びびにに実実際際のの参参

画画をを支支援援すするるププロロググララムム（文化イベント及び文化交流施設）（

交換プログラムに参加する芸術家の人数及びエビデンス） 

2005年条約/ 

目標2.1. 

   

* チェックリストへの回答には、該当する場合は、はい/いいえ、数字又はエビデンスが含まれる場合があります。 
 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
回答者は、チェックリストに含まれる以下のような要素を考慮に入れて、芸術的な自由のジェンダー

要素及びそれらの影響を評価する必要があります。 
 各種管理委員会におけるメンバーのジェンダー比率。 
 上級管理職及び指導者の地位に就いている女性の存在。 
 計画及び政策が女性の特定の関心事項を考慮に入れているか否か 

（例えば、特に女性にとって関心がある文化活動の支援）。 
 芸術家、実演家及び補助作業者の専門家団体におけるジェンダー比率。 
 上記のプログラム参加者のジェンダー比率。 

 

概概要要 人口分布に対する文化インフラの利用可能性。 
 

目目的的 この指標は、様々な人々が文化施設にアクセスできる程度を評価することを目的としてい

ます。 

この指標は、人口規模に対する都市又は国の文化施設の数を評価することを目的として

いるため、指標4の「文化施設」を補足するものです。データを入手できる場合、文化イン

フラの種類別に分類されることがあります。表4は、これらの一連の様々な指標が文化施

設の様々な側面（財政、品質、雇用/スタッフ配置、来訪者を含む）をどのように評価する

かを示す対応表です。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域の寄与：行政データ及び文化に関する情報システム（利用可能な場合）。 

 
 

 
方方法法 この指標は、国内の都市又は都市圏のコングロマリットの区画、又は行政区画（郡、州な

ど）において、文化施設の総合的な利用可能性と使用を、それらを使用することが見込ま

れる人口と比較して評価することを目的としています。 

各行政区画・区域を対象に、各種類の施設（博物館・美術館など）数と総人口に関する

データを入手します。各施設がどの程度地域全体にわたり均等に分布しているかに関す

る指標として、地域/都市全体にわたる各施設の標準偏差を計算します。 
 

 

ココメメンントト この指標では、行政区画ごとの様々な種類の「会場」の件数をカウントし、標準偏差を計

算してこの分布の一貫性を評価します。この指標では、様々な施設の相対的規模や提

供サービスの品質は考慮されていません。一部の調査（アゼルバイジャン、ジョージアな

ど）では、首都における施設数が不足している結果が出ています。ただし、首都の施設

は地方よりもはるかに大規模で、質が高くなっています。例えば、「国立図書館」は1か所

しかありませんが、数千冊もの多くの最新図書を揃えています。「国立劇場」も1か所しか

ありませんが、地方のどの劇場よりもはるかに大規模で、一流の国立劇団やダンスカン

パニーが利用しています。この指標は簡単な数を提供しているため、国にとってはデー

タをまとめるのは容易ですが、上記のように、解釈が難しくなります。 

この指標20は、様々な行政区画又は近隣地域に文化施設が提供されている程度を測

定します。文化施設の「品質」は、要素1が文化環境の性質及び分布との関連が深いた

め、指標4を使用して評価されます。以下の指標21では人々が様々な文化施設を使用

する程度（様々な人口グループの割合）を測定します。 

文化インフラは、ダイナミックな文化セクター/クラスターの出現につながる環境を生み出

すためには不可欠です。これは、施設が位置する地域の文化的、社会的及び経済的活

力の源です。資本へのアクセス、創造、生産、流通、普及、及び研修のための施設など

の基本的なインフラが欠如している場合、文化事業従事者は実行可能な文化ベンチャー

を構築する際に、重大な困難に直面します。 
 

 

20 文文化化へへののアアククセセスス 
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21 文文化化にに関関すするる参参画画 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標では、文化施設の分布を測定します。この場合、以下のように、いくつかの側面がジェンダー

の観点から評価される場合があります。 
 文化施設の管理委員会のジェンダー比率 
 男女両方のニーズを平等に満たす文化施設の利用可能性 
 これらの施設の来訪者のジェンダー比率（対応表10及び指標21を参照） 

 
 
 

概概要要 3つの副指標により以下を測定します。 
1. 文文化化的的なな場場所所へへのの訪訪問問：：一定の文化的な場所又は実演への訪問回数の動向。 

2. 文文化化活活動動へへのの参参加加：：過去12か月間に1回以上、外出を伴う文化活動に参加した人口

の割合。 

3. 個個人人的的なな文文化化活活動動：：過去12か月間に自宅で文化活動を実施したことを報告した世帯

の割合（文化的な目的でのインターネットの使用を含む（EU統計局方式））。 

目目的的 この指標には以下の3つの主要目的があります。 
• 文化的な場所又は施設への合計訪問回数を評価する。動向データから、特定の種類

の施設への関心/訪問が増加又は減少しているかどうかが示されます。 

• 文化イベントに参加する、又は文化施設を訪問する人口の割合を評価する。動向デー

タから、外出先で文化的イベントに参加する人口の割合が増加又は減少しているかどう

かが特定されます。 

• 人々がどの程度自宅で文化活動・技能（料理、裁縫などの日常的な家事を除く）に従事

しているかを評価し、オンラインでの文化活動の役割をモニタリングする。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化に関する情報システム（入手

可能な場合）インターネットサービスプロバイダからのデータ。 

• ユーロバロメーター、ラテンバロメーターなどの地域調査。 
 

 

 

方方法法 文文化化的的なな場場所所へへのの訪訪問問 

大規模な公共の会場で開催される映画、演劇、コンサート、その他の文化的イベントに対

する年間の販売チケット枚数又は公式の文化施設への訪問回数に関する動向。 

これらのデータは一般に1,000人あたりの数値として表示されますが、多くの人々が2回以

上カウントされるため、分母として適切ではありません（以下のコメントを参照）。  
 
 

 
方方法法 文文化化活活動動へへのの参参加加 

過去12か月間に以下のいずれかの活動に参加したことを報告した人々の割合。 

• 映画/映画館/映画祭 

• 劇場又はダンスショー 

• 音楽のライブ演奏 

• 歴史/文化公園又は文化遺産 

• 博物館、美術館又は工芸展 

• 他のデータがある場合、当該の他の活動に適用することが可能。 

重要な注記：可能であれば、これらの数値は性別、年齢層、障害、民族、収入、教育水準、

及びその他の不確定要素別に分類する必要があります。 

 
個個人人的的なな文文化化活活動動 

過去12か月間に以下のいずれかの活動に従事したことを報告した人々の割合の計算。 

• 音楽、ダンスなどの実演/勉強 

• 視覚芸術及び工芸活動（絵画、彫刻、陶芸など） 

ここでの正確なカテゴリはデータの利用可能性によって異なる場合があります。 

 
文文化化目目的的ででののイインンタターーネネッットトのの使使用用 

過去12か月間に以下のいずれかの活動に従事したことを報告した人々の割合の計算。 

• オンラインニュースを読むこと 

• ゲーム、画像、映画又は音楽の再生/ダウンロード 

• Webラジオを聴くこと 

• ウィキでの調べもの 

• Webサイト又はブログの作成 

ユーロスタットが使用する分母は、過去3か月間にインターネットを使用した人口を表しま

す。別の分母として、全人口（特定の年齢層における）を考慮に入れることもできます。 
 

 

21 文文化化にに関関すするる参参画画 
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21 文文化化にに関関すするる参参画画 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
この指標では、文化施設の分布を測定します。この場合、以下のように、いくつかの側面がジェンダー

の観点から評価される場合があります。 
 文化施設の管理委員会のジェンダー比率 
 男女両方のニーズを平等に満たす文化施設の利用可能性 
 これらの施設の来訪者のジェンダー比率（対応表10及び指標21を参照） 

 
 
 

概概要要 3つの副指標により以下を測定します。 
1. 文文化化的的なな場場所所へへのの訪訪問問：：一定の文化的な場所又は実演への訪問回数の動向。 

2. 文文化化活活動動へへのの参参加加：：過去12か月間に1回以上、外出を伴う文化活動に参加した人口

の割合。 

3. 個個人人的的なな文文化化活活動動：：過去12か月間に自宅で文化活動を実施したことを報告した世帯

の割合（文化的な目的でのインターネットの使用を含む（EU統計局方式））。 

目目的的 この指標には以下の3つの主要目的があります。 
• 文化的な場所又は施設への合計訪問回数を評価する。動向データから、特定の種類

の施設への関心/訪問が増加又は減少しているかどうかが示されます。 

• 文化イベントに参加する、又は文化施設を訪問する人口の割合を評価する。動向デー

タから、外出先で文化的イベントに参加する人口の割合が増加又は減少しているかどう

かが特定されます。 

• 人々がどの程度自宅で文化活動・技能（料理、裁縫などの日常的な家事を除く）に従事

しているかを評価し、オンラインでの文化活動の役割をモニタリングする。 
 

デデーータタ 
ソソーースス 

• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、文化に関する情報システム（入手

可能な場合）インターネットサービスプロバイダからのデータ。 

• ユーロバロメーター、ラテンバロメーターなどの地域調査。 
 

 

 

方方法法 文文化化的的なな場場所所へへのの訪訪問問 

大規模な公共の会場で開催される映画、演劇、コンサート、その他の文化的イベントに対

する年間の販売チケット枚数又は公式の文化施設への訪問回数に関する動向。 

これらのデータは一般に1,000人あたりの数値として表示されますが、多くの人々が2回以

上カウントされるため、分母として適切ではありません（以下のコメントを参照）。  
 
 

 
方方法法 文文化化活活動動へへのの参参加加 

過去12か月間に以下のいずれかの活動に参加したことを報告した人々の割合。 

• 映画/映画館/映画祭 

• 劇場又はダンスショー 

• 音楽のライブ演奏 

• 歴史/文化公園又は文化遺産 

• 博物館、美術館又は工芸展 

• 他のデータがある場合、当該の他の活動に適用することが可能。 

重要な注記：可能であれば、これらの数値は性別、年齢層、障害、民族、収入、教育水準、

及びその他の不確定要素別に分類する必要があります。 

 
個個人人的的なな文文化化活活動動 

過去12か月間に以下のいずれかの活動に従事したことを報告した人々の割合の計算。 

• 音楽、ダンスなどの実演/勉強 

• 視覚芸術及び工芸活動（絵画、彫刻、陶芸など） 

ここでの正確なカテゴリはデータの利用可能性によって異なる場合があります。 

 
文文化化目目的的ででののイインンタターーネネッットトのの使使用用 

過去12か月間に以下のいずれかの活動に従事したことを報告した人々の割合の計算。 

• オンラインニュースを読むこと 

• ゲーム、画像、映画又は音楽の再生/ダウンロード 

• Webラジオを聴くこと 

• ウィキでの調べもの 

• Webサイト又はブログの作成 

ユーロスタットが使用する分母は、過去3か月間にインターネットを使用した人口を表しま

す。別の分母として、全人口（特定の年齢層における）を考慮に入れることもできます。 
 

 

21 文文化化にに関関すするる参参画画 
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ココメメンントト 文文化化的的なな場場所所へへのの訪訪問問ににつついいてて 

文化的な場所又はパフォーマンス（祭典など）への訪問回数に関する行政データは多くの

場合、入場が締め切られたとき、及び/又はチケットが発券されるときはいつでも入手でき

ます。これらの数値の変化は、文化活動の魅力又は需要の変化を反映している可能性が

あります。後述の「参画」指標は訪問回数ではなく人数を数えるものであるため好んで使用

されますが、この指標は発展途上国でより一般的に利用することができます。 

これらの数字は、各国の状況に応じて、様々な施設群について入手できる可能性がありま

すが、一般に対象となる施設は公共の博物館、美術館、図書館、並びに劇場、舞台芸術

センターです。この指標は、国際比較の達成というよりも、これらの一貫した会場群に合わ

せた来訪者の動向追跡に焦点を当てています。動向追跡の目的で使用する場合、ある施

設に対する関心が高まっているか、及び文化的イベントに対して十分な申し込みがあるか

どうかをそれとなく知ることができます。 

この指標から文化的イベントへの関心レベルをある程度把握できるため、「参画」指標と

みなすことができますが、先述のように、この指標は人数ではなく、埋まった座席数又は

チケットの販売枚数を表しているため、「訪問」指標として識別することが重要です。例え

ば、この指標に基づくと、月に4回映画を見に行く人は、4回分カウントされる可能性があり

ます。「訪問」回数（チケットの売上など）の増加は、より広範にわたる人々の訪問ではなく、

「文化的階級」の人々によるリピート訪問を反映している場合があることはよく知られてい

ます23。 
その上これらの行政データは年齢、性別、その他の特徴別にまとめられていないのが普

通です。それとは対照的に、次の「参画」指標は人数を測定しており、社会のすべての社

会的・文化的グループが文化活動に包括的に関与している度合いを測定するために使用

できます。 

また、この指標は多くの場合、来訪者がどこから来ているかは区別しません。一方で、世

帯調査をベースとしている指標は、特定の地域に関連する参画状況を区別するために使

用できます。この指標は、地元人も国内の他の地域から来た人々も横並びに観光客として

数える可能性がありますが、以下の指標では、国内の異なる地域の観光客と文化的な参

画とを区別することができます。ごく稀ですが、チケットの売上又は訪問回数の計算が直接

的な参加の調査と関連付けられる場合があり、これにより、例えば、外国人の訪問の割合

などを特定することができます。 

この指標の対象となっている施設は、おそらく以下の指標の訪問施設の中に含まれます

が、その場合これらの施設は機関レベルでカウントされます。「訪問」と「参加」との「重複」

度は判断のしようがないため、それらを比較するのは不可能です。 

21 文文化化にに関関すするる参参画画 
 

 

 
ココメメンントト 文文化化にに関関すするる参参画画ににつついいてて 

これは通常、家族が公演、展示会、その他の文化的イベントに出かける程度を評価する

文化に関する参画の「中核的な」指標とみなされます。 

前述の指標は、行政データ（集計した「入場」数、販売チケット枚数、又は埋まった席数）に

基づいています。こうしたデータは大抵の場合、年齢、性別、又は社会人口統計グループ

別に分類されていません。それとは対照的に、この指標と次の「参画」の指標は調査デー

タに基づいています。当該の調査では通常、相当数の社会人口統計学的な不確定要素（

特に性別と年齢。ただし、多くの場合、障害、人種、収入などのその他の重要な不確定要

素も含まれます）に関する実質的データを収集します。これらのすべての側面は、多様な

グループが、同じく多様な文化活動群に確実に参加することを目指す国にとって重要です。 

このように、これらの活動を詳細に分析することは極めて重要であり、文化的な多様性の

多くの側面がうかがえます。また、多様なコミュニティ、都市、地方などにとって様々な重要

性を持つ多彩な文化活動をうかがい知ることができます。そうした理由から、多くの国で文

化に関する参画について専門的な調査が実施されています24。それにもかかわらず、多く

の国はこのような調査を実施するためのリソースを有していないことが認識されており、文

化的な参画に関する調査の質問を既存の調査に盛り込むことができない場合は、前の指

標で言及したように行政データを使用することが推奨されます。 

 
文化に関する参画の質問が含まれる全国調査は、都市人口に対する評価を行えるほ

どの十分なサンプルを有していない場合があります。都市は、特に新しい観光戦略の

導入や主要な祭典の評価などの主な政策及びプログラムに対する評価プロセスの一

環として、文化的な参画に関する独自の調査を実施することを検討すべきです。場合

によっては、都市が信頼できるサンプルを作成するために十分な現地インタビューを支

援することで、全国調査のサンプルを「改善する」ことができます。都市独自の調査を

実施する代わりに、全国調査の改善を支援する場合は、国内の他の地域との比較並

びに全国的な状況の比較が可能になるという利点があります。 

 
個個人人的的なな文文化化活活動動ににつついいてて 

「外出する」ことに限らず、普段の活動の一部になっている文化活動は数多くあります。こ

れらには文芸作品の読書、音楽の演奏やダンスの実演/学習、並びに視覚芸術及び工芸

活動（絵画、彫刻、陶芸など）が該当します。多くの国ではこうした活動に関わる人数を増

やすことが重要な政策目標になっています。 
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ココメメンントト 文文化化的的なな場場所所へへのの訪訪問問ににつついいてて 

文化的な場所又はパフォーマンス（祭典など）への訪問回数に関する行政データは多くの

場合、入場が締め切られたとき、及び/又はチケットが発券されるときはいつでも入手でき

ます。これらの数値の変化は、文化活動の魅力又は需要の変化を反映している可能性が

あります。後述の「参画」指標は訪問回数ではなく人数を数えるものであるため好んで使用

されますが、この指標は発展途上国でより一般的に利用することができます。 

これらの数字は、各国の状況に応じて、様々な施設群について入手できる可能性がありま

すが、一般に対象となる施設は公共の博物館、美術館、図書館、並びに劇場、舞台芸術

センターです。この指標は、国際比較の達成というよりも、これらの一貫した会場群に合わ

せた来訪者の動向追跡に焦点を当てています。動向追跡の目的で使用する場合、ある施

設に対する関心が高まっているか、及び文化的イベントに対して十分な申し込みがあるか

どうかをそれとなく知ることができます。 

この指標から文化的イベントへの関心レベルをある程度把握できるため、「参画」指標と

みなすことができますが、先述のように、この指標は人数ではなく、埋まった座席数又は

チケットの販売枚数を表しているため、「訪問」指標として識別することが重要です。例え

ば、この指標に基づくと、月に4回映画を見に行く人は、4回分カウントされる可能性があり

ます。「訪問」回数（チケットの売上など）の増加は、より広範にわたる人々の訪問ではなく、

「文化的階級」の人々によるリピート訪問を反映している場合があることはよく知られてい

ます23。 
その上これらの行政データは年齢、性別、その他の特徴別にまとめられていないのが普

通です。それとは対照的に、次の「参画」指標は人数を測定しており、社会のすべての社

会的・文化的グループが文化活動に包括的に関与している度合いを測定するために使用

できます。 

また、この指標は多くの場合、来訪者がどこから来ているかは区別しません。一方で、世

帯調査をベースとしている指標は、特定の地域に関連する参画状況を区別するために使

用できます。この指標は、地元人も国内の他の地域から来た人々も横並びに観光客として

数える可能性がありますが、以下の指標では、国内の異なる地域の観光客と文化的な参

画とを区別することができます。ごく稀ですが、チケットの売上又は訪問回数の計算が直接

的な参加の調査と関連付けられる場合があり、これにより、例えば、外国人の訪問の割合

などを特定することができます。 

この指標の対象となっている施設は、おそらく以下の指標の訪問施設の中に含まれます

が、その場合これらの施設は機関レベルでカウントされます。「訪問」と「参加」との「重複」

度は判断のしようがないため、それらを比較するのは不可能です。 

21 文文化化にに関関すするる参参画画 
 

 

 
ココメメンントト 文文化化にに関関すするる参参画画ににつついいてて 

これは通常、家族が公演、展示会、その他の文化的イベントに出かける程度を評価する

文化に関する参画の「中核的な」指標とみなされます。 

前述の指標は、行政データ（集計した「入場」数、販売チケット枚数、又は埋まった席数）に

基づいています。こうしたデータは大抵の場合、年齢、性別、又は社会人口統計グループ

別に分類されていません。それとは対照的に、この指標と次の「参画」の指標は調査デー

タに基づいています。当該の調査では通常、相当数の社会人口統計学的な不確定要素（

特に性別と年齢。ただし、多くの場合、障害、人種、収入などのその他の重要な不確定要

素も含まれます）に関する実質的データを収集します。これらのすべての側面は、多様な

グループが、同じく多様な文化活動群に確実に参加することを目指す国にとって重要です。 

このように、これらの活動を詳細に分析することは極めて重要であり、文化的な多様性の

多くの側面がうかがえます。また、多様なコミュニティ、都市、地方などにとって様々な重要

性を持つ多彩な文化活動をうかがい知ることができます。そうした理由から、多くの国で文

化に関する参画について専門的な調査が実施されています24。それにもかかわらず、多く

の国はこのような調査を実施するためのリソースを有していないことが認識されており、文

化的な参画に関する調査の質問を既存の調査に盛り込むことができない場合は、前の指

標で言及したように行政データを使用することが推奨されます。 

 
文化に関する参画の質問が含まれる全国調査は、都市人口に対する評価を行えるほ

どの十分なサンプルを有していない場合があります。都市は、特に新しい観光戦略の

導入や主要な祭典の評価などの主な政策及びプログラムに対する評価プロセスの一

環として、文化的な参画に関する独自の調査を実施することを検討すべきです。場合

によっては、都市が信頼できるサンプルを作成するために十分な現地インタビューを支

援することで、全国調査のサンプルを「改善する」ことができます。都市独自の調査を

実施する代わりに、全国調査の改善を支援する場合は、国内の他の地域との比較並

びに全国的な状況の比較が可能になるという利点があります。 

 
個個人人的的なな文文化化活活動動ににつついいてて 

「外出する」ことに限らず、普段の活動の一部になっている文化活動は数多くあります。こ

れらには文芸作品の読書、音楽の演奏やダンスの実演/学習、並びに視覚芸術及び工芸

活動（絵画、彫刻、陶芸など）が該当します。多くの国ではこうした活動に関わる人数を増

やすことが重要な政策目標になっています。 
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ココメメンントト この指標と前項の指標との相違点は、後者の指標では文化的イベント/活動に観客として

参加した人の割合（性別、年齢別、又は障害別）を評価している点です。対してこの指標が

測定するのは、人々が文化活動に従事した際の積極度です。この指標では有償の活動を

含めることもできますが、自宅で楽器の演奏を練習するなど、自身の楽しみのために練習/
実践する程度をモニタリングすることがこの指標の意図です。身近な家族以外の人がこの

ような「パフォーマンス」の観客になることはあまり考えられません。例えば、俳優（プロ又

はアマチュア）が自宅でリハーサルを行う可能性はありますが、料金を支払って見に来る、

より幅広い観客の前でパフォーマンスを行うために自宅が会場として使用されることは滅

多に（「まったく」ではないにしても）ありません。国や都市は、文化活動を実践できる、又は

それを学ぶ人の人数を増やすことを目的とした政策を策定することができます。 

観客として文化活動に参加することは受動的な文化的参画に分類される場合があるのに

対し、この指標に基づく活動は能動的な文化的参画とされます。受動的な参画と能動的な

参画とを必ずしも区別できるとは限りません。コミュニティの祝典や伝統的慣行では、出席

者が順番で楽器の演奏やパフォーマンスを行うことがあります。例えば、一人ひとりがグ

ループの前で踊らなくてはならないことがあります。こうした場面では参加者は1つのイベ

ントで観客にもなり、実演者にもなります。またこのような区別は、主要「会場」での公式の

参加を、非公式の無形の文化的実践と区別するのに役立ちます。 
 

本指標はこのように前の指標と共に、慎重な解釈を必要とします。例えば、首都の都市

環境では、高所得者層は主要劇場に観客として参加できるのに対し、地域コミュニティ

の住民は形式張らない文化活動を求める場合があります。この場合、後者は文化活動

の能動的及び受動的なパフォーマーと観客、すなわち伝え手と受け手両方の役割を担

います。 

 
文文化化目目的的ででののイインンタターーネネッットトのの使使用用：：  

オンライン文化活動と呼ばれるこれらのカテゴリは現在、EU統計局のICT調査によって収

集されています。ただし、同調査がインターネットの新たな使用形態に適応していく中で、

このカテゴリは将来的に変更される場合があります25。韓国の調査では、類似カテゴリの

ICT文化活動を使用しています26。 
 
 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
理論上は、ここで挙げた各種調査で使用された調査データを男女別の回答に分類し、対人信頼感

とジェンダー平等に対する思考態度を比較することができます。ただしこれらのデータは、調査の

設計に関連するサンプリング上の問題により、性別で分類した場合に信頼性に欠ける可能性があ

ります。これらのデータは紙媒体で発行されていない、又はオンラインで公開されていない場合で

も、オリジナルデータの提供元から入手できる場合があります。 
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概概要要 各地域にとって重要な文化関連の政策、プログラム及び取り組みの開発及び実施の過

程にある地域コミュニティを含む全利害関係者の幅広い参画に関するチェックリスト。 

目目的的 この指標は、市民社会（特に文化セクターの職業従事者及びマイノリティ）に開かれてい

る文化活動、並びにそれぞれにとって重要な全国レベル及び地域/自治体/地方レベル

での政策、施策及びプログラムの構築と実施に参画する機会を評価することを目的とし

ています。 

この指標は、文化に関する政策及びプロジェクトの開発と実施にかかわるすべてのプ

ロセスに参加する市民、コミュニティ及び地域住民の役割を評価することを目的とする

指標12「文化ガバナンス」を補完するものです。 

デデーータタソソーースス • 1972年、2003年及び2005年条約の定期報告 
• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、 文化に関する情報システム  

（利用可能な場合）。 

方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
 

 
表表10.参参加加型型管管理理及及びびガガババナナンンススにに関関すするるチチェェッッククリリスストト  

 

 

22 参参加加型型ププロロセセスス 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

遺遺産産のの管管理理及及びびガガババナナンンススシシスステテムムへへのの参参画画 

文文化化政政策策並びに遺産（有形及び無形）の統合及び保全に関する

行政施策の定義に対するコミュニティ、団体及び個人の積積極極的的なな

参参画画のエビデンス 

2003年条約/ 
指標17指標11.4 

   

遺遺産産要要素素（（有有形形））のの特特定定及及びび登登録録にに関関すするる意思決定ププロロセセスス中中

ののココミミュュニニテティィにによよるる関関与与を示すエビデンス 
1972年条約/ 

指標31 

   

無無形形遺遺産産要要素素のの目目録録作作成成中のココミミュュニニテティィ主主導導にによよるるププロロセセススの

エビデンス 
2003年条約/ 

指標1.3及び8.1 

   

管理計画（住住民民のの参参画画にに対対ししてて正正式式にに定定めめらられれたた枠枠組組みみを含む）

が策定されている遺産の数  
1972年条約/ 

指標32 

   

過去1年間に実施されたコミュニティ、団体及び個人を対象とした

研研修修ププロロググララムムの件数 
2003年条約/ 

指標3.1 

   

社社会会的的にに排排除除さされれたた集集団団（先住民族、移民、難民など）にに対対すするる

ココミミュュニニテティィププロロググララムムのの作作成成を促進することで、メディアの多様

性を支援する政策及び施策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標1.2. 

問題2 

2003年条約/ 
指標18 

   

地地域域ココミミュュニニテティィががICHにに関関すするる科科学学的的、、技技術術的的及及びび文文化化的的調調査査

にに着着手手ししてていいるるとといいううエビデンス（実際にモニタリングと調査を実

施しているコミュニティ数及び活動内容の実例）  

2003年条約/ 
指標22 

   

ママイイノノリリテティィ及及びび/又又はは先先住住民民族族のの文文化化生生活活へへのの参参加加をを促促進進すするる

たためめのの具体的な施策 
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ココメメンントト この指標と前項の指標との相違点は、後者の指標では文化的イベント/活動に観客として

参加した人の割合（性別、年齢別、又は障害別）を評価している点です。対してこの指標が

測定するのは、人々が文化活動に従事した際の積極度です。この指標では有償の活動を

含めることもできますが、自宅で楽器の演奏を練習するなど、自身の楽しみのために練習/
実践する程度をモニタリングすることがこの指標の意図です。身近な家族以外の人がこの

ような「パフォーマンス」の観客になることはあまり考えられません。例えば、俳優（プロ又

はアマチュア）が自宅でリハーサルを行う可能性はありますが、料金を支払って見に来る、

より幅広い観客の前でパフォーマンスを行うために自宅が会場として使用されることは滅

多に（「まったく」ではないにしても）ありません。国や都市は、文化活動を実践できる、又は

それを学ぶ人の人数を増やすことを目的とした政策を策定することができます。 

観客として文化活動に参加することは受動的な文化的参画に分類される場合があるのに

対し、この指標に基づく活動は能動的な文化的参画とされます。受動的な参画と能動的な

参画とを必ずしも区別できるとは限りません。コミュニティの祝典や伝統的慣行では、出席

者が順番で楽器の演奏やパフォーマンスを行うことがあります。例えば、一人ひとりがグ

ループの前で踊らなくてはならないことがあります。こうした場面では参加者は1つのイベ

ントで観客にもなり、実演者にもなります。またこのような区別は、主要「会場」での公式の

参加を、非公式の無形の文化的実践と区別するのに役立ちます。 
 

本指標はこのように前の指標と共に、慎重な解釈を必要とします。例えば、首都の都市

環境では、高所得者層は主要劇場に観客として参加できるのに対し、地域コミュニティ

の住民は形式張らない文化活動を求める場合があります。この場合、後者は文化活動

の能動的及び受動的なパフォーマーと観客、すなわち伝え手と受け手両方の役割を担

います。 

 
文文化化目目的的ででののイインンタターーネネッットトのの使使用用：：  

オンライン文化活動と呼ばれるこれらのカテゴリは現在、EU統計局のICT調査によって収

集されています。ただし、同調査がインターネットの新たな使用形態に適応していく中で、

このカテゴリは将来的に変更される場合があります25。韓国の調査では、類似カテゴリの

ICT文化活動を使用しています26。 
 
 

  ジジェェンンダダーー要要素素  
理論上は、ここで挙げた各種調査で使用された調査データを男女別の回答に分類し、対人信頼感

とジェンダー平等に対する思考態度を比較することができます。ただしこれらのデータは、調査の

設計に関連するサンプリング上の問題により、性別で分類した場合に信頼性に欠ける可能性があ

ります。これらのデータは紙媒体で発行されていない、又はオンラインで公開されていない場合で

も、オリジナルデータの提供元から入手できる場合があります。 

21 文文化化にに関関すするる参参画画 
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概概要要 各地域にとって重要な文化関連の政策、プログラム及び取り組みの開発及び実施の過

程にある地域コミュニティを含む全利害関係者の幅広い参画に関するチェックリスト。 

目目的的 この指標は、市民社会（特に文化セクターの職業従事者及びマイノリティ）に開かれてい

る文化活動、並びにそれぞれにとって重要な全国レベル及び地域/自治体/地方レベル

での政策、施策及びプログラムの構築と実施に参画する機会を評価することを目的とし

ています。 

この指標は、文化に関する政策及びプロジェクトの開発と実施にかかわるすべてのプ

ロセスに参加する市民、コミュニティ及び地域住民の役割を評価することを目的とする

指標12「文化ガバナンス」を補完するものです。 

デデーータタソソーースス • 1972年、2003年及び2005年条約の定期報告 
• 国及び地域のソース：行政データ、特定の全国調査、 文化に関する情報システム  

（利用可能な場合）。 

方方法法 チェックリストには数値及び「はい」/「いいえ」の項目が含まれています。 
 

 
表表10.参参加加型型管管理理及及びびガガババナナンンススにに関関すするるチチェェッッククリリスストト  

 

 

22 参参加加型型ププロロセセスス 

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

遺遺産産のの管管理理及及びびガガババナナンンススシシスステテムムへへのの参参画画 

文文化化政政策策並びに遺産（有形及び無形）の統合及び保全に関する

行政施策の定義に対するコミュニティ、団体及び個人の積積極極的的なな

参参画画のエビデンス 

2003年条約/ 
指標17指標11.4 

   

遺遺産産要要素素（（有有形形））のの特特定定及及びび登登録録にに関関すするる意思決定ププロロセセスス中中

ののココミミュュニニテティィにによよるる関関与与を示すエビデンス 
1972年条約/ 

指標31 

   

無無形形遺遺産産要要素素のの目目録録作作成成中のココミミュュニニテティィ主主導導にによよるるププロロセセススの

エビデンス 
2003年条約/ 

指標1.3及び8.1 

   

管理計画（住住民民のの参参画画にに対対ししてて正正式式にに定定めめらられれたた枠枠組組みみを含む）

が策定されている遺産の数  
1972年条約/ 

指標32 

   

過去1年間に実施されたコミュニティ、団体及び個人を対象とした

研研修修ププロロググララムムの件数 
2003年条約/ 

指標3.1 

   

社社会会的的にに排排除除さされれたた集集団団（先住民族、移民、難民など）にに対対すするる

ココミミュュニニテティィププロロググララムムのの作作成成を促進することで、メディアの多様

性を支援する政策及び施策のエビデンス 

2005年条約/ 
目標1.2. 

問題2 

2003年条約/ 
指標18 

   

地地域域ココミミュュニニテティィががICHにに関関すするる科科学学的的、、技技術術的的及及びび文文化化的的調調査査

にに着着手手ししてていいるるとといいううエビデンス（実際にモニタリングと調査を実

施しているコミュニティ数及び活動内容の実例）  

2003年条約/ 
指標22 

   

ママイイノノリリテティィ及及びび/又又はは先先住住民民族族のの文文化化生生活活へへのの参参加加をを促促進進すするる

たためめのの具体的な施策 
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表表10.参参加加型型管管理理及及びびガガババナナンンススにに関関すするるチチェェッッククリリスストト  

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

過去5年間においてCSOとと協協議議のの上上策定した文化的表現の

多様性を促進する政策及び施策 
2005年条約/目標

1.4. 

   

市市民民社社会会組組織織にによよるる実実費費 
（文化的表現の多様性を促進するために 
実際に支出した金額） 

2005年条約/目標
1.4. 

   

チェックリストへの回答には、該当する場合は、はい/いいえ、数字又はエビデンスが含まれる場合があります。 

 
表表11.文文化化的的職職業業従従事事者者及及びび社社会会的的弱弱者者にによよるる参参画画（（2005年年条条約約/目目標標1.4.））27 

これらの項目は国レベル及び地域レベルで該当します。 
 

参参画画者者 職職業業従従事事者者 ママイイノノリリテティィ及及びび
社社会会的的弱弱者者 

以下の項目に関して、代表者と政府当局者間の対話の枠組みを提供する制

度的な仕組み（定例会、委員会）は設けられていますか? 
a. 政策の策定 
b. 管理 
c. 実施 
d. モニタリング及び/又は評価 

  

それらは活動的である（過去24か月間に公式会議が開催された）とみなせま

すか、又は活動的ではない（過去24か月間に公式会議が開催されていない）

とみなせますか? 

  

その性質は恒久的なもの（委員会など）ですか、又は臨時的なもの（会議な

ど）ですか? 

  

その決議には拘束力がありますか、又は助言的なものですか? 
  

 
 

 
  ジジェェンンダダーー要要素素  

回答者は、チェックリストに含まれる以下のような要素を考慮に入れて、参加型プロセスのジェンダー

要素及びそれらの影響を評価する必要があります。 
 各種管理委員会におけるメンバーのジェンダー比率。 
 上級管理職及び指導者の地位に就いている女性の存在。 
 計画及び政策が女性特有の関心事項を考慮に入れているか否か（例えば、特に女性にとって関

心がある文化活動の支援）。 

 この指標は、マイノリティ及び社会的弱者の代表に特に重点を置いています。これらのコミュニテ

ィでは男性と女性の両方が代表を務めているかどうかを考慮する必要があります。 

結結論論及及びび勧勧告告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ユネスコの文化条約及びプログラムを基盤とした文文化化|2030指指標標は、持続可能な開発のための2030アジェ

ンダの目標並びにターゲットに対する文化の貢献を分析する手段を提供し、国際的な開発アジェンダにお

ける文化の位置付けを強化するものです。この刊行物は、実実証証をを基基ににししたたアアププロローーチチを介して、グローバ

ルな課題（地球の気候変動、極度の貧困の軽減、雇用の向上、平和的な共存の実現など）への取り組み、

並びにコミュニティの福祉に向けた文化の付加的価値を実証することを目的としています。これらのテー

マ別の指標は、文化領域及び公共政策のその他のセクターにおける政策決定を改善し、長期的かつ持続

可能な開発の達成に向けて取り組むべき関係者の範囲を広げる必要性を促進する役割を果たします。 

国及び地域の持続可能な開発目標の達成に対する文化の影響を効果的に測定及びモニタリングするに

は、国及び都市はできる限り、既既存存のの国国及及びび地地域域のの情情報報源源、並びに国際組織及び非政府組織が集計した

データに依拠し、定定性性的的及及びび定定量量的的デデーータタを評価する必要があります。世界中の都市の目覚ましい成長

率に鑑みて、都市環境における文化の貢献を個別に測定し、都都市市固固有有ののデデーータタを提供するべきです。これ

により、持続可能な都市開発に向けての文化の役割を推進し、ユネスコの既存の都市ネットワークとプロ

グラム間の相乗効果を強化するのに役立てることができます。 

文化|2030指標を効果的に実施するには、関連機関の統統計計・・分分析析能能力力をを構構築築しし、、文化の役割と特定性へ

の理解を深める必要があります。分野横断的なつながりとして文化の影響を評価するには、教育から環境

までの組織及びセクター全体にわたる協協力力を必要とします。2030アジェンダに対する文化の貢献を評価す

る際の最重要な優先事項として、ジジェェンンダダーー平平等等に対しては分野横断的なアプローチを取り、ジェンダー別

データの収集や、政策、法律、手続きにおけるジェンダー要素の識別を行うことで、この課題に取り組む必

要があります。差別につながる可能性のあるその他の個別特性（年齢、民族、障害など）に対しても、可能

な場合は同じ分類アプローチを適用できます。データ収集の際は、当局は可能な限り地域的及び全国的に、

性別、年齢、障害、人種、収入、教育又はその他の関連する不確定要素別にデータを分類することが重要

です。 

文化|2030指標は、各国並びに各都市がそれぞれの進展を評価し、政策による成果を測るための一一助助ととなな

るる手手段段として認識されています。同じ場所での長期間にわたる変化を示すエビデンスは、持続可能な発展

に向けての文化の役割に関する主張を強化し、文化を持続可能な発展に関する政策及び活動の中核に

据えるための重要な第一歩です。 
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表表10.参参加加型型管管理理及及びびガガババナナンンススにに関関すするるチチェェッッククリリスストト  

 参参照照先先のの条条約約 ははいい/ 
いいいいええ 数数値値 エエビビデデンンスス 

過去5年間においてCSOとと協協議議のの上上策定した文化的表現の

多様性を促進する政策及び施策 
2005年条約/目標

1.4. 

   

市市民民社社会会組組織織にによよるる実実費費 
（文化的表現の多様性を促進するために 
実際に支出した金額） 

2005年条約/目標
1.4. 

   

チェックリストへの回答には、該当する場合は、はい/いいえ、数字又はエビデンスが含まれる場合があります。 

 
表表11.文文化化的的職職業業従従事事者者及及びび社社会会的的弱弱者者にによよるる参参画画（（2005年年条条約約/目目標標1.4.））27 

これらの項目は国レベル及び地域レベルで該当します。 
 

参参画画者者 職職業業従従事事者者 ママイイノノリリテティィ及及びび
社社会会的的弱弱者者 

以下の項目に関して、代表者と政府当局者間の対話の枠組みを提供する制

度的な仕組み（定例会、委員会）は設けられていますか? 
a. 政策の策定 
b. 管理 
c. 実施 
d. モニタリング及び/又は評価 

  

それらは活動的である（過去24か月間に公式会議が開催された）とみなせま

すか、又は活動的ではない（過去24か月間に公式会議が開催されていない）

とみなせますか? 

  

その性質は恒久的なもの（委員会など）ですか、又は臨時的なもの（会議な

ど）ですか? 

  

その決議には拘束力がありますか、又は助言的なものですか? 
  

 
 

 
  ジジェェンンダダーー要要素素  

回答者は、チェックリストに含まれる以下のような要素を考慮に入れて、参加型プロセスのジェンダー

要素及びそれらの影響を評価する必要があります。 
 各種管理委員会におけるメンバーのジェンダー比率。 
 上級管理職及び指導者の地位に就いている女性の存在。 
 計画及び政策が女性特有の関心事項を考慮に入れているか否か（例えば、特に女性にとって関

心がある文化活動の支援）。 

 この指標は、マイノリティ及び社会的弱者の代表に特に重点を置いています。これらのコミュニテ

ィでは男性と女性の両方が代表を務めているかどうかを考慮する必要があります。 

結結論論及及びび勧勧告告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ユネスコの文化条約及びプログラムを基盤とした文文化化|2030指指標標は、持続可能な開発のための2030アジェ

ンダの目標並びにターゲットに対する文化の貢献を分析する手段を提供し、国際的な開発アジェンダにお

ける文化の位置付けを強化するものです。この刊行物は、実実証証をを基基ににししたたアアププロローーチチを介して、グローバ

ルな課題（地球の気候変動、極度の貧困の軽減、雇用の向上、平和的な共存の実現など）への取り組み、

並びにコミュニティの福祉に向けた文化の付加的価値を実証することを目的としています。これらのテー

マ別の指標は、文化領域及び公共政策のその他のセクターにおける政策決定を改善し、長期的かつ持続

可能な開発の達成に向けて取り組むべき関係者の範囲を広げる必要性を促進する役割を果たします。 

国及び地域の持続可能な開発目標の達成に対する文化の影響を効果的に測定及びモニタリングするに

は、国及び都市はできる限り、既既存存のの国国及及びび地地域域のの情情報報源源、並びに国際組織及び非政府組織が集計した

データに依拠し、定定性性的的及及びび定定量量的的デデーータタを評価する必要があります。世界中の都市の目覚ましい成長

率に鑑みて、都市環境における文化の貢献を個別に測定し、都都市市固固有有ののデデーータタを提供するべきです。これ

により、持続可能な都市開発に向けての文化の役割を推進し、ユネスコの既存の都市ネットワークとプロ

グラム間の相乗効果を強化するのに役立てることができます。 

文化|2030指標を効果的に実施するには、関連機関の統統計計・・分分析析能能力力をを構構築築しし、、文化の役割と特定性へ

の理解を深める必要があります。分野横断的なつながりとして文化の影響を評価するには、教育から環境

までの組織及びセクター全体にわたる協協力力を必要とします。2030アジェンダに対する文化の貢献を評価す

る際の最重要な優先事項として、ジジェェンンダダーー平平等等に対しては分野横断的なアプローチを取り、ジェンダー別

データの収集や、政策、法律、手続きにおけるジェンダー要素の識別を行うことで、この課題に取り組む必

要があります。差別につながる可能性のあるその他の個別特性（年齢、民族、障害など）に対しても、可能

な場合は同じ分類アプローチを適用できます。データ収集の際は、当局は可能な限り地域的及び全国的に、

性別、年齢、障害、人種、収入、教育又はその他の関連する不確定要素別にデータを分類することが重要

です。 

文化|2030指標は、各国並びに各都市がそれぞれの進展を評価し、政策による成果を測るための一一助助ととなな

るる手手段段として認識されています。同じ場所での長期間にわたる変化を示すエビデンスは、持続可能な発展

に向けての文化の役割に関する主張を強化し、文化を持続可能な発展に関する政策及び活動の中核に

据えるための重要な第一歩です。 
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環環境境ととレレジジリリエエンンスス 

1. 文文化化遺遺産産及及びび自自然然遺遺産産のの保保全全にに対対すするる各各国国及及びび各各都都市市のの財財政政的的関関与与のの評評価価、、並並びびににレレジジリリエエンンスス

及及びび持持続続可可能能なな環環境境管管理理をを強強化化しし、、都都市市環環境境のの品品質質をを向向上上ささせせるる文文化化のの役役割割にに関関すするるエエビビデデンンスス

をを向向上上ささせせまますす。。持続可能な文化遺産及び自然遺産の管理に対する各国の投資及び関与のエビデ

ンスに関するより効果的な評価は、都市環境の品質向上、及び気候変動に対する取り組みに関連す

る環境レジリエンスの強化、並びに災害リスクの軽減に寄与します。 
 

国の当局又は地域当局は、UIS手手法法に基づき、すべての文化遺産及び自然遺産の保

全に対する支支出出額額（（公的及び民間）をを分分類類する必要があります（遺産のタイプ別、政府

のレベル別、支出のタイプ別、民間資金のタイプ別を含む）。 
 

特に前例のない都市化に直面している中で、国家及び都市圏レベルでの公的活動の

長所及び短所を特定するためには、行行政政デデーータタ、、ユユネネススココのの文文化化条条約約及及びび全全国国調調査査かか

らら報報告告さされれたたデデーータタかかららののエエビビデデンンススを使用して、文化並びに自然の遺産、慣行、知識

、歴史的動産遺物の管理及び保全に関する慎重なモニタリングが必要とされます。 

全国及び都市の有形遺産、無形遺産及び自然遺産の持続可能な保全及び管理を通じ

て、並びに歴史地区における新規建築が持続可能な自然かつ伝伝統統的的なな建建築築手手法法とと資資

材材を利用している程程度度のの測測定定を通じて、気候変動の軽減と適応を促進し、レジリエンス

を強化するために講じられている施策の評価を向上させます。 
 

地域当局及び国の当局は、全人口におけるすべての社会的/文化的グループの文化的

表現の促進を確保し、可能な限り最も広範な文化的職業従事者及び文化関連の事業

へのアクセスについて評価するために、文文化化施施設設のの多多様様性性とと空空間間分分布布をを評評価価する必要

があります。 

 
都市レベルでの公公共共空空間間のモニタリングには、文化生活への平等のアクセスとその多

様性を保証する手段として、規規模模、、数数、、空空間間分分布布、、及及びび用用途途をを含含めめるる必必要要ががあありりまますす。。 

1.1 1 

1.2 2 

1.3 3 

1.4 4 

1.5 5 
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環環境境ととレレジジリリエエンンスス 

1. 文文化化遺遺産産及及びび自自然然遺遺産産のの保保全全にに対対すするる各各国国及及びび各各都都市市のの財財政政的的関関与与のの評評価価、、並並びびににレレジジリリエエンンスス

及及びび持持続続可可能能なな環環境境管管理理をを強強化化しし、、都都市市環環境境のの品品質質をを向向上上ささせせるる文文化化のの役役割割にに関関すするるエエビビデデンンスス

をを向向上上ささせせまますす。。持続可能な文化遺産及び自然遺産の管理に対する各国の投資及び関与のエビデ

ンスに関するより効果的な評価は、都市環境の品質向上、及び気候変動に対する取り組みに関連す

る環境レジリエンスの強化、並びに災害リスクの軽減に寄与します。 
 

国の当局又は地域当局は、UIS手手法法に基づき、すべての文化遺産及び自然遺産の保

全に対する支支出出額額（（公的及び民間）をを分分類類する必要があります（遺産のタイプ別、政府

のレベル別、支出のタイプ別、民間資金のタイプ別を含む）。 
 

特に前例のない都市化に直面している中で、国家及び都市圏レベルでの公的活動の

長所及び短所を特定するためには、行行政政デデーータタ、、ユユネネススココのの文文化化条条約約及及びび全全国国調調査査かか

らら報報告告さされれたたデデーータタかかららののエエビビデデンンススを使用して、文化並びに自然の遺産、慣行、知識

、歴史的動産遺物の管理及び保全に関する慎重なモニタリングが必要とされます。 

全国及び都市の有形遺産、無形遺産及び自然遺産の持続可能な保全及び管理を通じ

て、並びに歴史地区における新規建築が持続可能な自然かつ伝伝統統的的なな建建築築手手法法とと資資

材材を利用している程程度度のの測測定定を通じて、気候変動の軽減と適応を促進し、レジリエンス

を強化するために講じられている施策の評価を向上させます。 
 

地域当局及び国の当局は、全人口におけるすべての社会的/文化的グループの文化的

表現の促進を確保し、可能な限り最も広範な文化的職業従事者及び文化関連の事業

へのアクセスについて評価するために、文文化化施施設設のの多多様様性性とと空空間間分分布布をを評評価価する必要

があります。 

 
都市レベルでの公公共共空空間間のモニタリングには、文化生活への平等のアクセスとその多

様性を保証する手段として、規規模模、、数数、、空空間間分分布布、、及及びび用用途途をを含含めめるる必必要要ががあありりまますす。。 

1.1 1 

1.2 2 

1.3 3 

1.4 4 

1.5 5 

繁繁栄栄とと生生計計 

2. 国及び都市の収入、並びに生計と雇用に貢献する文化の可能性を定量化・定性化します。

既存のガバナンス構造に関連する文化的な製品、サービス、事業を介した収入、収益及び

雇用の創出に向けての文化の貢献を評価することで、経済成長並びにより包摂的かつ持続

可能な経済の推進と実現を支援することができます。 
 

文化セクターの経済成長（生産レベルを含む）に関する貢貢献献のの評評価価、及び雇雇

用用率率と文文化化関関連連のの雇雇用用の追跡は、包摂的な経済成長を促進し、特に若者の

雇用を創出し、貧困軽減に向けての文化の役割を強化するために不可欠で

す。 

 
文文化化事事業業件件数数のの動動向向をを通通じじてて、、文化関連の小規模及びマイクロ事業の実現

可能性の条件を評価する必要があります。これらは、文化事業の性質におけ

る変化のパターンに関する全体的な見通し（サブセクターのバランス、集中地

域、クラスター化など）を提供します。 

 
家家計計支支出出のの合合計計にに占占めめるる割割合合ととししてて示示さされれるる文文化化にに対対すするる世世帯帯支支出出ののモモニニ

タタリリンンググは、文化的活動、製品及びサービスに関する地域市場の規模を評価

し、文化活動に働きかけるのに不可欠です。

 
 
全全輸輸出出にに占占めめるる割割合合ととししてて示示さされれるる文文化化的的製製品品及及びびササーービビススのの輸輸出出のの追跡

は、国及び都市の文化的製品及びサービスに対する国際的な需要を明らか

にし、輸出を促進するために強化できる規制上の環境に関する洞察を提供し

てくれます。 

 
あらゆる文化的枠組みでは、文文化化やや芸芸術術にに対対すするる公公的的支支出出及及びび様様々々なな種種類類

のの資資金金源源のの明明確確な全体像を描くことを試みる必要があります。したがって、中

央政府からの直接的な援助を地方の資金源（地域コミュニティに対する助成

金、NGOへの支払いを含む）と区別するために、データを分類する必要があ

ります。公的支出レベルのモニタリングは、地域コミュニティの雇用創出及び

文化的表現に対する公的資金のレバレッジ効果を示すのに役立ちます。 

 
国、地域及び地方の当局は、生活向上に向けた人間らしい労働・取引条件を

保証し、経済に貢献する文化の全潜在能力を発揮するために、文文化化セセククタターー

のの支支援援をを目目的的ととししたた既既存存のの政政策策及及びび規規則則をを追追跡跡すするる必必要要ががあありりまますす。。公的支

出、雇用創出の動向などの他の指標は、実証に基づく政策をサポートし、政策

実施の成功を促します。 

2.1 6 

7 

2.2 8 

2.3 9 

2.4 10 

2.5 11 

2.6 12 
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3. 国国のの当当局局及及びび地地方方当当局局はは、、教教育育・・研研修修制制度度のの政政策策及及びび機機関関がが創創造造分分野野ににおおけけるる文文化化的的なな知知識識とと技技

能能のの融融合合、、伝伝播播及及びび促促進進、、並並びびにに文文化化的的多多様様性性及及びび文文化化的的トトレレーーニニンンググのの正正ししいい理理解解ををどどのの程程度度支支

援援ししてていいるるかかををモモニニタタリリンンググすするる必必要要ががあありりまますす。。教育カリキュラムにおける文化的実践及び多様性

の認識と促進、多言語主義並びに文化・芸術教育の推進は、学習を強化し、文化多元主義の尊重を

促進します。各国におけるこれらの目的の達成度を測定するには、国及び中心市街地は定期的な追

跡及び評価を実施する必要があります。 

 
持続可能な発展に向けた教育が、教育のあらゆるレベル（方針、カリキュラム、授業）にお

いて、文文化化のの多多様様性性、、遺遺産産、、及及びび文文化化的的価価値値をどの程度包含しているかを評価します。 

 
教育及び研修のあらゆるレベルにわたる遺産及び創造分野に関する研研修修のの利利用用可可能能

性性についてモニタリングします。 

 
国及び地方のカリキュラムを使用して、異異文文化化間間のの対対話話及及びび文文化化的的多多様様性性へへのの理理解解をを

促促進進すするるたためめにに、、初等・中等教育で多言語主義がどの程度推進されているかを評価し

ます。地方当局は、指導と授業で「実際に」使用されている言語について明確に文書化

された記録を入手することに重点を置く必要があります。 

 
中等学校のカリキュラムに文化・創造分野がどの程度含まれているかを評価し、創造性

のレベル及び文化的表現の多様性に対する理解をモニタリングします。中等学学校校はは、、文

化教育に充てる時間を測定する際には、「「文文化化科科目目」」にに関関すするる広広範範かかつつ包包摂摂的的なな定定義義

をを使使用用すするる必必要要ががあありりまますす。。  

 
文化・創造分野の研修を受ける学生の割合を評価します。これにより、すすべべててのの文文化化関関

連連分分野野ににおおけけるるすすべべててのの中等以降の教教育育及及びび研研修修へへのの学学生生のの参参加加について概算する

ことができます。国家資格枠組みを使用することによって、技術教育及び訓練並びに職

業教育及び訓練（TVET）及びノンフォーマル教育における文化の位置を評価すること

ができます。 

3.1 13 

3.2 14 

3.3 15 

3.4 16 

3.5 17 
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3. 国国のの当当局局及及びび地地方方当当局局はは、、教教育育・・研研修修制制度度のの政政策策及及びび機機関関がが創創造造分分野野ににおおけけるる文文化化的的なな知知識識とと技技

能能のの融融合合、、伝伝播播及及びび促促進進、、並並びびにに文文化化的的多多様様性性及及びび文文化化的的トトレレーーニニンンググのの正正ししいい理理解解ををどどのの程程度度支支

援援ししてていいるるかかををモモニニタタリリンンググすするる必必要要ががあありりまますす。。教育カリキュラムにおける文化的実践及び多様性

の認識と促進、多言語主義並びに文化・芸術教育の推進は、学習を強化し、文化多元主義の尊重を

促進します。各国におけるこれらの目的の達成度を測定するには、国及び中心市街地は定期的な追

跡及び評価を実施する必要があります。 

 
持続可能な発展に向けた教育が、教育のあらゆるレベル（方針、カリキュラム、授業）にお

いて、文文化化のの多多様様性性、、遺遺産産、、及及びび文文化化的的価価値値をどの程度包含しているかを評価します。 

 
教育及び研修のあらゆるレベルにわたる遺産及び創造分野に関する研研修修のの利利用用可可能能

性性についてモニタリングします。 

 
国及び地方のカリキュラムを使用して、異異文文化化間間のの対対話話及及びび文文化化的的多多様様性性へへのの理理解解をを

促促進進すするるたためめにに、、初等・中等教育で多言語主義がどの程度推進されているかを評価し

ます。地方当局は、指導と授業で「実際に」使用されている言語について明確に文書化

された記録を入手することに重点を置く必要があります。 

 
中等学校のカリキュラムに文化・創造分野がどの程度含まれているかを評価し、創造性

のレベル及び文化的表現の多様性に対する理解をモニタリングします。中等学学校校はは、、文

化教育に充てる時間を測定する際には、「「文文化化科科目目」」にに関関すするる広広範範かかつつ包包摂摂的的なな定定義義

をを使使用用すするる必必要要ががあありりまますす。。  

 
文化・創造分野の研修を受ける学生の割合を評価します。これにより、すすべべててのの文文化化関関

連連分分野野ににおおけけるるすすべべててのの中等以降の教教育育及及びび研研修修へへのの学学生生のの参参加加について概算する

ことができます。国家資格枠組みを使用することによって、技術教育及び訓練並びに職

業教育及び訓練（TVET）及びノンフォーマル教育における文化の位置を評価すること

ができます。 

3.1 13 

3.2 14 

3.3 15 

3.4 16 

3.5 17 

包包摂摂とと参参画画 
 
4. 文文化化施施設設へへのの包包摂摂的的ななアアククセセススのの評評価価をを通通じじてて、、文文化化がが参参画画、、包包摂摂、、社社会会的的一一体体性性をを促促進進

すするる能能力力、、文文化化的的表表現現にに参参加加しし、、実実践践すするる権権利利、、並並びびにに芸芸術術上上のの自自由由及及びび文文化化活活動動をを育育

成成・・実実現現すするる環環境境のの提提供供ににつついいてて評評価価ししまますす。。これは同時に、公共分野での地域コミュニテ

ィの効果的な関与の状況を明らかにし、ひいては、社会的一体性、文化への理解、及びより

安全な社会への寄与を促進します。 

 
異文化間の理解及び他の文化から来た人々の権利の尊重に関する指標を

介して、文文化化活活動動をを実実践践しし、、参参加加すするるこれらの人々に対する尊重の程度を検

討します。 

 
創造と表現の自由を保証する政策及び規制環境の提供を通じて、芸芸術術的的なな

自自由由度度をモニタリングし、芸芸術術家家ととククリリエエイイタターーにに対対すするる持持続続可可能能なな環環境境のの発発

展展レレベベルルをを評評価価ししまますす。。 
 
 
 全国及びすべての都市近郊で、あらゆる種類の文化施設に平等にアクセス

可能であるかを評価します。地方当局は、国家及び都市圏レベルで文化への

需要が満たされることを確保するために、文化的な知識、サービス及び製品

の実実践践、、創創造造、、流流通通、、及及びび普普及及にに寄寄与与すするる施施設設へへののアアククセセススをを提提供供すするる能能力力

をを評評価価すするる必要があります。 

 
文化的な場所、施設及びイベントを訪れる人々、並びに自宅で文化活動（文

化的な目的でのインターネットの使用を含む）を実践していると報告する世帯

の割合を評価することで、文化に関する参画をモニタリングします。地方当局

は、文化活動に参加する住民の割合、及び持続可能な観光客の人数の増加

を目指す政策を支援するために、文文化化施施設設及及びび市市民民社社会会とと協協力力ししてて、、ビビジジタタ

ーーとと参参加加者者にに関関すするるデデーータタ（（世世帯帯調調査査及及びび主主要要施施設設へへのの訪訪問問人人数数にに関関すするる

行行政政デデーータタをを含含むむ））のの収収集集をを改改善善すするる必要があります。 
 

市市民民社社会会及及びび文文化化セセククタターーのの職職業業従従事事者者にに開開かかれれてていいるる、、文化活動に関す

る意意思思決決定定ププロロセセスス（これらの人々に関連する国及び地域レベルでの政策、

施策及びプログラムの開発を含む）にに参参画画すするる機機会会を評価します。 

4.1 18 

4.2 19 

4.3 20 

4.4 21 

4.5 22 
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用用語語集集 
 
 
 
 

行行政政区区分分（（県県/州州/省省））：：国家レベルの直下にあ

る地域の政治・行政区分。比較目的で推奨される

ベンチマークは、ISO 3166-228の「国コード及びそ

の区画コードの国際規格」です。これには、230か
国以上の行政区分が一覧表示されています。欧州

連合では、複数レベルの地域を網羅する行政区分

の構造化された分類であるNUTS（地域統計分類

単位）があります。国家レベルの直下にある主な行

政区分に対して使用される名称は国によって異な

ります。そのため、コロンビアでは県、ブルキナファ

ソとベトナムでは省、タンザニア連合共和国では州

という区分が該当します。 

芸芸術術教教育育：：デッサン、絵画、彫刻、デザイン、 
工芸技術、音楽、演劇、文学、舞踊、サーカス、写

真、デジタルアート、映画撮影、ビデオ、及び新たな

形態の大衆的な芸術表現などの、多くの学問分野

の下位区分で構成されます29。 

ババイイリリンンガガルル及及びび多多言言語語教教育育：：指導手段として

複数の言語を使用すること。複数の言語の授業及

び複数の言語による指導は同様に多言語主義の促

進に寄与しますが、国際的、地方、地域、公式、又

は全国レベルであるかを問わず、この指標の考案

においては言語教育にあてられる授業時間のみが

考慮されています。 

主主要要文文化化ドドメメイインン30：以下の主要な文化コンテ

ンツの作成、制作、配布並びに享受に直接関連す

る一般的なセットの文化面で生産的な産業、活動

及び実践。 
• 文化・自然遺産 
• パフォーマンス及び祝典 
• 視覚芸術及び工芸 
• 書籍及び出版物 
• オーディオビジュアル及びインタラクティブメディア 
• デザイン及びクリエイティブサービス 
• 無形文化遺産（分野横断的なドメイン）。 

キキャャリリンンググキキャャパパシシテティィププラランン：：季節ごとの

需要やその他の変動を考慮に入れることで観光

地への悪影響を最小限に抑え、観光の持続可

能性を確保するために、観光地の観光客の収容

力を管理する計画（http://whc. 
unesco.org/sustainabletourismtoolkit/guides/ 
guide-8-managing-visitor-behaviour）。 

映映画画館館：：UISの定義に従って、「屋内映画館」

と定義されます。 

ククリリエエイイテティィブブハハブブ：：「文化・クリエイティブ産

業セクター内の交流、組織及びビジネスの発展

のためにリース可能又は利用可能なスペースの

一部を使用するインフラ又は場所」（EU/British 
Council/ ADDICT 2016） 

ククリリエエイイテティィブブ又又はは文文化化ククララススタターー：：経済学

におけるクラスターの概念は、1890年にAlfred 
Marshallによって初めて提言されましたが、

1990年代にはPorter及びKrugmanによって新

たな命を吹き込まれました。これは、類似の業種

の企業は互いに競争していても、同じ区域又は

建物内にある場合、サービスや発想を共有でき

るため、より効果を上げることができると示唆し

ています。この理論は特に、文化事業の説明に

あたって訴求力を発揮することが明らかになって

います。クリエイティブな人々は互いにインスピ

レーションを受けながら、財務、人事、その他の

管理サービスなどの「日常的な」ビジネス機能を

共用のサービスに任せることができます。地方

行政は多くの場合、特に新興企業を支援するた

めに、「インキュベータ」の形態をとるクラスターを

支援しています。インキュベータは多くの場合、1
つ又は複数のクリエイティブセクターにおけるセ

クターの強みを引き上げるために使用されます。

ただし、これらのクラスターは、変わりやすいビジ

ネス基盤と経営ブランディングをベースとしてい

るために、定義するのが困難な場合があります。 

文文化化的的製製品品及及びびササーービビスス31：「芸術的、美的、

象徴的、及び精神的な価値を含む」ために、他

の経済製品及びサービスと区別される製品。 
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用用語語集集 
 
 
 
 

行行政政区区分分（（県県/州州/省省））：：国家レベルの直下にあ

る地域の政治・行政区分。比較目的で推奨される

ベンチマークは、ISO 3166-228の「国コード及びそ

の区画コードの国際規格」です。これには、230か
国以上の行政区分が一覧表示されています。欧州

連合では、複数レベルの地域を網羅する行政区分

の構造化された分類であるNUTS（地域統計分類

単位）があります。国家レベルの直下にある主な行

政区分に対して使用される名称は国によって異な

ります。そのため、コロンビアでは県、ブルキナファ

ソとベトナムでは省、タンザニア連合共和国では州

という区分が該当します。 

芸芸術術教教育育：：デッサン、絵画、彫刻、デザイン、 
工芸技術、音楽、演劇、文学、舞踊、サーカス、写

真、デジタルアート、映画撮影、ビデオ、及び新たな

形態の大衆的な芸術表現などの、多くの学問分野

の下位区分で構成されます29。 

ババイイリリンンガガルル及及びび多多言言語語教教育育：：指導手段として

複数の言語を使用すること。複数の言語の授業及

び複数の言語による指導は同様に多言語主義の促

進に寄与しますが、国際的、地方、地域、公式、又

は全国レベルであるかを問わず、この指標の考案

においては言語教育にあてられる授業時間のみが

考慮されています。 

主主要要文文化化ドドメメイインン30：以下の主要な文化コンテ

ンツの作成、制作、配布並びに享受に直接関連す

る一般的なセットの文化面で生産的な産業、活動

及び実践。 
• 文化・自然遺産 
• パフォーマンス及び祝典 
• 視覚芸術及び工芸 
• 書籍及び出版物 
• オーディオビジュアル及びインタラクティブメディア 
• デザイン及びクリエイティブサービス 
• 無形文化遺産（分野横断的なドメイン）。 

キキャャリリンンググキキャャパパシシテティィププラランン：：季節ごとの

需要やその他の変動を考慮に入れることで観光

地への悪影響を最小限に抑え、観光の持続可

能性を確保するために、観光地の観光客の収容

力を管理する計画（http://whc. 
unesco.org/sustainabletourismtoolkit/guides/ 
guide-8-managing-visitor-behaviour）。 

映映画画館館：：UISの定義に従って、「屋内映画館」

と定義されます。 

ククリリエエイイテティィブブハハブブ：：「文化・クリエイティブ産

業セクター内の交流、組織及びビジネスの発展

のためにリース可能又は利用可能なスペースの

一部を使用するインフラ又は場所」（EU/British 
Council/ ADDICT 2016） 

ククリリエエイイテティィブブ又又はは文文化化ククララススタターー：：経済学

におけるクラスターの概念は、1890年にAlfred 
Marshallによって初めて提言されましたが、

1990年代にはPorter及びKrugmanによって新

たな命を吹き込まれました。これは、類似の業種

の企業は互いに競争していても、同じ区域又は

建物内にある場合、サービスや発想を共有でき

るため、より効果を上げることができると示唆し

ています。この理論は特に、文化事業の説明に

あたって訴求力を発揮することが明らかになって

います。クリエイティブな人々は互いにインスピ

レーションを受けながら、財務、人事、その他の

管理サービスなどの「日常的な」ビジネス機能を

共用のサービスに任せることができます。地方

行政は多くの場合、特に新興企業を支援するた

めに、「インキュベータ」の形態をとるクラスターを

支援しています。インキュベータは多くの場合、1
つ又は複数のクリエイティブセクターにおけるセ

クターの強みを引き上げるために使用されます。

ただし、これらのクラスターは、変わりやすいビジ

ネス基盤と経営ブランディングをベースとしてい

るために、定義するのが困難な場合があります。 

文文化化的的製製品品及及びびササーービビスス31：「芸術的、美的、

象徴的、及び精神的な価値を含む」ために、他

の経済製品及びサービスと区別される製品。 
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文文化化遺遺産産：：以下の内容を指します。a) 記念工

作物：建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画

、考古学的な性質の物件又は構造物、碑文、洞穴住

居、並びにこれらの物件の組み合せであって、歴史

上、芸術上又は学術上の観点から顕著な価値を有

するもの、 
b) 建造物群：独立した建造物の群又は連続した建

造物の群であって、その建築様式、均質性又は景

観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上

の観点から顕著な価値を有するもの、c)遺跡：人

間の作品、自然と人間との共同作品及び考古学

的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民

族学上又は人類学上の観点から顕著な価値を有

するもの。 

指標を構築する目的上、検討対象の文化遺産項

目は、顕著な普遍的価値及び/又は国家的価値を

有していると認知されており、国際及び/又は国内

の文化遺産リスト又は指定・登録簿に記載されて

いる必要があります。 

文文化化にに関関すするる参参画画：：文化に関する参画には、

生活の質、伝統及び信仰を反映した消費を含む文

化的実践並びにコミュニティ内で実施される活動が

含まれます。これには、映画やコンサートに出かけ

るなどの、公式の有料イベント、並びにコミュニティ

の文化活動やアマチュアの芸術制作への参加など

の非公式の文化活動、又は読書などの日常的な

活動が含まれます。文化に関する参画には、能動

的行動と受動的行動（コンサートを聴く人と音楽を

演奏する人）の両方が含まれます。この定義に基

づき、文化参画に関する指標では、以下の文化活

動の鑑賞又は参加が対象となります。 
• 映画/映画館/映画祭 
• 劇場又はダンスショー 
• 音楽のライブ演奏 
• 歴史/文化公園又は文化遺産 
• 博物館、美術館又は工芸展 
• 国又は地域の祭典 
• コミュニティの文化イベント/歴史行事の祝典 
• コミュニティの儀式/行事/式典 

文文化化的的実実践践：：以下の3つのカテゴリに従って定

義することができます。 
• 自宅での実践：テレビを見ること、ラジオを聴くこと、

録音・録画を聴く又は見ること、読書、及びコンピ

ュータとインターネットの使用に費やす時間を指し

ます。 
• 外出：映画館、劇場、コンサート、博物館・美術館、

記念碑、遺産などの文化的な場所への訪問が含

まれます。 
• アイデンティティ形成：アマチュアの文化的実践、

文化協会の会員32、大衆文化、民族文化、コミュニ

ティの慣行、及び若者文化33が含まれます。 

文文化化的的生生産産活活動動：：個人又は団体の責任の下で、

投入物（労働力、製品及びサービス、資本）を産出

物（製品及びサービス）に変える、報酬を対価とした

文化ドメインに含まれる活動34。文化ドメインの一部

としてのすべての活動が生産活動に含まれるとは

限りません。 
文化的生産には市場活動及び市場以外の活動が

含まれます。市場以外の活動には、無償又はごくわ

ずかな対価で製品を提供する非営利組織及び政府 
機関による活動が含まれます35。ただし、方法論上

の理由から、文化活動のGDPへの貢献に関する

CDISの中核的な指標では、民間の公式の文化的生

産活動によるGDPへの貢献のみを評価しています。 

文文化化財財：：出所又は所有権にかかわらず、宗教

的又は非宗教的な根拠に基づき、考古学、先史学、

歴史、文学、芸術又は科学にとって重要であるとし

て国内当局により特に指定され、以下のカテゴリに

属する財産を指します。 
• 動物相、植物相、鉱物及び生体組織の貴重なコレ

クション及び標本、並びに古生物学的関心の対象

物 
• 歴史（科学、技術、軍隊及び社会の歴史を含む）、

国内の指導者、思想家、科学者及び芸術家、並び

に国家的重要性がある行事に関連する遺産 
• 考古学的発掘（定期的又は内密の発掘を含む）、

又は考古学的発見による成果物 
• 分割された芸術的・歴史的記念碑又は考古学的

遺跡の構成要素 

 • 碑文、硬貨、刻印など100年以上経過している骨

董品 
• 民族学的関心の対象物 
• 以下のような芸術的関心の対象である財産。(i)
任意の支持体上での、任意の素材を使用した、

完全な手製による絵画（工業意匠及び工業製品

に手で装飾したものを除く）、(ii)任意の素材を使

用したオリジナルの彫刻美術品、(iii)オリジナル

の版画、印刷物及びリトグラフ、(iv)任意の素材

を使用したオリジナルの芸術的なアッサンブラー

ジュ及びモンタージュ 
• 特定の（歴史的、芸術的、科学的、文学的など）

関心の対象である貴重な写本及びインキュナ

ブラ、古書、文書及び出版物（単一又はコレク

ション） 
• 切手、収入印紙及び類似の印紙（単一又はコレ

クション） 
• アーカイブ（音響、写真、映画のアーカイブを

含む） 
• 100年以上経過している家具及び古い楽器 

指標を構築する目的上、検討対象の文化財の項目

は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を

禁止及び防止する手段に関する条約（1970年）に

記載する定義に従って、不法な輸入、輸出及び所

有権移転からこれらの文化財を保護するための国

の施策の対象とするべきです。 

観観光光地地域域づづくくりり法法人人（（DMO））：：特定の都市又

は地域に対する観光上の影響を管理するための

利害関係者の広範なパートナーシップ（whc.unesc
o.org/ sustainabletourismtoolkit/guides/guide-2- d
eveloping-strategy-progressive-change）。 

社社会会的的弱弱者者：：これらの指標の目的上、「社会

的弱者」とは、社会的又は経済的障壁により、公共

サービスにアクセスする、又は自分たちの権利を

守る際に困難に直面する可能性があるマイノリティ

を指します。多くの場合、これらのグループには女

性、児童、少数民族、身体・精神障害者が含まれ

ます（ただしこれらに限定されません）。「マイノリテ

ィ」の項目も参照してください。 

教教育育機機関関：：学校、カレッジ、大学、訓練センター

などの、主要目的としての教育を提供するために

設立された機関36。 

文文化化活活動動ににおおけけるる雇雇用用：：文文化化関関連連のの雇雇用用に

は、文化セクターで運営している機関内の業務で

雇用されている人々が含まれます。文化活動に従

事している機関は、文化及び文化以外の職業（劇

場での会計業務など）で構成されている場合があ

ります。実際に、文化活動に従事している同じ機関

（出版社など）内では、文化関連の業務に従事して

いる様々な人々（イラストレーター、ライター、編集

者など）、及び文化関連以外の業務に従事してい

るその他の人々（マネージャー、経理担当者、事

務員、営業担当者など）がいる場合があります。ま

た、文化セクター以外の機関でも、自動車製造工

場で働くデザイナーなどの、文化に関連する職業/
ワーカー（副次的業務と呼ばれることもある）が存

在する場合があります。以下の表には、この文化

関連の雇用の広範な概念が記載されています。 
 

 文文化化関関連連のの 
企企業業 

文文化化関関連連以以外外のの
企企業業 

文化関連の職業 A B 

文化関連以外の

職業 C X 

 
従来、文化関連の雇用の合計はA+B+Cとして特

定されてきましたが、セクターに関するデータと職

業に関するデータでは2つの異なるソース（それぞ

れ、景気動向調査と世帯調査）が使用される傾向

があるため、合計の数値を計算するのが難しい場

合があります。文化関連の雇用には、「文化的又

は象徴的及び精神的な意義の創出、開発、保存

又は反映、一般的に知的財産権を含む文化的製

品及びサービスの創造、生産及び普及、並びに芸

術的表現の目的で実施される」作業及び任務を遂

行する人々が含まれます37。 

エエンンパパワワーーメメンントト：：「女性及び男性が選択肢

の拡大を通じて、自らの生活の統御感と所有権を

獲得するプロセス」38。 

注記：標準的な統計指標では、15歳以上を女性及

び男性、15歳未満を少女及び少年と定義していま

す。自国で異なる年齢範囲が使用されている場合

には、ディメンションデータ表及びテクニカルレポー

トで確認してください。 
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文文化化遺遺産産：：以下の内容を指します。a) 記念工

作物：建築物、記念的意義を有する彫刻及び絵画

、考古学的な性質の物件又は構造物、碑文、洞穴住

居、並びにこれらの物件の組み合せであって、歴史

上、芸術上又は学術上の観点から顕著な価値を有

するもの、 
b) 建造物群：独立した建造物の群又は連続した建

造物の群であって、その建築様式、均質性又は景

観内の位置のために、歴史上、芸術上又は学術上

の観点から顕著な価値を有するもの、c)遺跡：人

間の作品、自然と人間との共同作品及び考古学

的遺跡を含む区域であって、歴史上、芸術上、民

族学上又は人類学上の観点から顕著な価値を有

するもの。 

指標を構築する目的上、検討対象の文化遺産項

目は、顕著な普遍的価値及び/又は国家的価値を

有していると認知されており、国際及び/又は国内

の文化遺産リスト又は指定・登録簿に記載されて

いる必要があります。 

文文化化にに関関すするる参参画画：：文化に関する参画には、

生活の質、伝統及び信仰を反映した消費を含む文

化的実践並びにコミュニティ内で実施される活動が

含まれます。これには、映画やコンサートに出かけ

るなどの、公式の有料イベント、並びにコミュニティ

の文化活動やアマチュアの芸術制作への参加など

の非公式の文化活動、又は読書などの日常的な

活動が含まれます。文化に関する参画には、能動

的行動と受動的行動（コンサートを聴く人と音楽を

演奏する人）の両方が含まれます。この定義に基

づき、文化参画に関する指標では、以下の文化活

動の鑑賞又は参加が対象となります。 
• 映画/映画館/映画祭 
• 劇場又はダンスショー 
• 音楽のライブ演奏 
• 歴史/文化公園又は文化遺産 
• 博物館、美術館又は工芸展 
• 国又は地域の祭典 
• コミュニティの文化イベント/歴史行事の祝典 
• コミュニティの儀式/行事/式典 

文文化化的的実実践践：：以下の3つのカテゴリに従って定

義することができます。 
• 自宅での実践：テレビを見ること、ラジオを聴くこと、

録音・録画を聴く又は見ること、読書、及びコンピ

ュータとインターネットの使用に費やす時間を指し

ます。 
• 外出：映画館、劇場、コンサート、博物館・美術館、

記念碑、遺産などの文化的な場所への訪問が含

まれます。 
• アイデンティティ形成：アマチュアの文化的実践、

文化協会の会員32、大衆文化、民族文化、コミュニ

ティの慣行、及び若者文化33が含まれます。 

文文化化的的生生産産活活動動：：個人又は団体の責任の下で、

投入物（労働力、製品及びサービス、資本）を産出

物（製品及びサービス）に変える、報酬を対価とした

文化ドメインに含まれる活動34。文化ドメインの一部

としてのすべての活動が生産活動に含まれるとは

限りません。 
文化的生産には市場活動及び市場以外の活動が

含まれます。市場以外の活動には、無償又はごくわ

ずかな対価で製品を提供する非営利組織及び政府 
機関による活動が含まれます35。ただし、方法論上

の理由から、文化活動のGDPへの貢献に関する

CDISの中核的な指標では、民間の公式の文化的生

産活動によるGDPへの貢献のみを評価しています。 

文文化化財財：：出所又は所有権にかかわらず、宗教

的又は非宗教的な根拠に基づき、考古学、先史学、

歴史、文学、芸術又は科学にとって重要であるとし

て国内当局により特に指定され、以下のカテゴリに

属する財産を指します。 
• 動物相、植物相、鉱物及び生体組織の貴重なコレ

クション及び標本、並びに古生物学的関心の対象

物 
• 歴史（科学、技術、軍隊及び社会の歴史を含む）、

国内の指導者、思想家、科学者及び芸術家、並び

に国家的重要性がある行事に関連する遺産 
• 考古学的発掘（定期的又は内密の発掘を含む）、

又は考古学的発見による成果物 
• 分割された芸術的・歴史的記念碑又は考古学的

遺跡の構成要素 

 • 碑文、硬貨、刻印など100年以上経過している骨

董品 
• 民族学的関心の対象物 
• 以下のような芸術的関心の対象である財産。(i)
任意の支持体上での、任意の素材を使用した、

完全な手製による絵画（工業意匠及び工業製品

に手で装飾したものを除く）、(ii)任意の素材を使

用したオリジナルの彫刻美術品、(iii)オリジナル

の版画、印刷物及びリトグラフ、(iv)任意の素材

を使用したオリジナルの芸術的なアッサンブラー

ジュ及びモンタージュ 
• 特定の（歴史的、芸術的、科学的、文学的など）

関心の対象である貴重な写本及びインキュナ

ブラ、古書、文書及び出版物（単一又はコレク

ション） 
• 切手、収入印紙及び類似の印紙（単一又はコレ

クション） 
• アーカイブ（音響、写真、映画のアーカイブを

含む） 
• 100年以上経過している家具及び古い楽器 

指標を構築する目的上、検討対象の文化財の項目

は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を

禁止及び防止する手段に関する条約（1970年）に

記載する定義に従って、不法な輸入、輸出及び所

有権移転からこれらの文化財を保護するための国

の施策の対象とするべきです。 

観観光光地地域域づづくくりり法法人人（（DMO））：：特定の都市又

は地域に対する観光上の影響を管理するための

利害関係者の広範なパートナーシップ（whc.unesc
o.org/ sustainabletourismtoolkit/guides/guide-2- d
eveloping-strategy-progressive-change）。 

社社会会的的弱弱者者：：これらの指標の目的上、「社会

的弱者」とは、社会的又は経済的障壁により、公共

サービスにアクセスする、又は自分たちの権利を

守る際に困難に直面する可能性があるマイノリティ

を指します。多くの場合、これらのグループには女

性、児童、少数民族、身体・精神障害者が含まれ

ます（ただしこれらに限定されません）。「マイノリテ

ィ」の項目も参照してください。 

教教育育機機関関：：学校、カレッジ、大学、訓練センター

などの、主要目的としての教育を提供するために

設立された機関36。 

文文化化活活動動ににおおけけるる雇雇用用：：文文化化関関連連のの雇雇用用に

は、文化セクターで運営している機関内の業務で

雇用されている人々が含まれます。文化活動に従

事している機関は、文化及び文化以外の職業（劇

場での会計業務など）で構成されている場合があ

ります。実際に、文化活動に従事している同じ機関

（出版社など）内では、文化関連の業務に従事して

いる様々な人々（イラストレーター、ライター、編集

者など）、及び文化関連以外の業務に従事してい

るその他の人々（マネージャー、経理担当者、事

務員、営業担当者など）がいる場合があります。ま

た、文化セクター以外の機関でも、自動車製造工

場で働くデザイナーなどの、文化に関連する職業/
ワーカー（副次的業務と呼ばれることもある）が存

在する場合があります。以下の表には、この文化

関連の雇用の広範な概念が記載されています。 
 

 文文化化関関連連のの 
企企業業 

文文化化関関連連以以外外のの
企企業業 

文化関連の職業 A B 

文化関連以外の

職業 C X 

 
従来、文化関連の雇用の合計はA+B+Cとして特

定されてきましたが、セクターに関するデータと職

業に関するデータでは2つの異なるソース（それぞ

れ、景気動向調査と世帯調査）が使用される傾向

があるため、合計の数値を計算するのが難しい場

合があります。文化関連の雇用には、「文化的又

は象徴的及び精神的な意義の創出、開発、保存

又は反映、一般的に知的財産権を含む文化的製

品及びサービスの創造、生産及び普及、並びに芸

術的表現の目的で実施される」作業及び任務を遂

行する人々が含まれます37。 

エエンンパパワワーーメメンントト：：「女性及び男性が選択肢

の拡大を通じて、自らの生活の統御感と所有権を

獲得するプロセス」38。 

注記：標準的な統計指標では、15歳以上を女性及

び男性、15歳未満を少女及び少年と定義していま

す。自国で異なる年齢範囲が使用されている場合

には、ディメンションデータ表及びテクニカルレポー

トで確認してください。 
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編
機機器器及及びび支支援援文文化化ドドメメイインン：：ユネスコの文化

統計のための枠組み（2009年）に定義されている

ように、中心的な文化ドメインの一部となる製品（

印刷、テレビ機器、IPodなど）の創造、生産及び流

通の促進又は実現を支援する産業並びに付帯サ

ービス。 

機機関関：：生産を測定するための統計単位。機関

は1か所でのみ活動し、総付加価値の半分以上を

創出する単一又は主要活動に従事します。企業は

1つ又は複数の機関で構成されることがあります。

また企業を構成する機関は様々な主要活動を展

開することがあります。 

経済的側面では、中心的な文化ドメイン（出版・放

送関係の企業、劇場・ダンスカンパニー、博物館・

美術館、図書館などの機関を含む）、並びに機器

及び支援文化ドメイン（電気通信企業などの機関

を含む）に関連する文化活動に従事している機関

に焦点を当てています。 

舞舞台台芸芸術術専専用用のの公公開開会会場場：：本指標の目的上、

舞台芸術専用の公開会場とは、特に文化目的で

の使用を対象として、この目的で設立・設置され、

主にパフォーマンス及び祝典カテゴリに含まれる

演劇、詩、ライブミュージック、舞踊、サーカス、パ

ペット、歌、及びバラエティショーの普及、配信及

び公演を専門とする物理的な文化施設（会場、建

物又は物理的サイト）を意味します39。これらの施

設は100席以上の観客席を備えている必要があり

ます。 
この定義には、屋内の会場（劇場、音楽堂など）、

舞台芸術のために装備、設立及び設置された恒

久的な屋外のサイト（野外の円形競技場など）、及

びプログラム作成の一部としての様々な種類の文

化活動（パフォーマンス、展示、映写など）の普及

に努めるアートセンター、文化センター、その他の

マルチドメインの多目的文化会場（ただし、記述し

た特性及び条件に準拠していることを条件としま

す）が含まれます40。ただし、この定義には映画は

含まれていません。 
現在の実用的な定義で認められているように、

同じスペースに舞台芸術のための様々な場所が

組み込まれている場合、指標の構築のために、 

舞台芸術専用の展示会場のカテゴリに対して1つの

みのインフラがカウントされるものとします。 

この実用的な定義は供給ベースであり、舞台芸術の

公開及び普及のために使用される会場及びサイト

に焦点を当てており、たとえ全面的又は部分的に公

的資金の提供を受けていたとしても、コンサートや演

劇などの文化的製品、又は舞踊団や劇団などの文

化機関は対象外となっています。同様に、 
舞台芸術セクターで事業を行っている研修、調査又

はドキュメンテーションセンター、協会又は企業は、

それらの主な活動及び機能に、提示された特性及

び要件に準拠した専用会場における舞台芸術イベ

ントの普及及び展示が含まれていない場合は除外

されます。 

ジジェェンンダダーーにに基基づづくく会会計計、、ジェンダーに基づく予

算編成、又はジェンダー平等を志向する予算編成：

財政が男性又は女性が好む活動をどの程度支援し

ているかを特定し、不平等の問題に取り組むことで、

財政支出又は予算編成がジェンダー平等を支援又

は改善するために使用されているかどうかを判断す

る手段。多くの先進国と発展途上国で導入されてい

ます41。 

ジジェェンンダダーー平平等等：：「女性と男性及び少女と少年

の平等の権利、責任及び機会」として定義されてい

ます。平等とは、女性と男性が同じになることではな

く、女性と男性の権利、責任及び機会が男性又は女

性に生まれたかどうかによって左右されないことを

意味します。ジェンダー平等は、女性と男性の様々

なグループの多様性を認識したうえで、女性と男性

の両方の利害、ニーズ及び優先事項が考慮される

ことを意味します42。 

ジジェェンンダダーー公公正正：：これは次のように定義されて

います。「女性と男性のそれぞれのニーズに応じた

待遇の公正さ。これには、同等の待遇、又は異なる

が、権利、利益、義務及び機会の観点から同等で

あるとみなされる待遇が含まれることがある。発展

的な状況の中で、ジェンダー公正の目標の達成に

は多くの場合、女性の歴史的・社会的不利を補うた

めに取り入れられた施策を必要とする」43。 

 
公公営営私私立立教教育育機機関関：：政府財源からの拠出資

金に対する民間教育機関の依存度に基づき、公

営私立教育機関と独立私立教育機関とに区別さ

れます。公営私立教育機関とは、政府機関からの

拠出が主たる財源の50%以上である機関です。独

立私立教育機関とは、政府機関からの拠出が主

たる財源の50%未満である機関です44。 

注記：多くの国では、民間の教育機関・団体がほ

とんど又はすべての技術職業訓練コースを提供し

ています。指標の目的上、提案された実用的な定

義に従って「公営私立教育機関」として特徴付け

られる民間の教育機関・団体のみが考慮に入れ

られます。 

遺遺産産ドドキキュュメメンンテテーーシショョンンセセンンタターー：：文書情報

のアクセス性と有用性を最大限に高める各種手法

を利用して、遺産に関して記録された知識、情報

及び研究成果の収集、処理、コード化、保存及び

普及を行う公共又は民間機関を指します。これら

のセンターはあらゆる形態の遺産を対象とする場

合と、特定の種類の遺産（自然、文化、有形、無

形又は動産遺産）を専門的に取り扱う場合があり

ます。 

遺遺産産管管理理計計画画：：ある場所又はサイトの重要な

遺産的側面を提示し、将来の使用と鑑賞のために

その価値が保持されるように、当該の場所又はサ

イトを管理するための適切な方針を詳述した文書

を指します。管理計画は当該の場所に応じて準備

する必要がありますが、一般的には以下を行いま

す。a)その土地の遺産の価値を特定する、b)その

遺産価値が将来の使用に与える制約と機会を特

定する、c)所有者がその使用に関して実行する必

要がある、又は実行したいと考えていることを特定

する、d)収集した情報を調和させ、適合する成果を

達成するための方針と戦略を策定する。理想的に

は、リストされたすべての遺産と場所に対して、そ

の場所の遺産的価値を保全する方法を詳述した

管理計画が不可欠です。場合によっては、ある場

所のあらゆる種類の価値に取り組むために複数

の計画が必要になることがあります。 

無無形形文文化化遺遺産産：：コミュニティ、グループ、及び

場合によっては個人が自己の文化遺産の一部と

して認める慣習、描写、表現、知識、技能、並びに

それらに関連する器具、物品、遺物、及び文化的

空間を指します。 
これらは以下のドメインで見られます。 

• 無形文化遺産の手段としての言語を含む口承

による伝統及び表現 

• 芸能 

• 社会的慣習、儀式及び祭礼行事 

• 自然及び万物に関する知識及び慣習 

• 伝統工芸技術45 

学学校校でで教教ええるる国国際際言言語語：： 
公用語以外の国際言語又は外来語に割り当てら

れる授業時間を指します。例えば、多くのアフリカ

諸国の学校は、その国の文化/植民地の歴史に応じ

て、英語やフランス語を教えています。一部の国で

は、この「外国」語は国内の「公用」語になります。一

部の国では、主要商業・社会取引のほとんどでフラ

ンス語又は英語が使用されているため、第二外国

語としてこれらの言語が教えられています。 

全全人人口口にに占占めめるるイインンタターーネネッットトユユーーザザーー：：国

際電気通信連合（ITU）46は、インターネットユーザ

ーを、過去12か月間にコンピュータ又はその他の

デバイス（携帯電話を含む）からインターネットに

アクセスした人々として定義しています。 

教教授授言言語語：：教師が授業で使用する言語。これ

は、大多数の国民の言語である「公用」語、又はク

ラスの生徒が特定の地域コミュニティから集まって

いる場合には少数言語である場合があります。 

図図書書館館：：使用者の情報、調査、教育、文化又

は娯楽のニーズを満たすために必要とされる情報

リソース及び設備のコレクションを構築・維持し、

それらの使用を促進することを主要目的とした組

織又は組織の一部47。 
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機機器器及及びび支支援援文文化化ドドメメイインン：：ユネスコの文化

統計のための枠組み（2009年）に定義されている

ように、中心的な文化ドメインの一部となる製品（

印刷、テレビ機器、IPodなど）の創造、生産及び流

通の促進又は実現を支援する産業並びに付帯サ

ービス。 

機機関関：：生産を測定するための統計単位。機関

は1か所でのみ活動し、総付加価値の半分以上を

創出する単一又は主要活動に従事します。企業は

1つ又は複数の機関で構成されることがあります。

また企業を構成する機関は様々な主要活動を展

開することがあります。 

経済的側面では、中心的な文化ドメイン（出版・放

送関係の企業、劇場・ダンスカンパニー、博物館・

美術館、図書館などの機関を含む）、並びに機器

及び支援文化ドメイン（電気通信企業などの機関

を含む）に関連する文化活動に従事している機関

に焦点を当てています。 

舞舞台台芸芸術術専専用用のの公公開開会会場場：：本指標の目的上、

舞台芸術専用の公開会場とは、特に文化目的で

の使用を対象として、この目的で設立・設置され、

主にパフォーマンス及び祝典カテゴリに含まれる

演劇、詩、ライブミュージック、舞踊、サーカス、パ

ペット、歌、及びバラエティショーの普及、配信及

び公演を専門とする物理的な文化施設（会場、建

物又は物理的サイト）を意味します39。これらの施

設は100席以上の観客席を備えている必要があり

ます。 
この定義には、屋内の会場（劇場、音楽堂など）、

舞台芸術のために装備、設立及び設置された恒

久的な屋外のサイト（野外の円形競技場など）、及

びプログラム作成の一部としての様々な種類の文

化活動（パフォーマンス、展示、映写など）の普及

に努めるアートセンター、文化センター、その他の

マルチドメインの多目的文化会場（ただし、記述し

た特性及び条件に準拠していることを条件としま

す）が含まれます40。ただし、この定義には映画は

含まれていません。 
現在の実用的な定義で認められているように、

同じスペースに舞台芸術のための様々な場所が

組み込まれている場合、指標の構築のために、 

舞台芸術専用の展示会場のカテゴリに対して1つの

みのインフラがカウントされるものとします。 

この実用的な定義は供給ベースであり、舞台芸術の

公開及び普及のために使用される会場及びサイト

に焦点を当てており、たとえ全面的又は部分的に公

的資金の提供を受けていたとしても、コンサートや演

劇などの文化的製品、又は舞踊団や劇団などの文

化機関は対象外となっています。同様に、 
舞台芸術セクターで事業を行っている研修、調査又

はドキュメンテーションセンター、協会又は企業は、

それらの主な活動及び機能に、提示された特性及

び要件に準拠した専用会場における舞台芸術イベ

ントの普及及び展示が含まれていない場合は除外

されます。 

ジジェェンンダダーーにに基基づづくく会会計計、、ジェンダーに基づく予

算編成、又はジェンダー平等を志向する予算編成：

財政が男性又は女性が好む活動をどの程度支援し

ているかを特定し、不平等の問題に取り組むことで、

財政支出又は予算編成がジェンダー平等を支援又

は改善するために使用されているかどうかを判断す

る手段。多くの先進国と発展途上国で導入されてい

ます41。 

ジジェェンンダダーー平平等等：：「女性と男性及び少女と少年

の平等の権利、責任及び機会」として定義されてい

ます。平等とは、女性と男性が同じになることではな

く、女性と男性の権利、責任及び機会が男性又は女

性に生まれたかどうかによって左右されないことを

意味します。ジェンダー平等は、女性と男性の様々

なグループの多様性を認識したうえで、女性と男性

の両方の利害、ニーズ及び優先事項が考慮される

ことを意味します42。 

ジジェェンンダダーー公公正正：：これは次のように定義されて

います。「女性と男性のそれぞれのニーズに応じた

待遇の公正さ。これには、同等の待遇、又は異なる

が、権利、利益、義務及び機会の観点から同等で

あるとみなされる待遇が含まれることがある。発展

的な状況の中で、ジェンダー公正の目標の達成に

は多くの場合、女性の歴史的・社会的不利を補うた

めに取り入れられた施策を必要とする」43。 

 
公公営営私私立立教教育育機機関関：：政府財源からの拠出資

金に対する民間教育機関の依存度に基づき、公

営私立教育機関と独立私立教育機関とに区別さ

れます。公営私立教育機関とは、政府機関からの

拠出が主たる財源の50%以上である機関です。独

立私立教育機関とは、政府機関からの拠出が主

たる財源の50%未満である機関です44。 

注記：多くの国では、民間の教育機関・団体がほ

とんど又はすべての技術職業訓練コースを提供し

ています。指標の目的上、提案された実用的な定

義に従って「公営私立教育機関」として特徴付け

られる民間の教育機関・団体のみが考慮に入れ

られます。 

遺遺産産ドドキキュュメメンンテテーーシショョンンセセンンタターー：：文書情報

のアクセス性と有用性を最大限に高める各種手法

を利用して、遺産に関して記録された知識、情報

及び研究成果の収集、処理、コード化、保存及び

普及を行う公共又は民間機関を指します。これら

のセンターはあらゆる形態の遺産を対象とする場

合と、特定の種類の遺産（自然、文化、有形、無

形又は動産遺産）を専門的に取り扱う場合があり

ます。 

遺遺産産管管理理計計画画：：ある場所又はサイトの重要な

遺産的側面を提示し、将来の使用と鑑賞のために

その価値が保持されるように、当該の場所又はサ

イトを管理するための適切な方針を詳述した文書

を指します。管理計画は当該の場所に応じて準備

する必要がありますが、一般的には以下を行いま

す。a)その土地の遺産の価値を特定する、b)その

遺産価値が将来の使用に与える制約と機会を特

定する、c)所有者がその使用に関して実行する必

要がある、又は実行したいと考えていることを特定

する、d)収集した情報を調和させ、適合する成果を

達成するための方針と戦略を策定する。理想的に

は、リストされたすべての遺産と場所に対して、そ

の場所の遺産的価値を保全する方法を詳述した

管理計画が不可欠です。場合によっては、ある場

所のあらゆる種類の価値に取り組むために複数

の計画が必要になることがあります。 

無無形形文文化化遺遺産産：：コミュニティ、グループ、及び

場合によっては個人が自己の文化遺産の一部と

して認める慣習、描写、表現、知識、技能、並びに

それらに関連する器具、物品、遺物、及び文化的

空間を指します。 
これらは以下のドメインで見られます。 

• 無形文化遺産の手段としての言語を含む口承

による伝統及び表現 

• 芸能 

• 社会的慣習、儀式及び祭礼行事 

• 自然及び万物に関する知識及び慣習 

• 伝統工芸技術45 

学学校校でで教教ええるる国国際際言言語語：： 
公用語以外の国際言語又は外来語に割り当てら

れる授業時間を指します。例えば、多くのアフリカ

諸国の学校は、その国の文化/植民地の歴史に応じ

て、英語やフランス語を教えています。一部の国で

は、この「外国」語は国内の「公用」語になります。一

部の国では、主要商業・社会取引のほとんどでフラ

ンス語又は英語が使用されているため、第二外国

語としてこれらの言語が教えられています。 

全全人人口口にに占占めめるるイインンタターーネネッットトユユーーザザーー：：国

際電気通信連合（ITU）46は、インターネットユーザ

ーを、過去12か月間にコンピュータ又はその他の

デバイス（携帯電話を含む）からインターネットに

アクセスした人々として定義しています。 

教教授授言言語語：：教師が授業で使用する言語。これ

は、大多数の国民の言語である「公用」語、又はク

ラスの生徒が特定の地域コミュニティから集まって

いる場合には少数言語である場合があります。 

図図書書館館：：使用者の情報、調査、教育、文化又

は娯楽のニーズを満たすために必要とされる情報

リソース及び設備のコレクションを構築・維持し、

それらの使用を促進することを主要目的とした組

織又は組織の一部47。 
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学学校校でで教教ええるる現現地地語語又又はは地地方方語語：：公用語

以外の現地語、すなわち国の重要な文化の少

数派が話す言語に割り当てられる授業時間を

指します。 

ママイイノノリリテティィ：：民族的又は種族的、宗教的及

び言語的マイノリティに属する者の権利に関する

国際連合宣言（1992年）の第1条では、民族的又

は種族的、文化的、宗教的及び言語的独自性に

基づくマイノリティに言及し、国家はその存在を保

護するものと規定しています。ただし、マイノリテ

ィを構成する集団に関して国際的に合意された

定義は存在しません。「社会的弱者」の項目も参

照してください。 

この指標の構築にあたっては、「マイノリティ」に関

する以下の実用的な定義が採用されています。   
「『マイノリティ』という言葉は、[...]大多数の人々の

陰で暮らし、異なる主要な文化的イデオロギーを

有する社会的に排除された集団又は社会的弱者

を表す。 
これらのグループは、しばしば大多数の文化と

はまったく由来の異なる価値体系と自尊心の源

を共有している。『マイノリティ』という言葉は、以

下の4種類のグループを含む。 
• 原住民又は先住民：その血統は国内の土着民

に遡ることができる。彼らはそのテリトリーと特

別な関係を有し、自分たちの土地であると考え

るものに対する強い所有意識を持っている。 
• 領域的マイノリティ：マイノリティが多数いる国家

環境で暮らしている長年の文化的伝統を有する

グループ[...]。 
• 非領域的マイノリティ又は移動型民族：土地に

対して特別な愛着を持たないグループ。 
• 移民：特定の社会における文化的及び宗

教的存在感を集団で取り決める傾向が

ある」48。 

施施策策：：回答者は、論点に関する具体的な措置

を証明する活動又は支出のエビデンスを提示する

必要があります。 

博博物物館館・・美美術術館館：：社会に奉仕し、一般に公

開されている非営利の恒久的な施設。教育、学

習及び娯楽のために、歴史的、芸術的、科学的

及び技術的な価値、又はその他の文化的性質

の集合及びコレクションを収集、保全、調査、伝

達及び展示します49。 

国国家家文文化化遺遺産産のの指指定定・・登登録録、、一一覧覧表表又又はは目目録録

：：国土に存在し、公式な選定プロセスを経て遺産的

価値を有すると認定され、個別に特定及び記録され

た、歴史的又は文化的に重要な人為的不動産、ラ

ンドマーク的な建築物、産業施設、過去の著名人の

記念館、記念工作物、墓地・墓標、考古学的遺跡、

及び文化的景観（人間によって大幅に変えられた人

工環境と自然生息地）に関する公式データバンク又

は一覧表を指します。 

国国家家又又はは地地域域のの無無形形文文化化遺遺産産目目録録：：コミュニ

ティ、グループ及び関連NGOが関与する所定の国

土に存在する無形文化遺産の要素を特定及び定

義するプロセスの結果によって作成され、無形文化

遺産を確実に保全するために必要な手段として認

められている目録を指します。これらの目録では、

その独自の状況における無形文化遺産の1つ又は

複数の特定の要素について記述することで、それら

を他と識別しています。国土に存在する無形遺産の

目録作成に対して異なるアプローチを取っている国

もあります。例えば、単一の包括的な目録又は一式

のより小規模で限定的な目録を作成する場合があ

ります。 

自自然然建建築築物物：：人工資材ではなく、天然素材を使

用する建築手法を指します。これには、木と泥を使

用した伝統的な建築手法に加えて、必要とされるモ

ルタルやセメントの量を抑えるために、結合剤として

麻を使用する手法などが含まれます。この用語は、

持続可能な建築物の類似表現です。 

公公用用語語：：関係する国に対して法的地位を有して

いる言語。これは通常、国の行政機関が使用し、学

校の授業で使用する主要言語となっています。 

公公式式又又はは国国ののカカリリキキュュララムム：：カリキュラムとは、

学習者が公式及び非公式の両環境における系統的

な学習体験を通じて取得するべき能力（価値観によ

って裏打ちされる知識、技能、思考態度）に関する

体系的かつ計画的なパッケージです50。これには、

教育の各学年で様々な主題にあてられる予定時間

数に関するガイダンスが含まれることがあります。 

 
オオンンラライインン文文化化活活動動：：オンライン文化活動の

定義はEU文化統計に基づいており51、以下のカテ

ゴリが含まれます。 
• オンラインニュース、新聞及び雑誌を読む 
• ゲームの再生/ダウンロード 
• インターネットのストリーミングテレビ又はビデオ

を見ること 
• 音楽（Webラジオ、音楽又はストリーミング）を聴

くこと 
• ウィキでの調べもの 
• Webサイト又はブログの作成 

文文化化セセククタターーのの職職業業従従事事者者のの組組織織的的なな代代表表

機機関関：：政府から独立しており、合法的に設立されて

いるか、又は少なくとも公的に認められており（例

えば、国際的なネットワーク、連盟又は団体に加

盟することで）、会員の利益の擁護・促進及びその

活動に関連する目標達成が主要機能に含まれる

団体、組合、非営利組織、ネットワーク、非政府組

織、同業者団体、財団、法人、又は組織的な代表

機関を意味するために使用されます。地位（文化

協会）又はセクター（アートマネージャー、文化教

育者、プロデューサー又は学芸員の専門家団体な

ど）では一般的なものである場合があります。 

公公立立教教育育機機関関：：当該の機関の業務に関する

意思決定を下す最終的な権限を有するのが 
公的機関か民間団体であるかによって、公立又は

私立として分類されます。公的教育当局・機関が

直接統制・管理している、政府機関が直接統制・

管理している、又は委員のほとんどが公的機関に

よって任命されているか、パブリックフランチャイズ

によって選出されている運営組織（協議会、委員

会など）が支配・管理している機関は、公立として

分類されます52。 

公公共共的的オオーーププンンススペペーースス：：その空間に入った

り、横切ったりしようとする人が利用でき、無料でア

クセスできる定義済みの土地の部分。通常、この

区域には建築物はなく、緑化されています。公立

公園では多くの場合、植物が栽培されており、カフ

ェ、舞台、公衆トイレなどの種類が限定された建築

物があります。公立公園では、例えば、暗くなった

後の動物やビジターに関する懸念があるために、

アクセスに対して一定の規制が行われている場合

があります。 

文文化化にに対対すするる標標準準設設定定フフレレーームムワワーークク：：国内

における、並びに国が批准した国際的、地域的又

は双務的な条約及び法律文書における有効な文化

関連の憲法上、法律上及び規制上の規定全体を指

します。 

持持続続可可能能なな建建築築物物又又はは建建造造物物：：「天然」の建

築資材（上記を参照）、並びに環境に対する影響を

軽減する建築資材の使用を指します。例えば、地

元での資材調達は輸送による環境上の影響を軽

減します。 
電動工具の使用を減らすことで、排気量と電力使用

量が低減します。持続可能な建造物では、建築物の

「ライフサイクル」全体を対象として、解体材料を再

利用するために持続可能な建築資材製品を特定す

ることで、影響の軽減に取り組むことができます。 

持持続続可可能能なな開開発発：：ブルントラント報告書（1983
年）からの古典的定義によると、「持続可能な開発と

は、将来の世代が自身のニーズを満たす能力を損

なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発を意

味する」。 

タターーゲゲッットト人人口口：：調査研究、政策イニシアティブ

又は調査の対象となる集団。ターゲット人口は通常、

地理的条件（一定の地域内の住民）、又は社会人

口統計学的特性（年齢、性別など）によって定義さ

れます。 

技技術術教教育育及及びび訓訓練練並並びびにに職職業業教教育育及及びび訓訓練練（（

TVET））：：広範な職業分野、生産、サービス及び生活

に関わる教育、訓練、技能開発で構成されるものと理

解されています。TVETは、生涯学習の一環として、

中等教育、中等以降の教育、及び高等教育レベル

で行うことができ、仕事ベースの学習及び継続的な

訓練、並びに資格認定につながる可能性がある専

門的能力の開発が含まれます53。 

高高等等教教育育：：高等教育は中等教育を基盤としてお

り、教育の専門的な分野の学習活動を提供します。

これは、より高度なレベルの複雑かつ専門的な学習

を目的としています。高等教育には、一般的に大学

教育として認識される内容に加えて、高度な職業又

は専門教育も含まれます54。 
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学学校校でで教教ええるる現現地地語語又又はは地地方方語語：：公用語

以外の現地語、すなわち国の重要な文化の少

数派が話す言語に割り当てられる授業時間を

指します。 

ママイイノノリリテティィ：：民族的又は種族的、宗教的及

び言語的マイノリティに属する者の権利に関する

国際連合宣言（1992年）の第1条では、民族的又

は種族的、文化的、宗教的及び言語的独自性に

基づくマイノリティに言及し、国家はその存在を保

護するものと規定しています。ただし、マイノリテ

ィを構成する集団に関して国際的に合意された

定義は存在しません。「社会的弱者」の項目も参

照してください。 

この指標の構築にあたっては、「マイノリティ」に関

する以下の実用的な定義が採用されています。   
「『マイノリティ』という言葉は、[...]大多数の人々の

陰で暮らし、異なる主要な文化的イデオロギーを

有する社会的に排除された集団又は社会的弱者

を表す。 
これらのグループは、しばしば大多数の文化と

はまったく由来の異なる価値体系と自尊心の源

を共有している。『マイノリティ』という言葉は、以

下の4種類のグループを含む。 
• 原住民又は先住民：その血統は国内の土着民

に遡ることができる。彼らはそのテリトリーと特

別な関係を有し、自分たちの土地であると考え

るものに対する強い所有意識を持っている。 
• 領域的マイノリティ：マイノリティが多数いる国家

環境で暮らしている長年の文化的伝統を有する

グループ[...]。 
• 非領域的マイノリティ又は移動型民族：土地に

対して特別な愛着を持たないグループ。 
• 移民：特定の社会における文化的及び宗

教的存在感を集団で取り決める傾向が

ある」48。 

施施策策：：回答者は、論点に関する具体的な措置

を証明する活動又は支出のエビデンスを提示する

必要があります。 

博博物物館館・・美美術術館館：：社会に奉仕し、一般に公

開されている非営利の恒久的な施設。教育、学

習及び娯楽のために、歴史的、芸術的、科学的

及び技術的な価値、又はその他の文化的性質

の集合及びコレクションを収集、保全、調査、伝

達及び展示します49。 

国国家家文文化化遺遺産産のの指指定定・・登登録録、、一一覧覧表表又又はは目目録録

：：国土に存在し、公式な選定プロセスを経て遺産的

価値を有すると認定され、個別に特定及び記録され

た、歴史的又は文化的に重要な人為的不動産、ラ

ンドマーク的な建築物、産業施設、過去の著名人の

記念館、記念工作物、墓地・墓標、考古学的遺跡、

及び文化的景観（人間によって大幅に変えられた人

工環境と自然生息地）に関する公式データバンク又

は一覧表を指します。 

国国家家又又はは地地域域のの無無形形文文化化遺遺産産目目録録：：コミュニ

ティ、グループ及び関連NGOが関与する所定の国

土に存在する無形文化遺産の要素を特定及び定

義するプロセスの結果によって作成され、無形文化

遺産を確実に保全するために必要な手段として認

められている目録を指します。これらの目録では、

その独自の状況における無形文化遺産の1つ又は

複数の特定の要素について記述することで、それら

を他と識別しています。国土に存在する無形遺産の

目録作成に対して異なるアプローチを取っている国

もあります。例えば、単一の包括的な目録又は一式

のより小規模で限定的な目録を作成する場合があ

ります。 

自自然然建建築築物物：：人工資材ではなく、天然素材を使

用する建築手法を指します。これには、木と泥を使

用した伝統的な建築手法に加えて、必要とされるモ

ルタルやセメントの量を抑えるために、結合剤として

麻を使用する手法などが含まれます。この用語は、

持続可能な建築物の類似表現です。 

公公用用語語：：関係する国に対して法的地位を有して

いる言語。これは通常、国の行政機関が使用し、学

校の授業で使用する主要言語となっています。 

公公式式又又はは国国ののカカリリキキュュララムム：：カリキュラムとは、

学習者が公式及び非公式の両環境における系統的

な学習体験を通じて取得するべき能力（価値観によ

って裏打ちされる知識、技能、思考態度）に関する

体系的かつ計画的なパッケージです50。これには、

教育の各学年で様々な主題にあてられる予定時間

数に関するガイダンスが含まれることがあります。 

 
オオンンラライインン文文化化活活動動：：オンライン文化活動の

定義はEU文化統計に基づいており51、以下のカテ

ゴリが含まれます。 
• オンラインニュース、新聞及び雑誌を読む 
• ゲームの再生/ダウンロード 
• インターネットのストリーミングテレビ又はビデオ

を見ること 
• 音楽（Webラジオ、音楽又はストリーミング）を聴

くこと 
• ウィキでの調べもの 
• Webサイト又はブログの作成 

文文化化セセククタターーのの職職業業従従事事者者のの組組織織的的なな代代表表

機機関関：：政府から独立しており、合法的に設立されて

いるか、又は少なくとも公的に認められており（例

えば、国際的なネットワーク、連盟又は団体に加

盟することで）、会員の利益の擁護・促進及びその

活動に関連する目標達成が主要機能に含まれる

団体、組合、非営利組織、ネットワーク、非政府組

織、同業者団体、財団、法人、又は組織的な代表

機関を意味するために使用されます。地位（文化

協会）又はセクター（アートマネージャー、文化教

育者、プロデューサー又は学芸員の専門家団体な

ど）では一般的なものである場合があります。 

公公立立教教育育機機関関：：当該の機関の業務に関する

意思決定を下す最終的な権限を有するのが 
公的機関か民間団体であるかによって、公立又は

私立として分類されます。公的教育当局・機関が

直接統制・管理している、政府機関が直接統制・

管理している、又は委員のほとんどが公的機関に

よって任命されているか、パブリックフランチャイズ

によって選出されている運営組織（協議会、委員

会など）が支配・管理している機関は、公立として

分類されます52。 

公公共共的的オオーーププンンススペペーースス：：その空間に入った

り、横切ったりしようとする人が利用でき、無料でア

クセスできる定義済みの土地の部分。通常、この

区域には建築物はなく、緑化されています。公立

公園では多くの場合、植物が栽培されており、カフ

ェ、舞台、公衆トイレなどの種類が限定された建築

物があります。公立公園では、例えば、暗くなった

後の動物やビジターに関する懸念があるために、

アクセスに対して一定の規制が行われている場合

があります。 

文文化化にに対対すするる標標準準設設定定フフレレーームムワワーークク：：国内

における、並びに国が批准した国際的、地域的又

は双務的な条約及び法律文書における有効な文化

関連の憲法上、法律上及び規制上の規定全体を指

します。 

持持続続可可能能なな建建築築物物又又はは建建造造物物：：「天然」の建

築資材（上記を参照）、並びに環境に対する影響を

軽減する建築資材の使用を指します。例えば、地

元での資材調達は輸送による環境上の影響を軽

減します。 
電動工具の使用を減らすことで、排気量と電力使用

量が低減します。持続可能な建造物では、建築物の

「ライフサイクル」全体を対象として、解体材料を再

利用するために持続可能な建築資材製品を特定す

ることで、影響の軽減に取り組むことができます。 

持持続続可可能能なな開開発発：：ブルントラント報告書（1983
年）からの古典的定義によると、「持続可能な開発と

は、将来の世代が自身のニーズを満たす能力を損

なうことなく、現在の世代のニーズを満たす開発を意

味する」。 

タターーゲゲッットト人人口口：：調査研究、政策イニシアティブ

又は調査の対象となる集団。ターゲット人口は通常、

地理的条件（一定の地域内の住民）、又は社会人

口統計学的特性（年齢、性別など）によって定義さ

れます。 

技技術術教教育育及及びび訓訓練練並並びびにに職職業業教教育育及及びび訓訓練練（（

TVET））：：広範な職業分野、生産、サービス及び生活

に関わる教育、訓練、技能開発で構成されるものと理

解されています。TVETは、生涯学習の一環として、

中等教育、中等以降の教育、及び高等教育レベル

で行うことができ、仕事ベースの学習及び継続的な

訓練、並びに資格認定につながる可能性がある専

門的能力の開発が含まれます53。 

高高等等教教育育：：高等教育は中等教育を基盤としてお

り、教育の専門的な分野の学習活動を提供します。

これは、より高度なレベルの複雑かつ専門的な学習

を目的としています。高等教育には、一般的に大学

教育として認識される内容に加えて、高度な職業又

は専門教育も含まれます54。 
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編
言言語語にに充充ててらられれるる年年間間総総授授業業時時間間数数：：国際言

語、現地語、地方語、公用語、国語を問わず、言語

の授業に充てられる年間の総時間数を示します。

各学年に対するこの値を計算するには、以下の3
つの要因を考慮に入れる必要があります。 
(a) 設定された学年度の長さ 
(b) 各学年で各言語に割り当てられる授業期間数、

(c)上記の期間（授業又は時間）の平均的な長さ（

分で表示）。 

伝伝統統文文化化ススペペーースス：：暖炉や備品が備え付け

られた半地下の塀で囲われた区域の「キバ」（ホ

ピ族）、社交、睡眠、食事及び村の集会のために使

用される屋根付きの側面が開いたプラットフォーム

の「マネバ」（キリバス）、集会、祈祷などに使用され

る祖先にまつわる、柵で囲まれた開けた区域の「マ

ラエ」（ニュージーランド）などの、伝統的な村の集

会/社交場所として使用される一定の区域。 

伝伝統統的的市市場場：：これには多くの定義が考えられ

ます。ここで採用されている1つの定義は以下の通

りです。「政府、民間、協同組合、又は地域住民の

独立経営によって構築及び管理され、小規模の事

業と少額の資本を有する中小規模の取引業者が

所有/管理する店舗、キオスク、売店、テナント、

その他の類似の名称の事業所で構成され、売買

プロセスが交渉によって行われる市場」（国連ハ

ビタット）。 

水水中中文文化化・・自自然然遺遺産産：：「a)遺跡、構造物、建築

物、遺物、人骨、並びにそれらの考古学的及び自

然的状況、b)船舶、航空機、その他の輸送手段又

はそれらの一部、それらの積荷若しくはその他の内

容物、並びにそれらの考古学的及び自然的状況、

及び有史以前の性質を有する物体などの、100年
以上にわたり周期的又は継続的に一部又は全部

が水中にある文化的、歴史的又は考古学的性質

を有する、人間の存在を示すすべての痕跡」を指

します55。 

検討対象の水中文化品目は国内及び/又は国際的

な水中文化・自然遺産リスト及び/又は難破船及び

地物に関する海洋登録簿に登録されている必要が

あります。水中遺産は一般的に、類似の陸上の遺

跡に含まれると想定されます。 

検討対象の無形文化遺産品目は、地域、国又は国

際レベルで保持されている無形遺産目録に記載さ

れている必要があります。 

ヴヴァァナナキキュュララーー建建築築：：地元民が現地の資材を使

用して、地元の建築の伝統に従って建造した建築物

を指します。一般的には住居に適用されますが、こ

のように伝統的な資材及び/又は様式を使用して建

造したすべての建築物を指すことがあります。 
建造物は一般的に、前もって考えた明確な図面や

設計なしに、地元民が伝統的な慣習に従って建築

するため、時には「建築家のいない建築」とみなされ

ます。 

女女性性にに対対すするる暴暴力力：：「公的生活又は私的生活

で起きるかを問わず、女性に身体的、性的、心理的

な危害又は苦痛をもたらす、又はもたらすおそれが

あるジェンダーに基づくすべての暴力行為。これに

は、そのような行為の威嚇、強制、又は自由の恣意

的な剥奪をも含む」56 。OECDは、国レベルでの女

性に対する暴力のレベルを示す「代替表現」として、

セクハラ、家庭内暴力、レイプを選定しました。 

美美術術ににああててらられれるる年年間間授授業業時時間間：：中等学校の

最初の2年間において美術教育にあてられる年間の

総授業時間を意味します。各学年及び各国に対す

るこの時間を計算するには、以下の3つの要素が考

慮されます。(a)実際の学年度の期間、(b)各学年レ

ベルで各美術科目に割り当てられる授業期間数、

(c)上記の期間（授業又は時間）の平均的な継続時

間（分で表示）。 
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言言語語にに充充ててらられれるる年年間間総総授授業業時時間間数数：：国際言

語、現地語、地方語、公用語、国語を問わず、言語

の授業に充てられる年間の総時間数を示します。

各学年に対するこの値を計算するには、以下の3
つの要因を考慮に入れる必要があります。 
(a) 設定された学年度の長さ 
(b) 各学年で各言語に割り当てられる授業期間数、

(c)上記の期間（授業又は時間）の平均的な長さ（

分で表示）。 

伝伝統統文文化化ススペペーースス：：暖炉や備品が備え付け

られた半地下の塀で囲われた区域の「キバ」（ホ

ピ族）、社交、睡眠、食事及び村の集会のために使

用される屋根付きの側面が開いたプラットフォーム

の「マネバ」（キリバス）、集会、祈祷などに使用され

る祖先にまつわる、柵で囲まれた開けた区域の「マ

ラエ」（ニュージーランド）などの、伝統的な村の集

会/社交場所として使用される一定の区域。 

伝伝統統的的市市場場：：これには多くの定義が考えられ

ます。ここで採用されている1つの定義は以下の通

りです。「政府、民間、協同組合、又は地域住民の

独立経営によって構築及び管理され、小規模の事

業と少額の資本を有する中小規模の取引業者が

所有/管理する店舗、キオスク、売店、テナント、

その他の類似の名称の事業所で構成され、売買

プロセスが交渉によって行われる市場」（国連ハ

ビタット）。 

水水中中文文化化・・自自然然遺遺産産：：「a)遺跡、構造物、建築

物、遺物、人骨、並びにそれらの考古学的及び自

然的状況、b)船舶、航空機、その他の輸送手段又

はそれらの一部、それらの積荷若しくはその他の内

容物、並びにそれらの考古学的及び自然的状況、

及び有史以前の性質を有する物体などの、100年
以上にわたり周期的又は継続的に一部又は全部

が水中にある文化的、歴史的又は考古学的性質

を有する、人間の存在を示すすべての痕跡」を指

します55。 

検討対象の水中文化品目は国内及び/又は国際的

な水中文化・自然遺産リスト及び/又は難破船及び

地物に関する海洋登録簿に登録されている必要が

あります。水中遺産は一般的に、類似の陸上の遺

跡に含まれると想定されます。 

検討対象の無形文化遺産品目は、地域、国又は国

際レベルで保持されている無形遺産目録に記載さ

れている必要があります。 

ヴヴァァナナキキュュララーー建建築築：：地元民が現地の資材を使

用して、地元の建築の伝統に従って建造した建築物

を指します。一般的には住居に適用されますが、こ

のように伝統的な資材及び/又は様式を使用して建

造したすべての建築物を指すことがあります。 
建造物は一般的に、前もって考えた明確な図面や

設計なしに、地元民が伝統的な慣習に従って建築

するため、時には「建築家のいない建築」とみなされ

ます。 

女女性性にに対対すするる暴暴力力：：「公的生活又は私的生活

で起きるかを問わず、女性に身体的、性的、心理的

な危害又は苦痛をもたらす、又はもたらすおそれが

あるジェンダーに基づくすべての暴力行為。これに

は、そのような行為の威嚇、強制、又は自由の恣意

的な剥奪をも含む」56 。OECDは、国レベルでの女

性に対する暴力のレベルを示す「代替表現」として、

セクハラ、家庭内暴力、レイプを選定しました。 

美美術術ににああててらられれるる年年間間授授業業時時間間：：中等学校の

最初の2年間において美術教育にあてられる年間の

総授業時間を意味します。各学年及び各国に対す

るこの時間を計算するには、以下の3つの要素が考

慮されます。(a)実際の学年度の期間、(b)各学年レ

ベルで各美術科目に割り当てられる授業期間数、

(c)上記の期間（授業又は時間）の平均的な継続時

間（分で表示）。 
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